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令和７年第５回北中城村議会臨時会会期日程表 
 

開 会 ８月１２日（火曜日） 
会期 １ 日間 

閉 会 ８月１２日（火曜日） 
 

月日 曜 会議別 開議時刻 摘       要 

８．12 火 本会議 午前 1 0 時 開 会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議案説明、質疑、委員会付託省略、討論、決定 

議員全員協議会 

閉 会 

 

 

 



― 2 ― 

令和７年第５回北中城村議会臨時会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ７ 年 ８ 月 １ ２ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和７年８月12日 午前10時12分 議 長 名 幸 利 積 

閉 会 令和７年８月12日 午前11時50分 議 長 名 幸 利 積 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番   

会議録署名議員 
 ６ 番 議 員 喜屋武   功 

 ７ 番 議 員 伊 集 守 吉 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 與那城 世代子 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 仲 本 正 一 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 新 垣 理衣子 

企 画 振 興 課 長 徳 峯 惣一郎 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 住 民 生 活 課 長 比 嘉 利 彦 

福 祉 課 長 安次富 規 昭 税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 

こども未来課 長 喜 納 啓 二 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹 

  学校教育指導主事  

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和７年８月１２日（火曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第３８号 安谷屋第２地区貯水池整備工事（その１）工事請負契約につ

いて 

説明、質疑、委員会付託

省略、討論、決定 
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○議長（名幸利積） 

 ただいまから令和７年第５回北中城村議会臨

時会を開会します。 

  開 会（午前１０時１２分） 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時１２分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、喜屋武 功議員及び伊

集守吉議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日

間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。会期は、本日１日間に

決定しました。 

 

日程第３．議案第３８号 安谷屋第２地区貯

水池整備工事（その１）工事請負

契約について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第３．議案第38号 安谷屋第２地区貯水

池整備工事（その１）工事請負契約についてを

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第38号 安谷屋第２地区貯水池整

備工事（その１）工事請負契約について。 

 

 

議案第３８号 

 

安谷屋第２地区貯水池整備工事（その１）工事請負契約について 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するために、北中城村議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和４７年条例第５７号）第２条の規定により、議会の議決を求めま

す。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 ： 安谷屋第２地区貯水池整備工事（その１） 

 

２ 契 約 の 方 法 ： 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 ： ￥２７６，００１，０００－ 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥２５，０９１，０００－）
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４ 契約の相手方 ： 沖縄県沖縄市池原二丁目１５番３５号 

有限会社 明城建設 

代表取締役 長濱 邦彦 

 

令和７年８月１２日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 入札の結果、工事請負契約書のかがみ等につ

いては添付してありますので、お目通しのほう

をお願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 質疑いたします。 

 この件については、新年度から予算が決まっ

て、これまでのスケジュールとこのスケジュー

ルの中でＪＶは組めなかったのか。 

 あと、工事規模は金額によって指名業者のラ

ンキングがあるのか。 

 村内のＢ、Ｃランクの単体での指名はできな

かったのか。この３点をお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 比嘉議員の御質疑にお答えします。 

 まず今回の発注工事のためのこれまでの業務

日程については、業者選定を行いまして、指名

委員会、あと事業者への通知、資料配付、質疑

応答の締め切り、それを終えての入札という流

れになるんですけれども、まず業者選定が令和

７年６月６日、これに応じて指名委員会、令和

７年６月９日、執行伺い、これは入札を指名委

員会で確定した業者への入札を執行してよいか

というところが、令和７年６月25日、事業者へ

の通知が令和７年７月１日、同日資料も配付し

ております。質疑応答が令和７年７月14日締切

りとなっておりまして、入札が令和７年７月23

日に執り行っております。 

 今回ＪＶ工事での発注ができなかったのかと

いうお話だったんですけれども、これはＪＶ工

事を仮にやった場合、でも通常の指名競争入札

よりも時間がかかることは大体把握されている

とは思うんですけれども、通常そういった２者

ＪＶ、もしくは３者ＪＶというやり方があるん

ですけれども、恐らくそういった施工業者が組

み合わせを決めるのには通常の１社のみ、単体

発注よりもやはり時間がかかる。恐らくこれま

でのあれでは１週間、ないしは２週間前後は余

分にかかるかと思われます。ただし、今回ＪＶ

工事があまり適切ではないと考えたのは、工事

の内容。今回の発注予定では土工事、掘削工及

び土砂運搬工ですね、これと土の改良工事が主

なものです。こういった工事の場合、国からも

土質の改良工事に関してはＪＶ等の工事では発

注すべきではないという通知も来ております。

通知といいますか指導ですね。こういったもの

が来ておりまして、ただしＪＶを組んだ場合、

今回の予算規模が３億円ぐらいになりますので、

例えば２者のＪＶでやる場合はどうしても資本

金３億円を何パーセントずつかの割当てが必要

になってくるんですけれども、２者の場合はど

うしても小さいほうでも３割以上で、もし３者

で組む場合には20％以上の資本金負担が必要に

なってきます。こうした場合に単純に３億円で
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掛けてみますと２者の場合は最低でも9,000万

円の負担が必要、３者の場合は6,000万円が必

要となり、現在の村の業者に、村が発注する公

共工事に関しては5,000万円以上の工事はＡク

ラス以上のものが望ましいという規定もござい

ますため、仮にＪＶを組んだ場合、それもＢ及

びＣの場合でもＡの方が望ましいというような

状況になります。そのためにただ工事の内容自

体も土工事がメインとなるんですけれども、今

回は貯水池の工事でありまして、約80メーター

掛ける80メーターのエリア内での工事となりま

す。そのため施行班が多数入って、これを管理

しないといけない人間が多数必要というような

工事ではございません。そのためにこれはＪＶ

で発注するにはそぐわないのではないかと判断

いたしまして、村長に進言してこのやり方でや

っていきたいということを申し上げたところで

す。 

 あと、先ほども説明の中で申し上げたとおり、

基本的に今5,000万円以上の発注工事であれば、

指名競争入札の場合10社以上を指名すべきとい

うこともうたわれておりますので、今回の入札

に関しては村内の商工会に属されている方が指

名業者の11社中７社来られました。これは７月

１日付にいただいた資料で確認したところです

けれども、令和５年度までの名簿を再確認した

ところ10社は当時商工会のメンバーだったとい

うふうに把握しております。 

 取りあえず御質疑に関しては以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ＪＶを組むには時間がかかると。あと、年度

内だと７か月しかないですよね。今から決まっ

てですね。この７か月でもタイムスケジュール

的にはぎりぎりなのか、余裕があるのか、その

辺はどうですか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 私どもの手元に工事設計書の見直し、発注予

定の分の設計書が上がってきた際に、まずこの

工事ボリュームを確認します。そして年度内で

確実に追われるかどうかの工期が設定できるか

どうかをまず検討します。このときに工期を考

えた場合に約220日程度の工期が必要ではない

かということで設計業者にも確認したところそ

のとおり。と言いますのが、今年度から週休２

日制を必ず取り入れなさいということもござい

まして、このあたりも加味したものでこの工期

を設定しております。そうした場合に、年度内

に終わるために３月末までに終わらなければい

けない場合には、８月の上旬ぐらいまでにはど

うしても工期をスタートしないといけないとい

うところもございまして、実際入札を行ってか

らの臨時議会の開催のお願いをしたところで、

本日となったところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 今回は、国、県の補助は９割以上はあります

ね。もちろん工期が次年度に延びた場合、次年

度以降の国、県からの補助金の影響は。あと今

の段階ですよ、令和８年度分の国、県補助金は

確約されているか、確認です。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 現在、この工事につきましては国から80％、

県から11％の補助金をいただいて実行するよう

な工事となっております。次年度の補助金に関
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しましては、私どもは幾ら欲しいということは

要望しているんですけれども、まだ確約はされ

ておりません。今年度、この工事が多少伸びた

とかいろんな問題が発生した場合には次年度以

降への補助金の要求額ですね、この辺にも影響

は出る可能性はあるかと思われます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 よろしくお願いします。 

 今、悟議員のほうからもいろいろありました

が、関連して。そもそもこの安谷屋第２地区貯

水池整備工事というのが、大分前からそういう

計画があったと聞いております。今回、今年度

までずれ込んできたというのが用地買収等で遅

れてきたという話も聞いてきたんですが、実際

のところこの事業をやろうという、それを決ま

った年度、それはいつ頃だったのか。 

 また、これを今年度どうしても進めていかな

いといけない。そういった理由、それがどうい

ったところでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 申し訳ございません。事業のスタート自体は、

この安谷屋かんがい地区に関する土地区画整理

につきましては、もともと民間の団体ですね、

地権者の団体が進められて始められた事業です。

このときにはかんがい設備が整っていないため、

改めてこの地権者からの要望でかんがい施設工

事をやってほしいという要望を受けて、国や県

に要望してこの事業の予算を取ってきたところ

でございます。ただし、ちょっと細かい年数ま

では申し訳ございません。手元の資料にはござ

いませんので、ただ、今関係する地主さんたち、

約130筆ほどございますので、こういった方々

の要望で取り進めた事業でもございますので、

私どもといたしましてはできるだけ早くかんが

い施設工事を完成した上で農業の発展に寄与で

きたらと考えております。 

 以上です。 

 失礼しました。平成24年にこのかんがい施設

に関する事業を国、県に相談して、平成28年頃

にたしか実施することになったというふうに覚

えております。県からも指導があったんですけ

れども、１事業で大体10年間では終わらせるよ

うにというような内々での指導もございますの

で、できましたら１年でも早く私どもも完成に

行いたいと考えております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 そうですね、おっしゃるとおり事業はなるべ

く早めに進行していったほうが農業に従事され

る皆さんのためにも大変よいことだと思います。

じゃあいわゆる10年近く、10年以上前からそう

いう計画をしていて、何も今さら近々にすぐ進

めていかないといけないというところも薄いの

かなとちょっと感じました。もちろん先ほど話

したように早めに進めていくということには何

の不満もないわけですが、なるべく早く進めた

ほうがいいと思います。 

 しかし、実際今物価高騰とか人件費高騰とか

が叫ばれる近年、入札不調とかそういったこと

も行える場合もあるわけです。実際今回も２業

者が辞退をしており、もしかすると１回目、２

回目、３回目でも不調に終わるかもしれないと

いうことと、また実際工事に入って、不発弾と

かが見つかったりすると工事もストップして次

年度以降に持ち越しということになるかもしれ

ません。なのでいろんな形で翌年に繰り越して

いく可能性は十分あるわけですが、今回担当課
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としては、例えば入札が不調に至った場合、工

事の中で不発弾等何らかの問題が生じた場合の

工程の延長、工程の変更、そういったプランも

考えていらしたのか、どうでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 実施、工事とか現場に関しては様々な要素で

そういった工事の遅れに関しては可能性はござ

います。これは実際に起こってみないとどう対

応するかというのは、今さすがに口頭では申し

上げにくいんですけれども、こういったことで

年度内で終わるべき工事ができなかった。ただ

し、年度内で一旦は完了させないといけないと

いう話になりましたら、またそういった形で契

約内容の変更を行って、年度内である程度の、

翌年度に持ち越せるような形の工事にするとか、

そういった考え方もできると思いますので、そ

ういった様々な方法を考えていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 しかし、入札不調とか業者が辞退するとか工

期に遅れが生じるというのは、あながち考えら

れないことではないと思うんですよ。しかし、

そこについてはＢプランといいますか、工程の

変更、それは事前に行政の皆さんはある程度把

握して、遅れるかもしないという予定をしてそ

のプランも考えておくべきじゃないかなと。や

はり工事を行うに至っては不発弾が見つかった

り想定外のことが出てくることもありますので、

そこもしっかり踏まえた事業の工程プランもや

っていただければ、年度内に収まるのか。収ま

らない場合はどうするのか。そういった検討も

すべきではあったんじゃないかなと思っており

ます。されているかもしれないんですが、そこ

もしっかり準備をしておいてやっていただきた

いと思います。 

 最後の質疑になりますが、これまで本村の商

工会等から村内企業の優先発注、そういった推

進を訴えてこられたと思います。私が知る限り

でも２年ぐらいは連続で来ていると思います。

今回の事業、またこれまでの様々な行政が発注

する事業について、例えば悟議員のほうからも

ありましたが、共同企業体方式、ＪＶ方式はな

ぜ執り行わなかったのか。また、ＪＶ方式を検

討することは話合いの場が持たれたのか。それ

はどのメンバーで話し合うのか、話し合われた

経緯。そういったことがあったのかどうかとど

ういったメンバーで話し合うのかというのを知

りたいと思います。 

 先ほど担当課長のほうからＪＶをした場合に

二、三十％の負担増ということもありました。

確かに安い公費で大きな成果を得たほうがもち

ろんいいと思いますが、これまでの商工会から

の陳情とかそういったものを見ると、やはり本

村の事業者もしっかり育て上げていかないと、

ほかの市町村に取り残されていくのではないか

と危惧をしております。大きな業者、そして本

村の小さな業者、そういった業者ががっちりタ

ッグを組んで本村の事業所もしっかり成長して

いく。骨太の北中城村をつくっていく。そうい

ったことが非常に大事じゃないかなと思ってい

ます。二、三十％の負担増というのは確かに大

きいと思いますが、今後を見据えた北中城村を

支えていくのは本村の事業者の皆さんですので、

そこもしっかり育てていくということも考えて

いくべきじゃないかなと思っております。 

 もう一度、最後の確認ですが、今回ＪＶ方式

を取り入れることを検討されたのか。検討され

たメンバーはどういった構成メンバーなのか。
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いつ頃相談されたのか。それを最後の質疑とし

たいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 工事設計書の見直しが完了した段階で工期の

設定、工期の確認と発注方法について検討いた

します。この発注方法に関しましては内部で委

員会とかという場は設けておりません。これは

私がまず調べて、現在の国からの指導のやり方

とかを調べた上で逆に最適であろう方式を村長

に進言した上で許可をいただいて、これを進め

ていっているところです。 

 今回、比嘉議員が御心配される村内企業の育

成等につきましては、これまでも私どもも村全

体で前向きに検討してやっているところでござ

います。先ほど負担が20％、30％増えるという

のは言葉的に意味合いが違いますので、これは

訂正させてください。請負金額に対して、２者

の場合は30％を必ず負担しないといけないとい

うのがございますので、ちょっと意味合いが違

っていましたのでその分は訂正させてください。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 比嘉正志議員の御質疑にお答えいたします。 

 私とＪＶについての議論はございませんけれ

ども、ただ起案として私のところに回ってまい

りました。そこで皆さんからの提言があって、

週明けに朝イチで農林水産課長と調整しまして、

その起案について伺ったところで、当然私たち

はこれまでずっと商工会からの要請等もござい

ます。また、商工会との意見交換会等も毎年行

っておりますので、そういったところで商工会

は地元企業優先ということで毎回毎回言われて

おりますので、各課長ともそれは肝に銘じてい

ると思っております。 

 ただ、今回のＪＶ方式についての起案につい

て、それをどう対処するかということだったん

ですけれども、それについては時間的ないとま

がなかったものですから、翌日に入札を控えた

段階では厳しいものがありましたので、そのま

ま決行することといたしました。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 先ほどの答弁で業者選定が６月６日で、本日

この臨時議会が８月12日となっております。そ

の中で、村長の今の答弁で時間的いとまがない

とおっしゃっていましたが、この期間、約２か

月の期間の間、この流れがスムーズなのか。で

きればもっと早くできなかったのか。その辺の

流れについてお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 私どもは、こういった事業の執行に関しては

一番スムーズにやるべきということを心構えて

進めているところで、今回の執行については特

に遅れたという意識はございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 もう一つ、今回の工事の指名について、村内

企業優先発注の要請に関わるということで、建

設文教常任委員会から所管事務調査の結果で、

また提言書も出されていますよね。村長提言書

を受けて、村長が１人でお聞きしたと聞いてい

ますが、その後の流れ、どういう形で全庁体制

で説明を行ったのか。どういう方向で行くのか
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という話をしたのか。その辺の経緯をお願いし

ます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 川上議員の質疑にお答えします。 

 たしか金曜日に皆さんから提言がございまし

た。もう５時前でしたので、それから総務課長

に命じまして、全課長にこれをコピーして配る

ようにということで申し上げました。そして週

明けに担当の農林水産課長とその話をいたしま

した。そういう状況で各課等の長には周知を図

ったつもりでございます。ただそれが今回につ

いては、もう既に入札の執行も詰まっておりま

したので、なかなかそれを変更することについ

ては時間的に厳しいものがあったということで

ございます。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 私のほうから補足説明をさせていただきます。 

 ７月14日に所管事務調査ということで、建設

文教常任委員会より私が呼ばれまして、この事

業内容について説明をいたしました。発注方法

についてもその際に委員会の場で説明もしてお

ります。ちょうどこの日が、７月14日は月曜日

だったと思うんですけれども、この翌週から村

長は葛巻町のほうに出張に行かれておりまして、

戻られてから、７月18日ですかね、こういった

所管事務調査がありましたという報告もしてい

たところです。 

 ただ、これが週明けて村長から議会より提言

が出されたということで、それで村長のところ

に赴きましてその後の対応ですね、所管課とし

てはこうしたいというような意見交換をしたと

ころでした。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 流れについては把握しました。村長にお聞き

したいんですけれども、これまで正志議員から

の質疑にもあったとおり、村内企業優先発注に

ついては毎年議会で議論されていますよね。そ

の中で村長の考え、多分村でいろんな工事、い

ろんな入札があるかと思いますが、そのときに

村長から各課に、できれば優先発注をお願いと

かという文言があるのか。村長の考え、その辺

をお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 発注のたびに私から各課の長に申し上げては

おりませんけれども、基本的に庁議で、毎回の

庁議ではございませんけれども、年に何回か各

課等の長には発注優先については村内企業を優

先するようにということで申し上げているつも

りでございます。これまでも、今回もそうです

けれども、これについてもできるだけ早く各課

等の長に周知を図ってくれと総務課長に命じた

ところでございます。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 同じことの繰り返しになると思いますけれど

も、２点ぐらい確認させてください。 

 先ほどから村内企業優先発注という言葉も出

てきています。私は議員になってから10年以上

たっていますけれども、毎年議会の中で９月頃

かな。来年度の予算を決める間際に商工会より

村内発注、村内企業優先ということでやってい

ると思います。これは村長のほうにも多分来て

いると思います。 

 その中で、先ほど来しっかりやっているとい



― 11 ― 

うふうにお話しされていますけれども、されて

いないから我々の建設文教常任委員会に要請と

いう形で、重い文言で来ています。されていな

いからここ数年村内の建設業、または土木業、

本社を移しています。この状況について村長は

どう思われているのか、１点目です。 

 それと我々が村長に要請して２日しかなかっ

たということですけれども、差し迫っていると

いうことですけれども、その流れの報告がない。

我々はしっかり全員で、議長も含めてお願いし

ていたはずなのに、報告もなしにそのまま進め

られていくということ自体も私ちょっと問題な

のかなと思っております。その点もですね。 

 先ほど来、この工事に関しては国からもＪＶ

は望ましくないとおっしゃっていますけれども、

そういったＪＶをやらないと村内の企業は育た

ないんですね。民間から何億という事業が受け

られるのか。村が育てないといけないと私は考

えています。ですから村長のリーダーシップに

おいてしっかりそういった形で先ほどからあり

ました、村長がこれすぐ回ってきて、ああ分か

ったと印鑑を押すんじゃなくて、これは村内企

業、ＪＶでできないのかというふうな確認もあ

ってしかるべきだと思いますけれども、この辺

どういうふうな考えになっているのかお願いし

ます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 上間議員の御質疑にお答えします。 

 まず、村内業者の育成につながっていないん

じゃないかということがございます。ただ、私

としては指名の名簿を見て、ああ、村内業者が

入っているなと。基本的には私たちの入札とい

うのは村内業者を優先させて、今指名を取って

おります。そこに落札するのかしないのかとい

うことがございますので、落札、必ずしもそれ

を誘導するということには大変難しいものがあ

ると思いますので、ただそれはしっかり職員と

してはやっていると思います。しかもまた、入

札の参加については村内業者を中心とした名簿

をつくっている。そのように思っておりますの

で、適正に、しかもまた村内企業が優先という

ことでやっていると思っています。ただ、これ

が実際つながっていないということであれば、

別にまたどういう方法があるのか。商工会の皆

さんも行政に対してまた御指摘をいただければ

と思います。私たちは法的に適正にそれが対処

できるのであれば、十分検討をしてまいりたい

と思います。 

 それから提言に対する報告がないということ

がございました。ただ、私としては私だけの考

え方じゃなくて、原課の、所管課の皆さんの意

見も聞いてこれに対応するというのが望ましい

かと思います。ただ、提言書というのは私は多

分、提言に対する回答。それは例えば皆さんか

ら文言提言にもし回答を求めるというところが

あれば、私たち行政のほうにも回答期限はいつ

までとか、そういったあたりが示されていれば、

私はすぐ対処できたと思いますけれども、なか

なかそこが私としてははっきり自覚できなかっ

たものですから、皆さんに対する報告が遅れた

ということになります。 

 これからいたしますと、私たち行政が今やっ

ていることは、皆さんの御指摘は村内の商工業

者の振興につながっていないのではないかとい

うことが意見としてありますので、これから私

たちはどうしたらいいのか。もっともっと商工

業者の皆さんとお話し合いをしてまいりたいと

考えております。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今お答えになった村内企業を優先しています

よ、村内の業者ですよ、もしくは商工会員です

という話がありますけれども、どういった資料
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を村長は見て言っているのか、ちょっと分から

ないんですけれども、我々に来ている入札結果

としての資料では住所とかは載っていないんで

すね。しかも我々が問題にしているのは、この

業者が村内に本社を置いているのか置いていな

いのか。それによっても相当変わってくるんじ

ゃないかなと思っています。ただ、商工会の会

員だから、村内に支社があるからとか、そうい

う部分でやればもちろん広くなっていきます。

しかし、先ほどから言っているようにそういう

ことでずっとやってきているから、なかなか大

きい工事は村内では取れないねということで、

多分何社かは村外に行っている。本社を移して

いる。大変残念なことですけれども。だから本

来はそういった部分を少し考えてもらいたい。

今回こういう形で初めて商工会のほうからも要

望があったというのは、本当に重大な案件では

ないのかと思います。 

 それで先ほど全員協議会の中で村長以下課長

が集まって話をして、もしこれが否決になると

賠償金が請求されますという話をしていました。

この賠償の請求というのは事例があるのか。払

った事例があるのか。その辺も聞きたいです。

その辺顧問弁護士と話されて、この弁護士も結

構そういった事例は当たってきているという話

はしていました。ということはちゃんとやらな

いといけないという事例があると思いますけれ

ども、その辺はどういうふうに話されているの

かお聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 前段の質疑に対して、非常に今回は商工会か

らそういった要請を議会が受けたと。私たち行

政のほうには要請としては来ておりませんけれ

ども、議会のほうに来たということで、これに

ついてはどう考えるかということですが、確か

に商工会が危機的な状況ということであれば、

我々にもその要請をしていただきたいというこ

とがございます。ただそういう状況であるとい

うのであれば、私たちはどうすれば、行政とし

て取るべき姿勢を、やり方、手法等をぜひ御教

示いただきたい。ただ、私どもも補助事業です

から適化法といういつも念頭にありますので、

いかにしてどう適正に執行していくかというこ

とがいつも頭にあって、それに追われてなかな

か皆さんの趣旨に、意向に沿うようなことがで

きなかったかもしれませんけれども、こういっ

たことは皆さんの要望があればしっかりとみん

なで共有して対処してまいりたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 裁判例があったというのは先ほど全員協議会

の中でも御説明したところではあるんですけれ

ども、この際に論点となったのが議決に違法性

があるかどうか。議決の内容、理由ですね。ど

ういう理由で議決されたのか。否決されたのか。

というようなところが争点になった裁判がござ

いました。このときには違法性がなかった。つ

まり議決の理由に合理性があったと判断された

事例がございまして、この際には賠償を請求さ

れていたんですけれども、却下された事例はご

ざいました。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。さっき違法性と言いましたけ

れども、違法性ではなくて、この議決したのに

対して根拠があるかないかということだと思い

ます。我々も今回の入札の流れ、事務的処理と

いうのは何ら違法性はないと思っています。た

だ、これが村民、いわゆる村内業者のためにな
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っているのか、なっていないのか。今までこう

いうことで来ているからそういうふうな話にな

ってきていますよと私は考えています。だから

合理性、根拠は十分にあると思います。それも

含めてですけれども、先ほどから課長が国から

の通達とか何とかと言っていますけれども、こ

の部分に関してもちょっと見えてこない部分が

あるので、資料請求としてどういったものがあ

るのか確認したいので、その辺も、質疑ではな

いんですけれども、最後に資料請求という形で

終わらせてもらいます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 １点だけ質疑をしたいと思います。 

 今、上間議員からもありましたけれども、

我々議会は一生懸命、商工会の要請文のために

毎年９月頃その要請文が来ますけれども、正直

言って個人的には、我々議会はそんなにけんけ

んがくがくで議論した覚えはないです。何かさ

も我々が一生懸命やって……。感じました。今

回残念ながら村内業者に委ねるという判断が下

され、行政は下されなかったようですけれども。

私は、村長あるいは行政の皆さん方は、今回に

ついてはいわゆる村民のために判断を下したの

かなと。商工会も非常に決まらなかった、判断

しなかったということについては、苦渋の選択

の中で決められたと思いますけれども、その辺

りは村長いかがですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私としては、入札のたびに、入札の結果を見

ますと一喜一憂するところがあります。これが

村内業者であれば喜びますけれども、村外業者

であると落胆するところがございます。そうい

う気持ちでございますので、私たちは行政と適

正な執行と、村内の業者の落札ということが一

致すればとてもありがたいことではあるんです

けれども、いかんせんそれが一致しないところ

がございますので、これからできるだけ一致す

るようなことをしていきたいんですけれども、

その技術が私たちにはまだ見えてこないもので

すからこれから研究してまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 そういうことで、今後もぜひ村民のためとい

うことで判断していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 今回、村長に14日に提言書を出していますね、

我々建設文教常任委員会で、その出した理由と

いうのがあるんですね。それと、また提言書を

出して翌週の水曜日、23日に入札が行われたま

での期間に対して問題視しているので、我々今

回の議会ではこの２点の中身を見たときに厳し

いという、私は認識しています。この際なので、

先ほど瀬上課長のほうから指名委員会が開かれ

ないで、担当課が指名して村長にお伺いを立て

たという、多分その意味だと思うんですけれど

も、私ちょっとびっくりしました。初めて。こ

ういう案件の場合には指名委員会が、指名委員

会されていますか。されている。さっき内部で

の委員会めいたものはないと言っていたので、

それはじゃあ訂正したとして、この際なので提

言書の前に我々建設文教常任委員会で報告書を

委員長がつくっているのでちょっとかいつまん

で、なぜこの提言書に至ったかという理由を言

うんですけれども、商工会、建設業部会の意見
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としては毎年村内企業優先発注の要請をしてい

るが、指名の状況は要請活動とはほど遠い内容

であり、村行政や議会は、北中城村商工会や建

設業部会の存在価値や、村内企業の育成、成長

に対してどう考えているのか。軽視されている

のではないかと疑念すら感じていると言うんで

す。 

 実は、その建設業部会との意見交換会をして、

一連の動きの中で、実は商業部会からも我々の

意見も聞いてくれということで、昨日島袋公民

館で意見交換会をしています。なぜかと言った

ら不満だからなんですよ。毎年村内優先発注の

要請をしているのに、結果成果が見えてこない。

日頃村内の企業と村内の方々と一緒にやろうと

言っていますよね。選挙でも村内優先発注とい

うのを掲げたと思いますよ。前にも言いました。

羊頭狗肉になっているんです。形になっていな

い。もし、形になっていたら業部会が今回の安

谷屋の大きい３億円規模の工事に対して不満を

言わないです。意見交換しようと言わないです

よ。ましてや商業部会からも。 

 先ほど瀬上課長のほうから11社の指名業者の

うち７社が村内企業という扱いの表現をされて

いました。私たちの認識とちょっと違います。

確かにその７社の中には会員はいると思います。

私が見る限りでは、本社が北中城村の企業は１

社、３社はもともと北中城村に本社があったけ

れども村外に移りました。建設業部会のメンバ

ー、ほか７社は村外企業です。中には会員はい

ると思います。でも、北中城村に支社があるの

かどうか。ごめんなさい、私、調べていないか

ら分からない。支社を持っているのか。どうで

すか。今回の指名の中身をよしとして今後進む

んだったら、村内企業優先発注というのは多分

北中城村では実現できないだろうなと思ってい

ます。その点を村長もっと認識しないといけな

いですよ。今回の私の建設文教常任委員会から

の提言書を基に、何か勉強不足があったとか今

後研究しますというこんな言い方じゃないです

よ。何年役場に関わっているんですか。何年指

名に関わってきたんですか。それでもって民間

企業というのは１日１日が勝負なんですよ。何

百万円の仕事だけで回らないですよ。だから何

億円の仕事が出たときには指名の中に、国は確

かに単独発注のほうが望ましいと言っています。

望ましいですよ、やるなとは言っていないです。

だからＪＶを組んで村内企業を成長、育成させ

なさいと言っているんです。だからそれを組み

きれないんだったら、私はこれは村長失格だと

思っています。厳しい言い方かもしれないけど。

成長、育成させるのが村の活力にもなって、村

域経済の活性化にもなるんですよ。それが組め

ないのだったらちょっと私は厳しい。だからそ

ういうのを受けて我々は建設文教常任委員会で

すぐ話合いを持って、すぐ審議して、結論出し

て５項目の提言書を出したんです。提言書まで

読みます。 

 提言書の一つ一つが根拠なんです。１、村内

企業の育成強化と雇用拡大を図るため、目に見

える形で村内企業優先発注を推進すること。２、

村内企業の育成と成長のために予定価格が高い

事業に対しては共同企業体方式（ＪＶ方式）で

指名を行うこと。３、ここがちょっと、今建設

業界が置かれた厳しい立場だと思うんですけれ

ども、近年建設投資の大幅な減少と人材不足、

資材の高騰等に伴い社会資本等の維持管理が災

害応急対策など地域の維持管理に不可欠な事業

になってきた地域の建設業の経営環境が悪化し

ている。建設業者の減少、小規模化が全国的に

進んでおり、地域の社会資本整備や維持管理を

将来にわたって持続的に行うために地域の担い

手企業の確保に努めること。そういう背景があ

るから我々村として、当局としては村内から建

設業界が逃げていかないように、潰れないよう

に配慮しないといけないんです。配慮していな

いから不満が来ているんです。４、村産品奨励
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及び村内企業の優先使用について村当局が率先

して地元、村民の方々に使用の奨励、啓発に努

めること。５、村内事業の創出による景気の拡

大を図り、村域経済の活性化を図ることという

５項目をつくりました。それが形として表れて

いるかというのがないから我々提言している。

問題意識を持っているんです。これについてど

うですか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 先ほど喜屋武議員のお話の中で指名委員会の

開催についてのお話がございましたので、追加

して御説明いたします。 

 指名委員会は令和７年６月９日に実施してお

りまして、指名業者の決定を行っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武議員の大変厳しい御指摘がございまし

た。皆さんからいただいた御提言５項目等につ

いては、これからどう対応するのか、全課に諮

ってまいりたいと思います。その照会をしてま

た回答を得て皆さんにまた回答できればと思い

ます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 今日、本会議に入る前に、全協のほうで全議

員とのいろんな意見、やり取りがあって、その

後、村長を含めて担当課長等、何名か来ていま

した。そこで今回なぜ単体発注に至るのかとい

うのも集約できるものがあるんですけれども、

１つが時間的な問題。１つが土工事中心のもの

になっているから。法律の問題。これを否決し

たら何かしらあるよということも言っていまし

た。もう一つは、もうびっくりしました。ＪＶ

を組んだからいさかいが起こるから。こんな、

もうこの４点の理由、もっと理由をいろいろ言

っていたけれども、いさかいが起こるからＪＶ

よりも単発が望ましいみたいな感じを法令遵守

で今までずっと仕事されている方がこういうこ

とを言っては駄目ですよ。こう言うんだったら

どこでもいさかいありますよ。だからもっとク

レバーに答えてほしいんですよ。時間的な問題

も年度内に工事を完了するのは望ましいです。

もし、年度内にこの事業が完了しなかったとき

に実害がありますか。どんな害が出てくるか。

結局繰越しもできますよね。でも繰越しが望ま

しいとは私言っていないですよ。何かしらクリ

アできる。土工事中心だから単発が望ましいと

いう判断ではあるけれども、私が方々に聞いた

ら防衛内でも土工事で何億円の規模になったら、

単発どころかＪＶでもぼんぼんある。他の市町

村でも。なぜ北中城村が土工事なのに単発が望

ましいと至っているのか。じゃあこの指名業者

はみんな自前の重機を持っていますか。自前の

重機を持っているということはオペレーターも

いるんですよ。もちろんリースも可能かもしれ

ないですよ。でもリースとなったらオペレータ

ーはまたほかで探さないといけないから。そこ

まできちんと見て判断されているのかというの

もちょっと私はおかしいと思っている。 

 法律の問題、先ほど上間議員からありました。

前例の場合は違法性が見られなかったから却下

となっているけれども、じゃあ私たちが今回Ｊ

Ｖでやってくれというものの背景はもちろん商

工会の建設業部会から意見の要請があった。村

内企業の優先育成というものを本丸を持って今

提言しています。その村内企業の育成とか優先

発注というのが違法性ありますか。違法性ない

でしょう。ないのに全協でこれ否決したら裁判

になるかもしれないという、ある意味ほかの

方々への印象操作ですよ。これは否決したらま
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ずいなみたいな。そんなやり方じゃないと思い

ますよ。これは一つ一つ答えてください。 

 また、私、今回問題視しているのは14日に村

長に提言を出しに行ったときに、議長を含めて

建設文教常任委員会の全員、相手は村長だけで

した。議会対応に対しても私はちょっと。普通

担当課長もいてしかるべき。秘書に当たる人。

なぜかと言ったらやり取りで村長に聞き逃しも

あるかもしれないです。メモる人がなぜいなか

ったのかというのもこれを答えてほしい。議会

対応がどうかなと思っている。 

 もう一つ、14日金曜日に提言書を出して、３

時ぐらいだったので、仕事を終わるのに少ない

時間ではあったけれども、翌週23日、前日22日

丸一日あった。そこの中で８時、９時ぐらいに

担当課長と村長はやり取りしたよと言っている

けれども、でも私たち議会、建設文教常任委員

会は慎重審議したんです。時間を割いて。それ

は私はとっても重いと思っています。議会のそ

ういう提言。なぜかと言ったらその背景には商

工会からのそういう重い意見があるから。通常、

村長という権限がある人だったら、議会から来

ているから、すごい重い内容だからちょっと入

札延期しよう、１日、２日、３日でも。改めて

緊急庁議なり緊急指名委員会でも開いてそんな

話合いがあったかと思ったらない。 

 あと１点は、我々のＪＶという提案に対して

いろんな理由でできないという、このできない

理由の報告がない。だけどさっきの答弁で、い

つまでに回答しなさいという日付がなかったか

ら、それはだからあまり重要視していなかった

というのは、何か言葉尻をつかんだような感じ

の議論のやり取りで、こんな理由は私は通らな

いと思っていますよ。だからそういうのを受け

て今回の指名の在り方が本当にいいんですかで

す。議会対応も含めて。これが普通だったら、

我々も議論できなくなるし、今後こういう議決

事項があったら議論すらできない。可決ありき、

否決すらできないとなったら、そうだったら私

今日来ていないです。可決しかできないんだっ

たら。どうですか、局長。町村事務組合、議長

会とかありますよね。これ聞いてください、ぜ

ひ。否決できないのか。否決したらその先には

裁判が待っているよ。議員の皆さん、腹くくれ

よということか。何のための議決権、しかも仮

契約ですよ。我々の議決をもって本契約になる

んですよね。だからその点も丁寧に説明できま

すか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 まず、私が皆さんとの提言が手交されるとい

うことで、そのとき私もその日に知りまして、

そこで対応するのは私だけかと、それは総務課

と……、総務課長も別の日程がございましたの

で、私は課長、副村長を交えてやりたかったの

ですが、副村長も別件で出ていましたので、私

一人で対応することにいたしました。また、内

容等も聞いておりませんでしたので、ただ議会

からの要請があるということで、じゃあ早くや

りましょうということでその日程を受けたわけ

でございます。ですから皆さんからの提言につ

いて軽んじているわけではございませんけれど

も、私としては皆さんからの日程、私の日程に

書いてありましたので、議会からの提言がある

という話は面談ということであったと思います。

そこで私だけで対応したという。基本的に議会

からある場合は私だけでは対応しません。副村

長か総務課長が対応いたします。しかし、お二

人とも出ておりましたので、私１人で対応する

ことといたしました。それについては私も、そ

れ以外の誰か、総務係長だったかもしれません

けれども、対応する必要があったかと思います。

これは私としては反省をしたいと思います。 

 それから議決、否決のことをおっしゃってい

ましたけれども、可決、否決はどちらもあると
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いうことは当然私たちは承知しております。今

おっしゃるような否決したら賠償とか、そうい

うことは生じるかもしれませんけれども、それ

は我々行政側が受けるものであって、皆さんに

別に責めを問うているわけではございませんの

で、これは理解していただきたいと。今極端に

我々がそれを操作するみたいで否決したらどう

なるかと。当然に局長が相談しなくてもそれは

皆さんは当然否決もできる。可決もできるとい

うことですので、そこは御理解ください。行政

としては別にどちらに誘導しようとかそういう

のはございません。ただ、皆さんの意見に従っ

てこの契約が成立するかしないかは議会の議決

に寄るところがありますので、それに任せてい

いと思っております。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 喜屋武議員の質疑にお答えします前に、ちょ

っと確認をしたいんですけれども、村長へ議会

で提言書をお持ちになられたのは７月18日で間

違いないでしょうか。所管事務調査をやったの

が７月14日の５時以降なので、１週間後という

意味で受け取ってよろしいですか。私も再確認

したかったので。 

 先ほどの全員協議会の中で、ＪＶを組むとい

うので利点ばかりじゃない。逆に弱点というか、

組織の中で改めて組むことによって負の面もあ

りますよという意味合いで一例としてＪＶを組

んだ業者間でのトラブルの発生事例が報告され

ているということを私は説明したつもりだった

んですけれども、それが完全にデメリットとい

うことで受け取られたのだったら私の説明した

かったことと違うものですから、そのあたりは

説明を追加させていただきたいと思います。 

 特に私どもにつきましても、商工会の会員の

方、毎年メンバーが入れ替わるというお話も聞

いております。ただし、令和５年から名簿の更

新については私どもの情報提供が滞っていたと

いうところもございまして、さらに商工会との

情報交換も村役場を挙げての情報交換をやって

いけたらと、今後も含めて考えていきたいと思

います。 

 ただし、これにつきましては、先ほど上間議

員もおっしゃっていましたけれども、村に本社

を置かれている業者、ないしは支店を置かれて

いる業者、それ以外にも今度は商工会でのメン

バーという保護したい方々への把握違いという

のもございます。村内企業優先発注ということ

であれば、仮に指名を行う場合は全て村内業者

をすべきであって、これではあくまでも今度は

外の方から見たら談合を疑われかねないような

状況にもなりかねませんので、あくまでも適正

な競争性を持つための指名業者の選定を私たち

は心がけております。こういったものを含めて

今後ともこういった商工会の要請なども確認し

ながら、それと会員名簿の確認も含めて今後と

もやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 何か捉え方がネガティブなんですよね。全協

でもＪＶ組んだからいさかいが起こる可能性が

あるとか、今も村内企業を多く指名入れると談

合が出てくるかもと。どれだけ悪いことを村内

企業はしているんですかみたいな感じで捉えて

いるような感じもするけれども、そんなことな

いんですよね。当初から、指名委員会が開催さ

れたんだったら、指名委員会の委員長は副村長

でしょう。これはメンツを見て、本当に優先発

注になっていますかというのを見ないといけな

いんですよ。私、素人です。素人から見ても明

らかに村外、でも村外入れるなとは言っていな

いです。割合ですよ。前の村政がやっていると
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きは８対２とか７対３とかという感じで村内企

業が多かったと思うんです。なぜ今回３億円と

いう億の規模の事業で商工会の建設業部会が不

満を言うかというのも、普通指名委員会で判断

すべきだと思います。それがちょっと足りなか

ったのかなと思っています。 

 ２回目の質疑とかぶるんですけれども、全協

の中で否決したら裁判が起こるかもしれないと

いう内容は、私の中ではすごいインパクト、議

会の存在価値に関わる問題だと思うので、私徹

底して調べて次の一般質問で上げます。これに

とらわれてしまったら意見が言えなくなる。そ

れぐらい重要な、そこに至らしたものは何かと

いうのを村長の責任が大きいんです。仮に裁判

になったとする。なった理由はどこにあるかと

なったら、否決した議員ですか。私は違うと思

います。我々が18日に提言書を出して入札まで

の間にきちんと議論されていないから、それじ

ゃあいかんよねということで私たちも不満を持

っているので、そこですよ。そこがちゃんとさ

れていなかったから否決かもしれないというこ

とを考えると、この原因は誰になりますか。指

名委員会の委員長になるのか、担当課長なのか、

村長なのかということも考えてもらって、これ

について答弁してほしいです。本当に業界は厳

しいです。だからこそ育成して成長させないと

いけない。災害対応は商工会がやるんです、日

頃、祭りの協力とか。なのに大きいのが出てき

たら村外にとなったらそれは怒りますよ。だか

らその点考えてもらって、あと１つある。 

 役場の方々が村内優先発注に希薄じゃないか

なと思っている１つの例が、３年前議員になっ

たとき、私が役場に来たときにＣｏｃｏ水夢と

か麦飯石とかいろんなメーカーの水の業者の車

が止まっているんです。なんで北中城村は大庭

たばこがあるのに、大庭たばこの恩恵も受けて

村内企業なのにそこの水を使っていないんだと

思って当時の副村長に言いました。なんで大庭

たばこの水を使っていないんですかと言ったら、

ウオーターサーバーが各課にあって、各課の判

断で各課でそれぞれお金を出し合ってウオータ

ーサーバーを置いていますと言っていました。

だったら、副村長が各課に指示して、村内企業

だからそこを使うように言いなさいと言ったら、

いや、こんなことまで私から言えないと言って

いました。私はもう、それに尽きたかなと思っ

た。あんまり村内企業に意識が向いていないん

だなと。今こんな話をしたらある意味印象操作

かもしれないけれども、だからそこにもっと意

識向けて、たくさんありますよね、扱っている

品目が。一つ一つここはしつこく村内企業とや

らないと。行政と住民、商工会との信頼関係と

いうのはなくなりますよ。ましてや今から議決

でしょう。そことの信頼関係、議会と商工会と

の信頼関係も今まさに試されているというとこ

ろを感じているので、最後に何かあればお願い

します。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武議員の質疑にお答えします。 

 まず、裁判等に対する責めということをおっ

しゃっていましたけれども、私たちの責めにつ

いては当然行政側にあると思っておりますので、

行政側が責任持ってそれに対処するということ

になると考えております。 

 それから村内品の愛用、登用等、そして今指

名委員会の問題もございました。指名委員会に

ついても今後はしっかりとした村内企業の発注

等に心がけていく。そしてまた、今７対３、８

対２というのがございましたけれども、そうい

った面も含めてしっかりと議論して指名委員会

のほうでそれを踏襲してまいりたいと思います。 

 また、村内の産品についてもしっかりとした

支援を我々は心がけていきたいと思っています。

これをまた全職員にしっかりと周知してまいり
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たいと考えます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは反対の意見を述べたいと思います。 

 今日、この場でいろいろ質疑をしています。

私議員として考えるところは、やはり村内優先

企業育成ができていない。それに尽きます。し

っかりやっていただいていたらこの事業に対し

てもすんなり行くでしょう。事務的にも問題は

ないやり方でもあります。しかし、先ほどから

言っているように村内企業優先ができていない

ところ、村民優先ではないというところ。それ

をしっかり考えていただいて皆さんに対しても

意見をいただいて、皆さんで可決か否決かやっ

ていくのが筋だろうと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 それでは議案に賛成の立場から討論いたしま

す。 

 用地買収等でこれまで滞っていた事業がよう

やく動き出し、水の確保が難しい地域だった地

区の耕作放棄地の解消にもつながり、今後我が

北中城村の農業振興が期待される事業で、事業

が遅れれば次年度以降にも影響を及ぼし、農業

振興へ期待している村民への影響も出ます。ま

た、入札自体には何ら問題もなく、落札業者も

何の落ち度もない。否決されれば国や県、村民

や業者等から村行政への信頼が失墜してしまう。 

 この件については３月の当初予算にも計上さ

れており、予算委員会においても金額は把握済

みで質疑も交わされた。毎年商工会から村内優

先発注等の陳情を委員会付託せず、本会議にお

いて全会一致で採択しているにもかかわらず、

村内優先発注等の質疑や要望は出ず、あの時点

で意見が出ていればこういう事態は避けられて

いたのではないか。強いて言えば落ち度があっ

たのは議会で、議会が怠慢だったと私は議員と

して反省しています。しかし、会計年度独立の

原則からしても、タイムスケジュール的にもぎ

りぎりの入札であり、建設文教常任委員会と商

工会との意見交換の場では今回できなくても次

回以降に反映させてほしいというのが私の認識

です。 

 村長に提出した提言書にも今後の本村の政策、

指名の在り方に可能な限り反映されていること

を望みますと記載されており、これを機に村当

局は村内企業への発注の在り方などを再考し、

次回以降、このような問題が生じないよう対応

を強く望みます。 

 村民の立場に立ち、村民が不利益を被らない

ため、大所高所から冷静に判断し、議案には賛

成いたします。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に反対者の発言を許します。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 
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 では、私は本議案に対して反対の立場から討

論をさせていただきます。 

 私の先ほどの質疑の中でも本事業に関わる件

については、平成24年、平成28年あたりからこ

の事業について取り組んで来られたかと思いま

す。これまで多くの時間をかける中で、そして

本村商工会からこういった村内企業の優先、そ

ういった育成強化のために目に見える形で推進

していくということを我々提言もしてきたにも

かかわらず、そこが生かされていなかった。こ

れまで十分村内企業に優先発注することに考え

るいとまはあったにもかかわらずそれが生かさ

れていないというところが非常に大きな問題だ

と思っております。 

 本村では教育委員会のほうでジョブシャドー

ウイングとか、本村の児童生徒に対する取組、

将来この子たちが大きくなって成長して、知識

と知恵をつけてきたときに、本村の企業にそう

いった受皿があるのか。抜けていく企業が、ど

んどん村外に出ていくんじゃないか。先細りす

るような北中城村が襲ってくるんじゃないかな

と思っております。 

 今回、私はこの入札の結果については何ら瑕

疵はないと思っているんですが、入札に至る前

提に問題があるかと思っております。本村の未

来をつくっていく上でも、単なる入札の審議で

はなく、本村の未来を占う上での大きな議決だ

と思っておりますので、今後も本村の企業を優

先発注することにより、骨太の北中城村をつく

っていただくよう行政の皆さんにはしっかり頑

張っていただきたく、今回は反対の立場から討

論させていただきました。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 私は、賛成の立場から討論させてもらいます。 

 私は商工会にも深く関わってきました。今現

在の行政の前の行政は商工会からいろいろと要

望努力もしましたけれども、村内業者を決めた

ことについては私の記憶する限りは１回もなか

ったと思います。しかし、現在の行政について

は村内業者が優先されている傾向にありません

か。今回この件については、私は商工会のため

にはその問題も克服してもらいたい。 

 村内業者のためももちろん大事だけれども、

私は選挙でも申し上げましたけれども、村民の

ためにぜひ頑張っていただきたい。村内業者も

もちろん大事です。我々もそれに関わってきま

したので、また今まで非常に商工会が苦労した、

特に建設業ですね、土建業が苦労したのを知っ

ています。そういった中からも今の行政はその

あたりもかなり努力されているので、今回につ

いては私は賛成したいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に反対者の発言を許します。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 本議案につきまして、反対の立場から討論を

させていただきます。 

 建設業を取り巻く今の環境、取っても地獄。

受注しなければますます地獄。そういう厳しい

建設業界であります。そういう中で反対の立場

で討論をさせていただきます。 

 村発注大型工事の企業体の取組について。村

が発注する大型工事における企業体の取組とし

ては、共同企業体の結成や地元業者優先の入札

制度などが上げられます。企業体は複数の建設

会社が協力して大規模工事を請け負うための１

つの会社を立ち上げるわけであります。技術力

や経営基盤の弱い企業が単独で受注困難な大型

工事に参加できる手段である。本村においても

地元業者の受注機会を増やし、地域経済の活性

化を図る配慮が必要である。地元業者企業体も
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入札の原資が税金であることから、公共性や公

益性が重視されなければならない。自治体は住

民から税金を徴収し、自治体の住民のために支

出をします。地元企業が潤って税収が上がるこ

とに期待をしなければなりません。地元業者の

売上げが上がり、利益が増えれば、税収が増え

次の施策につながるのであります。 

 村商工会、建設業は村の産業構造においても

重要な位置を占めている。村内企業が工事を受

注することによる村内の経済波及効果である。

経済波及効果をさらに高めるためにも村内企業

の受注促進は欠かせない。企業体工事は村外企

業が代表者となる工事についても、構成員とし

て村内企業が参画することは技術力の向上やノ

ウハウの蓄積につながり、村内建設業の成長の

機会となる。村内発注工事は村内建設業の成長

と発展に欠かせない重要な位置を占めている。 

 行政には村内建設業の発展と村経済の活性化

のためにも村内企業の参入機会の拡大と受注額

増加に資する取組をさらに強化することを求め

たい。また、提言書に対して内容を精査して対

応状況の説明がないまま入札を執行している。

そのことに対しても抗議をしたいと思います。 

 以上をもって反対討論といたします。ありが

とうございました。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 議案第38号 安谷屋第２地区貯水池整備工事

（その１）工事請負契約について、原案に賛成

の立場で討論いたします。 

 この工事は、事務手続上、何の法的違反もな

いことはみんな共通認識をしております。入札

は７月23日に行われております。建設文教常任

委員会委員長から議長へ、そして村当局へ提言

書を提出したのが７月18日であります。７月18

日から7月23日の間は金、土、日、月、火とな

っており、実質事務ができるのは入札まで２日

に迫っております。事務手続上、私も公務員を

していた関係で非常にその状況は目に見えてお

ります。ＪＶを組むにもいろんな条件を記さな

いといけないし、必要な要綱等の変更をするに

も本当に時間を要することは十分考えられます。

変更したとしても１か月遅れの契約となり、第

１期工事は明許繰越をせざるを得ないことにな

ります。 

 長年、農業振興に村は一生懸命やってまいり

ました。そして農業従事者103筆の方たちも工

事を遅らせることは願っておりません。不利で

もあります。また、工事請負契約者への信頼も

薄れてしまう。私は村の発展には分断するので

はなく、対立もしてはいけないと思っておりま

す。商工会もそして村も一緒になってこの村を

発展させるには十分な理解と協力が必要だと考

えております。 

 これを踏まえまして、今後緊密に意見交換を

することを望んでおります。村の発展に全力を

尽くしてほしいと考えております。今回の請負

契約については、私は賛成であります。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に反対者の発言を許します。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 原案に反対する立場から意見を述べさせても

らいます。 

 私ちょっとびっくりです。ここまで議論が、

反対討論、賛成討論が出るぐらい活発になると

は思ってもみませんでした。それはなぜかとい

うと、当局の進め方の中で、議会も村内優先発

注というのも基本の基本で、当たり前の当たり

前と思ったんですよ。だけど時間がないとか、

法令に沿っているからという理由で、そこが村

内優先企業の発注を超えてくるというのが、私

の中ではあり得ない。さっき全協の中でも言っ

たんですけれども、常に法令遵守でやっていま
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す。私たちは法のどこに瑕疵があるかというの

はなかなか議論できない。そういう専門知識を

兼ね備えていないから。だけどその事業の在り

方、たくさんありますね、いろんな事業が。そ

れが村民利益にかなっているのか、かなってい

ないのか。発注の仕方が今回村民利益にかなっ

ているか、かなっていないかという議論なんで

すよ。だからそこに、ここまでさっき、賛成討

論の中に分断とあったんですけれども、ここま

で分断されると思わなかったですね。 

 一言で言うならば、ちょっとはやり言葉、今

回の事案は行政ファーストで物事を進めるのか。

行政が決めたらこれが正しい。断固、どんな意

見があってもこれを通していくという行政ファ

ーストなのか。ただしかし、この事業の内容は

そぐわない、村民利益にかなわない。言わば村

民ファーストですよ。そこをどっち取るかが皆

さんに試されるものだと思っているので、私は

次があるからいいじゃないんですよ。今なんで

すよ、今。今この事業に対して十分議論できる

時間もあったと思います。週末18日金曜日の３

時に提言書出して、入札まで連休を挟んで正味

２日。でも、さっきも言いましたよ、延期して

でもこの案件は議論すべきだったと思います。

ちゃんと議論していれば今回の状況にはなって

いなかったと思いますよ。なっていないから今

になっているので。 

 だから私は、この議案に対しては反対です。

今後も怖い。優先発注というのをいろんな理由

でもって削いでしまったら、本当に北中城村の

発展はないと思っていますので、皆さん御理解

のほどをよろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 私は賛成の立場から討論いたします。 

 建設文教常任委員会は、７月14日に北中城村

商工会会長、副会長、建設部会役員から北中城

村発注工事に関わる村内企業の指名状況につい

て意見聴取を行いました。その後、役場に戻り

入札について農林水産課に説明を求めました。

課長は今回の安谷屋かんがい施設工事について

は、基礎、軀体工事が中心で単体発注が望まし

く、ＪＶ方式にすると時間を費やしてしまうと

説明しました。その説明について委員からは特

に意見はありませんでした。 

 建設文教常任委員会は、今後の本村の政策、

指名の在り方に可能な限り反映されることを望

みますということで５項目の提言をまとめまし

た。７月18日に村内企業優先発注に関する提言

書を村長に手交しました。その席で商工会から、

今回厳しければ次回以降しっかり取り組んでほ

しいとの意見があったと委員から報告がありま

した。また、私もその認識でした。ほかの委員

からも異論はありませんでした。 

 本事業は国からの決定通知が６月20日に届き、

用地買収の契約が６月25日、土地の登記が７月

15日に完了し、７月23日に入札が執行されまし

た。工期についても120日かかることから入札

をやり直した場合、年度内に工事が完了しない。

さらに２期工事も遅れることが懸念されます。

かんがい用水は安定した農作物の生産だけでな

く、環境保全や地域社会の維持にも重要な役割

を果たしていると思います。農業従事者の立場

も考慮することも同時に大切なことだと思いま

す。 

 また、今回の入札において何ら瑕疵もなく適

正に行われていることから、私は本議案に対し

て賛成いたします。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 
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 これから議案第38号 安谷屋第２地区貯水池

整備工事（その１）工事請負契約についてを

採決します。 

 この採決は起立によって行います。本案は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 賛成、反対が同数です。したがって地方自治

法第116条第１項の規定によって、議長が本案

に対して裁決をします。 

 議案第38号 安谷屋第２地区貯水池整備工事

（その１）工事請負契約については、議長は可

決とします。よって議案第38号 安谷屋第２地

区貯水池整備工事（その１）工事請負契約につ

いては原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本臨時会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理を要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本臨時会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理を要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和７年第５回北中城村議会

臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午前１１時５０分 閉会 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  名 幸 利 積   

     署名議員  喜屋武   功   

     署名議員  伊 集 守 吉   
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令和７年第６回北中城村議会定例会会期日程表 
 

開 会  ９月 ５日（金曜日） 
会期 ２２ 日間 

閉 会  ９月２６日（金曜日） 
 

月日 曜 会議別 開議時刻 摘       要 

９．５ 金 本会議 午前 1 0 時 開 会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

行政報告 

議案説明 

議員全員協議会 

９．６ 土 休 会  各自研究 

９．７ 日 休 会  各自研究 

９．８ 月 本会議 

委員会 

午前 1 0 時 質疑、委員会付託省略、討論、決定（条例、補正予算等） 

質疑、委員会付託（決算認定等）、委員会審査（付託案件） 

９．９ 火 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（決算書質疑抜き出し・各課通知） 

９．10 水 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

９．11 木 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

９．12 金 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

９．13 土 休 会  各自研究 

９．14 日 休 会  各自研究 

９．15 月 休 会  各自研究                    （敬老の日） 

９．16 火 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（各課聞き取り） 

９．17 水 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（各課聞き取り） 

９．18 木 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（各課聞き取り） 

９．19 金 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（各課聞き取り） 

９．20 土 休 会  各自研究 

９．21 日 休 会  各自研究 

９．22 月 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 

９．23 火 休 会  各自研究                    （秋分の日） 

９．24 水 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（委員長報告まとめ） 

９．25 木 委員会 午前 1 0 時 議員全員協議会 

９．26 金 本会議 午前 1 0 時 委員長報告、質疑、討論、決定（決算認定、陳情、決議等） 

閉会中の継続審査及び調査の申し出 

閉 会 
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令和７年第６回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和７年９月５日 午前10時02分 議 長 名 幸 利 積 

散 会 令和７年９月５日 午前11時48分 議 長 名 幸 利 積 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番   

会議録署名議員 
 ８ 番 議 員 大 城 律 也 

 ９ 番 議 員 上 間 堅 治 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 與那城 世代子 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 仲 本 正 一 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長  

企 画 振 興 課 長 徳 峯 惣一郎 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 住 民 生 活 課 長 比 嘉 利 彦 

福 祉 課 長 安次富 規 昭 税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 

こども未来課 長 喜 納 啓 二 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹 

  学校教育指導主事  

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和７年９月５日（金曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３  行政報告  

４ 議案第３９号 北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部

を改正する条例について 

説 明 

５ 議案第４０号 北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 〃 

６ 議案第４１号 北中城村下水道条例の一部を改正する条例について 〃 

７ 議案第４２号 令和７年度北中城村一般会計補正予算（第２号）について 〃 

８ 議案第４３号 令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

〃 

９ 議案第４４号 令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

〃 

１０ 議案第４５号 令和７年度北中城村水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

〃 

１１ 議案第４６号 令和７年度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

〃 

１２ 認定第 １号 令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算の認定について 〃 

１３ 認定第 ２号 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

〃 

１４ 認定第 ３号 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

〃 

１５ 認定第 ４号 令和６年度北中城村水道事業会計決算の認定について 〃 

１６ 認定第 ５号 令和６年度北中城村下水道事業会計決算の認定について 〃 

１７ 議案第４７号 令和６年度北中城村水道事業剰余金処分について 〃 

１８ 議案第４８号 令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分について 〃 



― 28 ― 

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１９ 議案第４９号 中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について 説 明 

２０ 議案第５０号 損害賠償の額の決定及び和解することについて 〃 

２１ 報告第 ６号 令和６年度決算に基づく北中城村健全化判断比率の報告につ

いて 

報 告 

２２ 報告第 ７号 令和６年度決算に基づく北中城村水道事業会計の資金不足比

率の報告について 

〃 

２３ 報告第 ８号 令和６年度決算に基づく北中城村下水道事業会計の資金不足

比率の報告について 

〃 

２４ 報告第 ９号 令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告書

について 

〃 
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。ただいまから令和７年

第６回北中城村議会定例会を開会します。 

  開 会（午前１０時０２分） 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時０２分） 

 日程に入るに先立ち、会務の報告を行います。 

 令和７年６月から８月の会務報告を行います。 

 ６月３日、第４回６月定例議会の議会運営委

員会を開催しました。 

 ４日、北中城村まつり活性化委員会総会が開

催され出席しました。 

 ５日、北中城村シルバー人材センター定時総

会が開催され出席し、挨拶を述べました。 

 ６日から13日まで、第４回６月定例議会を開

催しました。 

 ９日、平和の礎名前を読み上げる集いが開催

され出席し、刻銘を読み上げました。 

 15日、第43回ふれあいクリーンアップ大作戦

がしおさい公苑で開催され参加しました。 

 16日、議会活性化調査特別委員会が開催され

出席しました。 

 23日、沖縄全戦没者追悼式が糸満市摩文仁で

開催され多数の議員と共に出席しました。 

 24日、議会活性化調査特別委員会が開催され

出席しました。 

 26日、一般社団法人北中城村観光協会定時総

会が開催され出席し、挨拶を述べました。 

 27日、沖縄県緑化推進委員会北中城村支部定

期総会が開催され出席しました。 

 同日、第３回北中城村議会報告会・意見交換

会を開催しました。 

 30日、村民劇「比嘉太郎物語」実行委員会設

立総会が開催され出席しました。 

 ７月１日、第１回北中城村育英会理事会が開

催され出席しました。 

 ２日、北中城村商工会の地元産品奨励及び地

元企業優先使用の要請受入れを行いました。 

 ３日、令和７年度北中城村青少年育成協議会

村民大会が開催され出席し、挨拶を延べました。 

 ７日、第75回社会を明るくする運動総理大臣

メッセージ等伝達式が開催され出席しました。 

 ８日、県産品優先使用要請訪問団の受入れを

村長部局と共に行いました。 

 14日～16日、姉妹町村の岩手県葛巻町におい

て、町制施行70周年記念式典が開催され、村長、

総務課長と共に出席しました。 

 14日に、友好市町歓迎交流会、15日に葛巻町

70周年並びに一般社団法人葛巻町畜産開発公社

創立50周年及び葛巻高原食品加工株式会社創立

40周年合同記念式典、合同祝賀会が盛大に開催

されました。 

 17日から18日の間、中部地区町村議会議長会

県内視察研修会が今帰仁村で、ふるさと納税の

取組み、今帰仁城を活用した観光事業をテーマ

に開催され副議長が参加しました。 

 18日、村内企業優先発注に関する提言書を建

設文教常任委員会と共に村長に提出しました。 

 23日、北中城村交通安全推進協議会総会が開

催され出席し、挨拶を述べました。 

 ８月３日、第11回トロピカル沖縄交流学童軟

式野球大会・第４回宜野湾市長旗学童軟式野球

大会・台湾親善交流会が開催され出席しました。 

 ５日、葛巻町青少年姉妹町村訪問団歓迎夕食

会が開催され多くの議員と共に出席しました。 

 ８日、第５回８月臨時議会の議会運営委員会

を開催しました。 

 同日、中部地区町村議会議員、事務局職員研

修会が嘉手納町で開催され多くの議員と共に出

席しました。 

 12日、第５回８月臨時議会を開催しました。 

 19日、町村議会正副議長・正副委員長研修会

が南風原町で開催され出席しました。 

 22日、第56回中部地区老人クラブ大会がうる

ま市で開催され出席しました。 

 23日、第29回しまくとぅば語やびら大会が開
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催され出席しました。 

 以上をもって会務の報告を終わります。 

 次に諸般の報告として、９月２日に議会運営

委員会を開きましたので報告します。 

 また、令和７年６月定例会以降に受理しまし

た請願・陳情は、配付しました請願・陳情処理

一覧表のとおりとなっておりますので御承知お

きください。 

 また、村監査委員より、地方自治法第235条

の２第３項の規定により、令和７年６月から令

和７年８月までの例月現金出納検査報告書が提

出され、お配りしておりますので御参照くださ

い。 

 また、村教育委員会より、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第27条の規定により、

令和６年度北中城村教育事務点検評価報告書が

提出され、お手元にお配りしてありますので御

参照ください。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、大城律也議員及び上間

堅治議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から

９月26日金曜日までの22日間にしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。会期は、本日から９月

26日までの22日間に決定しました。 

日程第３．行政報告 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第３．行政報告を行います。 

 村長から行政報告の申出がありますので、こ

れを許可します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、私のほうから令和７年６月から令和７

年８月までの行政報告を行います。 

 まず６月２日、沖縄総合事務局開発建設部と

の行政懇談会がうるま市で行われ参加いたしま

した。本村からはインターチェンジの機能拡充

とロウワープラザの跡地利用に係る支援につい

て要請いたしました。 

 ６月５日、北中城村シルバー人材センター総

会が行われ挨拶を述べました。 

 ６月９日、「平和の礎」名前を読み上げる集

いに参加いたしまして、戦没者の名を私も読み

上げいたしました。 

 ６月15日、ふれあいクリーンアップ大作戦が

しおさい公苑で行われ挨拶を述べました。 

 同じく６月15日、慰霊の日チャリティーコン

サートが中央公民館で行われました。後にその

コンサートの収益の一部が村のほうに寄附を受

けたところでございます。 

 ６月18日、健康・美・長寿推進協議会第１回

シンポジウムが京丹後市で行われ、ウェブ参加

をいたしました。村の紹介、そして村の健康長

寿の紹介をいたしました。 

 ６月23日、沖縄全戦没者追悼式が糸満市の平

和祈念公園で行われ参加いたしました。 

 同じく６月23日、喜舎場のほうでも慰霊祭が

行われ参加をし、挨拶を述べました。 

 ６月27日、島袋小学校ジョブシャドウイング

出発式が島袋小学校で行われ参加いたしました。

私もメンターとして参加しまして、２人の小学

生が私のほうにつきました。 
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 ７月２日～４日、全国町村下水道推進大会が

高知県で行われ、上下水道課の職員と共に参加

いたしました。 

 ７月８日、県産品奨励月間実行委員会による

県産品優先使用に関する要請を村長室で受けま

した。 

 ７月９日、夏の交通安全県民運動出発式が北

谷町のニライセンターで行われ、街頭での運動

に参加いたしました。 

 ７月10日、短期留学生出発式が那覇空港で行

われまして、今年は本部町が新たに加わり８市

町村の参加となり、合計で67名が参加いたしま

した。今回は北中城村が実行委員会の長となり

ますので、挨拶を述べました。 

 ７月14日～16日、葛巻町町制施行70周年記念

式典に議長、総務課長の３名で参加いたしまし

た。特に葛巻町の姉妹町村に対する、いわゆる

我が村に非常に配慮していただいた式典の次第

等になっていたような気がいたします。議長の

乾杯の音頭、そして私の挨拶、それから乾杯の

音頭をさせていただいた大変有意義な式典でご

ざいました。 

 ７月16日、葛巻町からの帰り、横浜ベイスタ

ーズの事務所へ表敬訪問いたしまして、これま

での村内の子供たちに対する支援について御礼

を申し上げました。 

 ７月18日、ソフトバンクとの地域活性化に関

する包括連携協定に調印をいたしました。 

 ７月22日、消防管理者会議、事務調整会議を

消防のほうで行いました。 

 ７月23日、北中城村交通安全推進協議会総会

が中央公民館で行われ挨拶を述べました。 

 ７月29日～31日、中部市町村会要請活動を内

閣府で行い、沖縄担当大臣に要請をいたしまし

た。その後、茨城県の境町という自治体、ふる

さと納税で名をはせた境町でございまして、視

察に行きました。 

 ８月１日、北谷町町制施行45周年記念式典・

祝賀会に参加いたしました。 

 ８月３日、与那原大綱曳まつりが与那原町で

行われ、伝統のある綱曳で、多くの町民が参加

をしての盛大に行われた綱曳でございました。 

 ８月５日、葛巻町姉妹町村訪問研修団歓迎会

を役場のほうで行っています。中学生、生徒た

ちの訪問を受け、歓迎の挨拶を述べました。 

 ８月18日、中部市町村定例会に出席いたしま

した。 

 同じく８月18日に、令和７年度沖縄県農林水

産部と中部市町村会との行政懇談会が沖縄市Ｎ

ＢＣで行われ、本村は牡蠣養殖の漁業権獲得へ

の支援をお願いしたところでございます。 

 ８月23日、第29回しまくとぅば語やびら大会

が中央公民館で開催されました。今回は３名が

参加いたしております。私も挨拶を述べました。 

 ８月28日～９月２日、ハワイ沖縄移民125周

年記念祝賀行事がハワイ州のほうで行われまし

た。移民125周年と沖縄県とハワイ州の姉妹提

携40周年の式典に参加しました。式典は盛大に

行われ、多くの方々が参加いたしておりました。

それからまた、マウイ島の郡庁舎にも訪問いた

しまして、山火事の際の支援に対するお礼を受

けたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 以上で村長の行政報告を終わります。 

 

日程第４．議案第３９号 北中城村固定資産

税の課税免除等の特例に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

日程第５．議案第４０号 北中城村水道事業

給水条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

日程第６．議案第４１号 北中城村下水道条

例の一部を改正する条例について 
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日程第７．議案第４２号 令和７年度北中城

村一般会計補正予算（第２号）に

ついて 

 

日程第８．議案第４３号 令和７年度北中城

村国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について 

 

日程第９．議案第４４号 令和７年度北中城

村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について 

 

日程第１０．議案第４５号 令和７年度北中

城村水道事業会計補正予算（第

２号）について 

 

日程第１１．議案第４６号 令和７年度北中

城村下水道事業会計補正予算

（第２号）について 

 

日程第１２．認定第１号 令和６年度北中城

村一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 

日程第１３．認定第２号 令和６年度北中城

村国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

日程第１４．認定第３号 令和６年度北中城

村後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

日程第１５．認定第４号 令和６年度北中城

村水道事業会計決算の認定につ

いて 

 

日程第１６．認定第５号 令和６年度北中城

村下水道事業会計決算の認定に

ついて 

 

日程第１７．議案第４７号 令和６年度北中

城村水道事業剰余金処分につい

て 

 

日程第１８．議案第４８号 令和６年度北中

城村下水道事業剰余金処分につ

いて 

 

日程第１９．議案第４９号 中部広域市町村

圏事務組合の規約の変更につい

て 

 

日程第２０．議案第５０号 損害賠償の額の

決定及び和解することについて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第４．議案第39号 北中城村固定資産税

の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてから日程第20．議案第50号 

損害賠償の額の決定及び和解することについて

までの17件を一括議題とします。 

 本案について村長の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 ではまず、議案第39号 北中城村固定資産税

の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正

する条例について御提案申し上げます。 

 

 

 

 

 

議案第３９号 
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   北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例（平成２４年北中城村条例第８号）の一部

を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 提案理由 

 沖縄振興特別措置法第９条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成１４年総務省令第４２号）及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９

４号）の一部が改正されたため、北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を

改正する必要がある。 

 

 

北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例（平成２４年北中城村条例第８号）の一部を次

のように改正する。 
    

改正例規 現行例規 
  

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第

226号）          第６条の規定に

基づき、固定資産税の課税免除を行うことによ

り、本村産業の振興及び雇用の拡大に寄与する

ことを目的とする。 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第

226号。以下「法」という。）第６条の規定に

基づき、固定資産税の課税免除を行うことによ

り、本村産業の振興及び雇用の拡大に寄与する

ことを目的とする。 

 （用語の意義）  （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１)～(５) 省略  (１)～(５) 省略 

 (６) 青色申告者等 所得税法（昭和40年法律

第33号）第２条第１項第40号又は法人税法

（昭和40年法律第34号）第２条第36号に規

定する青色申告書を提出する個人若しくは

法人又は所得税法の一部を改正する法律

 (６) 青色申告者等 所得税法（昭和40年法律

第33号）第２条第１項第40号又は法人税法

（昭和40年法律第34号）第２条第36号に規

定する青色申告書を提出する個人若しくは

法人又は所得税法の一部を改正する法律
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（令和２年法律第８号）による改正前の法

人税法 （以下「令和２年旧法人税法」と

いう。）第81条の22第１項の規定による申

告書を提出する令和２年旧法人税法第２条

第12号の６の７に規定する連結親法人若し

くは当該連結親法人との間に同条第12号の

７の７に規定する連結完全支配関係にある

同条第12号の７に規定する連結子法人をい

う。 

（令和２年法律第８号）による改正前の法

人税法等（以下「令和２年旧法人税法」と

いう。）第81条の22第１項の規定による申

告書を提出する令和２年旧法人税法第２条

第12号の６の７に規定する連結親法人若し

くは当該連結親法人との間に同条第12号の

７の７に規定する連結完全支配関係にある

同条第12号の７に規定する連結子法人をい

う。 

 （観光地形成促進地域における課税免除）  （観光地形成促進地域における課税免除） 

第３条 村長は、観光地形成促進地域の区域内に

おいて、沖振法第６条第４項の規定による観光

地形成促進計画の提出の日（以下この条におい

て「提出日」という。）から令和９年３月31日

までの間に、沖振法第７条の２第８項に規定す

る認定観光地形成促進措置実施計画に従って、

沖縄振興特別措置法第９条等の地方税の課税免

除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成14年総務省令第42号）第

１条第２項に規定する対象施設を新設し、又は

増設した青色申告者等（沖振法第７条の２第６

項に規定する認定事業者で、沖振法第８条第１

項に規定する主務大臣の確認を受けたものに限

る。）について、当該対象施設の用に供する機

械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋

若しくは当該構築物の敷地である土地（提出日

以後において取得したものに限り、かつ、土地

については、その取得の日の翌日から起算して

１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は

当該構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。）に対して課する固定資産税

は、新たに課されることとなった年度以後５年

度分について、課税を免除する。 

第３条 村長は、観光地形成促進地域の区域内に

おいて、沖振法第６条第４項の規定による観光

地形成促進計画の提出の日（以下この条におい

て「提出日」という。）から令和７年３月31日

までの間に、沖振法第７条の２第８項に規定す

る認定観光地形成促進措置実施計画に従って、

沖縄振興特別措置法第９条等の地方税の課税免

除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成14年総務省令第42号）第

１条第２項に規定する対象施設を新設し、又は

増設した青色申告者等（沖振法第７条の２第６

項に規定する認定事業者で、沖振法第８条第１

項に規定する主務大臣の確認を受けたものに限

る。）について、当該対象施設の用に供する機

械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋

若しくは当該構築物の敷地である土地（提出日

以後において取得したものに限り、かつ、土地

については、その取得の日の翌日から起算して

１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は

当該構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。）に対して課する固定資産税

は、新たに課されることとなった年度以後５年

度分について、課税を免除する。 

 （情報通信産業振興地域における課税免除）  （情報通信産業振興地域における課税免除） 

第４条 村長は、情報通信産業振興地域の区域内

において、沖振法第28条第４項の規定による情

報通信産業振興計画の提出の日（以下この条に

おいて「提出日」という。）から令和９年３月

第４条 村長は、情報通信産業振興地域の区域内

において、沖振法第28条第４項の規定による情

報通信産業振興計画の提出の日（以下この条に

おいて「提出日」という。）から令和７年３月
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31日までの間に、沖振法第29条の２第８項に規

定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従

って、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

第42条の９第１項の表の第２号の第３欄に掲げ

る事業の用に供する一の設備であって、これを

構成する減価償却資産（所得税法施行令（昭和

40年政令第96号）第６条第１号から第７号まで

又は法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第

13条第１号から第７号までに掲げるもの    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

              に限る。）の取

得価額の合計額が1,000万円を超えるもの    

                      

又は機械及び装置並びに器具及び備品     

                      

                  で、こ

れらの取得価額の合計額が100万円を超えるも

のを新設し、又は増設した青色申告者等（沖振

法第29条の２第６項に規定する認定事業者で、

沖振法第31条第１項に規定する主務大臣の確認

を受けた者に限る。）について、当該設備であ

る機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該

家屋若しくは当該構築物の敷地である土地（提

出日以後において取得したものに限り、かつ、

土地については、その取得の日の翌日から起算

して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋

又は当該構築物の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。）に対して課する固定資

産税は、新たに課されることとなった年度以後

５年度分について、課税を免除する。 

31日までの間に、沖振法第29条の２第８項に規

定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従

って、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

第42条の９第１項の表の第２号の第３欄に掲げ

る事業の用に供する一の設備であって、これを

構成する減価償却資産（所得税法施行令（昭和

40年政令第96号）第６条第１号から第７号まで

又は法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第

13条第１号から第７号までに掲げるもの（特定

高度情報通信技術活用システムの開発供給及び

導入の促進に関する法律（令和２年法律第37

号）第２条第１項に規定する特定高度情報通信

技術活用システム（以下「特定高度情報通信技

術活用システム」という。）にあっては租税特

別措置法第10条の５の５第１項又は第42条の12

の６第１項に規定する認定導入計画に記載され

た当該各項に規定する認定特定高度情報通信技

術活用設備（以下「認定特定高度情報通信技術

活用設備」という。）に限る。）に限る。）の取

得価額の合計額が1,000万円を超えるもの（以

下「情報通信産業振興地域対象設備」という。）

又は機械及び装置並びに器具及び備品（特定高

度情報通信技術活用システムにあっては認定特

定高度情報通信技術活用設備に限る。）で、こ

れらの取得価額の合計額が100万円を超えるも

のを新設し、又は増設した青色申告者等（沖振

法第29条の２第６項に規定する認定事業者で、

沖振法第31条第１項に規定する主務大臣の確認

を受けた者に限る。）について、当該設備であ

る機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該

家屋若しくは当該構築物の敷地である土地（提

出日以後において取得したものに限り、かつ、

土地については、その取得の日の翌日から起算

して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋

又は当該構築物の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。）に対して課する固定資

産税は、新たに課されることとなった年度以後

５年度分について、課税を免除する。 
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 （産業イノベーション促進地域における課税免

除） 

 （産業イノベーション促進地域における課税免

除） 

第５条 村長は、産業イノベーション促進地域の

区域内において、沖振法第35条第４項の規定に

よる産業イノベーション促進計画の提出の日

（以下この条において「提出日」という。）か

ら令和９年３月31日までの間に、沖振法第35条

の３第８項に規定する認定産業高度化・事業革

新措置実施計画に従って、沖振法第３条第９号

に規定する、製造業等又は同条第10号に規定す

る産業高度化・事業革新促進事業の用に供する

租税特別措置法第12条第１項の表の第１号若し

くは第45条第１項の表の第１号の規定の適用を

受ける設備                 

                      

      であって取得価額の合計額が

1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並び

に器具及び備品               

                      

        で、これらの取得価額の合計

額が100万円を超えるものを新設し、又は増設

した青色申告者等（沖振法第35条の３第６項に

規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定す

る主務大臣の確認を受けた者に限る。）につい

て、当該設備（倉庫業の用に供するものを除

く。）である機械及び装置、家屋若しくは構築

物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地であ

る土地（提出日以後において取得したものに限

り、かつ、土地については、その取得の日の翌

日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋又は当該構築物の建設の着手があっ

た場合における当該土地に限る。）に対して課

する固定資産税は、新たに課されることとなっ

た年度以後５年度分について、課税を免除す

る。 

第５条 村長は、産業イノベーション促進地域の

区域内において、沖振法第35条第４項の規定に

よる産業イノベーション促進計画の提出の日

（以下この条において「提出日」という。）か

ら令和７年３月31日までの間に、沖振法第35条

の３第８項に規定する認定産業高度化・事業革

新措置実施計画に従って、沖振法第３条第９号

に規定する、製造業等又は同条第10号に規定す

る産業高度化・事業革新促進事業の用に供する

租税特別措置法第12条第１項の表の第１号若し

くは第45条第１項の表の第１号の規定の適用を

受ける設備（特定高度情報通信技術活用システ

ムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設

備に限る。）であって取得価額の合計額が

1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並び

に器具及び備品（特定高度情報通信技術活用シ

ステムにあっては認定特定高度情報通信技術活

用設備に限る。）で、これらの取得価額の合計

額が100万円を超えるものを新設し、又は増設

した青色申告者等（沖振法第35条の３第６項に

規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定す

る主務大臣の確認を受けた者に限る。）につい

て、当該設備（倉庫業の用に供するものを除

く。）である機械及び装置、家屋若しくは構築

物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地であ

る土地（提出日以後において取得したものに限

り、かつ、土地については、その取得の日の翌

日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋又は当該建築物の建設の着手があっ

た場合における当該土地に限る。）に対して課

する固定資産税は、新たに課されることとなっ

た年度以後５年度分について、課税を免除す

る。 

 （促進区域における課税免除）  （促進区域における課税免除） 

第６条 村長は、促進区域内において、地域未来

投資促進法第４条第６項の規定による地域経済

第６条 村長は、促進区域内において、地域未来

投資促進法第４条第６項の規定による地域経済
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牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の

日（当該同意の日が令和10年３月31日以前であ

るものに限る。以下この条において「同意日」

という。）から令和10年３月31日までに促進区

域対象施設を設置した青色申告者等である承認

地域経済牽引事業者（地域未来投資促進法第13

条第４項又は第７項の規定による承認を受けた

者をいう。以下この条において「牽引事業者」

という。）について、当該対象施設の用に供す

る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である

土地（牽引事業者が同意日以後において取得し

たものに限り、かつ、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地として、こ

の条における家屋又は構築物の建設の着手があ

った場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税は、新たに課されることとな

った年度以後３年度分について、課税を免除す

る。 

牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の

日（当該同意の日が令和７年３月31日以前であ

るものに限る。以下この条において「同意日」

という。）から令和７年３月31日までに促進区

域対象施設を設置した青色申告者等である承認

地域経済牽引事業者（地域未来投資促進法第13

条第４項又は第７項の規定による承認を受けた

者をいう。以下この条において「牽引事業者」

という。）について、当該対象施設の用に供す

る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である

土地（牽引事業者が同意日以後 おいて取得し

たものに限り、かつ、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地として、こ

の条における家屋又は構築物の建設の着手があ

った場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税は、新たに課されることとな

った年度以後３年度分について、課税を免除す

る。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例

の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の規定は、令和７年４月１日以後に

新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、

なお従前の例による。 

 

 続きまして、議案第40号 北中城村水道事業

給水条例の一部を改正する条例について御提案

申し上げます。 

 

 

議案第４０号 

 

北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村水道事業給水条例（平成１０年北中城村条例第１号）の一部を改正したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 
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令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 沖縄県企業局から購入する浄水単価の引き上げ及び物価高騰などによる費用の増加、施設の老朽

化や耐震化対策などの更新費用を確保し、安定した水道事業の運営を継続するため水道料金の改定

を行う必要がある。 

 なお、この条例は令和７年１２月１日から施行し、令和８年１月分水道料金より適用する。 

 

 

北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村水道事業給水条例（平成１０年条例第１号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 
  

別表（第23条関係） 別表（第23条関係） 
  
省略     

専 

用 

給 

水 

家事

用 

８立方メートル

まで 

1,213

円 

９立方メートル

から 

30立方メートル

まで 

196

円 

装 

置 

   31立方メートル

から 

50立方メートル

まで 

208

円 

    51立方メートル

から 

500立方メート

ルまで 

227

円 

    501立方メート

ル以上 

245

円 

 営業

用 

10立方メートル

まで 

2,083

円 

11立方メートル

から 

30立方メートル

まで 

227

円 

    31立方メートル

から 

100立方メート

ルまで 

239

円 

    101立方メート

ルから 

1,000立方メー

トルまで 

263

円 

    1,001立方メー

トル以上 

282

円 

 官公

署用 

12立方メートル

まで 

2,083

円 

13立方メートル

から 

270

円 
  

  
省略     

専 

用 

給 

水 

家事

用 

８立方メートル

まで 

990 

円 

９立方メートル

から 

30立方メートル

まで 

160

円 

装 

置 

   31立方メートル

から 

50立方メートル

まで 

170

円 

    51立方メートル

から 

500立方メート

ルまで 

185

円 

    501立方メート

ル以上 

200

円 

 営業

用 

10立方メートル

まで 

1,700

円 

11立方メートル

から 

30立方メートル

まで 

185

円 

    31立方メートル

から 

100立方メート

ルまで 

195

円 

    101立方メート

ルから 

1,000立方メー

トルまで 

215

円 

    1,001立方メー

トル以上 

230

円 

 官公

署用 

12立方メートル

まで 

1,700

円 

13立方メートル

から 

220

円 
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    500立方メート

ルまで 

 

    501立方メート

ルから 

1,000立方メー

トルまで 

319

円 

    1,001立方メー

トル以上 

355

円 

 臨時

用 

１立方メートルにつき  490

円 

省略     
  

  
    500立方メート

ルまで 

 

    501立方メート

ルから 

1,000立方メー

トルまで 

260

円 

    1,001立方メー

トル以上 

290

円 

 臨時

用 

１立方メートルにつき  400

円 

省略     
      

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和７年１２月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第41号 北中城村下水道条

例の一部を改正する条例について御提案申し上

げます。 

 

 

 

議案第４１号 

 

北中城村下水道条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村下水道条例（平成９年３月３１日条例第６号）の一部を改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 下水道事業においては、収益の柱である下水道使用料収入が事業費用を大幅に下回っており、一

般会計からの繰入金によって経営を維持している状況である。事業運営の健全化を図る観点から下

水道使用料の引き上げが必要なため、条例の一部を改正するものである。 

 なお、この条例は令和７年１２月１日から施行し、令和８年１月分下水道使用料より適用する。 

 

 

北中城村下水道条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村下水道条例（平成９年北中城村条例第６号）の一部を次のように改正する。 
    

改正例規 現行例規 
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 （使用料の算定）  （使用料の算定） 

第22条 省略 第22条 省略 
  

 区分  料金 

（単

位：

円） 

＼ 水量 

種別   

一般 基本料金 10立方メートルまで 558 

汚水  10立方メートルを超え 30

立方メートルまで 

74 

 
超 過 料 金 

１立方メー

トルにつき 

30立方メートルを超え 50

立方メートルまで 

87 

 50立方メートルを超え   100 

立方メートルまで 

99 

  100立方メートルを超える

もの 

112 

浴場業汚水 １立方メートルにつき 50 

臨時用 １立方メートルにつき 100 

連合専用 １ １戸あたりの使用量について

は、一般汚水を適用する。 

２ 使用量算定の基礎となる水量

は、各戸均等に使用したもの

とみなす。 
  

  

 区分  料金 

（単

位：

円） 

＼ 水量 

種別   

一般 基本料金 10立方メートルまで 450 

汚水  10立方メートルを超え 30

立方メートルまで 

60 

 
超 過 料 金 

１立方メー

トルにつき 

30立方メートルを超え 50

立方メートルまで 

70 

 50立方メートルを超え   100 

立方メートルまで 

80 

  100立方メートルを超える

もの 

90 

浴場業汚水 １立方メートルにつき 40 

新規   

連合専用 １ １戸あたりの使用量について

は、一般汚水を適用する。 

２ 使用量算定の基礎となる水量

は、各戸均等に使用したもの

とみなす。 
  

２・３ 省略 ２・３ 省略 
    

   附 則 

 (施行期日) 

 この条例は、令和７年１２月１日から施行する。 

 

 議案第42号 令和７年度北中城村一般会計補 正予算（第２号）について御提案申し上げます。 

 

 

議案第４２号 

 

令和７年度北中城村一般会計補正予算（第２号）について 

 

 令和７年度北中城村の一般会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めま

す。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 
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北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和７年度北中城村一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度北中城村の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０５，２９２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０，１１４，０９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 
 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 地 方 特 例 交 付 金   17,685 305 17,990 

  １ 地 方 特 例 交 付 金 17,685 305 17,990 

1 3 地 方 交 付 税   1,506,000 15,391 1,521,391 

  １ 地 方 交 付 税 1,506,000 15,391 1,521,391 

1 5 分担金及び負担金   87,829 2,675 90,504 

  １ 負 担 金 87,829 2,675 90,504 

1 7 国 庫 支 出 金   1,867,128 129,723 1,996,851 

  １ 国 庫 負 担 金 1,281,740 98,518 1,380,258 

  ２ 国 庫 補 助 金 492,315 30,728 523,043 

  ３ 委 託 金 93,073 477 93,550 

1 8 県 支 出 金   1,476,426 51,804 1,528,230 

  １ 県 負 担 金 497,129 49,259 546,388 

  ２ 県 補 助 金 926,874 2,545 929,419 
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歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

20 寄 附 金   204,001 100 204,101 

  １ 寄 附 金 204,001 100 204,101 

2 1 繰 入 金   470,359 34,220 504,579 

  １ 特 別 会 計 繰 入 金 1 436 437 

  ２ 基 金 繰 入 金 470,358 33,784 504,142 

2 2 繰 越 金   20,000 215,583 235,583 

  １ 繰 越 金 20,000 215,583 235,583 

2 3 諸 収 入   87,796 12,691 100,487 

  ３ 雑 入 86,195 12,691 98,886 

2 4 村 債   136,500 42,800 179,300 

  １ 村 債 136,500 42,800 179,300 

歳 入 合 計 9,608,802 505,292 10,114,094 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議 会 費   94,821 1,180 96,001 

  １ 議 会 費 94,821 1,180 96,001 

２ 総 務 費   1,542,177 138,694 1,680,871 

  １ 総 務 管 理 費 1,325,408 126,349 1,451,757 

  ２ 徴 税 費 125,494 12,060 137,554 

  ３ 戸籍住民基本台帳費 65,886 285 66,171 

３ 民 生 費   3,767,534 267,326 4,034,860 

  １ 社 会 福 祉 費 1,565,922 239,404 1,805,326 

  ２ 児 童 福 祉 費 2,201,612 27,922 2,229,534 

４ 衛 生 費   1,112,593 1,559 1,114,152 

  １ 保 健 衛 生 費 647,163 1,559 648,722 

５ 農 林 水 産 業 費   564,878 1,919 566,797 

  １ 農 業 費 548,424 1,915 550,339 

  ３ 水 産 業 費 13,420 4 13,424 

６ 商 工 費   151,260 2,901 154,161 

  １ 商 工 費 151,260 2,901 154,161 

７ 土 木 費   465,879 80,434 546,313 

  ２ 道 路 橋 梁 費 164,958 20,944 185,902 

  ３ 都 市 計 画 費 246,064 59,490 305,554 

９ 教 育 費   1,162,790 11,279 1,174,069 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

  １ 教 育 総 務 費 226,722 △15,741 210,981 

  ２ 小 学 校 費 209,767 5,811 215,578 

  ３ 中 学 校 費 134,076 712 134,788 

  ５ 社 会 教 育 費 314,871 20,432 335,303 

  ６ 保 健 体 育 費 277,354 65 277,419 

歳 出 合 計 9,608,802 505,292 10,114,094 

 

第２表 債務負担行為補正 

１．追加 
   

（単位：千円） 

事 項 期  間 限 度 額 

アワセゴルフ場跡地健康・スポーツ交流施設用

地取得費 
令和７年度 ～ 令和12年度 

541,000千円に

利率５％以内及

び延滞金を加え

た額 

沖縄県町村土地開発公社アワセゴルフ場跡地健

康・スポーツ交流施設用地取得事業資金借入金

に対する債務保証 

令和７年度 ～ 令和12年度 

541,000千円に

利率５％以内及

び延滞金を加え

た額 

 

第２表 債務負担行為補正 

２．変更       （単位：千円） 

事     項 
変  更  前 変  更  後 

期   間 限 度 額 期   間 限 度 額 

公園施設照明灯賃借料 令和７年度 ～ 令和16年度 28,530 令和８年度 ～ 令和17年度 30,030 

合      計    28,530    30,030 

 

第３表 地方債補正 

１ 追加    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

緊急自然災害防止対策事業債 

（仲順地区急傾斜崩落対策事業） 
10,000 

（借入方法） 

 証書借入又は地方証券発

 ５％以内（ただし、利率

見直し方式で借入れる財政

 30年以内の償還、その他

借入先の融資条件による。
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１ 追加    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

デジタル活用推進事業債 

（公立学校情報機器整備事業） 
33,000 

行の方法による。 

 

（借入先） 

 財政融資資金、地方公共

団体金融機構資金、その他 

融資資金及び地方公共団体

金融機構資金について、利

率の見直しを行った後にお

いては当該見直し後の利

率） 

ただし、村財政の都合によ

り繰上償還または低利債に

借換えすることができる。 

  

     

計 43,000    

 

第３表 地方債補正 

２ 変更       （単位：千円） 

起債の目的 
補 正 前 補 正 後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

緊急防災・

減災事業債 

（Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ受信

機入替え委

託業務） 

3,500 

（借入方法） 

 証書借入又

は地方証券発

行による。 

 

（借入先） 

 財政融資資

金、地方公共

団体金融機構

資金、その他 

 ５％以内（た

だし、利率見直

し方式で借入れ

る財政融資資金

及び地方公共団

体金融機構資金

について、利率

の見直しを行っ

た後においては

当該見直し後の

利率） 

 30年以内の

償還、その他

借入先の融資

条件による。

ただし、村財

政の都合によ

り繰上償還ま

たは低利債に

借換えするこ

とができる。 

3,200 

変更なし 変更なし  ５年以内の

償還、その他

借入先の融資

条件による。

ただし、村財

政の都合によ

り繰上償還ま

たは低利債に

借換えするこ

とができる。 

   

   

   

計 3,500    3,200    

 

 詳細につきましては、副村長のほうから御説

明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 副村長。 

○副村長（仲本正一） 

 議案第42号 令和７年度北中城村一般会計補

正予算（第２号）につきまして御説明いたしま

す。 

 まず、５ページをお願いします。 

 第２表債務負担行為補正の追加が２件ござい

ます。アワセゴルフ場跡地健康・スポーツ交流

施設用地取得費、期間が令和７年度から令和12

年度、限度額が５億4,100万円に利率５％以内

及び延滞金を加えた額となっております。 

 続きまして、沖縄県町村土地開発公社アワセ

ゴルフ場跡地健康・スポーツ交流施設用地取得

事業資金借入金に対する債務保証、期間及び限

度額は先ほどの用地取得費と同じとなっていま

す。この２件につきましては、村立体育館及び

スポーツクラブ用地部分用地取得に関する債務

負担行為を５年間延長するために計上しており

ます。 
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 ６ページをお願いします。 

 公園施設照明灯賃借料につきまして、供用開

始時期の変更により限度額を2,853万円から

3,003万円へ変更をしております。期間につい

ては、令和７年度から令和16年度までを令和８

年度から令和17年度に変更しております。 

 ７ページをお願いします。 

 第３表地方債補正の追加がございます。緊急

自然災害防止対策事業債、事業名、仲順地区急

傾斜崩落対策事業、限度額1,000万円を追加し

ております。起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては、記載のとおりとなっております。 

 続きまして、デジタル活用推進事業債、事業

名、公立学校情報機器整備事業、限度額3,300

万円につきましては、令和７年度より新設され

た地方債を、補助裏分と地方単独分に充てる形

として追加しております。起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、記載のとおりとな

っております。 

 ８ページをお願いします。 

 第３表地方債補正の変更がございます。緊急

防災・減災事業債のＪ－ＡＬＥＲＴ受信機入替

え委託業務につきまして、起債協議額の決定に

伴い、限度額を350万円から320万円へ変更をし

ております。起債の方法、利率につきましては

変更なしで、償還の方法につきましては、受信

機の耐用年数に応じて償還年数を５年以内と変

更しております。 

 次に歳入につきまして、事項別明細書で主な

補正について御説明いたします。 

 11ページをお願いします。 

 13款１項１目１節地方交付税の1,539万1,000

円の増につきましては、基準財政需要額が増額

となったことに伴いまして、財源不足分として

交付される普通交付税が増額算定されることに

よる補正増となっております。 

 15款分担金及び負担金、１項負担金、４目土

木負担金、１節道路橋りょう費負担金、267万

5,000円の増につきましては、平成31年度に完

了しているライカム地区電線共同溝建設負担金

の確定に伴う予算計上となっております。 

 17款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生

費国庫負担金、11節障害者自立支援給付費等国

庫負担金、9,851万8,000円の増につきましては、

障害者自立支援給付費等国庫負担金と障害児入

所給付費等国庫負担金、それぞれの給付費見込

が増となったことによる補正でございます。 

 12ページをお願いします。 

 17款国庫支出金、２項国庫補助金、29目地方

創生交付金、３節地方創生臨時交付金（物価高

騰対応重点支援）、3,060万円の増につきまし

ては、今回の地方創生臨時交付金となります。

詳細につきましては、歳出のほうで御説明いた

します。 

 18款県支出金、１項県負担金、１目民生費県

負担金、10節障害者自立支援給付費等県負担金、

4,925万9,000円の増につきましては、国庫支出

金同様それぞれの給付費見込が増となったこと

による補正でございます。 

 13ページをお願いします。 

 18款県支出金、２項県補助金、２目民生費県

補助金、４節児童福祉費県補助金、641万7,000

円の増につきましては、主に沖縄県保育所等食

材料費負担軽減事業費補助金の計上となってお

り、これは食材料費の高騰によって保護者の負

担が大きくなることを抑えるためのものとなっ

ております。 

 続きまして、18款２項５目教育費県補助金、

13節教育振興費県補助金、387万2,000円の減に

つきましては、公立学校情報機器整備事業の契

約額確定に伴い、沖縄県公立学校情報機器整備

事業補助金が減となったことによる補正でござ

います。 

 14ページをお願いします。 

 21款繰入金、２項基金繰入金、３目財政調整

基金繰入金、5,431万2,000円の増につきまして
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は、補正予算の財源不足を補うための基金繰入

金となります。 

 続きまして、21款２項５目ふるさと応援基金

繰入金、2,728万7,000円の減につきましては、

主に公立学校情報機器整備事業の財源を地方債

へ組み替えたことによる減額補正でございます。 

 続きまして、21款２項22目地域福祉基金繰入

金、675万9,000円の増につきましては、主に福

祉事業に充当するための基金繰入金となってお

ります。詳しくは歳出で説明いたします。 

 22款１項１目繰越金、２億1,558万3,000円の

補正につきましては、令和６年度決算に伴う繰

越金の補正でございます。 

 15ページをお願いします。 

 24款１項村債、５目災害復旧事業債、２節緊

急自然災害防止対策事業債、1,000万円の追加

につきましては、仲順散策路の法面復旧工事に

伴うものとなっております。 

 続きまして、24款１項６目教育債、３節デジ

タル活性推進事業債、3,300万円の増につきま

しては、公立学校情報機器整備事業に伴うもの

となっております。 

 次に歳出について、主な補正について御説明

いたします。なお、人件費等の増減につきまし

ては説明を省略させていただきます。 

 16ページをお願いします。 

 １款１項１目議会費、８節旅費、118万円の

増につきましては、議会常任委員会の所管事務

調査に係る費用弁償及び職員の特別旅費となっ

ております。 

 17ページをお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、７節報償費、226万3,000円の増につきまし

ては、自治会長退職報奨金となっており、今回

は荻道と和仁屋自治会長が対象となります。 

 同じく12節委託料、277万9,000円につきまし

ては、主に固定資産評価審査委員会決定取消請

求訴訟事件の結果に対する弁護士委託料の決定

に伴うものであります。 

 続きまして、２款１項16目財政調整基金費、

24節積立金、１億1,779万2,000円の増につきま

しては、地方財政法に基づき令和６年度決算剰

余金の２分の１を積み立てるものであります。

予算成立後の積立現在高は２億6,295万円とな

る予定でございます。 

 18ページをお願いします。 

 ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費、

12節委託料、576万7,000円の増につきましては、

主に固定資産家屋評価支援業務委託料の経費と

なっております。内容としましては、大型マン

ションと戸建て住宅に対するものとなっており

ます。 

 20ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉

総務費、12節委託料、397万9,000円の増につき

ましては、主に避難行動要支援者避難確保事業

の委託料となっております、令和６年度の繰越

事業の追加分として計上しており、地域福祉基

金を充当しております。 

 続きまして、３款１項５目介護保険事業費、

12節委託料、287万円4,000円の増につきまして

は、主に県の介護保険事業計画に合わせるため、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を行うもの

であり、こちらも地域福祉基金を充当しており

ます。また、同じ説明にあります在宅医療・介

護連携事業委託料につきましては、減額補正し

ております。 

 続きまして、３款１項８目障害者自立支援諸

費、19節扶助費、１億9,704万3,000円の増につ

きましては、障害福祉サービス費、障害児通所

給付費等の今後の支出見込みを計上しておりま

す。 

 21ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、９目臨時福祉

給付金、18節負担金、補助及び交付金、2,860

万円の増につきましては、住民税確定により定
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額減税給付金の支払いに不足が生じた場合、追

加で給付をする給付金となっております。 

 22ページをお願いします。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目保育所費、

18節負担金、補助及び交付金、1,213万8,000円

の増につきましては、主に沖縄県保育所等食材

料費負担軽減事業費補助金の決定に伴ったもの

であり、認可保育所、認可外保育所が対象とな

ります。同様に23ページ、３款２項４目児童館

費、18節負担金、補助及び交付金、99万2,000

円の増につきましても対象経費となっておりま

す。 

 ページ飛びまして、27ページをお願いします。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費、18節

負担金、補助及び交付金、282万7,000円の増に

つきましては、主に「地域通貨まーい」に係る

追加の原資分となっております。地方創生臨時

交付金を活用し、総額192万7,000円となってお

ります。 

 28ページをお願いします。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持

費、10節需用費、408万2,000円の増につきまし

ては、不足している道路修繕費を補正する形と

なっております。 

 続きまして、７款２項２目道路新設改良費、

14節工事請負費、1,000万円の増につきまして

は、令和６年５月の大雨の影響で一部崩落した

仲順地区の散策路通路に対して崩壊防止対策を

実施するものであります。 

 続きまして、７款２項２目16節公有財産購入

費、505万円の増につきましては、主に村道大

城登又線（中城公園アクセス線）整備事業内の

用地取得に係る予算計上となっております。不

動産鑑定評価額が当初見込みを上回ったため、

沖縄振興公共投資交付金内の予算内で財源組替

えし、残りを単独事業として計上しております。 

 29ページをお願いします。 

 ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画

総務費、27節繰出金、6,000万円の増につきま

しては、下水道事業特別会計の繰出金となって

おります。 

 続きまして、７款３項３目公園費、13節使用

料及び賃借料、150万円の減につきましては、

ＬＥＤ照明の供用開始の変更に伴い、今年度の

リース代が不要となったことによる補正でござ

います。 

 30ページから34ページの９款教育費につきま

して、教育委員会のほうから御説明をいたしま

す。 

 私からは以上です。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 教育委員会の歳出につきまして、主な補正に

ついて御説明申し上げます。 

 31ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

１節報酬（会計年度任用職員）、124万6,000円

の増額につきましては、北中城小学校へ特別支

援員を新たに１名配置するものでございます。 

 同じく31ページ、10節需用費、414万2,000円

のうち施設修繕費250万円につきましては、北

中城小学校体育館アルミドアやメイン玄関ドア

の修繕のほか、両小学校の一般修繕の不足が見

込まれることから補正を行うものでございます。 

 同じく31ページ、２目教育振興費、13節使用

料及び賃借料15万円のうち、翻訳アプリ使用11

万円は、外国籍の児童に対しまして、教師が会

話をしますと画面に翻訳されるアプリ、２ライ

センスの使用料であります。17節備品購入費、

６万6,000円はアプリを使用する際に、先生が

身に着けるヘッドセットの購入費となっており

ます。 

 32ページをお願いたします。 

 ９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

10節需用費、54万円のうち50万円は、一般修繕
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の不足が見込まれることから補正を行うもので

ございます。 

 続きまして、33ページをお願いいたします。 

 ９款社会教育費、５項社会教育費、２目公民

館費、10節需用費、989万円の増額につきまし

ては、熱田公民館及び渡口公民館の空調機器が

故障し、修繕を行うための経費となっておりま

す。 

 同じく２目公民館費、18節負担金、補助金及

び交付金、45万2,000円の増額は、沖縄県地域

振興協会からの助成金が新たに決定されたため

であり、仲順自治会への補助金となっておりま

す。 

 続きまして、３目文化財保護費、18節負担金、

補助金及び交付金の1,000万円の増額につきま

しては、中城城跡共同管理協議会の管理事務所

の老朽化に伴い建て替えを行うための経費とな

っております。 

 私からは以上でございます。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第43号 令和７年度北中城

村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第４３号 

 

令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 

 令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出し、議会の議

決を求めます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，３０２千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２，２１３，６８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  



― 49 ― 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

５ 国 庫 支 出 金   0 5,095 5,095 

  ２ 国 庫 補 助 金 0 5,095 5,095 

1 1 繰 越 金   1 46,316 46,317 

  １ 繰 越 金 1 46,316 46,317 

1 2 諸 収 入   150,436 △46,109 104,327 

  ４ 雑 入 150,433 △46,109 104,324 

歳 入 合 計 2,208,383 5,302 2,213,685 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総 務 費   79,317 5,302 84,619 

  １ 総 務 管 理 費 61,081 291 61,372 

  ２ 徴 税 費 18,107 5,011 23,118 

歳 出 合 計 2,208,383 5,302 2,213,685 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは、議案第43号 令和７年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明いたします。 

 ５ページをお願します。 

 歳入、５款国庫支出金、２項国庫補助金、７

目国民健康保険制度関係準備事業費補助金、

495万円につきましては、令和８年度からスタ

ートする子ども・子育て支援金制度に伴うシス

テム改修費に係る補助金となっております。 

 また、９目社会保障・税番号制度システム改

修費補助金14万5,000円につきましては、マイ

ナカードと保険証の一体化に関連する広報事業

の補助金となっております。 

 11款繰越金、１項繰越金、２目その他の繰越

金、4,631万6,000円につきましては、令和６年

度国保会計の決算による繰越金でございます。 

 続きまして、12款諸収入、４項雑入、９目歳

入欠かん補填収入、4,610万9,000円の減につき

ましては、令和６年度決算において実質収支の

黒字に伴うものでございます。 

 続きまして、歳出のほうを御説明いたします。 

 ７ページをお願いします。 

 １款総務費、１目賦課徴収費、12節委託料、

495万円につきましては、歳入において説明の

とおり、子ども・子育て支援金制度に伴うシス

テム改修費となっております。 

 続きまして、21節補償補填及び賠償金、６万

1,000円につきましては、社保継続と国保の加

入に関する問合せに対して試算を誤ったことに

より、国保への加入案内を行いましたが、これ

により被保険者へ本来不要であった支払いをさ

せてしまったため、社保との差額分を賠償する

ものです。 
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 説明は以上でございます。 

○村長（比嘉孝則） 

 では続きまして、議案第44号 令和７年度北

中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について御提案申し上げます。 

 

 

議案第４４号 

 

令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出し、議会の

議決を求めます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７４４千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３３６，１７３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 後期高齢者医療保険料   285,591 △1,597 283,994 

  １ 後期高齢者医療保険料 285,591 △1,597 283,994 

３ 国 庫 支 出 金   0 2,310 2,310 

  １ 国 庫 補 助 金 0 2,310 2,310 

６ 繰 越 金   1 1,031 1,032 

  １ 繰 越 金 1 1,031 1,032 
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歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

歳 入 合 計 334,429 1,744 336,173 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総 務 費   4,451 2,310 6,761 

  １ 総 務 管 理 費 1,550 2,310 3,860 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金   329,256 △1,002 328,254 

  １ 後期高齢者医療広域連合納付金 329,256 △1,002 328,254 

３ 諸 支 出 金   622 436 1,058 

  ２ 繰 出 金 1 436 437 

歳 出 合 計 334,429 1,744 336,173 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは、議案第44号 令和７年度北中城村

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 歳入、１款後期高齢者医療保険料、２目普通

徴収保険料、159万7,000千円の減につきまして

は、令和６年度決算による滞納繰越分の収入見

込み分を減額修正して計上したものでございま

す。 

 続きまして、３款国庫支出金、１目国庫補助

金、１節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金、

231万円につきましては、令和８年度からスタ

ートする子ども・子育て支援金制度に伴うシス

テム改修費に係る補助金となっております。 

 ６款繰越金、103万1,000円につきましては、

令和６年度決算剰余金を計上しております。 

 続きまして、歳出をお願いします。 

 ６ページをお願いします。 

 １款総務費、１目一般管理費、12節231万円

につきましては、歳入で説明したとおりシステ

ム改修費の委託料となっております。 

 ７ページをお願いします。 

 ２款高齢者医療広域連合納付金、100万2,000

円の減につきましては、過年度の調定見込み分

に対する納付金の減でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出

金、43万6,000円につきましては、令和６年度

決算に伴う事務費等の精算分として一般会計へ

繰出しするものとなっております。 

 説明は以上でございます。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第45号 令和７年度北中城

村水道事業会計補正予算（第２号）について御

提案申し上げます。 

 

 

議案第４５号 
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令和７年度北中城村水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 令和７年度北中城村水道事業会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和７年度北中城村水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和７年度北中城村水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和７年度北中城村水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科   目   既決予定額   補正予定額     計    

 収 入       

第１款 水道事業収益  568,827千円 0千円 568,827 千円 

 第１項 営 業 収 益 531,749千円 0千円 531,749 千円 

 第２項 営業外収益 37,076千円 0千円 37,076 千円 

 第３項 特 別 利 益 2千円 0千円 2 千円 

 支 出       

第１款 水道事業費用  610,526千円 25,217千円 635,743 千円 

 第１項 営 業 費 用 608,563千円 25,217千円 633,780 千円 

 第２項 営業外費用 961千円 0千円 961 千円 

 第３項 特 別 損 失 2千円 0千円 2 千円 

 第４項 予 備 費 1,000千円 0千円 1,000 千円 
   

 

 

 水道事業会計の補正につきましては、収益的

収支のほうで補正がございますので、所管課長

のほうから御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは、議案第45号 令和７年度北中城村

水道事業会計補正予算（第２号）について御説

明いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出について、支出、１款水

道事業費用、１項営業費用2,521万7,000円の増

となっております。２目配水及び給水費2,521

万7,000円の増で、内訳としまして、４節委託
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料が409万7,000円の増、内容としまして、当初

予算で計上しておりました水道修理当番待機業

務に係る人件費が、県単価の引き上げにより水

道業者と協議を行い、見直したことによります。 

 ６節修繕費が2,112万円の増で、内容の主な

ものとしまして、社会福祉協議会へ給水する配

水管の鋼管からさびによる赤水が確認され、中

央公民館入口付近から分岐する鋼管延長約270

メートルの劣化によるもので、急遽、中央公民

館入り口から社会福祉協議会前までの既設鋼管

の布設替えが必要となることから、仮設配管に

よる切り回しが必要となったためであります。

そのほか給水管からの漏水修繕が10件発生した

ことによります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第46号 令和７年度北中城

村下水道事業会計補正予算（第２号）について

御提案申し上げます。 

 

 

議案第４６号 

 

令和７年度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 令和７年度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求

めます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和７年度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和７年度北中城村下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和７年度北中城村下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科   目   既決予定額   補正予定額     計    

 収  入     

第１款 下水道事業収益  409,750千円 0千円 409,750千円 

 第１項 営 業 収 益 155,695千円 0千円 155,695千円 

 第２項 営 業 外 収 益 254,054千円 0千円 254,054千円 

 第３項 特 別 利 益 1千円 0千円 1千円 

 支  出         

第１款 下水道事業費用  412,363 千円 4,080 千円 416,443 千円
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 第１項 営 業 費 用 385,901 千円 4,080 千円 389,981 千円

 第２項 営 業 外 費 用 25,461 千円 0千円 25,461 千円

 第３項 特 別 損 失 1千円 0千円 1千円

 第４項 予 備 費 1,000 千円 0千円 1,000 千円
   

 

 

 補正予算（第２号）につきましては、収益的

支出のほうで補正がございます。詳細について

は、所管課長のほうから御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは、議案第46号 令和７年度北中城村

下水道事業会計補正予算（第２号）について御

説明いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出について、支出、１款下

水道事業費用、１項営業費用、408万円の増と

なっております。１目管渠費、408万円の増で、

内訳としまして、７節修繕費が408万円の増、

内容としまして、熱田団地付近に設置していま

すマンホールポンプに異物（モップ状）が混入

し、ポンプへの吸い込みができなくなり、４月

から７月まで６回発生しております。そのたび

にポンプの引き上げ異物撤去に要する費用が１

回当たり８万円程度となっているため、これま

で要した費用48万円となっております。また、

異物の混入は故意によるものと考えられること

から、警察のほうへ被害届を提出して監視強化

を図っております。 

 また、喜舎場２号マンホールポンプの操作盤

の不具合による部品交換と渡口５号マンホール

ポンプのポンプ修繕費として360万円となって

おります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、認定第１号 令和６年度北中城

村一般会計歳入歳出決算の認定についてでござ

います。 

 

 

認定第１号 

 

令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付す。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 
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令和６年度 北中城村一般会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 決 算 額  9,793,182,304 円 

歳 出 決 算 額  9,498,748,022 円 

歳入歳出差引額   294,434,282 円 
   

 

 

令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算書 

歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

1 村税   2,742,571,000 2,922,746,883 2,822,077,869 2,792,533 97,876,481 79,506,869 

  1 村民税 975,905,000 1,066,854,574 1,021,301,579 1,625,583 43,927,412 45,396,579 

  2 固定資産税 1,581,036,000 1,659,275,132 1,608,557,649 927,150 49,790,333 27,521,649 

  3 軽自動車税 74,668,000 79,785,436 75,386,900 239,800 4,158,736 718,900 

  4 村たばこ税 110,962,000 116,831,741 116,831,741 0 0 5,869,741 

2 地方譲与税   39,514,000 40,497,000 40,497,000 0 0 983,000 

  1 地方揮発油譲 

与税 
9,348,000 9,429,000 9,429,000 0 0 81,000 

  2 自動車重量譲 

与税 
27,914,000 28,859,000 28,859,000 0 0 945,000 

  5 森林環境譲与 

税 
2,252,000 2,209,000 2,209,000 0 0 △ 43,000 

3 利子割交付金   621,000 615,000 615,000 0 0 △ 6,000 

  1 利子割交付金 621,000 615,000 615,000 0 0 △ 6,000 

4 配当割交付金   6,218,000 6,218,000 6,218,000 0 0 0 

  1 配当割交付金 6,218,000 6,218,000 6,218,000 0 0 0 

5 株式等譲渡所   13,868,000 13,868,000 13,868,000 0 0 0 

 得割交付金 1 株式等譲渡所 

得割交付金 
13,868,000 13,868,000 13,868,000 0 0 0 

6 法人事業税交   39,758,000 38,261,000 38,261,000 0 0 △ 1,497,000 

 付金 1 法人事業税交 

付金 
39,758,000 38,261,000 38,261,000 0 0 △ 1,497,000 

7 地方消費税交   459,462,000 459,462,000 459,462,000 0 0 0 

 付金 1 地方消費税交 

付金 
459,462,000 459,462,000 459,462,000 0 0 0 
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歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

8 ゴルフ場利用   2,198,000 2,553,336 2,553,336 0 0 355,336 

 税交付金 1 ゴルフ場利用 

税交付金 
2,198,000 2,553,336 2,553,336 0 0 355,336 

9 環境性能割交   4,600,000 4,605,000 4,605,000 0 0 5,000 

 付金 1 環境性能割交 

付金 
4,600,000 4,605,000 4,605,000 0 0 5,000 

10 国有提供施設   73,034,000 73,034,000 73,034,000 0 0 0 

 等所在市町村 

助成交付金 

1 国有提供施設 

等所在市町村 

助成交付金 

73,034,000 73,034,000 73,034,000 0 0 0 

11 施設等所在市   243,269,000 243,269,000 243,269,000 0 0 0 

 町村調整交付 

金 

1 施設等所在市 

町村調整交付 

金 

243,269,000 243,269,000 243,269,000 0 0 0 

12 地方特例交付   89,627,000 89,627,000 89,627,000 0 0 0 

 金 1 地方特例交付 

金 
89,627,000 89,627,000 89,627,000 0 0 0 

13 地方交付税   1,617,215,000 1,596,076,000 1,596,076,000 0 0 △ 21,139,000 

  1 地方交付税 1,617,215,000 1,596,076,000 1,596,076,000 0 0 △ 21,139,000 

14 交通安全対策 

特別交付金 

  
2,715,000 1,946,000 1,946,000 0 0 △ 769,000 

  1 交通安全対策 

特別交付金 
2,715,000 1,946,000 1,946,000 0 0 △ 769,000 

15 分担金及び負   87,592,000 76,733,765 76,185,325 0 548,440 △ 11,406,675 

 担金 1 負担金 87,592,000 76,733,765 76,185,325 0 548,440 △ 11,406,675 

16 使用料及び手   58,416,000 65,454,230 65,448,230 0 6,000 7,032,230 

 数料 1 使用料 27,260,000 31,069,680 31,069,680 0 0 3,809,680 

  2 手数料 31,156,000 34,384,550 34,378,550 0 6,000 3,222,550 

17 国庫支出金   2,207,454,000 2,082,533,126 1,933,701,889 0 148,831,237 △ 273,752,111 

  1 国庫負担金 1,157,782,000 1,153,195,706 1,153,195,706 0 0 △ 4,586,294 

  2 国庫補助金 937,981,000 814,918,775 666,087,538 0 148,831,237 △ 271,893,462 

  3 委託金 111,691,000 114,418,645 114,418,645 0 0 2,727,645 

18 県支出金   1,094,018,000 1,023,758,449 1,002,557,649 0 21,200,800 △ 91,460,351 

  1 県負担金 524,283,000 511,822,415 511,822,415 0 0 △ 12,460,585 
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歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

  2 県補助金 514,142,000 455,751,616 434,550,816 0 21,200,800 △ 79,591,184 

  3 委託金 55,593,000 56,184,418 56,184,418 0 0 591,418 

19 財産収入   50,899,000 50,701,461 48,809,291 0 1,892,170 △ 2,089,709 

  1 財産運用収入 50,097,000 50,293,505 48,401,335 0 1,892,170 △ 1,695,665 

  2 財産売払収入 802,000 407,956 407,956 0 0 △ 394,044 

20 寄附金   171,711,000 190,809,470 190,809,470 0 0 19,098,470 

  1 寄附金 171,711,000 190,809,470 190,809,470 0 0 19,098,470 

21 繰入金   505,558,000 501,656,985 501,656,985 0 0 △ 3,901,015 

  1 特別会計繰入 

金 
655,000 654,585 654,585 0 0 △ 415 

  2 基金繰入金 504,903,000 501,002,400 501,002,400 0 0 △ 3,900,600 

22 繰越金   332,636,000 332,636,467 332,636,467 0 0 467 

  1 繰越金 332,636,000 332,636,467 332,636,467 0 0 467 

23 諸収入   99,404,000 103,048,533 102,825,793 0 222,740 3,421,793 

  1 延滞金、加算 

金及び過料 
1,600,000 2,625,227 2,625,227 0 0 1,025,227 

  2 村預金利子 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

  3 雑入 97,803,000 100,423,306 100,200,566 0 222,740 2,397,566 

24 村債   168,842,000 146,442,000 146,442,000 0 0 △ 22,400,000 

  1 村債 168,842,000 146,442,000 146,442,000 0 0 △ 22,400,000 

歳 入 合 計 10,111,200,000 10,066,552,705 9,793,182,304 2,792,533 270,577,868 △ 318,017,696 

 

歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

1 議会費   99,245,000 97,696,313 0 1,548,687 1,548,687 

  1 議会費 99,245,000 97,696,313 0 1,548,687 1,548,687 

2 総務費   1,732,659,560 1,684,199,316 12,859,000 35,601,244 48,460,244 

  1 総務管理費 1,515,578,560 1,475,548,370 12,859,000 27,171,190 40,030,190 

  2 徴税費 132,226,000 128,069,757 0 4,156,243 4,156,243 

  3 戸籍住民基本 

台帳費 
59,615,000 58,562,476 0 1,052,524 1,052,524 

  4 選挙費 23,355,000 20,397,470 0 2,957,530 2,957,530 

  5 統計調査費 552,000 314,251 0 237,749 237,749 
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歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

  6 監査委員費 1,333,000 1,306,992 0 26,008 26,008 

3 民生費   4,120,992,000 3,906,868,995 92,718,000 121,405,005 214,123,005 

  1 社会福祉費 2,192,936,000 2,044,455,475 87,856,000 60,624,525 148,480,525 

  2 児童福祉費 1,928,056,000 1,862,413,520 4,862,000 60,780,480 65,642,480 

4 衛生費   994,711,000 966,919,484 0 27,791,516 27,791,516 

  1 保健衛生費 608,333,000 582,217,618 0 26,115,382 26,115,382 

  2 清掃費 386,378,000 384,701,866 0 1,676,134 1,676,134 

5 農林水産業費   133,202,000 127,647,723 0 5,554,277 5,554,277 

  1 農業費 125,427,000 120,021,411 0 5,405,589 5,405,589 

  2 林業費 3,934,000 3,906,710 0 27,290 27,290 

  3 水産業費 3,841,000 3,719,602 0 121,398 121,398 

6 商工費   160,790,000 152,974,900 0 7,815,100 7,815,100 

  1 商工費 160,790,000 152,974,900 0 7,815,100 7,815,100 

7 土木費   853,362,000 618,352,644 215,510,000 19,499,356 235,009,356 

  1 土木管理費 54,568,000 51,217,255 0 3,350,745 3,350,745 

  2 道路橋梁費 453,416,000 228,543,703 215,510,000 9,362,297 224,872,297 

  3 都市計画費 345,378,000 338,591,686 0 6,786,314 6,786,314 

8 消防費   284,402,000 282,057,860 0 2,344,140 2,344,140 

  1 消防費 284,402,000 282,057,860 0 2,344,140 2,344,140 

9 教育費   1,288,495,000 1,227,781,195 14,298,000 46,415,805 60,713,805 

  1 教育総務費 104,362,000 102,363,440 0 1,998,560 1,998,560 

  2 小学校費 380,818,000 356,556,331 7,975,000 16,286,669 24,261,669 

  3 中学校費 112,758,000 100,064,005 3,397,000 9,296,995 12,693,995 

  4 幼稚園費 76,452,000 74,006,391 0 2,445,609 2,445,609 

  5 社会教育費 365,421,681 353,837,740 2,926,000 8,657,941 11,583,941 

  6 保健体育費 248,683,319 240,953,288 0 7,730,031 7,730,031 

10 災害復旧費   2,000 0 0 2,000 2,000 

  1 農林水産業施 

設災害復旧費 
1,000 0 0 1,000 1,000 

  2 公共土木施設 

災害復旧費 
1,000 0 0 1,000 1,000 

11 公債費   434,287,000 434,249,592 0 37,408 37,408 

  1 公債費 434,287,000 434,249,592 0 37,408 37,408 

12 諸支出金   1,000 0 0 1,000 1,000 
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歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

  1 普通財産取得 

費 
1,000 0 0 1,000 1,000 

13 予備費   9,051,440 0 0 9,051,440 9,051,440 

  1 予備費 9,051,440 0 0 9,051,440 9,051,440 

歳 出 合 計 10,111,200,000 9,498,748,022 335,385,000 277,066,978 612,451,978 

 

歳入歳出差引残額 294,434,282 円 

  うち基金繰入額 0 円 

 又は  

歳入歳出差引歳入不足額 0 円 

このため翌年度繰入繰上充用金 0 円 

         北中城村長  比 嘉 孝 則 

 

 詳細については、副村長のほうから御説明申

し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 副村長。 

○副村長（仲本正一） 

 認定第１号 令和６年度北中城村一般会計歳

入歳出決算について御説明いたします。 

 決算書の前につづられている説明書の４ペー

ジをお願いします。 

 決算収支の状況について御説明いたします。 

 令和６年度の一般会計決算規模は、歳入総額

97億9,318万2,000円、歳出総額94億9,874万

8,000円となり、前年度に比べ、歳入が9,356万

7,000円の減、増減率がマイナス0.9％、歳出が

5,536万4,000円の減、増減率がマイナス0.6％

となっております。 

 歳入歳出差引額は２億9,443万4,000円となり、

実質収支が２億3,558万3,000円、単年度収支が

マイナス4,930万1,000円、実質単年度収支がマ

イナス6,796万2,000円となっております。 

 続きまして、予算の執行状況をお願いいたし

ます。 

 歳入予算の執行率は96.9％（対前年度比較

0.2ポイントの減）、歳出予算の執行率は

93.9％（対前年度比較0.2ポイントの増）とな

っております。 

 ５ページをお願いします。 

 歳入の状況について御説明いたします。 

 歳入については、村税が前年度に比べ4,673

万9,000円の増、増減率が約1.7％となっており

ます。主な要因といたしましては、固定資産税

（土地）の評価替えの影響と、軽自動車の課税

台数が影響となっております。 

 国庫支出金につきましては、制度改正があっ

た児童手当国庫負担金と北中城村橋梁長寿命化

修繕事業による補助金が増額となったことから

5,414万7,000円の増、増減率が約2.9％の増と

なりました。 

 その他の増減が大きい項目といたしましては、

地方特例交付金が7,355万1,000円の増、増減率

が約457.5％の増額となりました。主な要因と

いたしましては、定額減税減収補填特例交付金

の減収分を補塡するため、国が自治体に交付し

たことによるものとなっております。 
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 また、繰入金につきましては、財政調整基金

からの取崩しの影響で前年度に比べて２億

6,556万6,000円の減、増減率約34.6％の減とな

りました。 

 ６ページをお願いします。 

 歳出の状況について御説明いたします。 

 目的別歳出決算額につきまして、主な増減と

前年度比較について御説明いたします。土木費

が北中城村橋梁長寿命化事業、北中城小学校交

通安全対策工事や道路等整備事業が増加したこ

となどにより、約23.8％の増となりました。民

生費につきましては国の政策に基づき行った物

価高騰支援給付金事業と公定価格の増加に伴っ

て、特定教育・保育施設整備費補助金（施設型

給付）が増額したことなどの影響により約

1.4％の増となっております。総務費は前年に

実施したネットワーク強靭化システム機器更

改業務の完了と、公共施設整備基金積立金へ

の積立金減額などから約4.8％の減となりまし

た。衛生費につきましては妊婦健診料、新型コ

ロナワクチン予防接種の受診者数が減少したこ

となどの影響で約8.0％の減となっております。 

 続きまして、性質別歳出決算額の主な増減と

前年度比較について御説明いたします。扶助費

につきましては物価高騰支援給付金事業と特定

教育・保育施設整備費補助金の増額、報酬改定

のあった障害福祉サービス増額などの影響によ

り約11.4％の増となっております。人件費につ

きましては会計年度任用職員勤勉手当の導入と

支給制度を変更したことにより約8.4％の増と

なっております。繰出金は国民健康保険特別会

計への繰出金などにより約23.9％の減となって

おり、補助費等につきましては村内認可保育施

設の整備支援完了による就学前教育・保育施設

整備費補助金の減額などの影響で約7.0％の減

となりました。 

 ８ページをお願いします。 

 自主財源と依存財源につきまして御説明いた

します。 

 村税、繰入金等の自主財源の総額は41億545

万4,000円で、前年度に比べて３億392万3,000

円の減、増減率が6.89％の減となっております。

自主財源比率は41.92％となっており、増額の

主な内容といたしましては、繰入金が前年度と

比較して約２億6,000万円の増額となっており

ます。 

 地方交付税の国庫支出金等の依存財源の総額

につきましては56億8,772万8,000円で、前年度

に比べて２億1,035万6,000円の増となっていま

す。依存財源比率は58.08％で、3.84ポイント

の増となっております。 

 一般財源と特定財源の状況について御説明い

たします。 

 一般財源の総額は64億9,119万4,000円、一般

財源比率66.28％で、前年度に比べて8,987万

3,000円、増減率が1.40％の増となっておりま

す。また、特定財源の総額につきましては33億

198万8,000円、特定財源比率33.72％となって

おり、前年度と比較して１億8,344万円の減と

なっております。 

 ９ページをお願いします。 

 将来にわたる財政負担の状況について御説明

いたします。 

 地方債現在高の状況につきまして、令和６年

度末の地方債現在高は44億2,389万9,000円で、

前年度末より２億7,023万1,000円の減となって

おります。要因といたしましては、令和６年度

中の償還額が借入金を上回ったことによるもの

となっております。 

 次に債務負担行為の状況について御説明いた

します。債務負担行為に係る令和７度以降の支

出予定額は83億2,243万4,000円となっておりま

す。主な内訳といたしましては、沖縄県町村土

地開発公社北中城支社所有のサウスプラザ地区

用地取得費４億3,789万円、アワセゴルフ場跡

地健康・スポーツ交流施設用地取得費５億



― 61 ― 

3,562万6,000円、新一般廃棄物処理施設整備事

業29億1,730万8,000円、新一般廃棄物処理施設

運営費31億5,004万円となっております。 

 積立金現在高の状況について御説明いたしま

す。 

 積立金の令和６年度末現在高は18億1,192万

4,000円で、前年度末より6,425万4,000円増加

となっております。主な積立金の増減といたし

ましては、財政調整基金が1,866万1,000円の減、

減債基金が１億2,656万2,000円の減、公共施設

整備基金が5,473万8,000円の増及び一般廃棄物

処理施設建設等基金が１億円の増となっており

ます。全体としては基金積立額が取崩額を上回

っております。 

 10ページをお願いいたします。 

 主な財政指標について御説明いたします。 

 主な財政分析指標につきましては、実質収支

比率が4.8％（前年度5.9％）、公債費負担比率

が6.7％（前年度6.8％）、財政力指数が0.63

（前年度0.63）、経常収支比率が85.8％（前年

度82.9％）となっております。 

 実質収支比率は、前年度と比べ1.1ポイント

の減となっております。これは事業費の精査・

効率化や税収の伸びなどが影響しております。

財政力指数は前年度と同じ数値となっておりま

す。経常収支比率は、前年度と比べ2.9ポイン

トの増となっております。引き続き経常経費の

抑制と一般財源収入増に努めてまいります。 

 財政健全化法に基づく指標は、実質赤字・連

結実質赤字はございません。実質公債費比率、

将来負担比率はともに早期健全化基準を大きく

下回り健全な状態となっております。 

 11ページ以降に一般会計の決算における主要

施策の成果説明書を掲載しておりますので、御

確認をお願いします。 

 私からは以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、認定第２号 令和６年度北中城

村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

認定第２号 

 

令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付す。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度 北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 決 算 額  2,153,193,994 円 

歳 出 決 算 額  2,106,877,459 円 
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歳入歳出差引額    46,316,535 円 
   

 

 

令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 

歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

1 国民健康保険   388,536,000 445,822,331 388,183,020 973,900 56,665,411 △ 352,980 

 税 1 国民健康保険 

税 
388,536,000 445,822,331 388,183,020 973,900 56,665,411 △ 352,980 

4 使用料及び手   269,000 425,500 425,500 0 0 156,500 

 数料 1 手数料 269,000 425,500 425,500 0 0 156,500 

5 国庫支出金   3,010,000 3,721,000 3,721,000 0 0 711,000 

  2 国庫補助金 3,010,000 3,721,000 3,721,000 0 0 711,000 

6 県支出金   1,426,421,000 1,399,279,053 1,399,279,053 0 0 △ 27,141,947 

  1 県負担金・補 

助金 
1,426,420,000 1,399,279,053 1,399,279,053 0 0 △ 27,140,947 

  2 財政安定化基 

金支出金 
1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

8 財産収入   1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

  1 財産運用収入 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

10 繰入金   304,725,000 305,725,664 305,725,664 0 0 1,000,664 

  1 他会計繰入金 304,724,000 305,725,664 305,725,664 0 0 1,001,664 

  2 基金繰入金 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

11 繰越金   42,784,000 42,783,519 42,783,519 0 0 △ 481 

  1 繰越金 42,784,000 42,783,519 42,783,519 0 0 △ 481 

12 諸収入   28,947,000 13,238,003 13,076,238 0 161,765 △ 15,870,762 

  1 延滞金、加算 

金及び過料 
1,415,000 1,614,192 1,614,192 0 0 199,192 

  2 預金利子 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

  4 雑入 27,531,000 11,623,811 11,462,046 0 161,765 △ 16,068,954 

13 市町村債   1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

  1 財政安定化基 

金貸付金 
1,000 0 0 0 0 △ 1,000 

歳 入 合 計 2,194,694,000 2,210,995,070 2,153,193,994 973,900 56,827,176 △ 41,500,006 
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歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

1 総務費   77,720,400 75,214,734 0 2,505,666 2,505,666 

  1 総務管理費 60,689,400 59,860,259 0 829,141 829,141 

  2 徴税費 16,903,000 15,316,561 0 1,586,439 1,586,439 

  3 運営協議会費 128,000 37,914 0 90,086 90,086 

  4 趣旨普及費 0 0 0 0 0 

2 保険給付費   1,354,074,000 1,281,564,053 0 72,509,947 72,509,947 

  1 療養諸費 1,147,074,000 1,094,822,410 0 52,251,590 52,251,590 

  2 高額療養費 189,100,000 172,150,043 0 16,949,957 16,949,957 

  3 移送費 50,000 0 0 50,000 50,000 

  4 出産育児一時 

金 
17,000,000 13,851,600 0 3,148,400 3,148,400 

  5 葬祭費 800,000 740,000 0 60,000 60,000 

  6 傷病手当金 50,000 0 0 50,000 50,000 

3 国民健康保険   688,423,000 688,421,531 0 1,469 1,469 

 事業費納付金 1 医療給付費分 469,075,000 469,074,840 0 160 160 

  2 後期高齢者支 

援金等分 
161,537,000 161,536,154 0 846 846 

  3 介護納付金分 57,811,000 57,810,537 0 463 463 

4 共同事業拠出   1,000 0 0 1,000 1,000 

 金 1 共同事業拠出 

金 
1,000 0 0 1,000 1,000 

6 保健事業費   60,395,000 58,079,816 0 2,315,184 2,315,184 

  1 保健事業費 60,395,000 58,079,816 0 2,315,184 2,315,184 

7 基金積立金   1,000 0 0 1,000 1,000 

  1 基金積立金 1,000 0 0 1,000 1,000 

8 公債費   2,000 0 0 2,000 2,000 

  1 公債費 1,000 0 0 1,000 1,000 

  3 財政安定化基 

金償還金 
1,000 0 0 1,000 1,000 

9 諸支出金   4,236,000 3,597,325 0 638,675 638,675 

  1 償還金及び還 

付加算金 
4,236,000 3,597,325 0 638,675 638,675 

10 予備費   9,841,600 0 0 9,841,600 9,841,600 

  1 予備費 9,841,600 0 0 9,841,600 9,841,600 
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歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

歳 出 合 計 2,194,694,000 2,106,877,459 0 87,816,541 87,816,541 

 

歳入歳出差引残額 46,316,535 円 

  うち基金繰入額 0 円 

 又は  

歳入歳出差引歳入不足額 0 円 

このため翌年度繰入繰上充用金 0 円 

         北中城村長  比 嘉 孝 則 

 

 詳細については、担当課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは認定第２号 令和６年度北中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、事項別明細書にて御説明いたします。 

 260、261ページをお開きください。 

 歳入、１款国民健康保険税でございますが、

調定額４億4,582万2,331円、収入済額は３億

8,818万3,020円となっています。対前年度比で

見ますと、前年度収入済額３億8,179万5,681円

で、638万7,339円の増となっております。 

 保険税の収納率につきましては、今年度は

全体で87.07％となり、前年度86.97％に対し

0.1％の増となっております。また、時効によ

りまして160万2,412円が不納欠損となっており

ます。 

 続きまして、262、263ページをお開きくださ

い。 

 ６款県支出金でございますが、収入済額が13

億9,927万9,053円で、前年度14億6,826万7,508

円との比較では6,898万8,455円、4.70％の減と

なっております。これは主に普通交付金１億

479万7,455円の減が理由となっております。 

 次に10款繰入金でございますが、収入済額が

３億572万5,664円、前年度５億7,116万3,455円

との比較では２億6,543万7,791円、46.4％の減

になっております。主な理由として、その他一

般会計繰入金の大幅な減によるものです。 

 次に268、269ページをお開きください。 

 歳入合計でございますが、予算現額21億

9,469万4,000円に対し、収入済額21億5,319万

3,994円、執行率98.1％となっており、前年度

に対し２億7,146万9,637円、11.2％の減となっ

ています。 

 続きまして、歳出の主なものを御説明いたし

ます。 

 274、275ページをお願いします。 

 ２款保険給付費でございますが、支出済額が

12億8,156万4,053円、前年度13億8,077万2,996

円に対しまして、9,920万8,943円、7.2％の減

となっております。 

 次に278、279ページをお開きください。 

 ３款国民健康保険事業費納付金でございます

が、支出済額が６億8,842万1,531円、前年度と

の比較では8,460万5,605円、10.9％の減となっ

ております。 

 ６款保健事業費でございますが、支出済額が

5,807万9,816円、前年度との比較では737万

5,907円、14.5％の増となっております。 
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 次に284、285ページをお願いします。 

 一番下の段の歳出合計でございますが、予算

現額21億9,469万4,000円に対しまして、支出済

額が21億687万7,459円で、執行率96％となって

おります。また、前年度の支出済額23億8,188

万112円に比べ２億7,500万2,653円、11.5％の

減となっています。 

 以上で説明を終わります。 

 なお、決算書に添付してあります令和６年度

北中城村国民保険事業の主要施策の成果、その

他予算執行の実績を併せて御参照お願いいたし

ます。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、認定第３号 令和６年度北中城

村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について御提案申し上げます。 

 

 

認定第３号 

 

令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付す。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度 北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 決 算 額   313,951,365 円 

歳 出 決 算 額   312,919,412 円 

歳入歳出差引額    1,031,953 円 
   

 

 

令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 

歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

1 後期高齢者医   267,679,000 267,168,417 264,638,537 64,302 2,465,578 △ 3,040,463 

 療保険料 1 後期高齢者医 

療保険料 
267,679,000 267,168,417 264,638,537 64,302 2,465,578 △ 3,040,463 
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歳 入       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

調 定 額 

Ｂ 

収 入 済 額 

Ｃ 

不 納 欠 損 額 

Ｄ 

収 入 未 済 額 

Ｂ－(Ｃ＋Ｄ) 

予算現額と収入

済額との比較 

Ｃ－Ａ 

2 使用料及び手   49,000 82,700 82,700 0 0 33,700 

 数料 1 手数料 49,000 82,700 82,700 0 0 33,700 

5 繰入金   47,505,000 47,506,360 47,506,360 0 0 1,360 

  1 一般会計繰入 

金 
47,505,000 47,506,360 47,506,360 0 0 1,360 

6 繰越金   1,313,000 1,312,996 1,312,996 0 0 △ 4 

  1 繰越金 1,313,000 1,312,996 1,312,996 0 0 △ 4 

7 諸収入   708,000 410,772 410,772 0 0 △ 297,228 

  1 延滞金、加算 

金及び過料 
24,000 31,800 31,800 0 0 7,800 

  2 償還金及び還 

付加算金 
621,000 378,972 378,972 0 0 △ 242,028 

  5 雑入 63,000 0 0 0 0 △ 63,000 

歳 入 合 計 317,254,000 316,481,245 313,951,365 64,302 2,465,578 △ 3,302,635 

 

歳 出       （単位：円） 

款 項 
予 算 現 額 

Ａ 

支 出 済 額 

Ｂ 

翌 年 度 繰 越 額 

Ｃ 

不 用 額 

Ａ－(Ｂ＋Ｃ) 

予算現額と支出済

額 と の 比 較 

Ａ－Ｂ 

1 総務費   3,412,000 3,058,827 0 353,173 353,173 

  1 総務管理費 1,339,000 1,125,164 0 213,836 213,836 

  2 徴収費 2,073,000 1,933,663 0 139,337 139,337 

2 後期高齢者医   312,498,000 308,858,913 0 3,639,087 3,639,087 

 療広域連合納 

付金 

1 後期高齢者医 

療広域連合納 

付金 

312,498,000 308,858,913 0 3,639,087 3,639,087 

3 諸支出金   1,277,000 1,001,672 0 275,328 275,328 

  1 償還金及び還 

付加算金 
621,000 347,087 0 273,913 273,913 

  2 繰出金 656,000 654,585 0 1,415 1,415 

4 予備費   67,000 0 0 67,000 67,000 

  1 予備費 67,000 0 0 67,000 67,000 

歳 出 合 計 317,254,000 312,919,412 0 4,334,588 4,334,588 

 

歳入歳出差引残額 1,031,953 円 
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  うち基金繰入額 0 円 

 又は  

歳入歳出差引歳入不足額 0 円 

このため翌年度繰入繰上充用金 0 円 

         北中城村長  比 嘉 孝 則 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 認定第３号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について、事

項別明細書にて御説明いたします。 

 決算書の291、292ページをお開きください。 

 歳入の主なものとして、１款後期高齢者医療

保険料、調定額２億6,716万8,417円に対し、収

入済額２億6,463万8,537円となっております。

前年度収入済額２億186万5,173円との比較では

6,277万4,364円、31.1％の増となっています。

これは、主に年齢到達による新規加入者の増に

伴うものとなっております。 

 次に５款繰入金、１目一般会計繰入金、収入

済額4,750万6,360円、前年度4,131万4,931円に

対し、619万1,429円で15％の増となっておりま

す。 

 続きまして、293、294ページをお願いします。 

 歳入合計でございますが、予算現額３億

1,725万4,000円に対し、収入済額が３億1,395

万1,365円で、収入率は98.96％、前年度２億

4,526万1,555円に対し6,868万9,810円、28％の

増となっています。 

 続きまして、295、296ページをお開きくださ

い。 

 歳出の主なものといたしまして、２款後期高

齢者医療広域連合納付金でございますが、支出

済額が３億885万8,913円で、前年度２億3,954

万9,114円に対し6,930万9,799円で、28.93％の

増となっており、これは新規加入者の保険料増

加に伴う後期高齢者医療広域連合への納付金の

増であります。 

 次に297、298ページをお願いします。 

 一番下の段を御覧ください。歳出合計でござ

いますが、予算現額３億1,725万4,000円に対し、

支出済額が３億1,291万9,412円で、前年度２億

4,394万8,559円に対し689万7,083円、28.27％

の増となっています。 

 説明は以上でございますが、こちらも決算書

に添付してあります令和６年度北中城村後期高

齢者医療保険事業の主要施策の成果、その他予

算執行の実績について詳しく載っておりますの

で、そちらも併せて御参照いただきたいと思っ

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、認定第４号 令和６年度北中城

村水道事業会計決算の認定について御提案申し

上げます。 

 

 

認定第４号 

 

令和６年度北中城村水道事業会計決算の認定について 
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 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度北中城村水道事業会計決算を、監査委

員の意見（別冊）を添えて議会の認定に付します。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 水道事業会計決算につきましては、所管課長

のほうから御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは認定第４号 令和６年度北中城村水

道事業会計決算の認定について御説明いたしま

す。 

 13ページをお開きください。 

 事業の概況といたしまして、令和６年度にお

ける給水戸数は7,865戸で、前年度に比べ60戸

増、給水人口は１万7,871人、前年度に比べ73

人減で、普及率は100％となっております。 

 年間配水量は、268万8,792立方メートル（う

ち民間235万5,535立方メートル、基地33万

3,257立方メートル）となっており、前年度に

比べ５万2,498立方メートル増（うち民間４万

9,811立方メートル増、基地2,687立方メートル

増）となっております。 

 １日最大配水量は7,600立方メートルで、１

日平均配水量は7,367立方メートルとなりまし

た。 

 有収水量は、257万3,795立方メートル（うち

民間224万538立方メートル、前年度比1.93％増、

基地33万3,257立方メートル、前年度比0.81％

増）で、有収率は95.72％で前年度に比べ0.2ポ

イント減となっております。 

 財政状況といたしましては、収益的収入が５

億3,547万9,845円で、前年度に比べ1.21％増、

これに対して、収益的支出は５億2,650万4,746

円で、前年度に比べ7.69％増で897万5,099円の

純利益となっております。 

 資本的収支については、資本的収入148万

5,000円に対し、資本的支出8,423万7,711円で、

収支不足額8,275万2,711円は、過年度分損益勘

定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額と減債積立金で補塡しました。 

 主な事業としては、補助事業として喜舎場ポ

ンプ場機械設備（機器・弁・配管）更新を実施

し、村単独事業として、和仁屋地内配水管改良

工事及び宜野湾北中城線道路改良工事に伴う配

水管移設工事のほか、水質検査を前年度と同様

に実施しております。 

 経営に関する指標としまして、経営の健全性

を示す経常収支比率は101.7％（前年度比6.51

ポイント減）となっており、健全経営の水準と

される100％を上回っております。また、料金水

準の妥当性を示す料金回収率については97.73％

（前年度比2.01ポイント減）となっており、令

和６年10月より浄水購入費が引き上げられたこ

とが要因と考えられます。 

 一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す

有形固定資産減価償却率は59.7％（前年度比

1.06ポイント増）、法定耐用年数を経過した管

路延長の割合を示す管路経年化率は29.79％

（前年度比29.46ポイント増）で、法定年数を

経過した管路を一括計上したことによります。 

 また、当該年度に更新した管路延長の割合を

示す管路更新率は0.05％（前年度比0.11ポイン

ト減）になっております。これは、まだ更新需

要のピークを迎えていないためで、将来の更新

需要に備え、現在の経営状況の改善（料金改定）
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を行い、引き続き計画的な施設更新を行ってま

いります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、認定第５号 令和６年度北中城

村下水道事業会計決算の認定について御提案申

し上げます。 

 

 

認定第５号 

 

令和６年度北中城村下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度北中城村下水道事業会計決算を、監査

委員の意見（別冊）を添えて議会の認定に付します。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 決算の詳細につきましては、担当課長のほう

から御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは認定第５号 令和６年度北中城村下

水道事業会計決算の認定について御説明いたし

ます。 

 11ページをお開きください。 

 事業の概況といたしまして、令和６年度にお

ける汚水処理戸数は3,004戸、使用人口は8,697

人で、下水道普及率は65.4％、水洗化率は74.5％

となっております。 

 また、年間総汚水処理量は149万3,331立方メ

ートル（前年度に比べ３万6,475立方メートル、

2.5％増）となっております。 

 財政状況といたしましては、収益的収入が３

億7,251万5,674円（前年度比2.11％増）で、こ

れに対して収益的支出が３億4,836万9,285円

（前年度比5.56％増）で、2,414万6,389円の純

利益となっております。 

 資本的収支については、資本的収入３億3,291

万1,500円に対し、資本的支出３億9,300万8,998

円で、収支不足額6,009万7,498円は、過年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘

定留保資金と建設改良積立金で補塡しました。 

 補助金事業による工事については、公共下水

道島袋汚水枝線工事（第35工区）延長514メー

トル、公共下水道島袋汚水枝線工事（第34－2

工区）延長81メートル、公共下水道屋宜原汚水

枝線工事（第７工区）延長134メートルを実施

しました。 

 その他、住宅建築等に合わせて４件の公共ま

す設置工事を実施しております。 

 経営状況の指標としまして、令和６年度は

2,414万6,000円の純利益を計上し、経常収支比

率が前年度比3.61ポイント減の106.93％となり、

健全経営の水準とされる100％を上回っており

ます。また、経費回収率は、前年度比1.9ポイ

ント増の76.8％となっておりますが、100％を
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下回っております。引き続き使用料の適正化や

水洗化向上に向けて取り組んでまいります。 

 資産に関する指標としまして、管渠老朽化率

は法定耐用年数（50年）を超えた管渠延長の割

合を表した指標で、本村下水道事業は供用開始

から27年を迎え管渠老朽化率は０％となってお

ります。今後も管路点検やストックマネジメン

ト計画に基づいて、計画的に施設更新を行って

まいります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第47号 令和６年度北中城

村水道事業剰余金処分について御提案申し上げ

ます。 

 

 

議案第４７号 

 

令和６年度北中城村水道事業剰余金処分について 

 

 みだしのことについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和６年度北中城村水

道事業剰余金処分の議決を求めます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

令和６年度 北中城村水道事業剰余金処分計算書 

 

    （単位：円） 

  資 本 金 資本剰余金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 1,817,634,591 678,260,686 23,054,719 

議会の議決による処分額 6,657,601 0 △ 23,054,719 

 建設改良積立金の積立 0 0 △ 11,397,118 

 利益積立金の積立 0 0 △ 5,000,000 

 資本金への組入れ 6,657,601 0 △ 6,657,601 

処分後残高 1,824,292,192 678,260,686 
(繰越利益剰余金) 

0 

 

 水道事業剰余金処分計算書の詳細については、

担当課長のほうから御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは議案第47号 令和６年度北中城村水

道事業剰余金処分について御説明いたします。 

 表を御覧ください。 

 未処分利益剰余金2,305万4,719円のうち、建

設改良積立金として1,139万7,118円、利益積立

金として500万円、資本金への組入れとして665

万7,601円を処分したく上程いたします。 
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 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第48号 令和６年度北中城

村下水道事業剰余金処分について御提案申し上

げます。 

 

 

議案第４８号 

 

令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分について 

 

 みだしのことについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和６年度北中城村下

水道事業剰余金処分の議決を求めます。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

令和６年度 北中城村下水道事業剰余金処分計算書 

 

    （単位：円） 

  資 本 金 資本剰余金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 256,770,800 74,617,615 47,269,748 

議会の議決による処分額 23,123,359 0 △ 47,269,748 

 減債積立への積立 0 0 △ 24,146,389 

 建設改良積立金の積立 0 0 0 

 資本金への組入 23,123,359 0 △ 23,123,359 

処分後残高 279,894,159 74,617,615 
(繰越利益剰余金) 

0 

 

 別添処分計算書がございます。詳細について

は、担当課長のほうから御説明申し上げます。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは議案第48号 令和６年度北中城村下

水道事業剰余金処分について御説明いたします。 

 表を御覧ください。 

 未処分利益剰余金4,726万9,748円のうち、減

債積立金として2,414万6,389円、資本金への組

入れとして2,312万3,359円を処分したく上程い

たします。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第49号 中部広域市町村圏

事務組合の規約の変更について御提案申し上げ

ます。 
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議案第４９号 

 

   中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、中部広域市町村圏事務

組合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求め

る。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関する事務に新たに読谷村が加わること並びに障害

福祉サービス事業者等の指導及び実地検査に関する事務に監査事務を新たに追加することに伴い、

組合規約を変更する必要があるため、この案を提出する。 

 

 

中部広域市町村圏事務組合規約 新旧対照表 

 
    

旧 新 
  

第１～第２条 （略） 第１～第２条 （略） 

第３条 組合は、別表第１に掲げる市町村の次の

事務を共同処理する。 

第３条 組合は、別表第１に掲げる市町村の次の

事務を共同処理する。 

 (１) 中部広域計画の策定、当該計画に基づく

事業の実施及び連絡調整に関する事務 

 (１) 中部広域計画の策定、当該計画に基づく

事業の実施及び連絡調整に関する事務 

 (２) ふるさと市町村圏基金を活用した次に掲

げる事業の実施に関すること。 

 (２) ふるさと市町村圏基金を活用した次に掲

げる事業の実施に関すること。 

  ア～ク （略）   ア～ク （略） 

 (３) 次に掲げる調査研究に関する事務。  (３) 次に掲げる調査研究に関する事務。 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 (４) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人

福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福

祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事

務のうち、社会福祉法人の指導監査に関す

る事務 

 (４) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人

福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福

祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事

務のうち、社会福祉法人の指導監査に関す

る事務 

 (５) クルーズ船の受入に関する事務  (５) クルーズ船の受入に関する事務 
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 (６) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の指導監査に関する事務 

 (６) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の指導監査に関する事務 

 (７) 障害福祉サービス事業者等の指導及び実

地検査に関する事務 

 (７) 特定子ども・子育て支援施設等の指導監

査に関する事務 

 (８) 特定子ども・子育て支援施設等の指導監

査に関する事務 

 (８) 障害福祉サービス事業者等の指導監査に

関する事務 

第４条～第17条 （略） 第４条～第17条 （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 
  

共同処理する事務 市町村 

第３条第１号から第３号

まで並びに第６号及び第

７号に関する事務 

沖縄市 うるま市 宜野

湾市 北谷町 嘉手納町 

 西原町 読谷村 北中

城村 中城村 

（略） （略） 

（略） （略） 

第３条第８号に関する事

務 

沖縄市 うるま市 宜野

湾市 北谷町 嘉手納町 

 西原町 北中城村 中

城村 
  

  

共同処理する事務 市町村 

第３条第１号から第３号

まで及び第６号から第８

号までに関する事務 

沖縄市 うるま市 宜野

湾市 北谷町 嘉手納町 

西原町 読谷村 北中城

村 中城村 

（略） （略） 

（略） （略） 

(削除) 

 

 

 

(削除) 

  

別表第２・別表第３ （略） 別表第２・別表第３ （略） 

別表第４（第17条関係） 別表第４（第17条関係） 
  

区分 市町村 負担割合 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

第３条第６号

に係る負担金 

沖縄市 うるま市 

 宜野湾市 北谷

町 嘉手納町 西

原町 読谷村 北

中城村 中城村 

均等割 ５％ 

件数割 95％ 

第３条第７号

に係る負担金 

沖縄市 うるま市 

 宜野湾市 北谷

町 嘉手納町 西

原町 読谷村 北

中城村 中城村 

均等割 10％ 

利用者数割 90％ 

第３条第８号

に係る負担金 

沖縄市 うるま市 

 宜野湾市 北谷 

均等割 ５％ 

件数割 95％ 

  

区分 市町村 負担割合 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

第３条第６号

及び第７号に

係る負担金 

沖縄市 うるま市 

 宜野湾市 北谷

町 嘉手納町 西

原町 読谷村 北

中城村 中城村 

均等割 ５％ 

件数割 95％ 

第３条第８号

に係る負担金 

沖縄市 うるま市 

 宜野湾市 北谷

町 嘉手納町 西

原町 読谷村 北

中城村 中城村 

均等割 10％ 

利用者数割 90％ 

(削除) (削除) (削除) 
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 町 嘉手納町 西

原町 北中城村  

中城村 

 

      

 

 続きまして、議案第50号 損害賠償の額の決

定及び和解することについて御提案申し上げま

す。 

 

 

議案第５０号 

 

損害賠償の額の決定及び和解することについて 

 

 次のとおり損害賠償の額の決定及び和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和７年９月５日 提出 

北中城村長 比嘉 孝則 

 

１．損害賠償及び和解の相手方 

  （別紙参照） 

２．事件の概要 

  相手方は令和６年１１月末をもって退職予定のため、協会けんぽを任意継続した場合の保険料

と国民健康保険税を比較するために来庁したが、その際に村が誤った金額を試算したことによっ

て、国民健康保険よりも保険料が安価であった協会けんぽに入る機会を逸させてしまった。 

  実際の課税額は協会けんぽ（任意継続）保険料よりも高額であったことから、相手方に損害を

与えてしまったものである。 

  なお、本事件は令和６年度に起こったものであり昨年度も賠償したところであるが、任意継続

制度には最大で２年間加入できることから、令和７年度保険料についても同様の賠償を行う必要

がある。 

３．和解の要旨 

 (１) 村は、相手方に対して、下記の額の損害賠償金の支払義務があることを認める。 

 (２) 村及び相手方は、本件に関し、損害賠償の額のほか、何らの債権債務のないことを相互に

確認する。但し、一部負担金の割合の差異によって生じる損害についてはその限りではな

い。 

４．損害賠償の額 

 ６０，９４０円 

 （協会けんぽを任意継続した場合の保険料と実際に課税された国民健康保険税との差額） 
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 以上でございます。 

 

日程第２１．報告第６号 令和６年度決算に

基づく北中城村健全化判断比率

の報告について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第21．報告第６号 令和６年度決算に基

づく北中城村健全化判断比率の報告についてを

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 報告第６号 令和６年度決算に基づく北中城

村健全化判断比率の報告について御提案申し上

げます。 

 

 

報告第６号 

 

令和６年度決算に基づく北中城村健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、別紙のとおり健全化判断

比率を監査委員の意見を付して本会議に報告します。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度 健全化判断比率 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づく健全化判断比率 

 

    （単位：％）

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

健全化判断比率 － －  5.5  46.5 

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

財 政 再 生 基 準 20.00 30.00 35.0  

 

備考 健全化判断比率のそれぞれの欄において「－」と表記されている場合は、実質赤字額又は

連結赤字額がないことを表す。 

 
 

 

 



― 76 ― 

 以上で報告第６号 令和６年度決算に基づく

北中城村健全化判断比率の報告といたします。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 

 

日程第２２．報告第７号 令和６年度決算に

基づく北中城村水道事業会計の

資金不足比率の報告について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第22．報告第７号 令和６年度決算に基

づく北中城村水道事業会計の資金不足比率の報

告についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、報告第７号 令和６年度決算に

基づく北中城村水道事業会計の資金不足比率の

報告について御提案申し上げます。 

 

 

報告第７号 

 

令和６年度決算に基づく北中城村水道事業会計の資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、別紙のとおり資金不足

比率を監査委員の意見を付けて本会議に報告します。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

資 金 不 足 比 率 

 

比率名 令和６年度 経営健全化基準 備考 

資金不足比率 － （％） 20.0 （％）  

注）資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 
 

 

 以上で報告第７号といたします。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 



― 77 ― 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 

 

日程第２３．報告第８号 令和６年度決算に

基づく北中城村下水道事業会計

の資金不足比率の報告について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第23．報告第８号 令和６年度決算に基

づく北中城村下水道事業会計の資金不足比率の

報告についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 報告第８号 令和６年度決算に基づく北中城

村下水道事業会計の資金不足比率の報告につい

て御提案申し上げます。 

 

 

報告第８号 

 

令和６年度決算に基づく北中城村下水道事業会計の資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、別紙のとおり資金不足

比率を監査委員の意見を付けて本会議に報告します。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

資 金 不 足 比 率 

 

比率名 令和６年度 経営健全化基準 備考 

資金不足比率 － （％） 20.0 （％）  

注）資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 
 

 

 以上、資金不足比率の報告を終わります。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 
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日程第２４．報告第９号 令和６年度沖縄県

町村土地開発公社事業報告及び

決算報告書について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第24．報告第９号 令和６年度沖縄県町

村土地開発公社事業報告及び決算報告書につい

てを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、報告第９号 令和６年度沖縄県町村土

地開発公社事業報告及び決算報告書について御

提案申し上げます。 

 

 

報告第９号 

 

令和６年度 沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告書について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和６年度沖縄県

町村土地開発公社事業報告及び決算報告書を別紙のとおり提出いたします。 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 
 

 

 別添令和６年度の事業報告及び決算報告書を

添付してございます。 

 14ページと15ページ、北中城村に関わるもの

でございます。お開きいただきたいと思います。 

 表側のほうに番号が付されておりまして、番

号の３番、４番。３番目がサウスプラザ地区用

地でございます。前年度の繰越しとして、面積

は変わりません。そして金額につきましては４

億3,788万9,615円、これがサウスプラザ地区の

用地でございまして、今年度の金額については

44万3,194円、そして次年度に繰り越す額とい

たしましては、面積は変わらず金額については

その分増えまして、４億3,833万2,809円でござ

います。 

 ４番目のアワセゴルフ場跡地健康・スポーツ

交流施設用地取得事業につきましては、面積は

変わりませんが、前年度からの繰り越しとして

５億3,562万6,317円、そして今年度の増といた

しまして72万2,051円でございまして、次年度

に繰り越す額といたしましては、５億3,634万

8,368円となっております。 

 以上で報告に代えさせていただきます。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午前１１時４８分 散会 
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令和７年第６回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和７年９月８日 午前10時00分 議 長 名 幸 利 積 

散 会 令和７年９月８日 午前11時25分 議 長 名 幸 利 積 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番   

会議録署名議員 
 ８ 番 議 員 大 城 律 也 

 ９ 番 議 員 上 間 堅 治 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 與那城 世代子 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 仲 本 正 一 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 新 垣 理衣子 

企 画 振 興 課 長 徳 峯 惣一郎 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 住 民 生 活 課 長 比 嘉 利 彦 

福 祉 課 長 安次富 規 昭 税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 

こども未来課 長 喜 納 啓 二 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹 

  学校教育指導主事  

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第２号 

 令和７年９月８日（月曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１ 議案第３９号 北中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部

を改正する条例について 

質疑、委員会付託
省略、討論、決定 

２ 議案第４０号 北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 質疑、委員会付託 

３ 議案第４１号 北中城村下水道条例の一部を改正する条例について 〃 

４ 議案第４２号 令和７年度北中城村一般会計補正予算（第２号）について 質疑、委員会付託

省略、討論、決定 

５ 議案第４３号 令和７年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

〃 

６ 議案第４４号 令和７年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

〃 

７ 議案第４５号 令和７年度北中城村水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

〃 

８ 議案第４６号 令和７年度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

〃 

９ 認定第 １号 令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算の認定について 質疑、委員会付託 

１０ 認定第 ２号 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

〃 

１１ 認定第 ３号 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

〃 

１２ 認定第 ４号 令和６年度北中城村水道事業会計決算の認定について 〃 

１３ 認定第 ５号 令和６年度北中城村下水道事業会計決算の認定について 〃 

１４ 議案第４７号 令和６年度北中城村水道事業剰余金処分について 〃 

１５ 議案第４８号 令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分について 〃 

１６ 議案第４９号 中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について 質疑、委員会付託
省略、討論、決定 

１７ 議案第５０号 損害賠償の額の決定及び和解することについて 〃 
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．議案第３９号 北中城村固定資産

税の課税免除等の特例に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．議案第39号 北中城村固定資産税

の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 １ページ、２点ほど質疑をさせていただきま

す。観光地形成促進地域における課税免除につ

いて、それから２つ目、情報通信産業振興地域

における課税免除についてであります。 

 １番目、観光地形成促進地域というのは、こ

の対象施設というものがどういうものなのかを

お聞きしたいなと。それで、これについて村に

対して、行政に対してどういう波及効果が期待

できるのか、この辺も含めてお願いをいたしま

す。 

 それから２番目、対象業種、それについて行

政に対してどういう波及効果があるのか、その

辺も含めて説明をお願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 そもそもこの条例の制度自体が、一定の地域

において企業立地等により地域振興を図ること

を目的としておりますので、村においてどうい

ったメリットがあるかと言うと、大型企業が村

内に立地することによって地域振興が図れると

いうことですので、本村においては、いろいろ

条例を見たら分かると思うんですが、１つ目に

観光地形成促進地域、情報通信産業振興地域、

産業イノベーション促進地域、促進区域、この

４点について村内には該当するということで、

これは沖振法に基づいてこの条例が制定されて

おりますので、ひっくるめて回答しますと村の

地域振興に資する条例となっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時０３分 休憩 

午前１０時０３分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 具体的な企業名というのは税情報ですので、

これをこの場でお伝えすることはちょっと控え

させていただきたいと思いますが、令和６年度

における本村の該当企業については５社が該当

しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 大変大事な案件でありますので、ただ、それ

について今課長からのお話では、対象施設がど

ういうものかという説明はできませんか。例え

ばゴルフ場であるとか、観光関係については村

内でそういうものがあれば、もしお答えできれ

ば施設名とか、どういうのが該当するか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時０５分 休憩 

午前１０時０５分 再開 

○議長（名幸利積） 
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 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第39号 北中城村固定資産税の

課税免除等の特例に関する条例の一部を改正す

る条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第39号 北中城村

固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の

一部を改正する条例については原案のとおり可

決されました。 

 

日程第２．議案第４０号 北中城村水道事業

給水条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第２．議案第40号 北中城村水道事業給

水条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第40号 

北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条

例については、建設文教常任委員会に付託しま

す。 

 

日程第３．議案第４１号 北中城村下水道条

例の一部を改正する条例について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第３．議案第41号 北中城村下水道条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第41号 

北中城村下水道条例の一部を改正する条例につ

いては、建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第４．議案第４２号 令和７年度北中城

村一般会計補正予算（第２号）に

ついて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第４．議案第42号 令和７年度北中城村

一般会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 
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 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 すみません、１点だけお願いします。 

 33ページ、９款教育費、５項社会教育費、２

目の公民館費の需用費、渡口の公民館と熱田公

民館の空調の取替え、これは財源内訳がその他

の特定財源となっているんですけれども、これ

は財政調整基金からなのかと、いつ頃自治会か

ら要請・要望が出ていたのか。２点お願いしま

す。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えします。 

 財源につきましては、ふるさと応援基金を活

用しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質疑にお答えします。 

 要望の時期につきましては、７月頃だったか

と思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 これは今年度の７月の要望でよろしいですか。

でしたら、児童館、公民館もあれなんですけれ

ども、多分夏休みで最近ずっと、稼働率で言っ

たら児童館のほうが毎日子供たちがいて、月か

ら土曜までいるじゃないですか。児童館から要

望がないから出ないのか、それとも自治会から

要望があったから充てようということになって

いるのか、その点どんなでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えいたします。 

 児童館については、たしか新設の要望だった

かと思います。今回の公民館につきましては既

存の空調機が故障したということで、今施設の

使用に支障を来しているということで修繕費と

して計上しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 お願いします。 

 今の悟議員の質疑に関連して、同じ33ページ

です。渡口公民館空調設備取替えと熱田公民館

の空調設備取替えということですが、渡口公民

館と熱田公民館の空調機器の台数と経過年数を

知りたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質疑にお答えします。 

 申し訳ありません。正確な年数を現在持ち合

わせていないんですけれども、後で確認してお

答えしたいと思います。おおむね20年は経過し

ているかと思います。 

 台数につきましては、渡口公民館も熱田公民

館も両方４台取り替える予定となっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。私の質疑の趣旨は、多くの公

民館、ほかのところもクーラーがあるところと

ないところがあるんですが、そういう取替工事

を要望する自治会がどんどん増えてくるんじゃ

ないかなと思いまして、そういう耐用年数、経

過年数とかを考慮してやっていただけるのかな

と思いまして、恐らく20年というのが今回基準
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になっているというか、それぐらいだったら替

えてくれるんだなというのが何となく理解でき

ました。 

 今回の修繕について、ふるさと応援基金とい

う特定財源のほうからと先ほど説明があったん

ですけれども、ほかにも何か有利な財源とかは

なかったんでしょうか。コミュニティ助成事業

ですか、そういったのを活用できなかったのか

どうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えいたします。 

 今回は緊急だったものですから、補助金とい

ったそういった財源を充てることはできなかっ

たので、ふるさと応援基金ということで活用さ

せていただきました。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 では、例えばほかの自治会もクーラーの修繕

をお願いしたいとか、例えば仲順児童館のよう

に新設でお願いしたいというところもあるかと

思うんですが、もっと早めに当局のほうに要

請・要望をすれば、そういったほかの事業等を

活用して設置なり、修繕なり、結構前向きに動

いていただけるものなんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質疑にお答えいたします。 

 これまでもコミュニティ助成金等を活用しな

がらやってはおります。事前に御相談いただけ

れば、こちらも前向きに検討していきたいとは

思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 議案第42号、４点ほど質疑をさせていただき

ます。 

 ７ページ、第３表地方債補正という用語があ

るんですが、教えていただきたいんですが、実

際は事業費補正ではないかなというふうに思っ

ております。この表現がもしそのままであれば、

ちょっと説明をいただきたい。 

 それから歳出20ページ、３款１項１目12節委

託料、避難行動要支援者避難確保事業委託料と

あります。その委託料と業務内容、避難確保と

いう事業ですが、どういう内容になっているの

か御説明をお願いいたします。 

 それから33ページ、先ほどから質疑がありま

す９款５項２目10節公民館費、需用費、渡口公

民館、熱田公民館の空調設備取替工事があるわ

けですが、その内容は先ほどの説明で大体把握

できました。それについて、ではこれが承認さ

れた場合は、取替え時期はいつになるのか、そ

の辺の説明。私は熱田公民館に大体顔を出して

いるわけでありますけれども、高齢者の健康維

持のためにフレイル予防とか、月曜日から金曜

日までびっしり、この指導者が関わっているわ

けであります。今クーラーが全然効かない状況

なんです。そういう状況の中でも一生懸命、二、

三十名の高齢者の方が参加して一生懸命やって

いるわけでありますが、その環境整備を早くし

ていただきたいなというふうに思っております。

話に聞くと、もっとかかるという自治会長から

の報告もあるんですが、ここでは約700万円ぐ

らいということになっているんですけれども、

これが金額としては別にして、承認されたら一

刻も早く取替工事にかかっていただきたい、そ

のように思っております。 

 それから歳出の３番目、33ページ、９款５項
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３目18節、負担金、補助及び交付金、中城城跡

共同管理協議会負担金、これは事務所であると

思うんですが、北中城村に1,000万円計上され

ておりますけれども、これは両村共同管理であ

りますから、この事務所の全体の工事費が幾ら

になるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えいたします。 

 地方債の補正につきまして、当初予算で計上

していなかった地方債の補正、今回追加という

ことで７ページについては、２件の事業債を新

たに起債するものとなっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 御質疑にお答えします。 

 補正予算書20ページ、３款１項１目社会福祉

総務費の12節委託料、避難行動要支援者避難確

保事業委託料につきまして、委託料全体の397

万9,000円、全体のうち本委託に係る金額とし

ては375万9,000円となります。事業内容につい

ては、現在進めています東海岸地域の要支援者

と言われる方の個別避難計画作成を委託するも

ので、今現在、前年度の予算から繰越しした事

業費でもって社会福祉協議会に委託して事業を

進めているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質疑にお答えいたします。 

 取替えの時期ということなんですけれども、

熱田公民館の場合はちょっと規模が大きくて、

これから予算が通り次第、工事業者、自治会長

とも調整しながら早急に取り組んでまいりたい

と思っております。 

 ３目文化財保護費の中城城跡共同管理協議会

の負担金、事務所の工事費なんですけれども、

現在ある建物の取壊し費、新設費、あと建築確

認等を全て含めて2,300万円程度ということで

伺っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 まず１番目の再質疑です。この地方債補正と

いうのは、そのままでいいということですか。

表現になります。私は先ほど事業費補正じゃな

いかという質疑をさせていただきましたけれど

も、そのままの状態ということですか。 

 それから20ページですけれども、避難行動要

支援者避難確保事業、地域を把握して、その取

組内容を確認していただきたい。熱田、和仁屋、

渡口は、高齢者が約30％ぐらい占めております。

そのうちの半分は75歳以上なんです。そこには

フレイル予備軍もたくさんいらっしゃるだろう

というふうに思っております。それから一人で

避難できない障害者等もたくさん、30％いらっ

しゃるわけです。その中の半分は超高齢者です

ので75歳以上、その辺もしっかり把握をして、

その事業関係を確認していただければなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それから公民館、これについては早速承認さ

れた後はぜひ取替工事に取りかかっていただき

たい、そのように要望いたしたいと思います。 

 それから３番目の中城城跡共同管理協議会負

担金、北中城村は1,000万円負担となっている

わけですよね。全体では2,000万円なんですが、

これは同じぐらいなのか。基本的には１対９と

聞いているものですから、その辺は１対１でい

いという感じなのか、再確認をさせていただき

たいというふうに思います。 
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○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えいたします。 

 ７ページの地方債の補正につきましては、起

債の目的にある緊急自然災害防止対策事業債と

いうのが起債の名称となっておりますので、記

載されているのは実際の起債の名称です。この

上の第３表の地方債補正につきましては、この

ような法律で定められている様式で地方債補正

というふうに記載しております。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 御質疑にお答えします。 

 この避難行動要支援者避難確保事業について

は、ただいま名簿登録と、あと個別計画作成後

の情報提供の同意を得るということで今進めて

いまして、先に団地の自治会を終えて、個別計

画も今出来上がったところです。熱田自治会も

確かに高齢者も多くて、そのうち要支援者の対

象となる方が50名ほどいらっしゃって、そのう

ちで今同意をもらった方が約10名弱いますので、

その方の個別避難計画も今作成が終わった段階

で、今後また自治会に提供できるかなと思って

いますので、全体的に高齢者含め、障害者も含

め、その対象となる方にお会いなりして、事業

を説明して同意をもらっているという状況です。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質疑にお答えします。 

 まず公民館の空調の取替えについては、暑い

中頑張っていらっしゃるというのも十分承知し

ておりますので、できるだけ早急に取り組んで

いきたいと思っております。 

 城跡の管理協の負担額なんですけれども、通

常の運営費については９対１ということで取り

決められてやっておりますが、こういう建物等、

施設等を建てる場合には両村１対１でというこ

とで管理協の中でも話し合われておりますので、

御理解ください。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 まず20ページをお願いします。３款１項５目

介護保険事業費の12節委託料、在宅医療・介護

連携事業委託料と日常生活ニーズ調査委託料、

副村長の説明では県の介護予防に合わせるため

という御説明があったと思いますが、これが県

とどのような形で進めていくのか。本村は介護

保険広域連合にも入っていますので、そことの

進め方も併せて御説明をお願いします。 

 それから25ページをお願いします。５款１項

５目10節需用費、村内農道修繕費、これがどの

場所で何か所あるのか御説明をお願いします。 

 それから28ページをお願いします。７款２項

１目10節需用費、道路維持修繕費、こちらも同

様で、どの場所で何か所あるのか御説明をお願

いします。 

 それから下の２目、16節公有財産購入費、用

地購入費が３件出ていますが、これは毎年出て

いますが、うまくいく時期と最近ではちょっと

交渉が進みそうという話も以前あったので、進

捗状況をお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 御質疑にお答えします。 

 予算書20ページです。３款１項５目介護保険

事業の12節委託料287万4,000円ですが、まず内

訳としまして在宅医療・介護連携事業委託料に

ついては、マイナス12万6,000円の減です。日
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常生活ニーズ調査委託料については、300万円

の計上となっております。この２つの事業の委

託料は全く別物になりまして、上の在宅医療・

介護連携事業委託料のマイナス12万6,000円に

ついては、この委託料は当初の中にエンディン

グノート作成という印刷製本費があったんです

が、ちょっと内部の事情がありまして自前でや

るということで、同じ10節需用費のほうに振り

替えております。委託料自体は減にしておりま

す。御質疑のあった日常生活ニーズ調査委託料

300万円については、本村の第10期の高齢者保

健福祉計画策定のためのニーズ調査となります

が、今の計画が令和６年度から令和８年度の３

か年なんですが、次期の10期を策定する場合で

すが、大体これまで前年度に策定、ニーズ調査

も行っておりましたが、沖縄県が定める高齢者

福祉計画等のニーズ調査、計画に合わせて、県

がこのニーズ調査を全市町村取りまとめていた

だいて、その結果、その分析等含めてやりたい

ということが今年度ありまして、急遽１年、前

倒しでニーズ調査をしようというものになりま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 私のほうからは25ページ、５款１項５目10節

の村内農道修繕費として計上した内容について

お答えいたします。 

 まず場所につきましては、熱田地区で２か所

と安谷屋地区で１か所ございます。安谷屋地区

におきましては、現在斜面地に沈砂池が設置し

てあるんですけれども、そこに土砂が堆積して

おりまして、これの浚渫が１か所。あと農道の

側面に今樹木が繁茂しておりまして、これの伐

採です。安谷屋地区におきましては農道部分に

舗装の亀裂が入っておりまして、早急に修繕の

必要があるということで、この３か所分の予算

を修繕費として計上させていただいているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 引き続き私のほうから28ページ、７款２項１

目10節需用費、道路維持修繕費についてまずお

答えいたします。 

 対象としておりますのが島袋地区のほうで、

水路の修繕と湧水対策がございまして、それが

島袋地区で２か所。もう一つが、これは喜舎場

になりますか、琉銀前のほうでグレーチングの

修繕が１か所。それともう一件、これは直接の

修繕ではないんですけれども、過去の仮設材、

Ｈ鋼の鋼材が今ヤードのほうで仮置きをさせて

いただいているところではあるんですけれども、

当面使う見込みがないというところで、かなり

物も古くなってきておりますので今回処分をし

たいということで、合計４件が対象となってお

ります。 

 それと用地買収のほうですけれども、２目16

節公有財産購入費は公園アクセス線に係る部分

でございますが、今年対象としておりますのが

４筆ございまして、いずれもその相手方として

は同じ人物となっておりまして、その内の１筆

につきましては相続関係を今整理しているとい

うところです。基本的にはその事業に対して、

用地買収に対しては前向きに対応いただいてい

るというところで、これからまた具体的な単価

のお話だとかというところに入ってはきますけ

れども、今年度内での解決を今見込んでいると

いうところでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 
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 じゃあ、再質疑を20ページのほうからお願い

いたします。 

 まず在宅医療・介護連携事業のエンディング

ノート作成というところで、委託ではなく自前

でやるというお話でしたが、これは職員が自宅

に伺って、本人と一緒に作成していく流れでよ

ろしいでしょうか。 

 あと一点、日常生活ニーズ調査委託料、これ

は県の高齢者福祉計画に合わせて前倒しという

ところで、これは広域連合は関わっていないの

か、その辺もお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 お答えします。 

 まず在宅医療・介護連携推進事業については、

エンディングノートの印刷製本ですので、実際

亡くなる前というか、元気なうちに私のエンデ

ィングはこうでありたいという冊子的なもの、

記入できるものですので、その印刷になります

ので訪問ではありません。 

 続いて日常生活ニーズ調査委託料については、

介護保険広域連合は介護保険の市町村を取りま

とめてやっておりますが、実際各市町村、高齢

者保健福祉計画をつくりますので、その中にも

ちろん介護保険事業も含まれておりますので、

それを一旦生活圏域のニーズ調査をした上で県

のほうがその動向、それを取りまとめて県全体

のニーズをまとめていくという形になるので、

介護保険広域連合は関わってはいますけれども、

基本的に市町村独自の計画になります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは私のほうから10点ほどお願いします。 

 歳入14ページ、23款３項２目１節雑入です。

上のほうの３番から行きたいと思います。４点

です。地域型保育施設運営負担金（令和６年度

精算分）ということなんですけれども、こちら

のほうの充当先をお願いします。 

 続いて下の子育てのための施設等利用給付交

付金追加交付、これは令和５年度分の追加交付

と言うんですけれども、令和６年度の決算で見

ると令和５年度は償還金というふうに支出して

いるんですよ。なぜ償還金も出して、また再交

付ということなのかというのがちょっと疑問に

ありますので、その理由、それとまた充当先を

お願いします。 

 続いて15ページの子育てのための施設等利用

給付交付金追加交付ということで、令和４年度

分の追加交付が来ています。これは令和５年度

決算で償還金があって、また今回令和５年度決

算も終わっているのに、さらに令和５年度分が

また入ってくるのか。9,000円とちょっと小さ

いんですけれども、我々議会としては令和５年

度分の決算は終わっているんですよね。なぜ令

和５年度分がまたここに来るのかというのがち

ょっと疑問にありますので、これの説明をお願

いします。 

 その下の子どものための教育・保育給付交付

金、これは令和６年度の交付金ということなん

ですけれども、これも令和６年度追加交付とあ

るんですけれども、決算書を確認したけれども、

令和６年度の決算書の中に見当たらないんです

よ。この説明、あと充当先をお願いします。 

 それと全体的にこの４点ですけれども、これ

は県や国からの交付金、負担金というふうにな

っていますけれども、なぜ雑入扱いになるのか、

それがちょっと疑問になります。この４点の雑

入扱い、なぜ交付金が国や県から来るのが雑入

になるのか、お聞かせください。 

 続いて歳出の20ページです。先ほどからあり

ました３款１項１目12節委託料の避難行動要支

援者避難確保事業委託料です。こちらのほうの
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委託料の金額を教えてください。 

 続いて同じく20ページ、３款１項５目22節償

還金、利子及び割引料、介護保険市町村負担金

に係る返還金ということですけれども、これは

説明に書かれているところなんですけれども、

ちょっと説明の意味が分からないので詳しく説

明をお願いします。 

 続いて28ページ、７款２項２目14節工事請負

費、仲順散策路法面復旧工事、こちらのほうは

起債で工事を行っていますけれども、この場所

は、先ほど場所を言っていましたけれども、多

分で私の感覚からすると土砂災害警戒地区にな

っていると思うんですよ。そうすると国・県か

らの補助もあるのかなというふうに思っている

んですけれども、起債で行った理由をお願いし

ます。 

 それと29ページ、７款３項３目13節使用料及

び賃借料、公園施設照明灯賃借料です。債務負

担行為で期限を来年度にやって、限度額も増え

ています。今年我々議会では承認して、しっか

りやってもらうという形で行っていましたけれ

ども、なぜ今年度できなかったのか。もちろん

１年遅れるごとに、今物価高騰です。どんどん

資材も上がっていって、人件費も今回最低賃金

は沖縄県でも結構引き上げられています。そう

いった中での限度額引上げだろうなというふう

には思いますけれども、なぜ今年度できなかっ

たのか、その理由をよろしくお願いします。 

 続いて32ページ、９款３項１目10節の需用費、

通学バス修繕費なんですけれども、バスを購入

して現在新車で運行していると思うんですけれ

ども、なぜ修繕が必要なのか、その理由をお聞

かせください。 

 最後に33ページ、９款５項２目公民館費です

けれども、先ほどからもありましたけれども、

ちょっと私のほうから別の観点から見ていきた

いと思います。約700万円と言っていましたか、

この予算はふるさと応援基金を活用するという

ことでしたけれども、ふるさと応援基金の活用

に当たり７項目だったかな、幾つかの項目があ

ります。この項目のどの項目に当たるのか、お

聞かせください。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 こども未来課長。 

○こども未来課長（喜納啓二） 

 では私のほうからは歳入14ページ、15ページ

です。23款３項雑入にあります地域型保育施設

運営負担金（令和６年度精算分）、続きまして

子育てのための施設等利用給付交付金追加交付

（令和５年度）、子育てのための施設等利用給

付交付金と、続いて子どものための教育・保育

給付交付金追加交付という形で４つの雑入につ

いての御質疑でございますけれども、まず令和

６年度精算分については、事業実績報告がある

程度年度を越して例えば昨年度、令和６年度の

事業でありましたら、令和７年度に国・県に対

する実績報告をいたします。それに伴って追加

で交付されるもの、あるいは返還されるものと

いうものは、こういう形で令和７年度の中で取

り扱っていきますので、そういった形で今回の

雑入については追加交付されるものとなってお

ります。 

 あと令和５年度、４年度の追加交付される分

につきましては、実績報告は一旦済ませてはい

るんですけれども、その後に修正があった場合、

あるいは例えば本来給付されるべきものが過少

に報告されてあったというものが後に分かった

際には、こういう形で負担金等については精算

することができますので、多くもらい過ぎた分

は過誤として返しますけれども、さらに追加交

付されるべきものがありましたよという場合に

は、こういった形で雑入で受けている状況でご

ざいます。 

 子どものための教育・保育給付交付金の追加

交付という形で記載されておりますけれども、
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決算書上のどの補助金に当たるかというものに

つきましては、国庫の収入、あるいは県補助の

収入という形で組まれているものではございま

すけれども、また詳細については再度お伝えし

たいと思いますが、なぜ雑入で組まれているか

という部分についての御質疑について先にお答

えさせていただきますと、事業を実施している

年度については国庫負担金、支出金という形で

受けることができますけれども、その事業年度

に、今回の場合は多く一般財源から支払ってい

る形でもって取り付けておりますので、後年度

に精算されるもの、入ってくるものに関しては

雑入で受ける一般財源に返すというような考え

方になりますので、ですので雑入で受けていい

というふうな形の、予算の科目解説等ではそう

いう取扱いが可能というふうになっております

ので、一般財源に返すという形になりますので、

特に充当先もなく、一般財源に充てるというよ

うな考え方で雑入に入れているものでございま

す。 

 すみません、私からは以上です。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 上間議員の御質疑にお答えします。 

 20ページです。３款１項１目社会福祉総務費、

12節委託料、避難行動要支援者避難確保事業の

額ですが、先ほど大城議員のときにお答えしま

したが、全体の397万9,000円の委託料のうち、

本事業委託料に係る費用については375万9,000

円となっております。 

 続いて同じページの３款１項５目介護保険事

業費、22節償還金、利子及び割引料の634万

6,000円、介護保険市町村負担金に係る返還金

の詳細ということですが、すみません、表示と

しては償還金のほうがよかったかなと考えてい

ます。これについては毎年度、介護保険広域連

合に負担金として納める一般会計分と特別会計

分ということになるんですが、この内、特別会

計の介護給付費に係る精算をしまして、それで

毎年度多く払っていたら返ってくる。足りなけ

れば負担金を追加する、精算して払うという仕

組みになりまして、今回この634万6,000円につ

いては、特別会計分の介護給付費のものが、一

旦負担していたものを精算すると足りなかった

ので、その分の増額という形で計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 それでは私のほうから28ページ、７款２項２

目14節、工事請負費、仲順散策路法面復旧工事

についてお答えいたします。 

 まず当該箇所は地滑り地域に位置するという

ところはありますけれども、今回その被害があ

ったところは散策路の下の部分の一部というこ

とで、全体的な地滑りとは少し意味合いが異な

りまして、一般的な地滑りの補助事業という対

象となっていないと。通常地滑り対策事業とな

りますと県工事、県の所管工事にはなるんです

けれども、今回の場合はあくまでも散策路の一

部が崩落したというところで、その復旧工事と

なっております。この復旧に当たりまして、い

ろいろなメニューを検討させていただいたんで

すけれども、一般的な補助事業の対象ではない

というところもあって、その起債に際しては緊

急災害というところで、起債対象としては認め

られるということで、100％起債で今行ってお

ります。そういう経緯があったというところで

ございます。 

 続いて29ページ、７款３項３目13節使用料及

び賃借料、公園施設照明灯賃借料について、こ

れはＬＥＤ化を図りながら更新を行うというこ

とで、今年度途中からスタートができるという

ことで当初予定をしていたところでありますけ
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れども、その後の作業と実際公募をかけて、一

度図ってはみたんですけれども、企業側、意欲

のある方、企業もあったんですけれども、資料

が整わないとか、ある別の企業では今年度の実

施が難しい、要は資材調達だとか作業的に難し

いということもあって、今年度改めて公募をし

てやる予定にはしておりますけれども、恐らく

年度中の供用開始は難しいであろうというとこ

ろで、実際の支払いを新年度４月に入ってから

スタートということを考えまして、今年度分の

150万円、これにつきましては発生を控えたと

いうところがございます。新年度からのスター

トということで、その分で債権のほうも半年ず

れた分で、年度が１年ずれるという形で提案を

させていただいているということでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質疑にお答えします。 

 32ページ、９款３項１目学校管理費の中の通

学バス修繕費の４万円なんですけれども、これ

につきましては10月末と１月末に法定点検のほ

うが予定されておりまして、その費用として計

上しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 私のほうからは33ページの公民館の空調取替

えに係る財源、ふるさと応援基金につきまして

ですが、ふるさと応援基金条例の第２条の第４

号、教育文化等の振興に関する事業として取り

扱っております。ただ、公民館というのが多目

的な利用を目的としている施設なものですから、

教育文化以外にも事業は行っているんですけれ

ども、ふるさと応援基金条例の目的である北中

城村の将来の発展であるとか、活力に満ちた地

域づくりに資することを目的とすることでふる

さと応援基金条例がありますので、目的に合致

しているだろうということで財政担当と話合い

をして、ふるさと応援基金から充当することを

決めたところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 こども未来課長。 

○こども未来課長（喜納啓二） 

 先ほど答弁いたしました歳入15ページの子ど

ものための教育・保育給付交付金追加交付（令

和６年度）の決算上の歳出の項目についてでご

ざいますけれども、決算書上の146ページ、148

ページの備考の説明欄のまず146ページの特定

教育・保育施設運営負担金（施設型給付）、そ

れから148ページの地域型保育施設運営負担金

というところの歳出につながるものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは歳入のほうからです。 

 充当先とか、そういったなぜ雑入になるかと

いうのは理解しましたけれども、ただ先ほど言

いましたが、金額は少ないんですけれども、決

算が終わったのになぜまたこれに入ってくるの

かというのが疑問であって、しっかり事業を精

査して１年、本来はやっぱりこの出納期間内で

やるべきものを大変な部分があるから１年置い

てやっているというふうに私は理解しているん

ですけれども、なぜしっかりやったにもかかわ

らず、再度令和４年分の、令和５年に決算が終

わった令和４年分を何でやるかというのがちょ

っと疑問になる。この辺はもう少し詳しくお願

いします。 

 それとあと歳出の20ページです。避難行動要

支援者避難確保事業委託料なんですけれども、
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説明の中では去年、前年度からの事業でやって

いるということですけれども、令和５年度にも

同じ項目で委託料が15万円支出されているんで

すよ。この令和５年度は15万円なのに、なぜ今

回375万円委託料というふうになったのか、こ

の辺も説明をお願いします。 

 それと同じページの介護保険市町村負担金は

了解しました。 

 28ページの仲順散策路法面復旧工事というの

は、できるだけ私のほうとしては補助金があっ

たほうがいいのかなというふうには思ってはい

るんですけれども、逆に言えば散策路がなけれ

ばこういった地滑りが起こらなかったのかとい

うのも、今の話を聞くと少し疑問になります。

この辺の因果関係はあるのか、ないのか、お願

いします。 

 続いて公園施設照明灯賃借料ですけれども、

説明を聞いたら何か資料が足りなかったという

話、準備できなかったという話をしていました

けれども、もしかしたらプロポーザルでやった

のかなというふうに見受けられます。なぜプロ

ポーザルでやったのかというのもちょっとまた

疑問にあります。前回も同じような形でやった

のかどうかは分かりませんけれども、指名競争

でもいいのかなというふうに思いますけれども、

この辺はなぜプロポーザルでやったのかという

のをお聞かせください。 

 続いて通学バス修繕費なんですけれども、こ

れは新車に対してだと思うんですけれども、新

車の法定点検は、半年は多分で無料なのかなと

いうふうに思っているんですけれども、この辺

は新車を購入したときには１か月点検、半年点

検まで無料になるはずですけれども、なぜ10月

で点検を支出しないといけないのか、その辺を

お願いします。 

 あと最後の33ページですけれども、私は村長

が認めた事業かなというふうに思っていたんで

すけれども、２つ目の話はいろいろしていたん

ですけれども、いいです。ただ、ちょっとこの

辺は注意していただきたいのが、自分の思って

いた答えとちょっと違っていたんですけれども、

ふるさと応援基金というつながりでちょっと質

疑をさせてください。村長、条例では確かに村

長が必要と認める事業とあるんですけれども、

この前、前回の比嘉太郎の支出でも話しました。

ふるさと納税のサイトでは、さきに言いました

ように「村長に一任」とあって、「北中城村へ

のふるさと納税でいただいた皆様からの寄附は、

下記の目的に沿った事業に充当し、有効活用さ

せていただきます」というふうにあります。

「希望に満ちた子どもたちを応援する事業」と

か、「多様化する消費者ニーズに対応した地域

ブランドの構築」があって、７つがあって、あ

と最後に「村長に一任する」ということなんで

すけれども、私は表現を変えたほうがいいんじ

ゃないかということでやったんですけれども、

まだまだ変わっていないということで、ちょっ

と納税者に対して誤解を与える表記じゃないか

なというふうに思っています。納税者は絶対条

例とかは見ません。こういったふるさと納税の

サイトで、どういった事業に使われるのかとい

うことでやります。その中でこの７つでやって、

最後に村長に一任ということは、この上の区分、

内容で村長に一任だというふうに寄附者はやっ

ていると思うので、この辺は再度お願いしたい

んですけれども、変更する余地はあるのか、も

うそのまま行くのか。私はこれをやると裏と表

があって、詐欺まがいじゃないかなというふう

に思っています。そういうふうに表現すると２

つ、裏表があって。この辺は担当課としてどう

いうふうに考えているのか、よろしくお願いい

たします。 

○議長（名幸利積） 

 こども未来課長。 

○こども未来課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 
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 歳入14ページの過年度の修正がどうして行わ

れるかというような御質疑でありますが、そう

いった修正が生じる状況といたしましては、ま

ず事業者のほうからの修正の依頼があったり、

あるいは今回の場合もそうなんですけれども、

本来対象経費と思っていたものが、実は後に対

象外経費であったというものが明らかになった

というようなケースがございました。議員御指

摘のように本来１回の実績報告でしっかりとチ

ェックできていれば、こういったことは生じな

いものではあるんですけれども、こういった形

で過年度の修正が行われたというところについ

ては事務の至らなかったところだと思いますの

で、以後気をつけていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 上間議員の御指摘にお答えします。 

 20ページ、３款１項１目の12節避難行動要支

援者避難確保事業委託料については、私の記憶

では令和５年はなくて、令和６年度の４月の津

波警報を受けて、その後９月補正で半年分の事

業費を組んでいますので、それを半分ほどは繰

越しして今年度まで使っているという形ですの

で、多分議員のおっしゃった令和５年度の15万

円の事業とは別物かと思われます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 では、私のほうからは28ページの仲順散策路

法面復旧工事、因果関係についてということな

んですけれども、すみません。先ほど説明が不

十分だったかなと思いますが、地滑りという大

きな山を崩す話の部分と表面的な崩れる部分、

これはまず基本的に要因であったり、状況が異

なります。当該箇所は県のほうで過去に地滑り

対策事業ということで、くいが打たれていたり

というようなものは対策が行われている。今回

生じたところは散策路の海側といいますか、そ

の斜面が大雨で崩れたというところで洗掘され

た形になっていまして、その通路面の中が少し

えぐれたような形になっておりまして、基本的

にその被害の程度というのはその範囲でとどま

ると。ただ、これが散策路を造ったから生じた

のかどうかとなると、正直よく分かりません。

その結果なのか、たまたま生じたのか。という

のが、その下流側も民地のほうですけれども、

大雨で土砂が崩れている部分があります。とい

うところでは、たまたま大雨でここの箇所の地

質条件、状態からそういう崩れたものではない

かなと思いますけれども、具体的な因果関係と

いうところの特定には至らないというところで

す。 

 続いて29ページ、公園施設の照明ですけれど

も、指名競争ができなかったかというお話です

が、今回意図しているのがＬＥＤのリース契約

を想定で動いておりまして、通常最初に工事費

を全て計上して一括で行う場合、工事発注とし

て行う場合でありましたら指名競争であるんで

すけれども、賃貸ですので、そういった意味で

は企業側の意思の確認というところで、プロポ

ーザルで行ったというところでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質疑にお答えします。 

 バスの３か月と半年の点検が無料じゃないか

というお話だと思うんですけれども、普通の自

動車の場合はサービスとかでそういったものを

やっていたりするところもあると思うんですけ

れども、あれだけ大きなバスの点検になります

と、それなりに人工とか時間を要しますので、

かかった分は請求するということで、その費用
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となっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えいたします。 

 ふるさと応援基金についてですが、ホームペ

ージ上では北中城として「希望に満ちた子ども

たちを応援する事業」、次に「多様化する消費

者ニーズに対応した地域ブランドの構築」、次

に「長年受け継がれる伝統芸能を保全する活

動」、そして「観光客の心に響く観光地形成を

促進する取り組み」、「グスク周辺の景観美化

や環境保全活動に取り組む事業」、次に「健や

かに暮らせる健康と福祉のまちづくり事業」、

「暮らしを豊かにするための情報発信やイベン

トに関する取り組み」、まずこれを寄附者の方

に選んでいただきまして、それの項目に選べな

い方は、選べない方というか、それ以外の項目

として「村長に一任」という項目がございます。

寄附者は、上記の北中城村の項目のどれか選べ

ない場合は村長に一任をするということですが、

次にふるさと応援基金条例の第２条のほうで、

次の各号に掲げるものの事業ということで事業

がうたわれておりまして、最後に「その他村長

が必要と認める事業」というのがあります。た

だ、このその他村長が認める事業というのも何

でも使えるというわけではなくて、この基金の

条例の第１条に目的がありますので、その目的

に合致した事業で、この条例に具体的に記載さ

れている事業に、この文言には当てはまらない

んですけれども、この条例の目的には合致する

というようなもので、その都度判断して実施し

ているという状況です。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 上間議員の御質疑にお答えいたします。 

 例えば逆のほうから見るということも言える

と思うんですけれども、ふるさと応援基金を要

望する住民がそれを要望した場合、その目的が

非常に曖昧なグレーゾーンにある、どこに該当

するのかなかなか微妙なところにある要望があ

ると思うんです。そうした場合に、その人は確

実にふるさと応援基金を要望しているんですけ

れども、その要望の充当項目が大変微妙な位置

にあるとした場合に、それは村長としては「じ

ゃあ、ふるさと応援基金で対応しましょう」と

か、そういったことは言えると思うんです。で

すから私としては基金の条例の初期の目的をし

っかり達成するものであれば、それに合致する

ものであれば、私はそれで認めていいかと考え

ます。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 最後に、今話がありましたふるさと応援基金

の話なんですけれども、私が言いたいのは、条

例は条例でもちろんあって皆さんやっているん

ですけれども、この条例の中身と一般的に皆さ

んが見る要綱の中身が違うんじゃないのという

話をしています。ちょっと言い回しとかその辺。

この辺を今までどおりやるということでいいん

ですかということの確認なんですけれども、そ

ういった形で条例を変える場合はもちろん議会

でまた直さないといけないんですけれども、で

もこのサイトのほうはある程度皆さんのほうで

変えられると思うんです。だから条例に沿った

内容で変えていただければいいのかなというふ

うに思っているんですけれども、それをやって

もらえるのか、そのままで行くのかということ

をちょっと確認したいんです。それはどんな感

じで考えていますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 
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○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質疑にお答えします。 

 寄附者への周知のもの、ホームページである

とかそういったものの周知につきましては、寄

附者に分かりやすいように心がけておりますの

で、現状変更するつもりはございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 28ページなんですけれども、７款２項１目の

15節だったかな、何か仮置場のところに置かれ

ている鋼材、資材を処分するということなんで

すけれども、さっき説明ではＨ鋼とかもあると

いうことで、Ｈ鋼も多分二、三メートルのもの

じゃないと思うんですけれども、結構大きいも

のがいろいろあると思うんですが、具体的にど

ういうものがありますか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 今、一覧という形で一つ一つ拾い上げている

ものはないんですが、基になっていたのが今北

中城高校線で橋梁が五、六年前ですか、橋梁の

建て替え、新しく修繕していまして、そのとき

の仮設、水の切替えとかでかなり大型のＨ鋼を

使用していました。それ自体特殊なもので、一

般的に流通というか使用されるものではなくて、

それを一時的にその近傍で仮置きをさせていた

だいていたというところなんですけれども、す

みません、トン数だとか詳細は今手元になくて、

また必要がありましたら後でお知らせをさせて

いただきたいと思うんですけれども、基本的に

はそういう鋼材が多くあって、これを今回処分

するという状況になっております。あと現場の

ほうはいろいろ石殻とかそういったのもあるん

ですけれども、今回の中でどこまで対応が可能

かというところで、今後実際精査をしながら可

能な限り片づけていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 具体的に何があるかというのを本当は聞きた

いところでもあるんですけれども、ただ何が聞

きたいかというのは、今いろいろこの資材等を

リサイクルしている業者もあって、直接そうい

う工事に関わる企業とかにも問合せをしたら、

これは全部処分ですよね。多分使えるものとか

はあげるか、売るかもできると思うんですけれ

ども、そういうのも検討されましたか。ただ漠

然とあるから処分しなさいというよりかは、ち

ょっと工夫したら逆にコストを抑えられたので

はないかなと、ごめんなさい。私は素人だから

言うんですけれども、どんなですか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 おっしゃるとおりこれが商品としての価値の

あるものというところでは、例えば売払い、競

売にかけるとか、いろいろ方法があるかと思い

ます。私も知り合いの仮設屋さんに話も聞いた

んですけれども、あまり汎用性のないものとい

うところでは、なかなか使い勝手が厳しいかも

ねというところと、かなり腐食も起きていると

いうところで、そのまま製品として使うのは厳

しいのかなということがございます。今回、あ

ともう一つの有価価値としては、スクラップと

して引取りで値段がつくような場合には、全体

の中で精算をしていくと。売払いをしながら、

それを工事費、処分費と精算をしていくという

ことを考えているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第42号 令和７年度北中城村一

般会計補正予算（第２号）についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第42号 令和７年

度北中城村一般会計補正予算（第２号）につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

日程第５．議案第４３号 令和７年度北中城

村国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第５．議案第43号 令和７年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第43号 令和７年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第43号 令和７年

度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）については原案のとおり可決されました。 

 

日程第６．議案第４４号 令和７年度北中城

村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第６．議案第44号 令和７年度北中城村

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。 
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 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第44号 令和７年度北中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第44号 令和７年

度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については原案のとおり可決されま

した。 

 

日程第７．議案第４５号 令和７年度北中城

村水道事業会計補正予算（第２号）

について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第７．議案第45号 令和７年度北中城村

水道事業会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第45号 令和７年度北中城村水

道事業会計補正予算（第２号）についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第45号 令和７年

度北中城村水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては原案のとおり可決されました。 

 

日程第８．議案第４６号 令和７年度北中城

村下水道事業会計補正予算（第２

号）について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第８．議案第46号 令和７年度北中城村

下水道事業会計補正予算（第２号）についてを
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議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 すみません、１点だけ。 

 説明で故意に何かモップとかが入れられてい

るという話だったんですけれども、これはマン

ホールの中に入れる、簡単に人がマンホールっ

て取れるものなのか、ちょっと確認だけお願い

します。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 マンホール自体は鍵式になっていますので、

簡単に開けることはできません。例えば別のト

イレから流されたのか。公園のトイレとか、そ

の辺から入っているんじゃないかというふうに

も考えられます。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第46号 令和７年度北中城村下

水道事業会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第46号 令和７年

度北中城村下水道事業会計補正予算（第２号）

については原案のとおり可決されました。 

 

日程第９．認定第１号 令和６年度北中城村

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第９．認定第１号 令和６年度北中城村

一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案については議長を除く12

人の委員で構成する令和６年度北中城村一般会

計歳入歳出決算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。したがって、本案は議

長を除く12人の委員で構成する令和６年度北中

城村一般会計歳入歳出決算審査特別委員会を設

置し、これに付託して審査することに決定しま

した。 

 お諮りします。ただいま設置されました令和
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６年度北中城村一般会計歳入歳出決算審査特別

委員会の委員の選任については、委員会条例第

６条の規定によって、お手元にお配りしました

名簿のとおり指名したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。したがって、令和６年

度北中城村一般会計歳入歳出決算審査特別委員

会の委員は、お手元にお配りした名簿のとおり

選任することに決定しました。 

令和６年度北中城村一般会計 

歳入歳出決算審査特別委員会名簿 

① 川 上 龍 太 ⑦ 伊 集 守 吉 

② 屋 良 朝 春 ⑧ 大 城 律 也 

③ 比 嘉   悟 ⑨ 上 間 堅 治 

④ 比 嘉 正 志 ⑩ 喜屋武 すま子 

⑤ 平安山 和 美 ⑪ 比 嘉 義 弘 

⑥ 喜屋武   功 ⑫ 山 田 晴 憲 
 

委 員 長 喜屋武  功 副委員長 川 上 龍 太 
 

 

日程第１０．認定第２号 令和６年度北中城

村国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第10．認定第２号 令和６年度北中城村

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております認定第２号 

令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定については、総務厚生常任委員

会に付託します。 

 

日程第１１．認定第３号 令和６年度北中城

村後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第11．認定第３号 令和６年度北中城村

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております認定第３号 

令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定については、総務厚生常任委

員会に付託します。 

 

日程第１２．認定第４号 令和６年度北中城

村水道事業会計決算の認定につ

いて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第12．認定第４号 令和６年度北中城村

水道事業会計決算の認定についてを議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております認定第４号 

令和６年度北中城村水道事業会計決算の認定に
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ついては、建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第１３．認定第５号 令和６年度北中城

村下水道事業会計決算の認定に

ついて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第13．認定第５号 令和６年度北中城村

下水道事業会計決算の認定についてを議題とし

ます。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております認定第５号 

令和６年度北中城村下水道事業会計決算の認定

については、建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第１４．議案第４７号 令和６年度北中

城村水道事業剰余金処分につい

て 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第14．議案第47号 令和６年度北中城村

水道事業剰余金処分についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第47号 

令和６年度北中城村水道事業剰余金処分につい

ては、建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第１５．議案第４８号 令和６年度北中

城村下水道事業剰余金処分につ

いて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第15．議案第48号 令和６年度北中城村

下水道事業剰余金処分についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第48号 

令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分につ

いては、建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第１６．議案第４９号 中部広域市町村

圏事務組合の規約の変更につい

て 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第16．議案第49号 中部広域市町村圏事

務組合の規約の変更についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありませ
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んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第49号 中部広域市町村圏事務

組合の規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第49号 中部広域

市町村圏事務組合の規約の変更については原案

のとおり可決されました。 

 

日程第１７．議案第５０号 損害賠償の額の

決定及び和解することについて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第17．議案第50号 損害賠償の額の決定

及び和解することについてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第50号 損害賠償の額の決定及

び和解することについてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第50号 損害賠償

の額の決定及び和解することについては原案の

とおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午前１１時２５分 散会 
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令和７年第６回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和７年９月10日 午前10時00分 議 長 名 幸 利 積 

散 会 令和７年９月10日 午後２時53分 議 長 名 幸 利 積 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番   

会議録署名議員 
 ８ 番 議 員 大 城 律 也 

 ９ 番 議 員 上 間 堅 治 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 與那城 世代子 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 仲 本 正 一 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 新 垣 理衣子 

企 画 振 興 課 長 徳 峯 惣一郎 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 住 民 生 活 課 長 比 嘉 利 彦 

福 祉 課 長 安次富 規 昭 税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 

こども未来課 長 喜 納 啓 二 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹 

  学校教育指導主事 兼 島   栄 

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第３号 

 令和７年９月１０日（水曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

 

１ 

 

  

一般質問 

 

 

 

一 般 質 問 通 告 書 

順位 質 問 者 件 名 

１ 比  嘉    悟 １．特殊詐欺等の対策について 

２．カスタマーハラスメント防止条例の制定について 

３．防災連絡協議会について 

２ 上  間  堅  治 １．島袋地区冠水対策 

２．本村企業育成の考え方 

３．村財政について 

３ 大  城  律  也 １．東日本大震災から１４年、重い教訓は生かせているか 

２．村発注大型工事共同企業体の取り組みについて 

３．道路景観の意義について 

４．熱田神社（御嶽）登録文化財申請について 

４ 平安山  和  美 １．教育行政について 

２．日米地位協定について 
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 おはようございます。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 １点目は、特殊詐欺等の対策についてです。 

 近年、複雑多様化している特殊詐欺。令和７

年上半期、全国での認知件数は１万3,213件。

被害額597億円。村民の生命・財産、暮らしを

守り、村民が被害に遭わないためにも、村は傾

向や対策等を村民へ周知する責任がある。これ

までの対応とこれからの対策について伺う。 

 ２点目は、カスタマーハラスメント対策につ

いてです。 

 北中城村内で働く者が、心身ともに健康で充

実した環境で就業することができれば、豊かな

消費生活を営むことができると考える。そのた

めには、働く人の安全及び健康を害する様々な

ハラスメントを未然に防ぐ必要がある。村のカ

スタマーハラスメント防止条例制定の考えは。 

 ３点目は、防災連絡会議についてです。 

 令和７年４月25日付、14自治会会長名、７自

主防災会会長名の連名により、災害に強いまち

づくり推進活動に関する嘆願書が提出されたと

思うが、その後の進捗状況を伺う。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 比嘉 悟議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目に、特殊詐欺等の対策についてで

ございます。 

 特殊詐欺に関しては沖縄署と連携し、自治会

長会で最近発生している詐欺の傾向、注意喚起

のチラシを配布、防災無線を活用しての住民へ

の広報、役場庁舎内でのデジタルサイネージを

使った広報等を行っています。今後も沖縄署と

連携し、村民が特殊詐欺に遭わないよう取り組

んでいく考えでございます。 

 ２番目のカスタマーハラスメント防止条例の

制定についてでございます。 

 現時点でカスタマーハラスメント条例制定に

向け、何かしら取り組んでいるものではありま

せん。2025年６月４日に労働施策総合推進法等

の一部を改正する法律が可決・成立しました。

施行期日についてはいまだ決定していませんが、

カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義

務」とすることを主な内容としています。既に

制定された４都道県、２自治体の条例内容を確

認し、今後厚生労働省から示される詳細な指針

によって検討したいと思います。 

 ３番目の防災連絡協議会についてでございま

す。 

 嘆願書では、自主防災組織等連絡協議会の設

立支援や避難所開設訓練の実施、防災公園の整

備等がありました。私どもとしましても関係機

関と協力しながら取り組んでいるところですが、

実現には至っておりません。まずは村内の複数

の自主防災組織が互いに協力し、情報交換を行

うことで、活動の活性化を図ることを目的とし

た自主防災組織等連絡協議会の設立を優先して

取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 まずは特殊詐欺対策についてから再質問いた
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します。 

 詐欺の傾向、注意喚起のチラシを配布とあり

ますが、村の広報紙の紙面に注意喚起等を掲載

されたことはあるか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 村広報紙を使っての周知はまだございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 チラシだと見ない方もいるかと思われます。

私は一枚一枚見ていますけれども、村のホーム

ページ、村の広報紙もオンラインで見られます

よね。過去のバックナンバーもあります。しか

し、チラシはそこには含まれませんよね。防災

特集を掲載したように詐欺の注意喚起等も定期

的に村広報紙に掲載できないか、お尋ねします。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特に問題はございません。可能だと考えてお

ります。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 村は公式ＬＩＮＥも持っているじゃないです

か。そこでの注意喚起を行ったことはあります

か。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 ホームページと同様にＬＩＮＥでの周知活動

はまだ行ってございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 私が村のＬＩＮＥに登録したのが2022年４月

だったんですけれども、遡っても確認できなか

ったので、そういったのもある程度警察からも

チラシがありますよね。多分コピーしたりして

ＬＩＮＥで流せると思うんですけれども、ちな

みに公式ＬＩＮＥの登録者数は今御存じですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 申し訳ありません。今手元に資料がございま

せん。存じ上げてございません。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 こちら今年の７月23日の琉球新報18面に「郵

便局の職員連携、詐欺防ぐ。沖縄署、北中城局

の４人に感謝状」と詐欺を防いだ記事です。村

長、御覧になったことはありますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 記憶にございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 内容は、局内ロビーで電話をしていた高齢の

女性が、電話で会話していてクラウドとかコン

ビニ振込など通話中の言葉を職員が聞きつけて、

詐欺を疑って他の職員と局長と情報を共有し、

連携し、29万円の詐欺を防いだそうです。29万

円は大金ですよ。議員の報酬より高い。奪われ

そうになったんです。特殊詐欺というのでどこ

かイメージでは遠くで発生しているものだと思

っていたんですけれども、まさかすぐそこの北

中城局で起きているなんてとても驚きです。こ

れは村民の財産を守らないといけないという思

いで今回質問しています。 
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 そこで、これまで村内において特殊詐欺で被

害に遭ったとかそういう事案の把握は、村とし

て情報を持っているか、お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 公表されたというか、マスコミを通して特殊

詐欺に遭ったということは１件ございます。警

察のほうで、沖縄署管内なんですけれども、令

和６年に沖縄署管内で29件発生してございます。

令和７年、これは１月から６月の暫定値ですが、

43件の特殊詐欺が発生している模様です。ただ

し警察署に確認したところ、村内限定で統計を

取っているわけではないので、村内の被害件数

というのは申し訳ありませんがお答えできませ

ん。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 沖縄署管内、沖縄市、北谷町、北中城村、こ

の３市町村で６月までに43件、すごい数です。

老後の費用が2,000万円かかると言われている

時代に、コツコツと貯めた貯金などが被害に遭

うと心身ともにダメージを受け、人間不信にも

つながる。そういったことが起きる前に村とし

てできるだけのことはやっていただきたいが、

村長、どうでしょう。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 悟議員のおっしゃるとおりでございまして、

特に高齢者の皆さんの被害があるようでござい

ますので、しっかりと広報周知に努めてまいり

たいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 特殊詐欺に遭わないことも大変重要です。し

かし、特殊詐欺は高齢者に限ったことではなく、

いつの間にか特殊詐欺側に加担してしまってい

るケースもあります。若者が簡単にお金を稼ご

うと闇バイトに応募し、特殊詐欺や凶悪犯罪に

巻き込まれる事案です。北中城村内の若者がそ

ういったものに巻き込まれないためにも若者向

けの周知も必要だと考えるが、その点はいかが

でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 そういった事案も結構今聞かれます。事ある

ごとに警察署が防犯協会、北中城村で主催する

防犯協会の総会などで、さきに説明したこうい

ったチラシだったり、いろんなケースが今想定

されますよということを自治会長向け、また村

民向けに広報周知してございます。あらゆる媒

体、手段を使って、できるだけそういった情報

は提供したいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 去年10月に沖縄県警察本部生活安全企画課が

出した文書です。ＳＮＳなどで求人情報を探し

ている方へ、犯罪実行者募集情報の特徴として

２つ挙げられています。１つ目が、Ｘ等のＳＮ

Ｓで「高額」「即日即金」「ホワイト案件」な

どで、「楽で、簡単、高収入」を強調する。２

つ目が、シグナルやテレグラムといった匿名性

の高いアプリに誘導して個人情報を送信させ、

脅迫する。この２つの特徴があります。この種

の求人には応募しないとの意識を社会全体で共

有することが重要だと注意喚起しています。そ

ういったのも若者に周知しないといけない。私

はこの質問を準備する段階で、この沖縄警察本

部の情報を入手できたんですけれども、普段生
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活している中ではなかなかたどり着けない。だ

からいろいろな媒体を使って広報しないといけ

ないと思うんですけれども、前回一般質問でも

村の公式インスタとかユーチューブを活用して

情報発信をと提案しましたが、若い世代の周知

を考えるとこれからはそういうことも考えない

といけない時代だと思いますが、村の見解はい

かがでしょう。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まさにそのとおりだと思います。特にこうい

った特殊詐欺、年寄りから若い方まで被害者に

なる、もしくは加害者になるケースも想定され

ますので、あらゆる情報が載っているホームペ

ージにつながるように広報紙であり村のホーム

ページ、ＳＮＳ、ＬＩＮＥ、そこにリンクを貼

って。面白いページがあったので紹介させてい

ただきたいと思いますけれども、警視庁のＳＯ

Ｓ47というのがあるんです。これは特殊詐欺に

関したホームページで、かなり情報が載ってい

ます。それをぜひそういった媒体を通して、こ

こにつながるように努めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 課長、今若い人はＬＩＮＥをしないそうなん

ですよ。おじさんたちは多分よく使っているん

ですけれども、若い方はインスタのＤＭで情報

交換とかをやっているらしいので、ぜひ村のイ

ンスタとか、最新の情報じゃなくてもいいんで

す。置いておいて、いつでも見られるようにし

ていただきたい。ワッターワラバーターを守ら

ないといけない。若い世代、特に中学生の頃か

らそういったＳＮＳの教育は多分やっていると

思うんですけれども、そういった犯罪に巻き込

まれないためのそういう対策、教育も中学生あ

たりにやらないといけないんですけれども、教

育長、いかがですか。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 お答えいたします。 

 今議員がおっしゃるように、今のインターネ

ットやＳＮＳ等の高度情報化社会をしっかりと

これからうまく活用して生活していくためには、

自分の身を守るすべを子供たちに教えることも

大事なこととなりますので、実際そういう形で

警察機関とか関係機関と連携をしながら、そう

いうＳＮＳ等、そういう詐欺等について子供た

ちが将来的にも巻き込まれないようにというこ

とで進めてまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 こういう周知はしつこいぐらいでもいいと思

うんです。あなたの財産は村が守りますよと見

せる誠意、その誠意が伝わり、他県でありまし

た病院の建て替えに個人で250億円の寄附、も

しかすると中央公民館の建て替えに村民から高

額な寄附があるかもしれない。そういうのが目

的ではありませんが、どんどん注意喚起や周知

を要望します。 

 ３年前、私の最初の一般質問でも行いました

が、ＱＡＢのｄボタンで市町村情報があります

よね。市町村導入実績、試験導入も含むところ

に北中城村も含まれてはいるんですけれども、

現在どのようになっているかを確認します。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現在まだデータ放送はやっていませんが、そ

の後確認させていただきました。あれに載せる

にはかなりの費用がかかるということで、それ

から諦めています。 



― 109 ― 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 お住まいの市町村から最新の情報、行政、防

災無線の情報とか災害時の避難情報、祭りやイ

ベント、各種手続の案内、大切な情報をテレビ

で簡単にチェックでき、いろんな媒体を活用し

てほしいと思って今提案しているんですけれど

も、ちなみに金額はどれぐらいか御存じですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 定かではございませんが、五、六十万円はか

かっていたような気がします。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ちなみにＬＩＮＥにも金額がかかっています

よね。それはどれくらいですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 申し訳ありません、今契約内容の資料を持っ

ていませんのでお答えできません。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 これも３年前、有効活用したいという村長の

答弁があったんです。ｄボタンを使ってどうか

と。多分その後調べて高いから諦めていると思

うんですけれども、テレビはどの家庭にもある

はずです。テレビでチェックするという意識づ

けをできればいいと思うんですけれども、パソ

コンを持っていないとホームページも見られな

いじゃないですか。携帯もないと。操作が難し

いと高齢者は厳しくなる。ぜひ比べて、もしで

きそうならこのｄボタンの市町村の情報を活用

していただきたい。今後の対応に期待をします。 

 次に、カスタマーハラスメント対策について

再質問します。 

 まずはおさらいでカスタマーハラスメントと

は、職場において行われる顧客、取引の相手方、

施設の利用者、その他の当該事業主の行う事業

に関係を有する者の言動であって、その雇用す

る労働者が従事する業務の性質、その他の事情

に照らして社会通念上、許容される範囲を超え

るものにより、当該労働者の就業環境を害する

ことです。答弁に、現時点ではカスタマーハラ

スメント条例制定に向けて、何かしら取り組ん

でいるものではありませんとあります。例規集

にもなかったので、そうだろうと思って今回提

案です。 

 今年７月に北海道で男性が熊に襲われ亡くな

って以降、熊との共生や駆除に関して意見や苦

情が相次ぎ、職員が対応に追われているという

のがネットニュースに上がっていました。長い

もので120分、２時間にわたって電話を続ける

など、熊が駆除された前後でも120件の意見が

寄せられたそうです。その中でも「誹謗中傷に

近いような意見をいただくと非常につらいとこ

ろであります」と職員が答えていました。 

 うるま市でも取組があって、総務省のカスハ

ラ対策事例紹介に掲載されています。事の発端

は、頻繁に来庁する特定のクレーマーの要求が

増加。対応する職員が疲弊、会計年度任用職員、

窓口職員が辞め始めることをきっかけに、「カ

スハラから職員を守る」という目的で、カスハ

ラ対策を行うまでの経緯が紹介されています。

早急に策を講じる必要があるが、議論に時間が

かかる。そこで、うるま市は企業のカスハラ対

策のノウハウを自治体のカスハラ対策に活用し、

マニュアルを作成しています。ハラスメントの

内容は様々です。精神的な疲弊は大きく、体調

を崩し、離職にもつながるケースもある。嫌な

思いや不快感が続き、腹立たしい思いが続く。
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そういう思いで仕事をしていると住民サービス

にも影響が出ると思いませんか。村長、いかが

でしょう。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 確かにカスハラについては私自身も経験がご

ざいまして、大変つらいものがあると思います。

ただ、私もうるま市のを見まして、数条立ての

条例になっていましたので、その実効性につい

てちょっと疑問がありまして、これから私たち

もカスハラについては対策を練らないといけな

いと思っていますけれども、まず条例も含めて

ですけれども、その他の対策等、どう対応する

か、そういった接遇等の側面からもまた対応が

可能だと思います。 

 そしてまた、この条例についてはそれぞれの

責務がうたわれていまして、なかなかそこに実

効性を見いだすようなことが難しかったもので

すから、今そこに及んでいないところでござい

ますので、ただ、これから今御指摘がありまし

たうるま市の事例がございますので、しっかり

としたうるま市の事例、そしてまたそこに至っ

た経緯等うるま市のほうから情報収集して、こ

れから取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 もし役場内でカスハラ等の事案が発生した場

合、１人で抱え込まないなどの村独自の対策、

対応はどのようになっていますか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まず職員には、できるだけそういった長時間

に及ぶ顧客対応であれば、そこで不当な要求で

あったり、先ほど悟議員がおっしゃっていたカ

スハラ行為に該当するのであれば個人で対応す

るのではなくて、まずは上司に出てもらう。そ

れでも解決できないのであれば総務課なり、必

ずしもこの課で対応し切れないのであれば総務

課が出てくるというふうな流れというか、今ま

でそういった形になっています。できるだけ私

たち管理職の人が職員の後ろ盾となるような意

識で取り組んでいかなければならないと考えて

ございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 次は逆に外からじゃなく、中の職員の一言が

きっかけで相手方に嫌な思いをさせることもあ

るかと思われます。きっかけをつくらない、そ

ういったことが起きないためにも都度都度研修

なども必要と考えるが、定期的な研修は行って

いますか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特にカスハラに特化した研修ではございませ

んが、そういった行為、接遇であったりハラス

メントの研修は定期的に実施してございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 先ほどのうるま市では、ハードクレーム対応

スキルアップ研修というのをやっているそうで

す。うるま市を参考に、特に窓口対応職員研修、

とりあえず年度初めとか時期時期に開催してほ

しいと思います。 

 何人もあらゆる場においてカスハラを行って

はならないと条例に明記し、お客さんや働く人、

事業者、村に対して責務を定める。特にひどい

人には警告、それでも改善しない場合は行為者

の氏名を公表できる等、制裁措置を定めるなど、
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安心安全に働く環境をつくることもこれからは

考えないといけないが、どうでしょう、村長。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 カスハラについてもかなり耳にすることがご

ざいますので、しっかりとその対応をこれから

行政としてやるべきだと考えておりますので、

総務課をはじめ一緒になって先進事例も研究し

ながら取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 今年６月に労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律（労働施策総合推進法）等の一部を改正

する法律（令和７年法律第63号）が６月11日に

公布されています。多様な労働者が活躍できる

就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策

の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含

む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推

進等の措置を講ずることが改正の趣旨です。カ

スタマーハラスメントを防止するため、答弁に

もあります事業主に雇用管理上、必要な措置を

義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマ

ーハラスメントに起因する問題に関する国、事

業主、労働者及び顧客等の責務を明確化すると

いうのが概要です。 

 施行期日についてはまだ決定していませんと

の答弁ですが、厚生労働省の概要資料には10個

の項目があって、そのうちの４項目の施行期日

は６月11日の公布日、３項目は令和８年４月１

日が施行期日です。残りの３つの施行期日は公

布の日から起算して１年６月以内で、政令で定

める日と記載されています。１年６月だと、今

から計算したら令和８年12月頃なんですよね。

国から示される詳細な指針によって検討したい

との答弁ですが、来年の12月頃を待たずに少し

ずつでも進めていくお考えはございませんか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今回の一般質問を契機にいろいろ調べさせて

いただきました。先ほど悟議員からおっしゃっ

ていたうるま市のハラスメント、これは特集で

組まれていた文献なんですけれども、これもい

ろいろ参考に、国での指針ももう少し明確にな

ると思います。先進地、東京都が一番最初に条

例を制定してございます。そういったのも参考

に条例制定と併せて、私たちも雇用主になり得

ますので、企業の措置義務も適用されますので、

そういったのを今から研究していきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 県内には何か所か首長や議員、職員を対象と

したハラスメント防止条例や規程を制定してい

るところがありますが、八重瀬町はカスハラも

対象とした条例です。 

 令和６年12月、職場におけるハラスメントは

被害者の能力発揮を著しく制限するにとどまら

ず、当事者相互の信頼関係を破壊し、組織全体

の円滑な業務遂行を阻害して、ひいては行政サ

ービスの低下による町民への不利益をもたらし

かねない重大な人権侵害行為である。そのよう

な問題を発生させないためには社会的規範に従

い、ハラスメントに関する知識を深め、ハラス

メントの防止に取り組むことで良好な職場環境

を確立しなければならない。いずれも全体の奉

仕者である町の職員、町長等及び課長等は、本

町の職員に対する職場におけるハラスメントを

防止し、健全で風通しのよい職場環境を確立す

ることを決意し、この条例を制定すると条例制

定しています。行政サービスの低下で村民が不

利益をこうむる前に、八重瀬町を参考に進めて
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ほしいと思いますが、お考えにお変わりないか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 私たちのほうも北中城村職員のハラスメント

防止に関する規程というのがございます。特に

そこの中で今おっしゃっていたカスタマーハラ

スメントの記載はございませんが、その他ハラ

スメントということで考えられるのではないか

なと思います。もし必要に応じて改正が必要で

あれば、いろいろ見ていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 このハラスメントの規程というのは例規集に

は載らないんですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 例規集に掲載されてございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 先ほどの労働施策総合推進法の改正に伴い、

沖縄県内の中小企業の皆さんにもカスハラ対策

と求職者に対するセクハラ対策が新たに事業主

の義務となります。 

 先日行われたパブリックコメント、北中城村

中小企業・小規模企業振興基本条例素案の第６

条、中小企業者・小規模企業者の役割、事業活

動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材

の育成、雇用の安定及び従業員の福利厚生の充

実に自主的に取り組むよう努めるとあります。

県内の中小企業者の事業主の義務と村内の中小

企業・小規模企業者の役割が合致する部分があ

ると思うんですよね。私はパブリックコメント

にも意見を出したんですけれども、このカスタ

マーハラスメント条例と北中城村中小企業・小

規模企業振興基本条例を同時並行で進めていっ

たほうがいいんじゃないかなと考えたんですけ

れども、いかがでしょう。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 中小企業の振興の基本条例については、中小

企業基本法に基づいて村の中小企業の振興を図

るものですので、村としては別立てで考えてい

るところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 別なんですけれども、その職場内でまたパワ

ハラとかセクハラをやってはいけなくなります

よね。事業主の責務になるわけですから。だか

ら一緒にやったほうが一括して分かりやすいん

じゃないかなと、村内企業にも伝わるんじゃな

いかなと思っての提案でございます。働きやす

い環境づくりは官民問わず利益がある。条例は

村内で働く人が対象。村内にはこういった条例

があると、北中城村内で働きたいという人や、

これからの子供たちにも我が北中城村には働き

やすい環境が整っているということにもつなが

ると思います。条例制定に向け着実に、前向き

に進んでいくことを望みます。 

 では最後に、防災連絡会議について再質問い

たします。 

 嘆願書には３項目、１つ目が北中城村自主防

災組織等連絡協議会の設立支援について、２つ

目が令和７年度総務省消防庁が推進する自主防

災組織等活性化推進事業を活用した避難所開設

訓練の実施について、３つ目が防災公園の整備

についての３点です。連絡協議会が設立、発足

すると、おのずと２つ目、３つ目の項目につな
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がっていくと思うので、今回は１つ目の北中城

村自主防災組織等連絡協議会の設立支援に絞っ

て質問していきたいと思います。 

 これまで一般質問や質疑等で何度も連絡協議

会の設置を要望してきました。３年前、私が議

員になって最初の一般質問、議会だより103号

にも掲載されています。防災組織の連絡協議会

の発足を提案、その村長答弁、村長は覚えてい

ますか。村長答弁、情報交換の場として大変有

効と答えています。あれから３年が経過してい

ます。そして今回の答弁、まずは村内の複数の

自主防災組織が互いに協力し、情報交換を行う

ことで活動の活性化を図ることを目的とした自

主防災組織等連絡協議会の設立を優先して取り

組んでいく考えですという答弁、何か３年前と

同じような雰囲気が漂っていますが、３年後も

同じことになっていないよう村長、設立をいつ

にしましょう。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 あれから進捗していないということについて

は反省をしております。今担当課ともしっかり

話しておりまして、これについては優先的に組

織をしていくということで話し合いましたので、

しっかりとこれについてはできるだけ早く協議

会が発足できますように頑張りたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 これから各自主防災会や自治会に打診や伺い

を立てなくても、この嘆願書を見てください。

全14自治会会長連名で、７自主防災会会長の連

名で皆さんＯＫ。９月１日は「防災の日」でし

た。それから10日。明日９月11日にしますか、

村長。私の誕生日なんですけれども、それは早

過ぎるとして、重い腰を上げればそれぐらい早

く連絡協議会の設立につながるということです。

議長も熱田自主防災会の会長です。後からまた

お願いしますね。連絡協議会が発足すれば、村

長公約の全村的な避難訓練の実施も現実味を帯

びます。連絡協議会はなくて全村的な避難訓練

をしたら大変するのは役場職員です。そう思い

ませんか、総務課長。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 確かに今悟議員がおっしゃったとおりだと思

います。先ほど村長は３年で何もやっていない

というふうな答弁でしたが、やっています。ゆ

っくりではあるんですけれども、皆さん一堂に

会して話合いの場を持ったり、２回ほどやって

います。実は令和６年度にそういった連絡協議

会を設立する予定でしたが、なかなか皆さんの

都合がつかなくてというか、なかなか話がうま

くいかなくて、まだ設立には至っていませんが、

連絡協議会の重要性を十分認識してございます

ので、早急に連絡協議会が設立できるよう努力

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 いろいろな角度から考えても、連絡協議会の

設立は村の防災力強化に確実につながると思い

ます。特に連絡協議会の設立を強く要望してい

るのは東海岸地域だと思われます。そこには５

つの自治会があり、令和７年７月末現在、５地

区で外国人を含め3,929人が住んでいます。地

震が起きるたびに住んでいる方々は気が気でな

い。どこからどこへ避難するべきか。これから

は避難誘導案内看板の設置や避難路の整備等々、

そこに住んでいる方々にも少しでも安心が与え

られ、災害に強い北中城村を推進していくため

にも北中城村自主防災組織等連絡協議会の設立

を強く要望して、私の一般質問を終わります。
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ありがとうございました。 

○議長（名幸利積） 

 一般質問を続けます。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは通告に従い私のほうから３点、一般

質問を行いたいと思います。 

 まず１点目、島袋地区冠水対策、５号調整池

の進捗状況について伺います。 

 去年の９月定例議会予算委員会の答弁では、

正月に家族が集まるので回答がもらえるとのこ

とでした。今年３月の定例議会でもはっきりと

した回答がもらえませんでした。今回、定例会

が始まる前に事務局を通して進捗状況を確認し

たところ、旧盆に再度家族が集まるので、そこ

での結論待ちと回答がありました。村長の１期

目の公約でもあります。この５年間の担当課は

もちろん、村長の問題解決に向けた行動と考え

方を伺います。 

 続いて２点目、本村企業育成の考え方です。 

 去る８月臨時議会の答弁で、村契約等の共同

企業体の活用については、特定建設工事共同企

業体のみの活用と捉えてよいのか。答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 続いて３番目、村財政について。 

 本村の実質単年度収支が令和５年度決算で約

マイナス４億6,000万円、令和６年度ではマイ

ナス数千万円となると聞いています。大きな事

業を行っていれば、この収支が赤字になること

は知られていますが、本村においては令和５年

度、令和６年度は大きな事業は行っていないと

記憶しています。実質単年度収支の赤字が続く

ことは、財政運営が健全ではない状態を表して

います。実質単年度収支が赤字の場合は、貯金

を取り崩して資金をやりくりしている状態です。

これは将来的な財政運営に影響を及ぼす可能性

があるとも言われています。このような状況に

至った理由と、このような状況をどのように考

えているのか伺います。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、上間議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１番目の島袋地区冠水対策、５号調整

池の進捗状況についてでございます。 

 ５号調整池については当初、物件を全て補償

する考えで交渉しておりましたが、近隣に補償

費相応分の物件がないことから立ち退きを拒ん

でいたため、物件の一部居住部分を残す形で設

計変更を行い、交渉を継続しておりました。そ

の後、家族への意向を確認したところ、当初の

計画どおり補償してもらいたいとのことで一致

していますが、家主本人が納得していない状況

であるので、再度家族で確認してもらいたいと

伝え、９月には回答いただけるようお願いして

いる状況であります。 

 ２番目に、本村企業育成の考え方についてで

ございます。 

 これまで村で発注してきた事業は特定建設工

事共同企業体を対象としていたところですが、

それ以外にも経常建設共同企業体等があります。

今後このような受注形態での発注も見据え、発

注者としての体制を含め検討してまいりたいと

考えております。 

 ３番目の村財政についてでございます。 

 令和６年度の実質単年度収支につきましては、

6,796万2,000円のマイナスとなる見込みです。

一般廃棄物処理施設建設等基金への１億円の繰

出金が主な要因となっております。実質単年度

収支はマイナスとなっておりますが、将来負担

に備えた必要な経費を支出しており、計画的な

財政運営を行っているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 
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○９番（上間堅治議員） 

 それでは順次、再質問を行いたいと思います。 

 まず島袋冠水対策の件からですけれども、答

弁では物件の一部を残す形で計画変更して交渉

しているとありますけれども、私、前新垣村長

から直接聞いた話では、立ち退き交渉は行わず、

その物件自体省いたので、計画してすぐ進めた

いという話を聞いていました。今の計画という

ことになると、ちょっとまた変わるのかなとい

うふうに私の今までの考えで。これはいつ変更

したのか。それとも前村長のときからそういっ

た計画で進めているという話なのか、この辺を

ちょっと確認したいと思います。どうなってい

ますか。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 お答えします。 

 この変更につきましては、当初前村長が残す

形で進めていきますというようなことをおっし

ゃっていたかと思いますけれども、そうすると

進入路もなくなり、あと池の容量も確保できな

いということで、一部進入路の確保は絶対必要

ということで、その一部物件の補償をして、池

の容量はその設計容量を満たす形で、設計変更

という形で行っております。これは令和４年の

設計変更で行っております。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。 

 じゃあ、今令和７年なので３年前ですね。３

年前にまた新たに変更したということですけれ

ども、この立ち退きの土地自体は、物件自体は、

土地は多分で賃借だったと思うんです。上物だ

けその人の所有だったと思うんです。上物を土

地は今賃借している部分ですから、例えば今の

地主との交渉になると思うんですけれども、な

ぜこの物件の方の交渉も必要なのか。許可も必

要なのか。その辺はどういうふうに考えていま

すか。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 確かに土地については別の方の所有でありま

して、土地に関しては了解をいただいていると

ころであります。物件については借地借家法で

すか、前の法律、以前のもので、居住されてい

る方の権利があるということで、この方の意向

を確認しないことには撤去できないということ

になっております。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の答弁の確認ですけれども、借りている土

地が住居に関わらなくても、その借りている土

地は前の土地の借家法によって保護されている

ので、この土地の賃借人の了解が必要だという

ことの理解でよろしいですか。分かりました。 

 それじゃあ、そういう形であったら仕方ない

のかなというふうには思っていますが、ただ、

令和４年度変更して３年なっています。３年間

この計画があって、今現在、物価高騰も考えら

れます。なぜすぐできなかったのかというのと、

この承諾ですね、ただ住めば別に問題ないとい

う多分で家主の意見だと思うんですよ。なぜこ

の交渉に当たってすんなり行かなかったのか、

この理由をよろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 先ほど述べましたとおり、村長からもありま

したとおり全体を全部補償する形で当初は計画

していたんですけれども、近隣に相応分の物件

がないということで何度か当たってはいたんで

すけれども、どうしてもこの住み慣れた土地、
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地域で暮らしたいということの要望があったも

のですから、それに見合うような土地といいま

すか物件がなかったということで、今回まで長

引いている形になっています。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時４５分 休憩 

午前１０時４６分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 すみません。一応計画変更で進入路を造って

移住部分を残す形で進めていたんですけれども、

それで家主のほうはある程度了解はしていたん

ですが、その後、交渉する中でこの家族、息子

さんたちが全補償、要するに当初の計画どおり

補償してもらいたいということで、御高齢のこ

とも考えて全部補償してもらいたいということ

になったものですから、二転三転意見が食い違

いまして、そこで３年ぐらい延びている形にな

っています。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 ですから、交渉する段階でどこの意見を尊重

しているのか、どこの意見を尊重しながら計画

を進めていくのかという話が重要だと思うんで

す。だから家主はＯＫしているのに、なぜやら

ないのか。それをやれば、家主がＯＫしている

からいいんじゃないかという話をすれば、その

まま令和４年でスタートしていたはずです。で

も、ただ家族が言っただけでしょう。「いや、

やっぱり全部補償してくれ」という形で、家も

取り壊してくれという形で。だから、そういう

交渉の仕方がおかしいんじゃないかという話を

している。交渉の捉え方、どこに主を持ってや

っているのか。結局今回また、家主が反対して

いるからという話になっているということで、

３年間もそういう状況になっているということ。

一方はＯＫしている、一方は反対している。じ

ゃあどこが主なのかというのをしっかり基にや

らないと絶対交渉は進まないと思いますけれど

も、この辺はどういうふうに考えているか、お

願いします。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 本村としましても家主の意向は尊重して、一

部残す形で進めていきたいということでずっと

言っているんですけれども、やっぱり家主のほ

うも御高齢で、なかなか判断といいますか、二

転三転したり、あと子供たち、息子たちに任せ

ているというようなことをおっしゃるものです

から、それで同意といいますか、なかなか取り

付けられないということになっています。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 この点に関して村長は直接交渉したのか。お

会いになって、しっかり進めたいという気持ち

でやったのか。どのような行動を起こしたのか、

お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私としても３回ほど交渉に行ったと思います。

ただ、家主の高齢の方は家族と相談して決めた

いと。非常に公共事業に対しては理解のある方

だと思っていたんですけれども、なかなか決断

という段階で１人ではできない、家族と相談し

て決めるということだったものですから、何度

か家族会議を開いたと思います。その中でも私

はそこで契約にサインをしてくれるのかなと思

ったんですけれども、また家族との相談とか、

そういう理由づけでなかなか判を押してもらえ
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ないような状況がございましたので、これが今

家族とどういう相談をしているのか、そして今

家主は高齢だと申し上げましたが、大変１人で

決断できない状態なので家族と相談して決める

ということです。今後また私もこれから、今所

管課長と話していますけれども、村長も一緒に

なって交渉に当たるということを決めておりま

すので、これからしっかりと交渉してまいりた

いと思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 しっかり交渉をよろしくお願いいたします。 

 ちょっと私が心配しているのが、先ほど申し

上げました物価高騰です。工事費用が大分膨ら

んでいるんじゃないかな。３年前の計画と、こ

れから始める計画と、もちろん計算し直してや

ると思います。もちろん皆さん、今年にちゃん

と了解がもらえる、判断してもらえるというこ

とで進んでいると思います。この計画の中で、

令和４年で事業をやったときと、今年は無理だ

ろうけれども、令和８年度、来年度やったとき

の工事費用のこの差額というのかな、その辺は

出ているのか。分かるのか。この辺はどうなっ

ていますか、お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 当初の計画からすると、約1.3倍から1.5倍近

くはなっているかと思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 もちろんですよね。今、全国的に物価高騰、

どんどん上がっています。最近では沖縄県の最

低賃金も上がりました。どんどん賃金、また物

資等上がっていて、来年度、また再来年度と延

びると、今1.3倍から1.5倍と言っていましたけ

れども、遅くなると下手したら1.8倍、２倍以

上になる可能性も含めています。この辺も考え

て早めにやっていただきたいということですけ

れども、９月に回答がもらえるということでし

た。私のイメージでは、お盆で集まったときに

しっかり話ができているというふうに考えてい

ます。現在９月です。旧盆も過ぎました。どの

ように回答をもらっているのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 お答えします。 

 旧盆明けに連絡を入れまして、家族に確認し

ました。そのときにまだ家主からの了承が得ら

れていないということだったので、村としまし

ては現在も大雨時に道路冠水が頻繁に起きてい

ることから、家主の了解を得られなければ居住

部分を残した形で調整中の整備を進めていきた

いというふうにお話ししております。それにつ

いてこの御家族の方はちょっと難色を示してい

たということで、今交渉を進めているのは息子

さんなんですけれども、この方が今本土のほう

にいまして、12月に沖縄に転勤になるというこ

とで、そのときに再度お話ししていただいて、

この時点で年内で結論を出していただきたいと

いうことで今息子さんには了承してもらってい

るところです。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 だからさっきから言っているように３年前か

らそういった形で９月まで、12月まで、じゃあ

もう来年まで、そういう形で交渉しているから

物事が進まない。工事費用も上がっていく。そ

ういう悪い循環になっている。ましてや先ほど

課長も言っているように、今年３回冠水してい

ます。今、全国的にもどこで大雨、災害が起こ
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るか分からない状況です。ましてやその地域と

いうのは、大雨が降れば冠水するというのは確

実なんですよね。そういったのも含めながら、

この地域の方々は心配しながら５年間待ってい

る。この辺も考えながらしっかり交渉していた

だきたい。 

 また別の観点から申し上げて、今はこの地域

の方々の心配の話をしました。早めにやってほ

しいということで。しかし別の考え方では、こ

の冠水地区はここ５年間で数件新築が建ってい

るんです。もちろん私の知っている人は私に相

談に来て、村はこういう計画を持っていて、今

３号調整池があって大分軽減されています。次、

５号調整池があればしっかりできますという計

画をしっかり説明して、納得してもらって数軒

建てています。今、知らない業者なのかな、１

軒建てて半年空いています。買い手がつきませ

ん。値段を下げました。それでもまだ買い手が

つきません。なぜかというと、今年冠水したと

きにこっちは水が入ってきたんです。業者も慌

てふためいていろいろ対策していたんですけれ

ども、やはり看板が立っているんですよね、こ

の地域は大雨が降ると冠水しますよと。やっぱ

りそういったところを見ると、買い手がつくの

かどうかというのも心配なんですよね。 

 さらに、この地域というのは空き地もあって、

駐車場も多くあります。なぜ家が建たないのか。

やはり冠水地域なんですよね。今本当にこの地

域というのは病院にも近い、商業施設にも近い、

立地条件的にはすごいいい土地なんです。でも、

こういった冠水問題があるということは経済的

にも、今問題になっている人口増加に関しても

相当マイナスになっている。影響が出ていると

思う。ここに家が建てば固定資産税も入ってく

る。住民税も入ってくる。村にとって相当プラ

スになってくるんです。それを早めに解決して

どんどん家を建ててもらうということが村の財

政に対してもプラスになるということは前々か

ら言っているんだけれども、分かってもらえな

い。その辺に関して村長はどういうふうに思っ

ていますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これについては所管課のほうも精力的に交渉

を進めていると思っています。我々も村行政を

預かるものとして当然に財政的な支援等、税収

等が見込まれますので、そういった利点もあり

ます。ただ、やはりその借地等をしている方の

了解を得られないとなかなか前に進めないとい

う状況がございますので、まずはその説得に当

たる、理解をしてもらえるということがまず先

決だと思っておりますので、それは担当課も肝

に銘じて精力的に頑張ると思っていますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 まだまだ先は長いのかなというふうに思って

います。それで今の現状というのをちょっと確

認したいんですけれども、仮の調整池がありま

す。そこを運用して浚渫工事とかをやった実績

はあるのか、お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 昨年ですか、浚渫のほうを一度やっておりま

す。昨年は重機も入れて浚渫を行っています。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 昨年浚渫して、重機を入れてやって泥を除い

たということなんですけれども、私はちょっと

心配になって見たら、やっぱり昨年ではあるん

だけれども、草も生えているということはヘド

ロ、泥がまだすごい堆積、１年間で相当堆積し



― 119 ― 

ていると思います。そういうのでしっかり機能

を果たすということはやはり浚渫しながらやら

ないと、ここに水が入る量が少なくなるという

こと、ということは早く冠水が始まるというこ

とだと思うんですけれども、この辺もしっかり

考えながら浚渫工事のほうもやっていただきた

いと思います。 

 もう一つ、防犯カメラがあるんですけれども、

調子が悪いんですよね。更新して二、三年だと

思うんですけれども、今回３回、道があふれま

した。私はずっと大雨警報、大雨注意報になる

とアプリの雨雲情報を見ながら、防犯カメラで

この水位はどうなっているのか見るんですけれ

ども、３回とも止まっていたんです。１回は職

員に言って、止まっているよ、どうなっている

かという話をしました。電話して。３回目、２

回目に上がってきたときに上下水道課の職員が

来て、その職員に話しました。防犯カメラが止

まっているけれども、どうなっているのと。

我々もちょっと困るんですよねという話をして

いました。これを見ながら出動するというか、

そういった形でやっているからちょっと困りま

すねという話をしていました。３回目、もう諦

めて電話もしません。このような状況は分かる

のか。担当課は防災カメラの今の状況ですね、

よろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 前に上間堅治議員からそういった御指摘があ

って、対応させていただきました。この経緯が、

一旦こちらの回線が県の回線を通ってやってい

るということで、少しタイムラグがあるという

ふうなことを担当からの説明を受けて、県のほ

うにリアルタイムでできるようにということで

改善した経緯がございます。これは私どもも確

認して改善しました。その後そのままうまくい

っているものと思っていましたので、もしそう

いった状況であるならばもう一度確認させて、

どういった原因でそういった遅延が起こってい

るのかというのを再度確認させていただきたい

と思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今年、私は職員にも言っています。電話して

話しています。じゃあ多分でちゃんと連絡がで

きていなかったのかなというふうに思っていま

す。上下水道課の職員とも話しています。直接

こっちに来て、たまっているときに来て話して

いますので、この辺しっかり対応をよろしくお

願いいたします。 

 続いて企業育成です。答弁では経常建設共同

企業体の在り方も検討したいということですけ

れども、８月の臨時議会前の全員協議会で国も

県も特定建設工事共同企業体での共同体発注を

奨励しているから今回はやらなかったという話

をしていました。簡単な発注工事と説明もあっ

て、村の方針だというふうに私は思って、今回

確認のために一般質問に取り上げているんです

けれども、高額な工事等は簡単な工事で共同企

業体発注を検討するということでよいのか。村

長、よろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時０４分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これまでにつきましては指名委員会のほうで

それを決めているということはございませんで

したので、これから多くのハード事業部門の課

がその指名委員会のメンバーでもありますので、

そういったメンバーとの調整をいたしまして、
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その発注方式をどういうふうに選択するかとい

うことまで決めて、これから対応してまいりた

いと思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 なぜ今までそういうことができなかったのか、

お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 これまで発注に関しましては、基本的には所

管課と村長で発注形式も含めて打合せした上で

決定していった状況がございます。これまでは

特定建設事業共同企業体の発注が主に全国的に

も行われてきたところです。ただし、令和４年

度ぐらいから、村長の先ほどの答弁にもありま

すとおり経常建設共同企業体などのＪＶ発注方

式も一般的になってきたところでございますの

で、こういった企業体による受注、こういった

のを希望される業者たちがいらっしゃるようで

あればということで、これに私たちも発注者と

して対応していきたいということを内部で相談

して、検討していきたいというような考え方に

なってきたところでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の話だと令和４年度から全国的にもこうい

った経常建設型をやっているという話でしたけ

れども、全員協議会の説明と今回の答弁が全然

違うんですよね。国・県から単独発注が望まし

いということで我々は話を聞いて、仕方ないと

言う議員もいて、そういった採決になったと思

います。村長、この方針を変えた理由、なぜこ

の方針に変わったのか。前回８月の臨時議会の

ときと今回の答弁は全然違うんですけれども、

方針が変わったというふうに捉えています。な

ぜこの方針に変わったのか、お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時０８分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 基本的に公共工事というのは単一事業・単一

施工ですね、１つの事業を１つの企業等で施工

するというのが原則かなということはあります。

ただ、私は全員協議会での説明が特定ＪＶだけ

のものという感覚で今おっしゃっていたような

気がいたしますけれども、ただ、それと今の話

が違うということはまた、私は違わないと思っ

ておりますので、あくまでも私たちは特定ＪＶ

でこれまでやってきました。そしてまた経常Ｊ

Ｖにつきましては、企業登録の際にそれはしっ

かり彼らがうたってやるべきものであるもので

すから、ただ、我々の事業発注といたしまして

はできるだけ村民を対象とした、村の事業者を

対象とした、あるいは村の商工会に帰属してい

る方々を優先的に扱っているということは間違

いないと思っております。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 特定企業体ですか、それと経常企業体との違

いをちょっと今話していて、その中で村は特定

何とかという話ですけれども、前回これも話し

ました。墓地公園で私は、あれは経常企業体で

やっているというふうに思っています。土地を

更地にして、ただ墓地公園を造っただけという

ふうに認識しています。そういった特定の技術
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を持った工事ではないというふうに考えていま

す。その中で、だからなぜできなかったかとい

う話をしていて、方針が変わっているんじゃな

いかという疑問があってやっていますけれども、

これからはじゃあこういった経常企業体、共同

企業体も考える、大きい工事はまずそこから考

えるという考えでよろしいのか。村長、よろし

くお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時１３分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まずその制度、ＪＶ制度としまして特定建設

工事協同企業体というものは、発注工事ごとに

団体の業者に充てるのか、ＪＶ制度を求めるの

かという判断を行います。これに対して経常建

設工事共同企業体というのは、業者が自主的に

お互いでチームを組んで有資格登録にエントリ

ーしていただくということで、そもそもの我々

が発注で求めるものと、その業者が自主的に資

格登録を行って、例えばそれで指名をもらうと

いうものと、そもそも制度的な違いがございま

す。そういった中でさきの臨時議会、協議会の

中でお話ししたのは、その求めるものが特定建

設工事共同企業体を意図したものではないのか

なというふうに理解して、その中でお話をさせ

ていただいたというところでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。私のほうの理解が足りなかっ

たようでありますけれども、担当課からこの共

同企業体の在り方についての改定についてとい

うのをもらいました。その中でしかるべきとこ

ろに問い合わせたところ、そういった企業体を

選ぶのは各自治体が状況によって考えてくださ

いというふうな回答をもらっているんです。だ

から、その辺の精査というのもまたもうちょっ

としっかり勉強しながら、今やっていかないと

いけないのかなというふうに思っています。た

だ、資料の下にやって回答ももらってそういっ

た話もしていますので、その辺は理解していた

だきたいなというふうに思っています。 

 続いて、村の財政のほうに行きたいと思いま

す。令和６年度のマイナス赤字のほうは確認し

ました。令和５年度は４億6,000万円、赤字に

なっています。それの理由はどこにあるのか、

お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 令和５年度の単年度収支に含まれる主な支出

につきましては、まず一般廃棄物処理等建設基

金に6,700万円、公共施設整備基金に約１億円、

国保会計の法定外繰入金で３億6,000万円かか

っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。国保の赤字が主な原因、大き

い部分だというふうに理解しています。ただ、

ほかの部分に対しては基金なんですよね。基金

積立てをやりながらやったために、この実質単

年度収支が赤字になった。今年度も同じような

新一般廃棄物処理施設に充てて赤字になってい

ます。初めでも話したように、この赤字という

のは結局は財政調整基金を食い潰しながら、補

塡しながらやっている。要は貯金をすげ替えた



― 122 ― 

だけのようなイメージになっていると思うんで

す。この辺はどういうふうに考えているのか、

よろしくお願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えします。 

 議員おっしゃるように財政調整基金から目的

基金へ基金を積み増しして、一般廃棄物処理施

設の建設に向けて対応しているというような状

況です。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 だから基金というのは、やっぱり余裕がある

から基金に積立てするというイメージを私は持

っています。そういった計画もしながら基金を

積立てする、やらんといけないというような私

のイメージです。答弁では計画をしながらやっ

ているという話は、計画的な財政運営を行って

いるということでしたけれども、今ちょっと問

題になっているのがやっぱり新一般廃棄物処理

施設等の基金、積立てなんですよね。この計画、

毎年積み立てていくというふうに考えてやって

いると思うんですけれども、この計画はどうい

うふうになっているのか、お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 上間堅治議員の御質問にお答えいたします。 

 新クリーンセンター、新一般廃棄物処理施設

の建設に当たりましては、一般財源として合計

で約５億2,000万円の経費が必要となっており

ます。現在の基金の状況が令和７年３月現在で

３億7,000万円積んでおりますので、残りの分

を令和10年までに、令和10年にお支払いが一番

大きい額となっておりますので、令和10年まで

には５億2,000万円になるように積立てをして

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時２１分 休憩 

午前１１時２１分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 ですから、こういった建設にこれだけかかる

よということで、計画的にやらんといけないん

じゃないのという話をしているんです。令和６

年度予算では5,000万円やりますよとやってい

ます。でも、蓋を開けたら財政調整基金をいろ

いろやって１億円やっています。前回も一緒だ

と思います。これからもそういった形でやって

います。この計画がないからそういった赤字に

なるんじゃないのという話をしているので、そ

れを答弁では計画的に財政運営をやっています

という話をしています。計画的にやっているの

かという話を聞いているんですけれども、この

辺どういう考えですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 基本的に今一般廃棄物の積立てが出ましたけ

れども、建設の際に我々の一般財源充当がかな

う、できるような体制に持っていくことが大事

だと思っていますので、それに充てての計画的

な積立てをやっていると思います。そして、今

回の一般会計の決算につきましては85％を超え

る経常収支比率が出ましたよね。そういった面

で最も大きいのは人件費なんです。人件費と扶

助費、そして物件費等が出てきますので、そう

いった面の上昇でかなり財政を圧迫したところ

がございますので、そういったことについても
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御理解いただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の村長の答弁はよく意味が分からないんで

すけれども、計画的にできていないから5,000

万円の予算やって１億円出しているんでしょう

という話をしていて、初めで１億円を何で出し

てやらないのか。その中で予算を調整するとい

う考えを持たないのかなというふうに、だから

債務負担行為で去年でしたか、29億、30億円ぐ

らいの債務負担行為を出していますよね。今か

らこれだけお金が出て行くんです。その中でま

た火葬場建設もあります。それはもちろん防衛

省の予算も使いながらやっていて、少しは楽に

なると思うんですけれども、これからこういっ

た形でどんどんお金を出してくる。これを計画

的にできてないから、こういった実質的な赤字

がどんどん増えていって財政調整基金が減って

いく。経常収支比率がどんどん上がっていって

財政調整基金にも入れられなくなる。そういう

悪循環ができてくるんじゃないかなというふう

に危惧して質問していますけれども、この辺は

どういうふうに考えていますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 村といたしましては基金全体の積立額も参考

にしておりまして、令和６年度から令和７年度

にかけては全体の基金としては増えている状況

でございます。ちなみに令和６年度の全体の基

金といたしましては約17億4,000万円で、令和

７年度の当初の基金の額といたしましては約18

億1,000万円と全体としては増えている状況で

ございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 いろんな指標で見ながらやるというのが財政

の基本でもあるとは思うんですけれども、ただ

それだけで大丈夫なのか。災害等、急に出てく

るお金というのもある。その中で財政調整基金

が減っていくというのが危惧しているところ。 

 最後に、ちょっと皆さんにしっかり考えてい

ただきたいという意味合いで資料を持ってきて

います。愛媛県、これはＮＨＫニュース、ウェ

ブニュースなんですけれども、西予市なんです

けれども、深刻な財政危機に直面しているとい

うことでやっています。これは健全化比率の指

標を見ても、うちと一緒ぐらい。大体将来負担

比率も68％で、公債費比率も12.9％あたり。し

かし、実質単年度収支が令和４年、令和５年は

赤字です。連続して赤字になっています。これ

はなぜかといったら、やっぱり財政調整基金が

減っているということでやっています。ここも

基準内の１割を切った段階で有識者会議を開い

て、この答申では深刻な財政危機に直面してい

るということで答申をもらって、今プランを立

てながらやっているということです。表面的に

は問題ないという話ではあるんだけれども、こ

ういった財政調整基金が10％切っているから将

来どれだけ使うか分からないということ。各自

治体に対しても、どのくらい将来お金を使うか

というのは分からないです。ただ、本村では今

言っているようにクリーンセンターもある。火

葬場建設もある。また、村長は陸上競技場を造

りたいという話もある。そういう中で、いっぱ

いあります。だから問題じゃないかなというふ

うに思っています。 

 またもう一つ、喜多方市、これは福島県です。

こちらのほうも財政調整基金が減って大変にな

っているということで、首長直々に報道機関に

話して、住民の協力を得ながらやっていきたい

という話をしています。そういうふうにならな
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いためにも、計画も含めてしっかり調整をやっ

ていただきたいということです。 

 今、中期計画を出していますけれども、３年

です。令和７年、８年、９年やっています。ま

た令和８年でやると思いますけれども、10年だ

と思うんですけれども、それ以降に出て行くお

金がいっぱいあると思うんですよね。ただ３年

間だけじゃなくて、もっと長期的な部分でしっ

かりどれだけ村債でやらないといけない、村民

の負担がどのくらいあるかというのをやりなが

ら、我々も見ながら、ちゃんとどういった形で

やらないといけないよというのを見ていかない

といけないので、その辺ただ３年間じゃなくて、

来年度はしっかり５年、10年ぐらいを見据えな

がら、この財政計画をつくっていただきたいん

ですけれども、この辺はどういうふうに考えて

いますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 確かに長期的な計画も必要かと思いますが、

まずは３年程度の中期的な財政の見通しを行っ

て、その根拠であるとか数字であるとかを積み

上げて毎年度の予算編成に反映させていきたい。

ただし、将来に向けて中央公民館の建て替えで

あるとか、いろいろ施設の老朽化も進んでおり

ますので、そういったものにも対応できるよう

に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時３０分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 こんにちは。午前に引き続き、一般質問をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、４点を中心にして質問をしてまいりま

す。１点目、東日本大震災から14年、重い教訓

は生かせているか。２番目、村発注大型工事共

同企業体の取組について。３番、道路景観の意

義について。４番、熱田神社（御嶽）登録文化

財申請について。 

 １．東日本大震災から14年、重い教訓は生か

せているか。 

 令和６年は、元旦の能登半島地震という災害

で新年を迎え、阪神淡路大震災から今年で30年。

東日本大震災から14年目を迎えますが、いつ起

こるか分からない災害への備えの大切さを痛感

している。国難と言われる南海トラフ巨大地震

の発生確率が、今後30年以内に80％近くと言わ

れている。沖縄でも台湾花蓮の地震で津波警報、

カムチャツカ半島地震では津波注意報が発表さ

れた。村民の避難行動が注目された。過去の災

害での教訓を踏まえて、想定される災害の傾向

と対策の課題に関連して質問をしてまいります。 

 ①高齢化が増加する災害犠牲者を減らす対策

は。 

 本村の東沿岸地域集落では、３人に１人が65

歳以上という時代を迎えている。その過半数が

75歳以上で占めている。フレイルと呼ばれる要

介護認定予備軍も多く、自力で逃げ切れない高

齢者が災害で真っ先に犠牲になることが立証さ

れている。また、障害者手帳を持つ人たちの災

害犠牲者も増えている。直接死に加えて、長期

にわたる避難所生活の孤独による災害関連死も

増えている。自力避難が困難な要配慮者の避難

支援を推進するために、個別避難計画策定が市

町村行政の義務になっている。沿岸地域の過疎

化とコミュニティーの希薄化で地域の共助体制

の強化が求められる。明日は我が身と考えての

自助努力の強化と、地域共助体制を築き直すま

ちづくりが急務であると考える。個別避難計画
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と地域共助体制の取組について見解を伺います。 

 ②地震の直接被害だけでなく、液状化への対

応は。 

 地震大国日本では、地震に見舞われない地域

はないと言われている。東日本大震災でも注目

されたように、離れた地域でも地面の沈下や砂

と水が噴き出し、建物が傾くなどの液状化が広

がっている。液状化で最も懸念される事態が下

水道管の浮上である。能登半島地震でも1.5メ

ートルも浮き上がっている。生活用水が流れな

いためにトイレが使えず入浴もできない、不衛

生な環境が続き、感染症等を引き起こしている。

液状化で上下水道管がどうなるか、不測の事態

への対処法も検討する必要がある。見解を伺い

ます。 

 ③震災総合避難訓練の重要性。 

 震災避難訓練は災害発生時に被害を最小限に

抑えるために非常に重要である。訓練を通じて

避難経路の確認、避難方法の習得、初期消火や

救命措置などのスキルを身につけることができ

る。訓練を繰り返すことで緊急時の冷静な行動

も養われ、パニックの発生を抑える効果も期待

できる。東日本大震災、能登半島地震は深い爪

痕を残した。大震災の教訓をいま一度振り返り、

災害に強い村づくりである。行政も各自治会と

ともに震災意識を高めて、効果的な避難訓練を

早期に実施することで災害時の被害を最小限に

抑える取組が重要である。行政が中心になって

積極的に震災訓練の内容を高度化させていかな

ければならない。行政として「防災の日」の設

定と、村内一斉の震災総合避難訓練を早急に実

施する必要がある。見解を伺います。 

 ④護岸整備について。 

 熱田マーシリー沿岸部の護岸は、越波を減少

させる構造になっていない。また、破損箇所も

多く、深刻な状況である。護岸整備は地域の安

全度を高め、背後地の人命及び財産を守るため

不可欠である。令和６年６月の一般質問でも取

り上げた。海岸管理者に対して護岸整備の要請

状況を伺います。 

 ２．村発注大型工事共同企業体の取組につい

て。 

 ①村が発注する大型工事における企業体の取

組については、共同企業体の結成や地元業者優

先の入札制度などが挙げられる。企業体は複数

の建設会社が協力して大規模工事を請け負うた

めの組織で、技術や経営基盤の弱い企業が単独

では受注困難な大型工事に参加できる手段であ

る。本村においても地元建設業者の受注機会を

増やして、地域経済の活性化を図る配慮が必要

である。見解を伺います。 

 ②地元企業共同企業体参入も、入札の原資は

税金であることからも公共性や公益性が重視さ

れなければならない。自治体は住民や事業者か

ら税金を徴収し、自治体は住民のために支出し

ます。地元業者の売上げが上がり、利益が増え

れば税収が増え、次の施策につながる。見解を

伺います。 

 ③共同企業体工事は村外企業が代表者となる

工事についても、構成員として村内建設業が参

画することは技術力の向上やノウハウの蓄積に

つながり、村内建設業の成長の機会ともなる。

地元建設業は村の産業構造においても重要な位

置を占めている。見解を伺います。 

 ④村発注工事は村内建設業界の成長と発展に

欠かせない重要な位置を占めている。行政には

村内建設業界の発展と村経済の活性化のために

も、村内建設業の参入機会の拡充と受注額増加

に資する取組をさらに強化することを求めたい。

建設業界を取り巻く環境は日々変化しており、

人手不足や資材価格の高止まり、2024年４月よ

り適用された時間外労働の上限規則に伴う工期

の長期化等、向き合うべき課題は多い。村内建

設業の参入機会の拡大で村内建設業界のさらな

る発展を牽引する取組が必要である。見解を伺

います。 
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 ３．道路景観の意義について。 

 ①道路景観は人々の心のありように大きな影

響を与える。景観の主役は沿道の自然や、街並

みや人々の姿である。美しいと感じる道路は利

用者に地域の好印象をもたらし、地域を訪問す

る意思を喚起する。観光客数、観光収入、経済

効果を高める。観光を主要な産業に位置づけす

るならば、道路景観の善し悪しが地域観光に及

ぼす影響は大きい。道路景観の重要性について

見解を伺います。 

 ②雑草が生い茂る和仲トンネル、和仁屋側坑

口。 

 ③街路樹の立ち枯れが目立つ、イオンモール

南通り。和仁屋側坑口、イオンモール南通り。

現場を確認して、現状について見解を伺います。 

 ④「イオンモール沖縄ライカムと本村とのネ

ーミングライツ契約」内容について伺います。 

 ４．熱田神社（御嶽）登録文化財申請につい

て。 

 文化庁は有識者による調査会を組織して、対

象となる有形文化財の価値などを確認するため

８月25日、現場調査を実施する。調査の結果、

文化財としての価値が認められると、登録有形

文化財に指定されることになる。 

 ①熱田自治会が管理するお宮が登録有形文化

財に認定されると、文化財としての価値が公的

に認められ、保存・活用の促進、地域住民の意

識向上、観光資源化による地域振興といったメ

リットがある。建物の活用がしやすくなる。文

化庁や自治体からの支援、地域資源としてのＰ

Ｒ効果が期待でき、文化財の確実な継承につな

がる。文部科学大臣からの指定通知後の指定書

の交付を待ちたい。 

 ②熱田自治会管理のお宮が国に登録有形文化

財として認定されると、自治体は文化財の知名

度向上、文化財保護への住民意識の醸成、観光

資源としての活用、財政的支援の機会増加とい

った効果が得られる。認定後の行政効果につい

て見解を伺います。 

 以上、私見を申し述べました。よろしくお願

いいたします。ありがとうございます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 大城律也議員の御質問にお答えいたします。 

 １番目の 

 １．東日本大震災から14年、重い教訓は生か

せているかということで、①高齢化が増加する

災害犠牲者を減らす対策はということです。 

 災害時における自力避難が困難な要支援者に

ついては、東海岸地域を対象として今年度から

避難行動要支援者名簿登録、個別避難計画作成

に取り組んでおります。名簿登録に際し、要支

援者の同意を得ないと個別計画作成や地域の支

援者に情報提供ができないので、まずは同意取

得を進めているところです。 

 現在のところ東海岸地域の要支援者対象者は

131名で、そのほとんどの対象者に事業説明を

行ったところです。名簿登録・情報提供同意の

状況は下記の表のとおりであります。 

 また、地域共助体制の構築につきましては、

社会福祉協議会と連携して、地域の自主防災組

織を主体とする地域防災計画の策定支援や平常

時における防災訓練等の活動支援を図っていく

考えであります。 

 ②の地震の直接被害だけでなく、液状化への

対応については、液状化は砂質系の地盤や埋立

地等で起こりやすく、本村では熱田団地埋立地

や美崎地区が液状化が危惧されますが、東日本

大震災（2011年）以降、国による液状化対策が

推進されております。熱田団地埋立地の下水道

施設については、平成13年度に実施設計でボー

リング調査により液状化の判定を行い、一部を

除き液状化しないことになっております。美崎

地区の下水道施設については、平成８年度に設

計されておりますが、液状化の判定は考慮され
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ておりません。 

 ③の震災総合避難訓練の重要性についてでご

ざいます。 

 毎年９月１日は国が定めた「防災の日」です。

村独自に特定の日を設定する予定はございませ

んが、避難訓練については議員御指摘のように

災害時の被害を最小限に抑え、災害に強い村づ

くりのためにも早急に実施できるよう関係機関

と連携して取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 ④の護岸整備について。 

 令和６年７月に県中部土木事務所との意見交

換会、同年８月の県土木建築部との行政懇談会

で護岸の早期改修について要望しており、令和

７年７月の県中部土木事務所との意見交換会に

おいて、事業化に向けて予備設計を今年度実施

する旨、聞き及んでおります。 

 大枠の２の村発注大型工事共同企業体の取組

についてでございます。 

 村内企業の育成、健全な発展は村としても重

要であると認識しており、公共工事の発注に際

しては工事規模や技術的要件など、当該工事に

求められる施工力を考慮の上、村内企業の優先

的な指名に配慮してきたところです。 

 御質問①から④については関連しますので、

一括して次のとおりお答えいたします。 

 公共工事の実施については単体受注・単体施

工が基本であり、工事規模や難易度など工事内

容によって共同企業体（以下「ＪＶ」という。）

による施工が適切であると考えられる場合にお

いて、ＪＶ制度を活用するものと理解しており

ます。 

 なお、御質問にある受注施工技術や経営基盤

の弱い企業の受注機会の拡大については、経常

建設ＪＶ制度を活用した企業の自主的な取組が

考えられます。 

 地元建設企業の受注により雇用の確保や技術

力の向上がなされ、地元企業の健全な発展は村

全体の利益につながるものと理解しております。 

 補助予算が年々厳しくなる中、村民のニーズ

に応じた事業の優先度も踏まえて、適切な工事

規模による発注単位を考慮しつつ、村内企業の

受注機会の確保に努めてまいります。 

 大枠の３番目に、道路景観の意義についてで

ございます。 

 道路景観は当該地域のイメージとして日常的

な利用者はもとより、観光客に与える影響は大

きいと考えております。 

 ①の回答といたしまして、現在村では道路景

観の改善に向けた取組として、ライカム地区の

村道を対象に修景設計業務として道路植栽の調

査を行っているところです。また、沖縄県にお

いては、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわ

しい良好な沿道景観形成を目指した取組が進め

られており、村内では県道146号線（中城城跡

周辺）と県道沖縄総合運動公園線（県総周辺）

をモデル地区として、整備や維持管理の在り方

等について検討が進められております。 

 ②の回答といたしまして、和仲トンネル和仁

屋側坑口の雑草については、坑口周辺一帯に繁

茂している状況を確認しております。 

 ③の回答といたしまして、イオンモール南通

りの街路樹の立ち枯れについて、現在実施中の

修景設計業務において活力度を５段階で区分評

価しており、そのうち枯損・空き桝が５か所

（全55か所の約９％）あることを確認しており

ます。 

 ④の回答といたしまして、イオンモールとの

ネーミングライツ契約の内容については、南部

延伸線（約930メートル）をイオンモール東通

り、東西線（約500メートル）をイオンモール

南通り、比嘉186号線（約33メートル）をアラ

イバル通りとして、令和７年度からの５年間で

総額750万円（年150万円）の契約更新をしてお

り、村広報紙や印刷物、ホームページ、新聞、

雑誌、テレビ等のマスメディアでの村道名とし
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て、原則としてこの愛称を使用することや標識

の設置などが契約事項となっております。 

 ４番目の熱田神社（御嶽）の登録文化財申請

については教育長のほうから回答いたします。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 大城律也議員の質問の４点目、熱田神社（御

嶽）登録文化財申請についてお答えいたします。 

 まず①の熱田「島根殿」につきましては、昨

年度より地域から登録申請の意向があると伺っ

ており、登録申請に当たっての事前調査の段階

から生涯学習課の担当職員が立ち会い、村とし

て進捗や課題を共有してきたところでございま

す。 

 今年度に入りまして４月に県文化財課担当者

の現地確認を経て、７月には仮の登録申請資料

を事前提出し、事務調整を進めてまいりました。

さらに、議員がおっしゃる文化庁と県の調査官

による現地調査を８月25日に実施しております。 

 今後は、物件の所有者である熱田自治会から

村・県を経由して文化庁へ登録申請書類を正式

に提出いたします。その後、国から文化審議会

へ諮問され、文化審議会による調査審議を経て

登録当否の答申をいただく流れとなっておりま

す。 

 ②の認定後の行政効果についてでございます

が、議員のおっしゃるとおり「島根殿」の登録

によって文化財としての格付、保全・継承に対

する住民意識の向上などが期待されます。歴史

資源としての活用に関しましては、学校教育の

場や村の出前講座を通した普及、観光分野と連

携したイベントなどが想定され、その他、村広

報やホームページ、ＳＮＳなどを通して広く周

知することで文化財愛護の普及啓発に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 それでは答弁に対して順次再質問をしていき

たいと思います。 

 まず１点目、高齢化が増加する災害犠牲者を

減らす対策、そのために避難行動要支援者名簿

の名簿登録とか名簿の作成といいますか、個別

避難計画作成に取り組んでおりますということ

について再質問をさせていただきます。 

 この避難行動要支援者名簿、それから個別避

難計画作成に取り組んでいますというところで、

要支援者が訂正されて135名、要支援者の対象

になっているようであります。この地域という

のは健常者も含めて、熱田団地、それから熱田、

和仁屋、渡口、美崎を含めると、ゼロ歳児から

含めると約4,000人が住んでいる地域でありま

す。そこに約1,000人余りが65歳以上と。その

うちの75歳以上が半分ぐらいという状況の地域

であります。 

 そこで要対象者135名を認定するために、そ

の基準というのがありましたらお聞きをしたい

というふうに思っています。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 今回この災害時の要支援者避難行動支援事業

ということで、今同意をもらうためにいろいろ

進めていますが、その対象となる基準というも

のが、まず要介護であれば要介護３以上、３と

４と５。あとは身体障害者手帳の１級、２級所

持者。あと精神保健福祉手帳保持者の１級。あ

と療育手帳のＡという形で、通常名簿登録とい

うか、村で持っている名簿の方はその方を対象

としています。その方を東海岸地域を中心とし

て情報提供等の同意を得ていくという事業にた

だいま取り組んでおります。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これについては今の説明では理解できるとこ

ろであります。それ以外に私は高齢者であると

か、それから妊産婦とか、それから乳幼児、児

童、日本語に不慣れな外国の方々も含めて調査

をすべきだろうというふうに思っておりますが、

いかがですか。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 国が定める個別計画策定というのは、議員が

質問にあるように義務化ではなくて努力義務な

んですね。結局は避難がかなり困難である方を

優先的に個別計画を地域でつくってくださいと

いう内容になっておりますので、今議員がおっ

しゃっていた、いわゆる要配慮者と言われる方

たち、要支援ではなくて配慮すべき方々につい

ても取組はしていこうということですが、今そ

の要支援の方から先にやろうということですの

で、そこまで今手が届かないところであります

が、実際例えば外国人だったり、妊産婦であっ

たり、その年年で変わってきますので、なかな

か日頃の健診であったりとか、そういったもの

で周知していったりするのがいいのかなと思っ

ています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これは大変な作業ですよ、本当に。 

 それからこの避難行動要支援者、いろいろな

調査をされているようでありますが、これは家

庭訪問で調査をして対応してもらっているのか。

あるいは、例えば熱田の人は公民館に集まって

くれとかというような形でやっているのか。家

庭訪問かどちらか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 基本的にこの135名リストアップした後に、

福祉課のほうで個別訪問をしております。その

中でやはり会えない方もいらっしゃったり、施

設へ入所とかもあるので、一旦その方がそこに

所在するのを確認できたら、その文書、封書を

お送りして返信を待つという形になりますので、

大体30％、40％は会えましたけれども、残りは

不在連絡票という形で入れて対応しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 施設にいたりとか、手帳は持っていても家に

はいないとか、そういう方々もいっぱいいらっ

しゃると思いますよ。 

 それから家庭を訪問していますということで

すが、これは例えば課長１人とか、何人かで回

られているんですか。その辺をお聞きします。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 お答えします。 

 この同意をもらうための調査については、ま

ず今年の５月から団地、集めやすそうなところ

から、団地から始めまして、今ちょうど和仁屋

が最後で８月の中旬ぐらいまでかけて、一応こ

の事業説明も含めて行っています。配布につい

ては福祉課全体で、係が２つありますけれども、

グループ分けしてそれぞれ回って、地区分けを

して回っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 
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 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これは提案をしたいなと。役所だけの方が回

ると、やっぱり「ヤーターナトーガ」というふ

うに思うわけですよ。顔を見たこともない役場

の方が二、三名グループになって回っていると

思うんですけれども、提案ですが、私はそこに

まず自治会の誰かが一緒に参加する。そして自

主防災組織の役員とか、それから民生委員、児

童委員の方々も一緒になってこの家庭訪問をし

て、その資料を作成すべきだろうというふうに

思っておりますが、もし今後この作業が残って

いるようであれば、そういうふうに検討してい

ただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（名幸利積） 

 福祉課長。 

○福祉課長（安次富規昭） 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 今議員のおっしゃった提案は誠にありがたい

んですけれども、一発目というか最初に回ると

きにはやはりナイーブな個人情報があって、そ

の方の身体状況とかを分かっている役場がしか

行けなくて、そこを例えば「じゃあ自治会の皆

さん、この名簿で一緒に回ってくれませんか」

となるとちょっと問題が起こるので、そこは役

場だけでやるもので、実際お手伝いというか一

緒に協力していただきたいのはその同意をもら

った方、情報提供してもいいよという方は今後

名簿と、あと個別計画が出来上がったらそこを

提供していくんですけれども、そのときに重要

となるのが個別計画の中に支援者というのがあ

って、その方を支援してくれる人というのを集

めていくのがとても大変な労働でして、そのと

きに地域の力は必要になるかなと思いますので、

情報提供を同意した方の次のステップ、動きと

してその協力を地域にぜひお願いしたいなと、

一緒に回っていただきたいなと思っています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 分かりました。 

 最後になりますが、民生委員、児童委員はも

う地域を把握していますよ。今まである程度家

庭訪問をしたりしていますので、見ていまして

大変な作業だなと。この状況の中で一生懸命や

っています。ですから、民生委員と一緒にでき

るだけ、民生委員も大変でしょうけれども、一

緒に回るというのも。しかし、それぞれ顔見知

りなんです。できたらそういう取組も必要だろ

うというふうに思っておりますので、提案をさ

せていただきました。 

 それから、この表を見ると回収率は３分の１

ぐらいですよね。それから登録リスト数、これ

も20％ぐらいですか、まだまだこれからだなと。

これは急がないといけないですよ。相手は自然

災害ですから、いつまで大丈夫という期限はあ

りませんので、できるだけ早く確認をしたい。

しかし、１回やったから終わりじゃないです。

半年後には変わっていますよ、状況がまた。１

年後にはまた変わっていますので、その辺も含

めて繰り返し繰り返しということになるわけで

す。そういう状況もぜひ検討課題として取り組

んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。それから次に行きます。 

 液状化です。この液状化、これも東日本大震

災とか能登半島地震においてもかなりの液状化

で生活環境が大変な状況になってしまったとい

うものであります。下水道、それから水道とい

うものは電気と一緒なんです。これが止まって

しまうと住民の生活、それから社会活動等に極

めて大きな影響を与えることになる。ですから、

常日頃から災害時の対策や体制を整えておく必

要があるだろうと。災害時に一刻も早く復旧を

目指し、迅速に対応する必要があります。その

辺の関係課の判断とかというもの、もし今あり
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ましたらお聞きしたいなというふうに思います。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 お答えします。 

 今おっしゃったように能登半島地震等により

上下水道施設が甚大な被害を受けて、国として

重要施設、避難所等への水道管及び下水道管の

耐震化を優先するようにということで発せられ

ていますので、まずこの重点施設に係る水道、

下水道の耐震化に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。その液状化対策につきま

しては、管路の更新時期に合わせて液状化の対

策を検討していきたいと考えております。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 先ほどの答弁を見ると何かよく分からないで

すね。美崎地区の下水道調査は液状化の判定を

行い、一部を除き液状化しないことになってお

りますと。全体じゃないんですね、これは。し

かし東海岸、熱田の団地と２か所ぐらいの調査

報告です。14自治会ありますので、全て地震と

かが発生したときの状況。それからこれは美崎

地区、これは平成８年、1996年、約30年前の調

査です。その30年間でどうなっているか。ちょ

っと資料としては、調査間隔として30年もたち

ますから古いなという気がいたします。 

 そこで例えば液状化が発生した、下水道施設

が被災した際、被災した自治体単独では対応が

困難、これは全くそのとおりだというふうに思

います。この場合に備えて広域的な下水道事業

関係者間の支援体制、協力体制を結んでおく必

要があるだろうというふうに思いますので、こ

の辺の支援体制はどのように考えているか、お

聞きします。 

○議長（名幸利積） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 これにつきましては、関係市町村で連携して

取組を強化していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 それからいっても地元の企業はいかに大事で

あるかというのが分かってくるわけであります。

それじゃあ、それもしっかり役割、作戦として

いろいろと策を立て直していただければなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 ３番目の震災総合避難訓練の重要性について、

関連して再質問をさせていただきます。 

 沿岸域の防災対策として津波対策を対象に、

特に住民避難の視点から沿岸域に居住する住民

の生命を守るためには、そこに居住する住民、

地域単位での備えが必要不可欠であるというふ

うに思っております。その実行を促すためにも

防災訓練、震災総合訓練、これを行うしかない

というふうに思っております。災害対応、再生

には年月をかけて取り組む、継続的に実施する

努力を要します。１回やったから終わりじゃな

いですよ。巨大津波の発生が近い将来迫ってい

るものと言われている今日、沿岸域における地

震、津波対策は一刻を争う課題であることを強

調したいなというふうに思っております。 

 村長、村長は去年の正月、村長室で能登半島

地震について新聞報道にも紹介されていますよ。

この取組は重大だなと、早速村民に対しても取

り組まなければならない。住民を守るためには

という新聞報道、あれから１年９か月です。喉

元過ぎれば熱さを忘れる何とかかなと。１回も

していないじゃないですか、避難訓練。いいで

すか、これで。この東海岸に4,000人も住んで

いて、１回もやっていないです。 

 それから難しいのは消防なんです。消防は北
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中城村、中城村の協同組合ですから、本来でし

たら両方一緒にやる。それで消防の対応の仕方、

こっちは沖縄署ですから、中城村が宜野湾署、

これも訓練しないとどうなるか分からないです。

早速訓練をどうするか庁議で決めて取り組む必

要があると思いますよ。先ほど９月１日は防災

の日というお話もされているわけでありますか

ら、早速やらないといかんですよ。高齢化がじ

ゃんじゃん進んでいるこの北中城村です。特に

熱田、和仁屋、渡口区域は一番進んでいます。

30％。そして健常者ばかりじゃない。30％の中

には、もう一人で動けない方々がいっぱいいる。

フレイル予備軍、そういう方が増えている。こ

れは訓練しかないですよ。 

 それから防災無線もほとんど聞こえないです。

ですから熱田に１基しかありませんので、熱田

の話ですけれども、これを２基、３基ぐらいに

増やすとか、地域を確認しながら職員にお願い

してアンケートを取る、それも必要だと思いま

すよ。聞こえたか、聞こえなかったか。この前

のロシアの地震でも英語を使ったりしています

よ。台湾地震のときは日本語ばかりでしたけれ

ども、改善された分、英語も、それから韓国語

でしたか入っていますけれども、聞こえないで

す。特に海側になると余計分かりませんので、

私も車で走りながら聞いたら、100メートルぐ

らい公民館から離れると何をしゃべっているの

かなという感じです。風向きによっても違うし、

顔というのが村には、顔、昼の顔、夜の顔、天

気の悪いときの顔、そういう状況を把握しない

といかんと思っていますよ。雨が降っているか

も分かりませんよ、そのときは。幾ら放送をし

ても聞こえないです。そのときどうするか。増

やすしかないんじゃないかなという気がいたし

ます。ですから、北中の顔というものをよく検

討していただきたいなと。夜の顔、昼の顔、雨

の顔、台風のときの顔もありますので、そうい

う状況をしっかり把握していただければという

ふうに思います。この震災訓練、これはもう何

回も何回もやるしかありませんので、ぜひそれ

を早速取組していただけるように村長に要請い

たします。次に行きます。 

 護岸整備ですけれども、護岸整備は実際去年

の一般質問でもお願いしてありますけれども、

現地に行かれましたか、村長。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 はい、行きました。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 建設課長とか農林水産課長とか行かれました

か。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 私自身は、この質問の後で行ったということ

はないんですが、それ以前にこの海岸付近のほ

うは見たことはございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 一般質問では現地を確認していますと一言も

ないですよ、もしそれ以前に行っているんであ

れば。これも先ほどの答弁では中部土木事務所

との話合いが進んでいますということですから、

早急に現場着工できるように交渉していただき

たいなというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。次に行きます。 

 先ほどから村内の建設業をどうするかという

ことをお願いしておりますので、地元の建設業

者はインフラ整備、それから雇用創生、防災対

応、地域経済の活性化などを通じて不可欠な貢
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献をしている。道路や水道などの維持管理、公

共施設の新設、災害時の緊急対応や復旧活動、

これは防災提携でやっていると思います。地元

産の活用、地域イベントや祭り関係でも商工会、

建設部会も一生懸命やっています。住民の生活

の質の向上と安全安心なまちづくりに貢献して

いる。改めて行政は地域の建設需要に応える必

要があると思います。改めて見解を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 議員の御指摘のようにハード部門等の事業等

についてはしっかりと村内業者、それ以外にも

ありますけれども、特にハード面の事業等につ

いては今後指名委員会のほうでもそういった優

先的な扱いをしていきます。これまでも基本的

には村内業者を優先に扱ってきたと思っており

ます。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 時間も迫ってきましたのではしょっていきま

す。道路景観に行きます。 

 魅力的な景観、重要な観光資源なんです。主

な交通道路や移動路として重要な視点場となり、

道路から見られる景観は地域の印象に大きく影

響を与える。役場前の通り、これは大事ですね。

朝から晩まで車が走りっぱなしですよ、村の

方々も。それで、あのトンネルの両方の出入口

は確認をされたか。それと雑草がどのように影

響があるのかというものをお聞きしたいなとい

うふうに思っておりますので、それからイオン

モールの街路樹の立ち枯れ、これは両方現場を

確認されたか、お聞きします。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 一般質問でも現地を確認するようにというお

話がございましたので、私どもも現地を直接見

てまいりました。それでトンネルのほう、現状

こういうふうな写真を撮ってきていますけれど

も、こちらが仲順側というんですか、こちらが

和仁屋側というような状況になっております。

ただ、こちらの景観設計というところで、県の

ほうでは緑化ウォールをイメージしたようなも

のがもともとございまして、どの程度の緑化が

適切なのかというのはさておき、一応緑化のイ

メージはもともとあったということは聞いてお

ります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 素人が見ても、これは管理不十分だなと思う

わけです。なぜ管理不十分かというと、ああい

う雑草が生い茂ると地すべりに発展する可能性

があるわけです。それを指摘しておきたいなと。 

 それから、今後もし管理をするのであればど

こと対応されるのか、お聞きします。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 当該箇所は県道になっておりまして、何かあ

れば県管理において対処されるものと理解して

おります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 沖縄県中部土木事務所ですね。それでついで

に、郵便局の向かいの交差点から仲順のトンネ

ル口まで両サイドのヤシの木の枝葉が垂れ下が

って、幹も見えないぐらい垂れ下がっています。

これも含めて中部土木事務所に管理するように
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交渉していただければと思います。 

 それからイオンモールの立ち枯れ、これも先

ほど言いましたようにネーミングで結構な収入

があるわけですから、管理する義務はあると思

います。これもしっかりやっていただきたいな

と。それからライカムの経済効果です。574億

円というふうに報道されております。それから

雇用者所得の195億円、これも効果があるとい

うふうに言われておりますので、そういうもの

も含めて道路の管理をしっかりお願いいたしま

す。それから次に行きます。 

 熱田神社、御嶽の登録文化財、私たちの周り

に残していきたい風景なんです。これはしっか

り守っていけたらなというふうに思っておりま

すので、今後認定された場合、役場として、村

としてどのような支援があるのか、お聞きしま

す。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質問にお答えいたします。 

 村としてという前に、まず文化庁として補助

金等の保存修理とか、公開活用に資する事業の

場合に補助金という活用がございますので、そ

ちらのほうも担当課のほうに相談していただい

て、条件等がありますので、活用していただけ

ればと思います。村としましては人的な支援、

文化財担当の職員が一緒になって今後普及啓発

も含めて支援していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 文化財と指定されたら熱田自治会としてもこ

れをうんと活用して、厳しい自治会運営をして

おりますから、何とかここからこのものを生か

して収益を上げていければなというふうに思っ

ております。これから村のほうもしっかりと支

援をお願いしたいというふうに思っております。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 １時５０分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では通告に従いまして、一般質問を行いたい

と思います。 

 １．教育行政について。 

 本来、児童生徒を守り育てる立場にある教職

員等が、児童生徒に対し「魂の殺人」とも呼ば

れる性暴力等が行われている。中には教師とい

う権威と信頼を悪用し、被害児童生徒自身が気

づかないように性暴力に至ったケースなどもあ

ります。懲戒免職等を受ける教職員等が後を絶

ちません。事態は極めて深刻な状況です。そう

した状況を受け、第204回国会において「教職

員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する

法律」が成立し、令和３年６月４日に公布され

ました。 

 内閣府が令和４年に行った性暴力被害者約

2,000人を対象にした調査では、加害者で最も

多かったのは教職員や先輩、クラブ指導者など

学校、大学の関係者であった。 

 「社会の宝」でもある子供を性暴力等から守

ることは全ての大人の責任であり、社会全体に

課された課題です。学校現場において被害児童

生徒が自身の性被害を打ち明けられずに苦しん

でいます。 

 以下の点について伺います。 

 （１）教職員等による児童生徒性暴力等の防

止等に関する法律について本村の見解は。 

 （２）児童生徒に性暴力を行った教職員等へ
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の懲戒処分等の本村における実態は。 

 （３）学校以外での性暴力や性虐待など、学

校や教育委員会で把握されているのか。 

 （４）未然防止並びに再発防止のための取組

は。 

 （５）性暴力に関する情報や相談を児童生徒

から教職員等が受けた場合、対応についてのマ

ニュアルのようなものはあるのか。 

 ２．日米地位協定について。 

 沖縄タイムス紙の６月10日の新聞記事より、

「北中城の路上で大型犬一時徘徊」の見出し。

６月８日午後１時10分頃、北中城村美崎の路上

で、ピットブルとみられる大型犬が徘徊するの

を近隣住民が目撃し通報した。４月には沖縄市

では大型犬が、５月には金武町で闘犬種のピッ

トブルなどによる咬傷事案が起きています。県

や基地周辺の市町村の要請を受け、米軍は基地

内外を問わず攻撃性の強い犬種の飼育を禁止し

た。にもかかわらず咬傷事案は後を絶ちません。

基地の外に住む米軍関係者が日米地位協定によ

って住民登録の対象外になっていることから、

飼い犬の登録も必要ありません。 

 以下の点について伺います。 

 （１）米軍基地内外における闘犬を含む大型

犬の登録状況について。 

 （２）咬傷件数は。 

 （３）対策について。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、平安山和美議員の御質問にお答えいた

します。 

 まず１番目の教育行政につきましては、教育

長のほうから回答をいたします。 

 私のほうからは２番目の日米地位協定につい

てでございます。 

 まず（１）の米軍基地内外における闘犬を含

む大型犬の登録状況についてでございます。 

 外国人で登録している大型犬は10頭であり、

うち２頭が闘犬種とされる犬種に該当します。

その中で、米軍基地内の登録は１件であり、闘

犬種とされる犬種に該当しません。 

 （２）咬傷件数はということで、過去５年間

で２件、うち軍関係数はゼロ件となります。 

 （３）対策について、基地内で飼育している

犬でも基地の外へ出かける場合は日本の法律が

適用されるため、登録する必要があります。し

かしながら周知方法等、対策に苦慮している状

況でございます。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 平安山和美議員の御質問にお答えいたします。 

 まず大枠１の教育行政についてでございます

が、（１）の教職員等による児童生徒性暴力等

の防止等に関する法律についての見解について

でありますが、児童生徒等の尊厳を保持するた

め、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止

等に関する施策を推進し、児童生徒の権利、利

益の擁護に努めることを進めてまいります。 

 （２）本村においては懲戒処分等の懲罰を受

けた職員はおりません。 

 （３）の学校外での事案についてでございま

すが、案件によっては当事者、保護者、警察、

保護児童対策地域協議会等により学校や教育委

員会に連絡があり、把握する場合もあるかと考

えております。 

 （４）の未然防止、再発防止につきましては、

校内研修を通じて教育職員に対する服務研修を

計画的に実施し、児童生徒自身が被害を予防で

きるよう啓発し、指導を徹底してまいります。

教職員がＳＮＳ等による私的なやりとりの制限

に関する規則・指針や取組を確認し、保護者等

とも連携して進めてまいります。 

 （５）の対応についてのマニュアルでござい
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ますが、県教育委員会により策定されたマニュ

アルがございます。それに基づいて対応してま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 それでは順次、再質問を行っていきます。 

 （１）の児童生徒の尊厳を守るため施策を進

めるとのことですが、少し抽象的に感じます。

具体的にどんな施策を想定していますか。そし

て、現在実施している取組について伺います。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問に回答させていただきます。 

 県のほうから教職員の綱紀粛正、服務規律の

確保ということで、このような事案が起こるた

びに通知のほうがございまして、それに基づい

てこちらも各学校に対して通知をするというこ

とと、あと人権ガイドブックを研修等で活用す

るということで、このような取組を推進してい

るところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 県の教育委員会から通達が出た場合に教育委

員会のほうから学校へ通達をして、校長から周

知をしていくということでよろしいでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 その都度その都度周知もしながら、校長会、

教頭会においても何度も服務については指導し

ているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 この法律は令和３年６月４日に公布されてい

る法律に基づいて今の質問をさせていただいて

いるんですが、このことについて今年になって

かなりたくさんの事案が出てきていますし、ま

た県の教育委員会では20代の男性教諭に対して

児童生徒にわいせつ行為をしたことでの懲戒処

分だとか、30代の男性元教諭職員に対しては懲

役２年６か月の判決が出るぐらい大きな問題に

なっているんですが、それはその通知が出たと

いうことでの周知のみで行われるというにはあ

まりにも軽いように私としては受け止められる

んですが、現場ではどのような意見等がありま

すか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 こちらからは７月４日付で児童生徒暴力等の

防止に関する教職員の服務規律の確保の設定に

ついてということで、おっしゃるように相次ぐ

服務事案についての対策ということで、国・県

に基づきながら村としても５つの項目について

周知をしながら、その徹底を図っております。

１つ目に、児童生徒の性暴力の防止のための研

修の実施。２つ目に、被害を未然に防止する観

点を持つこと。３つ目に、盗撮防止。そして４

つ目に、事案の早期発見、対応。５つ目に、相

談窓口の周知ということで、研修等についても

服務指導における参考資料に基づいた研修、教

職員の服務規律の確保についての研修、そして

公立学校教職員の人事行政状況調査等の結果に

係る留意事項についての研修、そして教職員等

に対する啓発ということで、このような研修を

徹底して行うようにと県のほうでは緊急の校長

会も行われまして、このことについては周知を
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しているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 ７月４日には県のほうからそういった通知と

いうんですか、５つの項目についてということ

で、まだ日はそんなにたってはいないんですけ

れども、今はまだ夏休み期間とかということも

あるんですが、その研修が多岐にわたっている

んですが、これを今後どういったスケジュール

でやっていくのかというところまで話合いはさ

れているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 今回の事案については重く受け止めて、この

ような形で多くの研修を徹底的に行うようにと

いうことでお伝えしているところですが、各学

校におきましては服務に関する年間指導計画が

ございますので、それに基づいて学校では実施

しているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 その研修を年間計画の中で行っているという

ところからちょっと質問をさせていただきたい

んですが、その研修の内容について教育委員会

としては把握されているのか。何回、各学校で

行われているのか。その効果はどういったもの

があるのかということは把握されているんでし

ょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 各学校においては学校経営計画がございまし

て、その中で服務研修計画がございます。１学

期、２学期、３学期それぞれ教育公務員の服務

についてであったり、あと飲酒運転防止につい

てであったり、具体的に示されながらこちらに

も報告があります。また、その効果性というと

ころでは、近年におきましては性暴力等につい

ての大きな事案はないというところからは、

日々管理職としては職員に対して指導がなされ

ているのかなというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 今学校のほうではそういった事案がないとい

うことで、管理者を通してそういったことが実

施されているのではないだろうかということで

の答弁なんですが、後からも出ますけれども、

それが本当に事案が発生していないだけなのか。

それが発覚していないのか。報告されていない

のかというところを含めて、どのような実態の

把握をされているのか、ちょっとお聞かせいた

だけますか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 実態把握につきましては、関係機関と密な連

携を持ちまして、いざ事が起こったときにはす

ぐにこちらに連絡が来るようにというところで

状況を確認してまいります。そのような事案が

あった場合には、今後の対応策を講じていくと

いうところと、あと性被害があった場合には被

害児童生徒の心のケアを中心に体制の強化、そ

して組織的な取組だったり、あと保護者のケア

というところの進め方で計画をしているところ

です。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 
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○５番（平安山和美議員） 

 子供たちが安心して声を上げられないからこ

そ、こういった温床があるというふうに思うん

ですね。その対応というのはどういったふうに

今構築されているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 相談窓口は教育委員会ということなんですけ

れども、各学校におきましては心の相談という

ことでカウンセラーの先生方がいらっしゃいま

すので、そのカウンセラーの先生だったり、あ

と担任、養護教諭等、相談できるチャンスはあ

るんですけれども、常々校長会、教頭会でもお

伝えしているのは、子供たちの様子をしっかり

アンテナを張って見るようにということを先生

方にお伝えして、「あれ、ちょっとおかしいな」

と思ったら必ずこの子だったり保護者だったり、

何でもないときに連絡するというのも効果的で

すよということでお伝えはしているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 子供を観察するほど学校現場ってゆとりはあ

るのかなというのが率直な感じがいたします。

心の相談室というのは常時開かれていて、子供

が気軽に相談できるような環境が整っているん

でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 心の教室という名称ではないんですけれども、

中学校におきましてはカウンセラーの方を中心

に子供たちを受け入れるという状況もあります

し、村内でありましたらスクールソーシャルワ

ーカーが家庭だったり、子供たちももちろんそ

のような関わり方、ちょっと様子がおかしいと

きにはすぐに報告に来てというようなところで

連携をしているところです。小学校におきまし

ても担任を中心に、忙しいということは日々続

くんですけれども、担任についてはしっかり子

供たちの様子を見るようにということで指導助

言をしているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 子供たちが性被害を受けているという自覚は

あると思いますか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ２時１８分 休憩 

午後 ２時１９分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 各学校におきましては毎月のようにいじめに

ついてのアンケートがございまして、その中で

も困り感だったり、そういうところで子供たち

が回答できるようなそういう環境がありますの

で、何か性被害に遭っているというところでこ

の子が困っているという場合には、すぐにそれ

を察知することが可能だと捉えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 アンケートの内容がちょっと見えていないの

で、それがどういった形なのか、もしここでお

伝えできるんだったら、ちょっと内容を聞かせ

ていただきたいと思います。その対象となる学
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年というのは全学年なんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 具体的には友達から嫌なことをされましたか

とか、嫌なことはありませんでしたかとか、そ

ういうような項目の内容のものになります。ま

た、その内容は集計されて、また組織的なとこ

ろで学校は確認して、もし早急に対応が必要で

あれば対応していくと、そういう流れになって

おります。 

 対象学年は全学年になっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 嫌なことをされたかどうかというのはすごく

抽象的だなという感じがします。それが性被害

ではなくて単にいじめというんですか、そうい

ったところも含まれるような気がするんです。

そういったところをはっきり書けないのかなっ

て今の答弁を聞いていて思うんです。それは性

被害なのか、そうじゃない被害なのかという区

別というのはどういったふうにされているんで

しょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 各学校においては、いじめの芽を摘むという

ことで軽微なものでも全て報告できるような環

境を整えているところです。例えば嫌なことが

あったと回答したならば、それはどんなことか

ということを担任を通してこの子に聞いていく

と、そういう流れがございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 私は今性被害に特化して質問させていただい

ているんです。子供たちが、自分が性被害を受

けているということでアンケートに回答された

ということはありますか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 これまではございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 今の答弁とかいろいろ聞いていく中で、性被

害があったかどうかというアンケート形式にな

っていないような気がします。そこはもう少し

見直していく必要があるのかなというふうに思

います。だから子供たちが声を上げきれないと

いうのはそこにも一つ問題があるのかなと思い

ますし、先生にそういった嫌なことをされたと

かというようなこともそのアンケートの項目の

中にはあるんですか。友達同士というだけなん

でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ２時２３分 休憩 

午後 ２時２４分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 主にこのアンケートについては子供同士のア

ンケートにもなっておりますので、大人から何

かをされたというような項目ではないものにな

っております。状況に応じてこのアンケート内
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容については検討していきたいなというふうに

捉えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 それではなかなか実態を把握しているとは言

えない状況があったんだなということを今確認

できたと思いますので、ぜひそのアンケートの

内容をしっかり見直して、子供たちが性被害に

遭っているんだということを自覚できるような

アンケート形式、特に低学年は自分が何をされ

ているのかさえも分からない。先ほども小学校

低学年のお子さんが性被害に遭い、そういう不

同意わいせつ罪で２年６か月の判決を受けた。

その子供はもうＰＴＳＤにまでかかって学校に

登校できないというようなことも出てきている。

それぐらい学校現場というのは大変な状況なん

ですよね。後からまた出てきますけれども、Ｓ

ＮＳとか盗撮の問題も教員同士が一緒になって

やっている事案というのもあるわけです。だか

ら先ほどから私の言いたいことの一つとして、

臭いものに蓋をするというような、お互いをか

ばうようなことは絶対してはいけないというふ

うに思うんです。特に沖縄というのは米軍から

の性被害というのも後を絶たない状況、そうい

った尊厳を守る意味でもしっかりここは、子供

たちの性教育の必要性というのはとても問われ

ているんじゃないかなというふうに思います。 

 先ほどの相談窓口の体制について回答がまだ

得られてないのかなと思いますので再度確認し

たいんですけれども、それは常時いるのか。ど

ういう体制であるのかということをもう一度お

願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 主に常時、指導主事のほうでそういう相談が

ございましたら対応させていただいております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 指導主事というのは先生のことですよね。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 失礼いたしました。各学校におきましては、

教育相談の先生を中心に相談を受け付けるよう

な体制を整えています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 すみません、何度も繰り返して申し訳ないん

ですけれども、それはちゃんと学校に常時いて、

子供たちがいつでもその相談窓口のほうに相談

ができる体制ということでしょうか。それとも

何かしら担任を通すとか、何か手続をしないと

いけないような状況なんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 各学校にはカウンセラーの先生もおりますの

で、その先生にも相談するんですけれども、身

近な担任の先生に相談するということが小学校

では主に行われているのかなというふうに思い

ます。それと中学校におきましては、そのカウ

ンセラーの先生が子供たちの対応をしながら相

談を受け付けているのかなというところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 
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 この教職員における性被害というのは、子供

たちがもし担任にそういうことを受けていたら

まずできませんよね。それをどうやってほかの

先生たちがカバーしていくのか。まず、そもそ

も教員自体がそういったことをしちゃいけない

んだというところを理解して、学んでいくこと

が大切なことだというふうに思うんです。研修

もいろいろ計画をされてやっているということ

なんですが、何か今の話を聞いていて実態が伴

っていないような気がするんです。だから、そ

れがすごく懸念されるなというふうに思います。 

 今後もこの処分者がいないということを維持

するためにはどのような取組が重要だというふ

うに思いますか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 やはり服務に関しての指導を徹底していくと

いうところで教育委員会としても校長会、教頭

会において事例を出しながら、あとこれに係る

処分等も含めたところで、具体的なところでな

ぜいけないのかということを大前提としながら

指導助言をしていく必要があるなと捉えていま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 改めてまた確認なんですけれども、それは今

現在やられていないということでしょうか。今

後それをやっていくということでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 校長会、教頭会におきましては、毎月のよう

に服務については口酸っぱく指導助言をしてい

るところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 ぜひ実態が伴うような研修等をしっかりやっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 案件によっては把握する場合があるというふ

うなことなんですけれども、案件というのは既

に対応しないといけない重要なことだというふ

うに私自身は認識しているんですが、それを把

握する・しないという線引きというのがあるん

でしょうか。何かその辺がちょっとよく分から

ないんですよね、この答弁の趣旨が。把握する

場合もあるというところの意味がちょっとよく

分からないので、もう少し具体的にお聞かせい

ただけますか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ２時３１分 休憩 

午後 ２時３４分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問に答えいたします。 

 事案が担任に伝えきれない場合というときに

は、本村の各学校の特色でもあるんですけれど

も、チームとして各学年運営しておりますので、

子供についてはほかの担任の関わり、そういう

のもとても深いところがあるのかなというふう

に捉えております。よって、担任が難しければ

隣の学級の担任とか、隣の学級の担任もこの子

の変容とかそういうのに気づきながら情報交換

をしていると、そういうふうな報告は随時受け

ております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 
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 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 かなりしつこく質問したのかなと思っており

ますが、被害者が出ないということは加害者も

出ないということなので、そういう学校環境を

つくっていただきたいというふうな思いから、

少しちょっと踏み込んだ質問になったというと

ころを理解していただきたいなというふうに思

います。 

 県教育委員会よりマニュアルがあるというこ

となんですが、それは学校現場ではちゃんと活

用されているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ２時３６分 休憩 

午後 ２時３６分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 令和５年９月１日に県のほうから性暴力被害

児童等への対応手順ということでＡ４、１枚に

まとめられた対応手順のものがあります。全部

で４つの項目がございまして、性暴力被害の発

覚・初動対応、２つ目に初動対応から得た情報

共有・判断、３つ目に対応方針決定後の対応、

最後に継続支援ケアということで、対応をすぐ

にできるようにということで県のほうから出さ

れているものがございます。これをまた校長会、

教頭会等でも何度も周知しているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 これは全ての職員に対しても周知されている

んでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 平安山議員の質問にお答えいたします。 

 会議等を通して学校長のほうから各職員にこ

の対応手順については周知されております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 分かりました。教員によるわいせつ事案は被

害に遭った子供やその家族に深い傷を残し、学

校への信頼も揺るがす大変深刻な問題です。事

件後に不安で眠れなかったり不登校になってし

まう子供の姿から、その苦しみの大きさを私た

ち大人は決して見過ごしてはなりません。子供

が毎日安心して学校に通えること、そして保護

者の皆様が安心して大切なお子さんを託せるこ

とは教育の基本であり、地域社会全体で守るべ

き土台です。教員は子供にとって模範であり、

人生を左右する存在であることを改めて自覚し

ていただきたいと思います。では、次の質問に

行きたいと思います。 

 日米地位協定について、外国人で登録してい

る大型犬は10頭である。そのうちの闘犬は２頭

とありますが、外国人の定義とは。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 平安山議員の御質問にお答えします。 

 ただいま外国人の定義というふうにあります

けれども、日本国籍を有してない外国籍の方が

北中城村に住んでいるというくくりとして外国

人というふうにお答えしております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 日米地位協定該当者の飼育状況は把握されて
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いるんですか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 とりわけ日米地位協定に該当する外国人の方

ということで、別立てで把握しているというこ

とはございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 先ほどの外国人の定義について、これは北中

城の広報紙の世帯数とかが書かれているところ

を見ますと、外国人とは大使、公使、総領事及

びその家族、大使館の職員、外交官とその家族、

地位協定該当者を除いた数というふうなことな

んです。それで、ここはあくまでも外国人、軍

人軍属ではない外国人のみの登録者というふう

なことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 これについては日米地位協定に限らず、外国

人として私らのほうがペットとして飼っている

犬の登録、それがある場合のものへの数として

上げてございますので、その詳細については把

握してございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 確認なんですが、外国人としての登録者とい

うのは住居がここに登録されているから把握し

ているということでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 そのとおりです。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 日米地位協定に該当する米軍に所属する軍人

や軍属、そしてその家族は住民登録はしなくて

もいいというふうに日米地位協定でなっている

ので、犬の登録もしないというような状況なん

です。今地域が、自治体がそれを把握するとい

うのは事実上難しいというのはとても感じると

ころではあるんですけれども、この間、美崎地

区でそういった大型犬が歩き回っていたという

のを見たときに行政としてどのような対応をし

ていったのか。住民の不安を解消するためにそ

のときどのような対応をされていったのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 御質問の件について、その大型犬の徘徊があ

ったという日が６月８日、日曜日になっており

ましたので、翌９日になって私どものほうも沖

縄署のほうから連絡をいただいて、その現場に

行ってその飼い主から情報を聞き取って、厳重

注意をしたところであります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 この方はやっぱり日米地位協定の関係者だっ

たということでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 一般の村民ということです。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 外国人じゃなくて日本人、沖縄の人だったと

いうことなんですか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 犬の登録もございましたので、これに関して

飼い主としては日本人であるということを聞い

ております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 理解しました。 

 過去５年間で咬傷事故が２件、うち軍関係は

ゼロ件とのことですが、いずれも住民生活に影

響を与えかねない事故だというふうに思います

ので、その後、同様の事故を防ぐために自治体

としてはどのような事故防止策や指導を行って

いるんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 咬傷事故が起こった場合、我々のほうとしま

しても事故があった現場というか飼い主のほう

を調査いたします。どういったものがあったの

かなということを含めて警察に届けるのか、あ

るいは病院に行く必要があるのか、そういった

ものも調査して、飼い主にも適切に飼うように

指導をしております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 この方たちはこれまでの事件というんですか、

事故の場合にはちゃんと指導されて、適切な飼

育の上でそういった事案が起こったというとこ

ろでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 過去５年間のうちの２件ですけれども、これ

はいずれも例えば我々のような村民の自宅に訪

問する方、あるいは郵便物等を配達するような

方が対象者に訪問した際にかまれたという事件

でありましたので、徘徊等は関係なく適切に飼

っていたけれども、その敷地内でかまれたとい

う事件になっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 分かりました。 

 その辺はちゃんと狂犬病予防法に基づいて予

防接種もちゃんとされているという認識でよろ

しいですよね。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 １件に関しては予防注射が未接種であったた

めに、早急に接種を行うよう指導票、あと宣誓

書を記入してもらっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 その際、そのかまれた方というのは病気とか

何かそういった異常があったりしましたか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 そういった異常があるとは報告は受けており
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ません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 その方は今後しっかり予防接種はしっかりや

っているという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 そのとおりでございます。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 対策についてですが、周知方法等対策に苦慮

している状況は理解いたしました。多くの住民

は大型犬や基地内の犬の扱いについて不安を感

じていると思います。住民の安心を高めるため、

自治体として基地側との連携や効果的な周知方

法をさらに工夫していただくことが望ましいと

思いますが、本村としてはそのような取組とか

というのは行われているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 外国人に特化して周知啓発するというような

ことは本村のみで、単体で行ったことはござい

ませんけれども、昨今の事件の事案に関しまし

て沖縄県のほうで在日米軍の協力依頼文を６月

３日付で発出していると聞いております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 北中城も周辺にはそういった喜舎場ハウジン

グとか、あと地域のほうでも外国人が多く住ん

でいらっしゃいますので、その辺の対策もしっ

かりやっていただきたいというふうに思います。 

 今年、沖縄市では４月に飼い主と散歩してい

た小型犬に米軍族の家から逃げた大型の土佐犬

が飛びかかった事件とか、５月には金武町の民

間敷地内で飼われていた犬が米兵の元から逃げ

出したピットブルに襲われたとか、宜野座村で

は路上で米軍人がリードなしで散歩をさせてい

た大型犬が70代男性にかみついて腕にけがをさ

せたという事件とかもあるんです。日本国内で

犬を飼う際はしっかり居住している市町村にお

いて登録申請を行い、狂犬病予防をしっかり受

けているというふうに思うんですが、先ほども

言いましたように日米地位協定によって住民登

録の対象外の米軍関係、飼い主の登録が必要な

いというところからも、民間地に住んでいるの

なら日本国内法に遵守するべきだというふうに

思います。市町村に納税していないのに家庭ご

みや収集などの行政サービスを享受するなど、

不公平であるというふうに思うんです。 

 改めて日米地位協定の見直しについての懸垂

幕を常時設置することを求めますが、当局の意

見を改めて伺いたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現在設定している懸垂幕なんですが、鋼鉄製

というか鉄ではなくて布地になります。今おっ

しゃっていた常時懸垂幕を設置するとどうして

も紫外線にやられますので、私どもとしては喜

屋武すま子議員の御質問でも答弁したようにイ

ベントごとに、今懸垂幕をイベントの日を境に

前後１週間ずつ計２週間掲示していまして、こ

のスタイルを継続したいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 分かりました。米軍基地内外の大型犬の登録
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や管理、咬傷事故防止、狂犬病対策やワクチン

接種の徹底など、地域の安全安心に関わる課題

を改めて確認したと思います。基地内で飼育さ

れている犬も含め登録や管理、周知がしっかり

行われることは、子供や高齢者を含む住民の皆

さんが安心して暮らすために欠かせない大切な

ことです。自治体としては基地側へ県や国と連

携しながら、情報共有や周知にしっかり取り組

んでいただきたいと思います。住民の皆様が安

心して暮らせる地域社会を守るため、引き続き

必要な改善施策に努めていただきたいと思いま

す。 

 これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ２時５３分 散会 
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１ 

 

  

一般質問 

 

 

 

一 般 質 問 通 告 書 

順位 質 問 者 件 名 

５ 伊 集 守 吉 １．米軍用機からの爆音被害防止対策について 

２．キャンプ瑞慶覧返還における跡地利用について 

３．生活道路としての私道と里道について 

６ 喜屋武    功 １．学力向上への取組みと環境変化（ゾンビタバコ等）について 

２．北中城村観光協会の存在意義について 

３．村内企業優先発注の見える化を図るべき 

４．公園駐車場に関わる行き過ぎた対応について 

５．村荻道登又線整備事業の進捗状況と災害対応 

６．中北消防におけるハラスメント調査の結果は 

７ 屋 良 朝 春 １．環境整備、感染対策について 

２．小規模企業振興基本条例の制定について 

３．クリーンセンター整備について 

８ 比 嘉 正 志 １．中北消防の早期退職の流れは治まったか 

２．村内公立小中学校周辺の環境美化について 

３．立村８０周年を夏季巡回ラジオ体操で盛り上げよう 
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．10日に引き続き一般質問を行いま

す。 

 順次発言を許します。 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 おはようございます。 

 これより通告に従いまして、一般質問を３点

行います。 

 まず１点目、米軍用機からの爆音被害防止対

策について。 

 沖縄県には、日本にある米軍専用施設の約

70％が集中しており、土地の利用制限、騒音、

環境汚染、事件・事故等、様々な問題を引き起

こしています。特に住宅密集地の中南部に嘉手

納基地、普天間基地を抱え、日頃より県民は基

地からの騒音に悩まされており、北中城村にお

いても低空で飛行する戦闘機、オスプレイの爆

音の中での生活を強いられています。また嘉手

納基地からの戦闘機訓練はけたたましい爆音で、

北中城村上空を何度も旋回して行きます。その

爆音の中での生活を少しでも改善する対策とし

て、防音工事が必要だと考えています。そこで

次のとおり伺います。 

 ①北中城村で防音工事が行われている地区は

何か所ありますか。 

 ②北中城村においても、全域に防音工事が必

要だと考えるがどうですか。 

 ③北中城村の防音対策について、これまで沖

縄防衛局と協議したことはありますか。 

 次に２点目です。キャンプ瑞慶覧返還におけ

る跡地利用について。 

 キャンプ瑞慶覧における住宅統合で、2024年

度以降ロウワープラザ住宅地区と喜舎場住宅地

区の一部返還が予定されています。ロウワープ

ラザ地区においては現在、返還跡地利用のため

土地区画整理組合設立準備会で、組合設立に向

けた作業を進めています。今回は、喜舎場住宅

地区の一部返還について次のとおり伺います。 

 ①喜舎場住宅地区の一部返還条件について。 

 ②一部返還面積について。 

 ③返還後の跡地利用計画は。 

 次に３点目です。生活道路としての私道と里

道について。 

 村内には昔から村民が生活道路として利用し

ている私道と里道があります。それは地域住民

になくてはならない重要な生活道路です。特に

私道については、村道と認定されていない箇所

が多く見受けられます。今後、災害など様々な

問題が起きる可能性もあり、村民が利用してい

る生活道路について、次のとおり伺います。 

 ①私道と里道を活用して、村道として認定し

ている所は何か所ありますか。 

 ②生活道路で災害が起きた場合の村の対応は。 

 ③村内里道の面積について。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、伊集議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目の米軍機からの爆音被害防止対策

についてでございます。 

 防音工事が行われている地区は何か所あるか

ということで、①の回答といたしまして、安谷

屋、石平、荻道、瑞慶覧、島袋の５地区の全部

または一部地域が指定されています。 

 ②の防音工事が必要と考えるがどうかという

ことで、②の回答といたしましては、村全域に

おいて防音対策は必要と考えます。 
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 ③の質問として、防衛局に協議したことがあ

るかということでございます。回答といたしま

して、防音対策に限定した協議はしていません

が、米軍航空機騒音被害の軽減に対する要請を

しています。 

 大枠２番目のキャンプ瑞慶覧返還における跡

地利用についてでございます。 

 ①の質問として、喜舎場住宅地区の一部返還

条件ということで、統合住宅32戸の移設が返還

の条件となっています。 

 一部返還の面積についてでございますが、面

積については、約５ヘクタールでそのうち約

1.7ヘクタールが県道拡幅用地となっておりま

す。 

 ③に返還後の跡地利用計画についてでござい

ます。跡地利用については、検討中ですが、ス

マートＩＣの拡充及び公共機能、商業機能等を

核とした跡地利用の検討をしているところでご

ざいます。 

 続きまして３番目の生活道路としての私道と

里道についてでございます。 

 ①の回答といたしまして、村道の整備に際し

ては、そのほとんどが元々集落で利用されてい

た里道を活用されたものであると理解しており

ます。また、私道の活用について、近年では事

例はなく、過去については確認が困難なため事

実は不明です。なお、開発道路として整備され

た道路のうち、開発に先立ち道路構造基準等に

ついて村と事前調整を行い、適正に施工が完了

したものが村管理として移管された道路があり

ます。 

 ②の生活道路で災害が起きた場合の対応とい

うことです。生活道路で災害が起きた場合の対

応については、私道の場合は当該道路の地権者

などの道路管理者が復旧等をすることになりま

す。なお、人命救助など緊急性に鑑み道路啓開

（瓦礫の除去等）を村が行うことは考えられま

す。 

 ③の村内里道の面積についてでございます。

村内里道の面積については、集計データがなく、

またかなりの数があり把握できておりません。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 では、再質問を行います。 

 まず１つ目の米軍機からの爆音被害防止対策

について、これは関連しますので①から③まで

一括して質問したいと思っております。防音工

事が指定されている地区は、安谷屋、石平、荻

道、瑞慶覧、島袋の５地区の全部または一部地

域との答弁です。防音工事が必要として指定さ

れるには、何か基準があるのですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 基準といたしましては、うるささ、騒音レベ

ルのＷという数値がありまして、それの75Ｗ以

上の地帯が住宅防音工事の対象地域となってお

ります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 キャンプ瑞慶覧における空き地返還は、喜舎

場住宅地区の家族住宅32戸、ロウワープラザ家

族住宅102戸の移設が返還条件との認識でよろ

しいですか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時１１分 休憩 

午前１０時１１分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 
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 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 では、この新聞ですね、これは９月３日の新

聞です。米軍用機騒音夜間、早朝増として掲載

されたもので、嘉手納基地と普天間飛行場周辺

の騒音について、2024年度県が騒音測定局、32

局について発表したものです。村長、これを御

覧になりましたか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 掲載されたことについては存じております。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 これによりますと、県の騒音測定局、計32局

の中に、荻道、大城、熱田の３か所の測定局が

あります。その騒音レベルを示す指数が普天間

飛行場の宜野湾市の大山や、その周辺と変わら

ないのです。先ほど答弁にありました北中城村

で防音工事が指定された５か所以外にも喜舎場、

仲順の学校周辺をオスプレイや軍用機が低空で

飛行しているのが確認できます。学校に、特に

子供たちに大きな影響を与えていると思います

がいかがですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 確かに区域以外でも騒音があるのは把握して

おります。それにつきましても、防衛局等に

度々騒音被害についての要請は行っているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 それから、先ほど話ししましたが、嘉手納基

地からと思われる戦闘機が物すごい爆音で何回

も旋回して行きます。米軍航空機からの騒音は、

村全体が影響を受けていると私は考えます。沖

縄防衛局に、米軍航空機騒音被害の軽減に対す

る要請をしているとの答弁ですが、それはどの

ような要請ですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 騒音被害についてでございますが、要請とい

たしましては令和４年７月26日付で沖縄防衛局

長に対し、米軍航空機に起因する地上デジタル

放送及び受信障害及び航空機騒音被害の改善に

ついて要請しております。また、毎年軍用地転

用促進基地問題協議会において騒音被害が取り

上げられておりますので、昨年度も村長も県外

要請に参加して、防衛省へ米軍機の騒音被害の

軽減については直接要請をしているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 基地からの騒音は、沖縄県が抱える大変な問

題ですが、なかなか解決しないどころかさらに

騒音が増加し、基地周辺地域住民の生活環境に

大きな影響を与えています。答弁では、村全域

に防音対策は必要と考える。しかし沖縄防衛局

と防音に限定した協議はしていないとのことで

す。村として、もっと米軍機の防音対策を取り

組む必要があると思うが、村長はどう考えます

か。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 伊集議員の御質問にお答えいたします。 

 住宅防音の対象地域の拡大についてですけれ
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ども、これについては我々も承知しております

ので防衛局のほうにしっかりと要請をしてまい

りたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 私も、村全域に絶対防音工事は必要だと思っ

ています。最近は、もうひっきりなしに飛行機

が、今まで屋宜原は飛ばなかったんですよ。そ

れで最近もううるさくて、ぜひこれは頑張って

ください。 

 騒音からの生活環境を改善するため、村全域

の防音対策が必要です。沖縄防衛局に村の現状

を説明し、ぜひ実現させてくださるようお願い

します。 

 次の質問に移ります。２点目、キャンプ瑞慶

覧返還における跡地利用について。キャンプ瑞

慶覧における基地返還は、喜舎場住宅地区の家

族住宅32戸、ロウワープラザ家族住宅102戸の

移設が返還条件との認識でよろしいですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 キャンプ瑞慶覧における住宅統合に伴う施設

の返還条件ですが、喜舎場住宅地区の一部が32

戸、ロウワープラザ地区が102戸となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 喜舎場住宅地区が家族住宅32戸、移設の返還

条件ですが、同時返還ではなくロウワープラザ

地区より先に返還される可能性はないですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 戸数の少ない喜舎場住宅地区の一部から返還

というお話をお伺いしております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 もし返還が先になるようでしたら、早急な対

応が必要だと思うのですが、対応はどうなって

いますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 現在、喜舎場住宅地区の跡地の利用検討業務

を進めておりまして、この事業の中で跡地利用

の検討を進めているところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 喜舎場住宅地区の一部返還については、約５

ヘクタール、そのうち約1.7ヘクタールが県道

拡幅用地との答弁で分かりました。県道拡幅用

地以外の残り3.3ヘクタール、約9,900坪の跡地

利用をどうするのか。キャンプ瑞慶覧喜舎場住

宅地区の総面積からすれば、すごく一部の細切

れ返還だと思っています。県道拡幅用地は、ぜ

ひ必要ですが、残りは区画整理事業をするにも

厳しい面積だと思う。このような返還の在り方

について、村長はどう考えますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 御指摘のように、細切れな返還ですと大変跡

地利用に苦慮するところがございます。そして、
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また地権者の皆さんの意見等、なかなか自ら開

発するということも大変困難なものがあると思

いますので、そういった返還については、行政

としては大変難しいものがありますので、やめ

ていただきたいということは本音ですけれども、

しかしこれはもう返還されることが決まってお

りますので、とりあえず村としてもその跡利用

計画についてはしっかりと検討して、また地権

者と一緒に提供できればと思います。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。ぜひ頑張ってください。返還

は決まっていますので。 

 先ほど話した跡地利用をどうするかです。跡

地利用については検討中で、スマートインター

チェンジの拡充及び公共機能、商業機能等を核

とした跡地利用との答弁です。様々な検討をし

ているようですが、一番大切なのは地権者の理

解だと思います。地権者に対する説明はどうな

っていますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 今年の４月に防衛局長より直接村のほうに訪

問がありまして、その際におおむね喜舎場住宅

地区から先に返還する、先ほど申しましたよう

に喜舎場住宅地区からの返還が先だということ

の御説明を受けまして、今年の５月の軍用地主

会の評議会に村長、私と担当職員で一緒に地権

者への説明を行ったところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。地権者に対する説明は、しっ

かりとお願いします。 

 答弁の中で、スマートインターチェンジの拡

充とありましたが、スマートインターチェンジ

を造ることにより、村に何かメリットがありま

すか。例えば補助金が下りるとか、財政的な。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 スマートインターチェンジを拡充することに

よりまして、現在の北中城インターチェンジで

あるとか、沖縄市側の沖縄南インターチェンジ

とかの交通量の緩和が見込まれますので、村に

限らず中部圏域全体で総合的に渋滞緩和して、

それによりまして経済効果が生まれるかと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。別にスマートインターチェン

ジに反対ではないんですが、懸念されるのは、

交通渋滞です。現在、役場の前が那覇向けイン

ターチェンジを利用する車で、時間帯によって

は郵便局近くの交差点まで渋滞しているのが見

受けられます。新しいスマートインターチェン

ジができたら、安谷屋方面からの車でさらに渋

滞が発生するのではないかと思っています。そ

こはどう考えていますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 北中城インターチェンジの渋滞は緩和されま

すので、トータル的に考えて渋滞が緩和される

のかと思っておりますが、これからも交通量推

計など、慎重に判断していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 
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 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 北中城インターチェンジのほうは緩和される

かもしれない。だけど車はこっち側が多くなる

んじゃないですか多分、私はそう思っています。

渋滞が激しくなるんじゃないかと思っています。 

 次に、公共機能、商業機能等を核とした跡地

利用等をいろいろ検討しているようですが、返

還面積が小規模で、村も跡利用計画を立てるの

も大変だと思っています。今後、地権者と十分

協議しながら進めてほしいと思いますが、最後

に村長に答弁をお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 インターチェンジの効果というのは、こうい

う効果も当初の段階で話し合われていました。

国道とか、あるいは主要幹線道路のほうに北中

城という文言が、看板が掲げられるわけです。

そうすると北中城の知名度が上がるというよう

なことを当初、私は何十年か前に聞いたことが

ございます。そういう効果。そしてまた交通の

利便等については、今おっしゃったように危惧

されるところもありますけれども、経済効果と

しては非常に大きいものがあるということがあ

りました。また今、跡地利用計画等につきまし

て、５ヘクタールから約3.3ヘクタールの残り

分についての計画になりますけれども、これは

地権者の皆さんも大変心配しているところだと

思いますので、しっかりと地権者と協議をしな

がら進めてまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 しっかり計画を立てて頑張ってほしいと思っ

ています。 

 次に３点目の生活道路としての私道と里道に

ついて。これも関連しますので、①から③まで

一括して質問をしたいと思っています。 

 まず、答弁では村道の整備に関しては、もと

もと集落で利用されていた里道を活用されたも

のである。私道の活用については近年では事例

がなく、過去についても確認が困難なため不明

とあります。私がなぜこの質問をするかといい

ますと、10軒ほどの方々で利用している生活道

路ですが、村道か私道なのか分からない道路が

あります。もしそこが私道だと災害が起きた場

合、復旧等は地権者で行い、村は人命救助や道

路啓開、瓦礫の除去等を行うと言っています。

村として、ほかに支援することはできないんで

すか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず道路そのものが原因で崩れる、大きな意

味で、要は原因者負担、何が原因でそれが発生

したのかというのがまず大きいです。それとそ

の管理者が、その管理を行うという義務を負い

ますので、基本的にはその管理者がいろいろな

意味で責任を持つということになってきます。

ただそれが災害なのかどうかというところで、

例えば大規模な地滑りが生じた場合は、その地

滑り対策事業としての認定を受けられるという

ようなものがあれば、そういった対策は、補助

事業としてですね、この場合、県のほうが主体

になると思うのですけれども、そういった対策

が考えられます。ただ日常的な管理、例えば大

雨で少し崩れたとか、そういったものは発生す

るというのは考えられるんですけれども、その

場合もその原因者、その道路管理者が直接責任
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を負うと、対応するということになってまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 大変申し訳なかったです。これは後で言おう

と思ったんですよ。大雨とかの話はですね。進

めます。 

 経済的に余裕がある地権者だと、復旧等は可

能だと思います。しかし、余裕がある方は少な

いと思います。もし地権者の方々がこの生活道

路、これを村に提供してもいいと言ったら、村

は村道に認定することは可能ですか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 その道路がきちんとした、構造がしっかりし

ているもの、道路構造基準がそれに適用するよ

うな整備がなされて、もともと状態がいいとい

う場合、それで村道からのつなぎがあって、将

来的に多くの人が利用するというような場合、

こういった場合には移管を受けるということは

考えられますけれども、ただ持て余してしまっ

て、何とか村で引き取ってくれという話になり

ますと、それはちょっと対応がしづらい。そも

そも個人で開発して、あと困ったから面倒を見

てくれというのは、これはちょっと筋が違うと

いうところで、状況によっての判断にはなりま

すけれども、基本的にただ管理できないから何

とかというような話は、なかなか村としては対

応しづらいという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 高台などにある、さっきのものとまた一緒な

んですけれども、高台などにある生活道路です

ね、地震や大雨などで土砂崩れなどが起きない

か、地権者はいつも心配だと思っています。村

行政として、私道の整備に向けた助成について

の考えはどうですか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 これは県外の事例ですけれども、能登半島の

大地震と、その後の大規模な豪雨がありまして、

そこで私道が損壊を受けているというものへの

対応として、その市のほうで助成金を出す。た

だ助成金も１件当たり10万円とか、そういった

あまり大きな額ではないんですけれども、そう

いった制度を設けているところはございます。

もし大規模な災害とか、そういった状況に応じ

て、またこれは政治的な判断になると思うんで

すけれども、そういった対応を検討していくこ

とになるのかと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 まだ時間はあると思いますので、私が経験し

たことを少し話ししたいと思います。私が二十

四、五歳のとき、屋宜原にあったぐしけんパン

工場のほうから流れている水路につなぐ側溝を

造るため、自治会員を総動員して工事を行った

ことがあります。現場まで約30メートル、Ｕ字

溝を二人一組で担いで運び、工事も完了しまし

た。私道も同じだと思っています。何軒かの家

を建てるため、地権者が土地を提供し、自治会

員が総動員して造ったものだと思っています。

もちろん資材は村の補助だと思っています。昔

の人たちが苦労して造った私道です。私道だか

ら問題が起きたら地権者の責任でやりなさいで
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は通らないと思っています。これからの時代、

私道の生活道路に対しての考え方も変わってく

ると思っています。北中城村の考え方も前向き

になってほしいと思っています。ちなみに宜野

湾市の佐喜眞市長は、去年12月に生活道路とし

て使用され、老朽化する私道の整備に向けた助

成について、次年度より、今年度ですね、実施

できるように取り組むと前向きな姿勢を示した

と新聞に載っていました。北中城村もそういう

すばらしい考えを持って、前向きになってほし

いと思っていますがどうですか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時３７分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 伊集議員の御質問にお答えいたします。 

 大変村内には多くのこのような事例がござい

まして、我々の考えるような、規模を超えるよ

うな予算の額を計上しなければいけないという

ものがございます。また私道以外に、既に認定

された村道にも大変な道路整備の需要がござい

まして、そこに即対応するということは大変厳

しいものがあると思っております。ですからこ

れについてはどういう対策があるのか、これか

ら関係課相談して、どういうことができるのか

ということもまた検討してまいりたいと思いま

す。ただ私道ですから、なかなか我々行政が入

り込みづらいところがございまして、それが村

道に認定されるような道路であれば、我々もい

ろいろな手立てが可能かと思います。しっかり

とまた皆さんの要望等について検討してまいり

たいと思います。ただ大変予算を要するところ

がございますので、これは即できるということ

は大変難しいものがあると思っております。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 財政的なものもあると思うんですけれども、

私道、生活道路というのは、やはり昔の方々が

苦労して造った生活道路です。それも１軒だけ

で使っているわけではなくて、何軒も使ってい

るんです。さっき話したように10軒以上使って

いる生活道路もあります。そういう方々が今利

用している。それもこの生活道路というのは、

本当に昔の方々が自治会の方々、全ての方々が

総動員して造った道路なんです。これに少しは、

何かあった場合はやはり助成するとか、そうい

うのはやってほしいと思って、今日質問してい

ますので、よろしくお願いします。 

 次、里道の管理は村ですけれども、管理はど

のようにやっていますか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 この里道につきましては20年ほどになります

か、国のほうから地方に移管するということで、

その際に村がその里道の管理を受け継いだとい

うところがございます。ただし里道というのは、

もともと地域で使われていた生活道路、あぜ道

であるとか、そういった経緯がありまして、こ

れは国管理のときからそうなんですけれども、

その地域、使われる方、受益者のほうで管理い

ただくということで、日常的な草刈りであると

か、そういったのは地域のほうでお願いしてい

ると。ただ何か構造物を造るとか、そういった

場合には村のほうで対応しているというところ

はございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 
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 里道は、使い道はいっぱいあると思うんです。

この里道というのは、村内にも相当あると思う

んです。それを利用して、私は令和２年３月定

例会で袋地について質問しました。私道や里道

を利用して道路整備することにより、袋地も解

消し、村のまちづくりにもなると思います。村

も発展していくと思いますが、それはどういう

ふうに考えていますか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 その里道を含めて、新しい道路整備、これは

まちづくり全体に影響する話ですので、そうい

った全体的なまちづくりの中でその道路が必要

であるというところであれば、新たな道路整備

というのは考えられます。ただ一部の人の受益

に資するため、例えばそこから道があると住宅

が造れるとか、以前御質問でいただいたときに

はそのようなお話だったかと思うんですけれど

も、そういった場合については例えばセットバ

ックして自分の土地を提供しながら、その建築

基準に見合う道路幅員を確保するようなやり方

であるとか、お互いで協力しながらそういった

道を造るということは考えられます。ただ何で

もかんでも村道整備として取り組めということ

になりますと、村としてはその対応は難しい面

がございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 屋宜原のことを言いますけれども、屋宜原の

一番ど真ん中に、令和２年３月定例会でもお話

ししましたけれども、袋地があるんです。それ

も１か所、２か所とかあるんですよ。そこです

ね、里道は通っているんですよ。この里道を利

用して何とかできないかと。だからこの里道と

いうのは、本当に使い道は幾らでもあると思う

んです。これを何とかやってほしい。この里道

を利用しながら村のまちづくりとか、そういう

考えてほしいと思っています。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時４７分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 それでは通告に従いまして、６点の一般質問

を行います。 

 １点目、学力向上への取組と環境変化（ゾン

ビタバコ等）への対応、取組についてでござい

ます。 

 令和７年４月14日から17日に、全国の小学校

６年生と中学３年生を対象に「全国学力・学習

状況調査」が実施され、沖縄県内からは２万

9,000人が参加、さき頃結果も公表されたが小

中学校ともに全ての教科で全国平均を下回ると

いう結果でありました。小学生の正答率を見る

と、国語で全国平均よりも2.8ポイント低く

64.0％、算数で7.0ポイント低く51.0％、理科

では6.1ポイント低く51.0％でした。中学校に

おいては国語で全国平均よりも5.3ポイント低

く49％、数学で10.3ポイント低く38％。理科に

おいても、全国平均よりも38ポイント低いとい

う結果になりました。 

 そういう状況について、当局はどうお考えか。

また北中城村の子供たちの学力テスト・学習状

況などどうだったか、お聞きしたいと思います。

そして村が取り組んでいる学力向上への取組が

どういう結果につながっているかについてもお

伺いしたいと思います。 
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 また、笑気麻酔と呼ばれる指定薬物エトミデ

ートを含む液体リキッドを入れた電子たばこを

吸引する、いわゆるゾンビたばこというものが

県内でも流通し、若い世代の逮捕者が相次いで

いる。このゾンビたばこの蔓延を阻止するため

に、行政並びに教育委員会が関係機関と協議し、

地域自治体、学校現場でもその注意喚起が必要

と考えるがどうか。 

 ２点目、北中城村観光協会の存在意義につい

て。 

 令和６年度から、村長が会長を務めている観

光協会であるが、組織の改革、改善をどう図り、

どのような結果、成果につながっているか。現

状、観光協会の取組の効果が見えない中で、北

中城村の厳しい財政状況と、中城村との共同の

まちづくりの取組等を考えたときに、両村で１

つの観光協会として進むべきではないかと思っ

ております。 

 ３点目、村内企業優先発注の見える化を図る

べきについて。 

 先月の臨時議会においても、村内優先発注の

指名の在り方について、議会が二分する議論に

なりました。そこで北中城村において、多種多

様な企業が存在している中で村当局がどう村内

企業と向き合って、各担当課が購入する物品や

発注する事業にどう目を向けていけるかについ

て伺いたいと思います。私としては、村内企業

発注率を公表し、見える化すべきだと思ってい

るが、それについてお伺いします。 

 ４点目、公園駐車場に関わる行き過ぎた対応

について。 

 村内には22の公園があるが、駐車場のある公

園の数と駐車場の管理状況について、特には公

園利用者ではない目的外の公園駐車場の使用が

あった場合の対応について伺います。 

 ５点目、村荻道登又線整備事業の進捗状況と

災害対応について。 

 村道荻道登又線法面対策事業の進捗状況につ

いて伺います。また、村内で災害等が発生した

場合に、北中城村商工会と災害協定を結んでい

るが、災害が発生し協定に基づいた対応の流れ

について実績はどうなっているかを伺います。 

 ６点目、中北消防におけるハラスメント調査

の結果について。 

 ３月定例会においても、中城北中城消防本部

でパワハラ事案はないかということで一般質問

しました。そこで、中城北中城消防本部の管理

者、副管理者、両村長部局から選定して調査を

すると答弁したが、その後どうなったかお聞き

したいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、喜屋武 功議員の御質問にお答えいた

します。 

 まず、１番目の学力向上への取組と環境変化

については、教育委員会のほうから回答いたし

ます。 

 私のほうからは、２番目の北中城村観光協会

の存在意義についてということで回答させてい

ただきます。 

 まず、観光協会については、昨年度より村職

員１名を事務局長として派遣し、組織体制の強

化を図っているところです。また、長年運営を

行ってきたスタジオキタナカを閉鎖し、コスト

削減と組織体制の見直しを行いました。中城村

との観光協会の統一につきましては、慎重に検

討をする必要がありますので、まずは中城村観

光協会との連携を図っていきたいと考えており

ます。 

 ３番目の村内企業優先発注の見える化を図る

べきということに対しまして、公共事業（工事、

委託業務）発注に関しては、契約及び入札等に

関する透明性の確保、公正な競争の促進、適正

な施工の確保を図ることが大前提とした上で、

地元企業が入札に参加され受注につながること
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が最も望ましいと考えております。 

 ４番目の公園駐車場に関わる行き過ぎた対応

についてでございます。現在、村では都市公園

が22か所（未供用のライカム地区を含め23か所）

あるほか、ふれあいの森（農林水産課所管）と

それに隣接するロードパーク（村道仲順ライカ

ム線）があり、このうち、駐車場を有する箇所

が10か所あります。駐車場の管理として、通常

の公園利用については自由に利用することが可

能です。また、公益的なイベント（学校や地域

の行事など）の場合には、事前の使用許可手続

により許可をしております。 

 なお、長期間に及ぶ駐車や放置車両、公園利

用者ではない者の駐車が確認された場合には、

警告のチラシや本人への指導を行っております

が、改善がなされないなど不適切な利用が継続

する箇所においては、バリケードによる利用制

限を実施しております。 

 ５番目の村荻道登又線整備事業の進捗状況と

災害対応についてでございます。村道荻道登又

線法面対策工事の進捗状況は、令和７年７月末

時点の進捗率は66.4％となっており、昨今の人

手不足の影響もあり予定よりも遅れている状況

で、現契約工事の完成は年明けになる見込みで

す。その後、新規に別途残り分の工事発注を行

うため、全体の完成は令和８年度を予定してお

ります。 

 また、村商工会との災害協定（北中城村にお

ける災害時応急対策支援活動に関する協定書）

に基づく対応としては、令和５年８月に台風６

号の影響に伴い村道での倒木と土砂崩落等が数

多く発生したことから、その処理に当たり村か

ら商工会に協力を要請、地元企業により迅速な

対応がなされ村民の安全・安心な暮らしが早期

に確保されたことに感謝をしております。 

 ６番目、中北消防におけるハラスメント調査

の結果はということです。現状把握を目的に、

現在全消防職員を対象にアンケートを実施して

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 喜屋武 功議員の１点目の学力向上への取組

と環境変化（ゾンビたばこ等）についてお答え

いたします。 

 まず今年度行われました全国学力・学習状況

調査の結果につきましては、小学校においては

国語で国の平均を2.8ポイント、算数において

は9.5ポイント、理科については、4.1ポイント

下回っております。また中学校においては国語

で国の平均を5.3ポイント、数学では12.3ポイ

ント、理科については44スコアを下回っており

ます。 

 学習状況の調査項目の中において、小学校に

おいて「国語の勉強は好きですか」という問い

に対し「好き」という回答が県の平均を10.1ポ

イント上回り、「算数の勉強は好きですか」と

いう問いに対して「好き」という回答が県の平

均を2.6ポイント上回っております。中学校に

おいて「国語の勉強は好きですか」という問い

に対し「好き」という回答が県の平均を4.5ポ

イント下回り、「数学の勉強は好きですか」と

いう問いに対して「好き」という回答が県の平

均を6.1ポイント上回っております。 

 続きまして環境変化（ゾンビたばこ等）につ

いてお答えいたします。 

 私たちが考えている以上に、薬物が小中学生

の身近にあるという認識を持ち、児童生徒を

「薬物から守る」という立場に立って、引き続

き児童生徒への薬物乱用防止の注意喚起はもち

ろんのこと、各学校の実態、学齢に応じた非行

防止教室の実施など、警察、行政、関係機関と

連携した防止対策を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 
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 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 村長、今の教育長の結果を聞いて、全国平均

からすると全て下回っているんです。県平均も、

いわば理科だけですか、国語は同数ということ

に対して、前にも議会で言ったんですけれども、

教育分野は教育長が全て答えて説明ではないと

私は思っているんです。村長がそういう状況を

見てどう思っているか。学力向上に対する事業

もやっていますよ。それが結果が出ているかと

なったら、私は出てないと見ています。好きこ

そものの上手なれということわざがあって、今

の教育長の答弁では、好きと答えた子供たちが

県平均より上、それでいいんですかという、こ

れを答弁に持ってきたということは、成績はそ

んなによくないけれども、好きという子供がい

るからまだいいんじゃないですかというふうな、

その認識で答弁したのかと思いますけれども、

それはどうかなと思う。村長の考え方、方針、

この結果を受けて。毎年、この学力状況調査テ

ストとかやっていますよ。それをどう村が、そ

の結果を見て対応してきたのかというのが表れ

ていない。どんな目標まで持っているかという

のも、村長答弁でお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武 功議員の御質問にお答えします。 

 私もその結果については、大変ショッキング

な思いでございます。早速、教育長に対しては

今後村内の学力向上等について努めていただき

たいということを申し上げているところでござ

います。教育委員会も現況をしっかり受け止め

て、今後の学力向上に努めていただきたいと思

っております。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 教育長、一日一日が大事なんです。子供たち

への学力向上、でも多様性という表現を使った

ら、いやこんな成績とかではないよと言うんで

すけれども、現実は学力向上というのが行政に

課せられた大きい役割だと思っています。 

 今、村長が結果を聞いてショッキングだった

となるんですけれども、多分毎年平均以下です

よね、国よりも県よりも。だからそこの村とし

ての取組の責任は大きいと思います。学力向上

に関わるちむあぐみから英語検定から、いろい

ろな事業はやって、村民の税金を使っているん

です。それで成果を出していないというものを

どう村民に説明するんですかとなったときには、

これはしっかりやっていただきたい。この結果

を受けて、どう目標を持って事業に反映させる

かというのを言えますか。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 今、議員御指摘のとおり本村だけではなく、

県全体的に全国平均を下回っているという状況

においては、非常に私たちも危機感を持ってい

ます。 

 今、学力向上の施策ということで、やはり分

かる授業、それから子供たちが興味、関心を持

つような工夫、授業改善を進めているところで

すが、特に今年からは自立した学習ということ

で、やはり子供たちが今なかなかすぐに結果が

出るというのは非常に難しい部分のところがご

ざいますが、やはり将来にわたって、根幹にあ

る、根底にあるそういう学び続ける力であると

か、自分に対する自信であるとか、肯定感とか、

そういう部分のところをしっかりつくり上げて

いく、つまり自分自身で学ぶ態度というのでし

ょうか、そういう力をしっかりつけていきたい

と思っています。もちろん一つ一つの教科の知

識、テストの状況においても、もちろん今後県

平均、そして全国平均を目指すところで頑張っ
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てまいりたいと思いますが、しっかりと今回の

状況を分析し、学校と一緒になって進めてまい

りたいと。 

 そしてもう一つは、やはり学校だけで子供た

ちの育成をするというのは非常に難しいところ

もございます。ですから学校運営協議会、家

庭・地域部会、そういう部分で保護者とのそう

いう連携も進めて、今後学力向上に努めてまい

りたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 教育長から、これはすぐ成果を出すのは、こ

の一、二年で結果は出ないよと言っているんで

すけれども、私が記憶した限りでは前の県の教

育長で、諸見里さんが県の教育長をされていて、

今は興南高校の校長をされているんですけれど

も。あの方が教育長時代に、学力テストはいつ

も沖縄の場合は万年びりです。でもいろいろな

調査をして、現場の先生たちも研修させたりし

て15位ぐらいまで上がったというのがありまし

た。でも諸見里先生が退いてからは、また万年

という、だからやり方ってあると思うんです。

この間の一般質問でも、今後タブレット学習が

広がっていってデジタル教科書になるとかとい

う、これはもうヨーロッパではこれを進めると

確実に学力が低下するという結果が出ています。

だけど文部科学省はこれを進めようとしている。

先月の読売新聞でも、やっぱり読み書きするこ

とが学力向上につながる。いわば村長、アナロ

グなんです。デジタルは社会的ないろいろな動

きの中で必要だけれども、勉強においてはアナ

ログを北中城村で強力に推進する。この方法は、

もちろん専門なので、どうしたほうがいいかと

いうのはあると思うんですけれども、そこをし

っかり取り組んでいかないと、私は北中城の未

来どころか沖縄の未来はないのかなと。もう大

きい流れに巻き込まれてしまって、気がついた

ら、次に言いますゾンビたばこも含めて、これ

は後から、アナログ回帰というのもちょっと念

頭に入れてほしいというのを聞きたいところが

あります。 

 ゾンビたばこも、これは確実に広がるんじゃ

ないかと思っています。今、アジア圏内でも広

がっているし、それと似たようなものが、フェ

ンタニルというのがアメリカの、特に民主党系

の知事の州ではこれは本当に広がって、もう社

会問題化しています。これと同じように、沖縄

でこれが進んでしまったらどうなるかな。だか

ら危機感を持って関係機関と、このまん延防止

に対して進めてほしいと思っているので、それ

についても聞きたいです。このエトミデート、

ゾンビたばこというのはどういうものかとなっ

たときには、笑気麻酔といって歯医者で使われ

る麻酔なんです。鎮静、鎮痛作用があったり、

一時的な作用をもたらす。また切れるんですけ

れども。また依存性も高い。私、動画も見たこ

とがあります。このエトミデートをやったら、

もうよだれを垂らしてけいれんを起こして、体

がこうなったりとか。これは対岸の火事じゃな

いです。これは間違ったら本当に広がっていき

ます。そこをどれぐらい危機感を持って取り組

めるかというのを、ちょっと聞きたいです。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 ゾンビたばこについてですが、やはり非常に

危機感を持っています。ゾンビたばこのことが

新聞報道等で大きくなる以前から、中学生、高

校生の大麻所持で逮捕されるとか、そういう事

案も今年は発生しております。そういうことも

あって、やはり県のほうも危機感を募らせてい

て、７月の夏休みに入る前にということで、県

の教育委員会から一斉に各管内、６地区の管内



― 162 ― 

の教育事務所を中心に、全ての学校長を、オン

ラインではありましたけれども、教育長メッセ

ージから始まって、これに対する危機意識、そ

して夏休みに入る前に確実に薬物に関する生徒

への講習というか、研修会、授業を確実に打つ

ようにということで通知がございました。それ

も含めて、私たちも校長会、それから教頭会に

おいて確実に子供たちの薬物、今までは飲酒で

あったりたばこであったりということがありま

したけれども、今、議員からありましたように、

このゾンビたばこの状況を見ていると非常に体

に有害であるというのはとても明らかでありま

すので、その辺についてしっかりと学校と連携

をしながら進めてまいりたいと思っております。 

 今、アナログのということで、昔から言われ

ている読み書き、計算、本当に学力の基礎中の

基本だと思っています。ですから、そのアナロ

グ回帰が、全て回帰するのではなくて、やはり

そのアナログの部分と今進めている、国全体で

上げているＩＣＴ教育を中心としたデジタル授

業の扱い方とか、それをバランスよくやってい

くのが大事なのかと思っています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 毎年、さっきも言ったように学力向上に対す

る対策事業、対応とかやっていると思います。

しかしそれが結果として見えてないところもあ

るので、これまでとは違った、どうしたら学力

を伸ばすかというのは本気になってぜひ、もち

ろんされていると思うけれども、やはり結果だ

と思うので、その点お願いしたいと思います。 

 それと村長に聞きたいのが、ゾンビたばこに

ついては子供たち、未成年が興味本位でたばこ

を吸うのとは全然違うんですよ、依存性も出て

くるので。これはもうビジネスになるので。だ

から広がるんです。結局、暴対法の中でそうい

う組織がしのぎと言ったら変ですけれども、そ

れが減ったことでそういうところに入っていく、

利益になるから。だからフェンタニルとゾンビ

たばこに今なっているところもあるので。だか

ら村長として、危機感を持ってゾンビたばこが

まん延しないようにという方法、どんなことが

できるかというのをお聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えいたします。 

 これまでそんなに私としては深刻にというこ

とは考えておりませんでしたけれども、調べて

みた結果、大変な副作用と、特に副腎のほうに

ホルモンバランスを崩すような、副腎に影響が

あるということについてショックなものがござ

いました。そこで副腎にどういった影響がある

のか、それはホルモンバランスを崩してしまう

というところがあって、このバランスを崩して

しまうといろいろ体に異変が生じて、私もその

経験がございまして、そのバランスを崩すと大

変な思いをするなと思いました。そこで今、村

でその防止啓発等についてはまだ実施をしてお

りませんけれども、これから村でもこれについ

ては危機感を持って、防止対策の広報等につい

て、まん延の対策についてしっかりと広報に努

めてまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 次に移りたいと思います。北中城村観光協会

の取組についてですけれども、令和６年から村

長が会長になって、職員を１人入れて、組織の

体制強化を図ったということですけれども、令

和６年以前の職員の数と、今現状は人数的には

どうなっていますか。お聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 
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○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 申し訳ございません。現状しかちょっと。現

状の分でお答えいたしますと事務局長が１名、

マネージャーが２名、職員が２名、契約職員が

１名となっております。その以前の分は、こち

らで現状持っておりません。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時２０分 休憩 

午前１１時２２分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 追加でお答えいたします。 

 令和５年については職員数は９名となってお

ります。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時２３分 休憩 

午前１１時２３分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 答弁からは、キタナカスタジオも閉鎖して、

人数も少なくして、これが適正数値、適切な閉

鎖という認識だったと思うんですけれども、ス

タジオに関しては、稼働率的なものはどんなも

のだったのですか。さっきも言ったように、い

つぐらいから減らさないと厳しいというか、こ

の人数では効果が出ないという認識に至ったの

はいつぐらいからですか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時２４分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 私としては、一番何が言いたいかというのは、

今の北中城の財政が厳しいという状況の中で、

この観光協会の存在意義、スタジオも使用頻度

が少なく閉鎖に追い込まれた、人も減らしてい

るということは、ざっくり見てこの９年間、８

年間、効果がなかったのかなと、ちょっと悪い

言い方をすればですよ。しかし私からすれば、

中城城跡を中心に観光振興をもっと工夫してい

けば、必ず盛り返せると思っているんです。そ

の一つのきっかけが両村の観光協会を一つにす

る。財政の面からも。観光振興を拡大させる意

味でも。それについてどう思うのかというのと、

県の観光要覧というのがあるんです。観光要覧

を見たときに、断トツ首里城が多いです。89万

人。今帰仁城が20万人、座喜味城19万人、勝連

城10万人、中城城跡９万人なんです。これは令

和５年です。そう見たときに、世界遺産群の中

で中城城跡が一番少ない。今帰仁城が何で我々

城跡よりも倍あるかとなったら、美ら海水族館

があるからなんです。セットで行くんです。で

は中城城跡は望みがないかとなったらそうでも

なくて、イオンライカムがあるので。イオンラ

イカムが令和５年、令和６年の訪問客1,100万

人ぐらい来ています。でも全て観光客ではない

から、でもそこをつなげる何かしらの交通手段

なり工夫すれば、私はパーセンテージ的に城跡

の訪問客、観光客は上がると思っています。村

長も御存じのように最強の城として、築城技術

なりロケーションなり、すばらしいものがある

ので、そこを担当課が中心になって政策展開し

つつ、やはり城跡となったら両村の文化遺産な

ので、両村と一緒にしないといけないと思うん

です。いろいろな補助メニューを取るものも含

めてです。だから一緒にできないかと言ってい
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るんですけれども、それについてどう思います

か。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 観光協会としても、中城城跡を活用した事業

等を展開していないわけではありませんので、

例えば一昨年でしたか、オペラ、それから能楽

を中城城跡でやりました。ただそこに大変な、

思った以上の反響がなかったものですから、大

変財政的な影響を及ぼしたというところもござ

います。ただ中城村の観光協会、そして北中城

村の観光協会、両村とも将来合併というんです

か、そういった辺りも視野に入れた検討をして

いると思います。ただそれだけではなくて、さ

らに中城村とだけの広域的な観光協会でいいの

かということもまたありまして、今サンライズ

協議会等についてもそういう話が聞こえてきま

すので、いずれは北中城村だけの単独の協会で

はなくて、広域的な観光協会にするということ

も我々としては視野に入れております。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 周辺市町村との広域というのは、これは後か

らの話でいいです。まずは目の前、私が言って

いるのは中城村の話なので。実際、共同のまち

づくりの中で城郭の復元計画であるとか、関連

施設の整備計画等もうたわれています。それを

着実に、これは私は進んでいないと思うんです。

着実に一歩一歩進めるには、やはり両村の民間

レベル、観光協会レベルでのやり取りがないと、

これはスピードアップしないのかなと。もう絶

対に伸びますよ、やり方によっては。だからこ

れをしっかり今後視野に入れて、進めてほしい

と思っています。この共同のまちづくりとの兼

ね合いの中で、村長はどう思っているかお願い

します。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 中城村との共同のまちづくりについては、し

っかりと、我々も気にしていないわけではござ

いません。ただ今年度から中城城跡の管理協議

会の中に観光協会も入っておりますので、これ

から中城城跡の管理について、それから運営に

ついてもまた両村の観光協会も含めた協議に入

りますので、ある意味では両村の共同したいろ

いろな事業が展開されることを期待したいと思

っております。回答になっているかどうか分か

りませんけれども、私は両村の観光協会を巻き

込んだ城跡の管理運営をしてまいりたいと考え

ております。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 次に、村内優先発注の見える化についてです

けれども、ごめんなさい。この答弁は誰がつく

りましたか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 農林水産課のほうで原本を作成してございま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 この答弁を見たら、ごくごく至極当たり前、

分かっているんですよこれ。私が聞いているの

は、見える化についてどう進めるかなんですよ、

村内優先発注を。先月か先々月ぐらいに、商工

会のほうから全企業リスト、この企業、事業者

がどういうものを扱っているかというリストも

配られていると思います。その中で、まず行政

側、担当課が、この企業は何の商品を扱ってい
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るんだ、こんな事業ができるんだという理解の

下でやらないと発注もできない。それをできれ

ばですよ、今、例えばあるＡ課が10の事業、物

品購入を含めてやっているとしたら、これは県

外、村外、村内と分けて、これは村内でもでき

るなということで見える化していく。それを議

会に見せていくということができるかというこ

とを言っているんです。だからその答えになっ

ていないから。前から言うように、通告を出し

ているんですよ、こっちは。一般質問の間にこ

の趣旨、これは私の質問の趣旨は見えていると

思うんですけれども、それが反映されていない

から。今言いましたように、見える化について

どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時３４分 休憩 

午前１１時３５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今、喜屋武議員からおっしゃられた見える化

について、少し私なりの見解を申し述べたいと

思います。 

 先ほど来、喜屋武議員のほうから、商工会か

らいろいろな業態の資料が出されていますとい

う話がありました。私たちが物を調達する、例

えば鉛筆から紙、ましては工事に至るまでとい

う話をすると、今、特に見える化というのが、

結果として受注発注の状況の説明が工事に特化

してやっています。委託業務もそうなんですけ

れども、それは半年間の発注予定だったり、受

注業者は結果で分かります。今おっしゃられた

物品だったり、いろいろな物、弁当にしてもそ

うです。私たちがいろいろ行政の活動をする中

で調達していくものに関しては、なかなか見え

ていないというのは、確かにおっしゃられてい

るとおりです。それが全てにおいてできるかと

いうのはなかなか難しいんですけれども、調達

としてはいろいろ村内の業態を見ながら、村内

の小さな企業の育成というのを考えると、調達

できるものは調達してもいいんじゃないかとい

うのも考えられます。一方で、コストの面も同

時に考えないといけないと思います。村内業者

を優先するあまりに、膨大なコストをかけて調

達をするのもどうかと思います。この辺はバラ

ンスを見ながら調達していくのが筋かと。育成

もしつつ、私たちにもメリットがあるというか、

そういったのが期待できる調達の方法がいいの

かと思います。この辺は今後庁議を通して祭り

の弁当であったり、選挙の期間中の弁当の調達

も考えながら、どういったのができるのかとい

うのは少し投げかけてみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 予算の問題も出てくるというのは、分かりま

す。ただそこを言ってしまうと、村内企業が大

きいところに負けてしまう。特に北中城村にお

いては小さな村の中で、企業も中小、零細が多

い。それを考えると、役場が指導的な役割、地

元企業を成長させるという役割も担っているん

です。だから私は多少高くても、特に公用車の

車検とかで村外と村内を比べたときに、まさか

10万円とか20万円は変わらないと思います。ち

ょっとの差はあると思います。だけどそこは村

内企業だから。商工会を通して。商工会は常に

キッタニアとか、祭りも含めて盛り上げている

存在です。災害対応に対しても。だからその人

たちに快くボランティアをさせる意味からも仕

事を与えるというのをぜひシステム化していた

だいて、見せていくというのは必要。この間、

ちょっとした雑談の中で総務課長に話ししたん

ですけれども、何か場を持ったほうがいいです
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よ。発注元の課と議会と商工会となったら温度

差も分かるし、我々も分からないところがある。

そこをあえて理解度を深めるためにも、そうい

うのも必要かと思うんですけれども、それはど

うですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まずはとりあえず庁舎内で一旦お話をさせて

いただいて、それから議会の方、商工会の方と

お話をできればと思います。そういったのは、

私たちにとっても情報を得る意味でもいい機会

だと思っていますので、それは必要に応じて対

応させていただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 この答弁書は農林水産課で書いたということ

ですけれども、地元企業が入札に参加され受注

につながることが最も望ましいとあるんですけ

れども、これを地元企業が入札できるように進

めますと、ちょっと強めの表現がいいと思うん

です。望ましいというのは、私からすると表現

が曖昧過ぎる、何とでもできる。入れてもいい

し、入れなくてもいいしみたいに。もっとこの

点は村長、これは同じ方針ですか。地元企業が

入ることが望ましいということは。指名委員会

の委員長は副村長ですよね、二人の意見を聞き

たい。地元優先発注に対して進めるのか、望ま

しいがいいのか、どっちがいいですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私たちは地元優先ということを進めていると

思っております。そしてまた、私たちは常に会

計検査を伴いますので、そういった面からして

もただ望ましいというところが適切ではないか

と思います。 

○議長（名幸利積） 

 副村長。 

○副村長（仲本正一） 

 議員の御質問にお答えします。 

 今、村内発注という話もありますけれども、

我々としては商工会の会員の中からある程度の

指名をやっているつもりです。たまたま村内企

業と商工会の会員を含めて、我々はできるだけ

発注を今進めているというところでありますの

で、今後ともできるだけ地元企業を含めて商工

会の企業をいかに入れていくかということを考

えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 この間の臨時議会でもあったんですけれども、

商工会の会員に入れば地元企業じゃないんです

よ。周辺から聞くと。私は周辺の沖縄市、宜野

湾市に聞いています。地元企業というのは本社

があるところ。もっと厳しく言ったら、営業所

があっても地元企業ではないです。会員が地元

企業になったら、では村長、那覇から、県外か

らみんな会員に入ったら、地元の零細企業は入

れないです。だから村として、もっと商工会と

情報交換をして、地元企業の認識を高めていか

ないと、だからそこが方針なんです。村長と指

名委員長のやり方次第ですよ、育成できるのは。

今、建設業界は厳しい環境です。律也議員が前

に言ったように、取るも地獄、取らなくても地

獄。だから育成して、災害で、いざ万が一何か

があったときに大きい仕事。いや、優先発注し

ていますよと、1,000万円以下の小さいところ

に発注かけて仕事を取って、それで満足したら

駄目だと思います。大きい規模のＪＶで与えて

いくというのが、村のやり方。これ国土交通省

とかが単発発注が望ましいって、望ましいなん

です。あとは地方自治体に任せられていますか
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ら、指名は。だからその点をはっきり示してい

かないと、みんな信頼関係がなくなりますよ。

私は村長のために言っている。どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 副村長。 

○副村長（仲本正一） 

 今、商工会ともいろいろ協力体制を組んでい

ます。今、功議員がおっしゃったことも含めて、

商工会とも話をしながら、本来の地元企業を育

成できるように努力していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今、副村長が申し上げましたように、地元企

業の定義ですけれども、地元の土着の北中城村

の企業にしっかりと着目して、傾注して、入札

事業を進めてまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 次に、公園駐車場に関わる行き過ぎた対応に

ついてですけれども、10か所の公園駐車場があ

ると答弁にあるんですけれども、ここで目的外

使用があったらバリケードをするんですか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 いきなりバリケードで排除というわけでもご

ざいません。これは相手方と、ずっとそういっ

た指導などを繰り返しながら行っていくという

ところがございます。 

 それと全てのところでバリケードが可能なの

かというと、不特定多数の利用があって、なか

なか閉めづらいというところもありますので、

そこは場所に応じて判断するというところもご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 つい先日まで、ふれあいの森ロードパーク駐

車場というんですか、そこが長いことバリケー

ドされていました。最近開放されて、ライカム

１号公園に至っては放置車両があって、今バリ

ケードしている。その２つのバリケードの措置

を取るまでの流れ、例えば何回指導したかとか、

貼り紙したとか、いろいろ至るまでの手続があ

ると思うんですけれども。公園利用の規定の中

に、そういう事案があったらバリケードをする

というのも、これは書かれていますか。どうで

すか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず規定があるかということについては、特

に何か条例とかそういったもので縛りがあると

いう明確にこれを示しているものはございませ

ん。あくまでも管理者として、その状況に応じ

た対応をその都度やっているというところです。 

 それと指導状況というところで、例えば今回

ふれあいの森のところで言いますと、この状態

が起きたのがかれこれ10年ぐらい前からそうい

う不正な利用が、いわば店舗利用者がそこに駐

められるというのを確認しております。それを

踏まえまして、その後、我々職員のほうもその

状況を確認したときに、その相手方にお話をさ

せていただいて、少なくとも年に２回ぐらいは

そういう話をしているかと。しょっちゅうでは

なくて、ある程度話をして改善を見ていた。そ

れでも改善ができない、ずっとそれを繰り返し

ているという状況がありまして、そういったこ

とでここは公園利用者の駐車場ですよという看
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板もつけていたんですけれども、その場所はそ

れを隠すかのように店舗の看板が出されていた

り、ちょっと普通ではない状況が見られたとい

うところがございました。途中、コロナがあり

まして、その期間中は特段我々も動いていなか

ったんですけれども、コロナが明けまして再度

そういうふうな指導を行ってきて。一部、その

店舗利用者のほうの駐車がちょっと減ってきた

という状況があったんですけれども、その代わ

りに従業員がとめるようになってきたというこ

とで、状態としてはその店舗側がずっと使用し

ているという状況があったということです。 

 それともう１か所、ライカムのほうですけれ

ども、向こうは常時同じ車がずっと駐まってい

る、要は放置状態に陥ったところがあって、そ

ういったところで最初は貼り紙とかそういった

指導をしていました。その後、相手がなかなか

動かないという場合には、今住民生活課とタイ

アップしながら、そういった放置車両の取締り

などを行っている。空いたのを見計らって、バ

リケードを今置かせていただいていると。そこ

で一定期間、これは啓発の意味合いがあって、

そういったところで今バリケードで閉じた状態

を続けているという状況でございます。 

 具体的に何回という記録は、ちょっと手元に

残っていないんですけれども、見かけたときに

その都度やっているということは、年に数回は

やっていたということは記憶、チラシを挟んで

というようなことはやっているんですけれども、

具体的な回数までは記憶はしてございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 そこは重要なところなので、何回紙で指導、

車に貼るとか。でもしかし、お客さんのフロン

トガラスにやって、お客さんが取っていたらお

店に伝わっていないかもしれないですよ。お店

の人にですよ、というものを、これはとても重

要なので、後からぜひ明確に。感情論で行政が

そういう対応をしていると思われたくないんで

すよ。ちゃんとした手続に則ってということか

ら考えると、私、５日間ぐらい渡口の多目的公

園とか若松公園とか、駐車場がある公園を見て

きました。あまり言いたくないんですけれども、

こんなみみっちい話は。若松公園も、上と下に

駐車場があって、同じ車が大体同じところに駐

める。５日間、必ず駐めている。私、８時半前

に行って、どこに行くかも分かる。明らかに目

的外使用。渡口の公園も。もうどこに行くって

言いませんよ、同じ車が駐まる。これは閉鎖で

きますか。やらないと、何でふれあいの森公園

だけバリケードやって止めて、ここはしないか

となりますよ。統一的なものが必要じゃないで

すか。そうでないと、これは担当課、やった人

の感情論と思われますよ。どうですか、これに

ついては。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 我々、常時見張っているわけではないので、

いつもあるという、そこは我々が行った際に同

じような車がずっと見られる、そこは確認した

上で貼り紙などをしている。本人がその場に来

たときには、直接本人とお話をする。あるいは

放置車両の場合は、そのナンバーから所有者を

特定して、その方とお会いしながら施錠してい

るということがございます。 

 ほかのところでは、ではバリケードしないの

かというところなんですけれども、冒頭でもお

話ししましたとおり不特定多数の方が入れ替わ

り利用される比較的大きな駐車場の場合だと、

全体を閉めるということは、その公園利用その

ものへの影響がございますので、そこは行って

いないというところがございます。今回の場所
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は比較的特定できる方、場所が比較的閉鎖に向

いていたというんですか、こういう場所であれ

ば閉鎖は可能であろうということで、一定期間

の閉鎖をしていたというところでございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 こんな答弁じゃないと思う。 

 村長、バリケードをやるというのは、適切で

すか、これ。私は、住民側と村への信頼関係を

失墜させていると思いますよ。実際、もちろん

駐めた人に注意しているけれども、何度かあっ

た。でも次から閉めるよとか、ちょっと強力な

言葉を使ったり、何か対応してやればいいと思

うんですよ。でもバリケードとなったら、もと

もとの公園を利用する人たちにとっても迷惑に

なるし、さっき言った渡口の多目的公園、若松

公園、毎日ですよ、毎日。管理者でしょう。ふ

れあいの森の駐車場だけ管理して、ほかはしな

いとなったら、そこは答えにならない。村長ど

うですか、これは。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時５３分 休憩 

午前１１時５４分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 いろいろ場所による特徴もあります。我々と

してもしっかり対応していきたいというところ

がございますけれども、常時張りついていると

いうところは、なかなか難しい面もございます。

可能な限り、できれば任意で、口頭での指導の

中で改善できればいいと思いますけれども、必

要に応じてバリケードというものは、ここはや

むを得ない、我々としても対応はしていくとい

うことは考えられます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 だから担当課が、強力な措置としてバリケー

ドという考え方が、私にはちょっと考えられな

いんです。次から、駐めないために一筆書けと

かまでというのもあったと聞いています。だか

ら、そこまでやるのかな、村が。このやり方は、

私は不適切だと思っています。もっと軟らかく

対応すべきじゃないかと思っています。村長、

どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 基本的には公共施設の管理条例に基づいた措

置が適切かと思います。ただ、管理条例の中に

そういう取締りがないというのであれば、それ

はまた別の例規のほうで対応することが可能だ

と思います。ただ我々地方公務員は全体の奉仕

者としての誓いを立てます。奉仕者でございま

すので、一部の人に忖度を与えるとか、そうい

ったことを防ぐための全体の奉仕者の意義があ

ると思っておりますので、今、功議員の言うと

ころも全体の奉仕者として平等に扱うと。それ

がどういうことかといいますと、ふれあいの広

場の駐車場を閉じるんだったら全体を閉じると

いうことになるかもしれませんけれども。しか

し、今建設課長が申し上げたようなことについ

ても、非常に悪質感があるような感じを受けま

したので、それはただ建設課としては対応する

ところは、別に全体の奉仕者の行き過ぎたそれ

ではないと思っております。これもまた公共施

設の管理から、必要やむを得ない状況かと思い

ます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 
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 そういう認識だったら、それを認識して私も

今後考えていきたいと思います。 

 次に、村道荻道登又線の整備事業の件で、答

弁では昨今の人手不足の影響もあり予定より遅

れているよということですけれども、これはも

う繰越しになっているということですか。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 今回、ここで記載しているのは人手不足とい

う現状でのお話をさせていただいているんです

けれども、今の工事自体が繰越しで実施をして

おります。その際の繰越した原因が、工事の途

中で大雨があって斜面が崩れて、その対策を取

らないといけないということで、そういった対

策の検討、その対策にも時間を要したという状

況でございます。さらに現状としては、またそ

の間に下請けの手配というのが、なかなか工程

上難しい状況に陥って、今ちょっと延びそうで

あるという状況になっておりまして、年明けの

完了、今回のこの工事自体は年明けになりそう

だという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 なかなか難しいところはあると思うんですけ

れども、担当課でどうですか。指名するときに

人材は確保できていますかとか、答弁は事故繰

越できている。その後、新たに発注されて、そ

れも今繰り越していっているということですよ

ね、ではないのか。 

 それと実害がどう村に、延びていることで、

繰越しになったことで実害が出ていますか。そ

れについて。人材の把握も含めて。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 もともとこの予算自体が令和５年度の繰越を

利用して令和６年度に発注、さらに令和６年度

から今令和７年度に繰越しということで、一部

事故繰越も含んでおります。 

 これはほかの工事でもそうなんですけれども、

昨今いろいろと人手不足というのは社会的問題

にあって、こういったものは繰越しの理由とし

ても成り立つというところはございます。 

 影響として、何か費用負担なりという話はあ

るんですけれども、基本的にその工事の単価自

体は当初の単価が基本的にはそのまま継続する

ところがございますので、その影響そのものと

いうのは、その工事としては特にないのかと思

います。ただ別途、これを施工管理、これは発

注者側の監督体制の中で業務委託がございます。

その業務委託については一部工期延期がありま

して、全体としてはその延びる分で、多少の業

務費用の増額は起きるということは考えられま

す。ただ全体の中で、今どの程度がこれに伴う

のかというところは、正直なところ最終的な精

算にならないと明確には出てこないという状況

がございますけれども、いろいろな理由があっ

ての工期延期がございますので、その責任を問

うというのも、また難しいのかというところは

ございます。よろしいでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 答弁を聞いて、分かりました。結局のところ、

繰越してもそんなに実害がないよというところ

は、何で聞いたかというのは、臨時議会のとき

の安谷屋かんがい施設の件です。年度内に終わ

らせないといけないというのは分かります。だ

けど入札を延期して、トータルで延期したとき

の実害が何かとなったときには、繰越してもさ

ほど、オペレーションの仕方だと思うんですけ
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れども、それが聞きたかったんです。そこを聞

いています。分かりました。 

 最後、中北消防におけるハラスメント調査に

ついて。今、アンケートを取っているというこ

とですけれども、このアンケートの作成元はど

こですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 中北消防のほうでアンケートの原案は作成し

ています。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 私そこが、消防内で起こっているかもしれな

いもののアンケートを消防でつくるということ

が、第三者につくってもらわないと、表現とか

文言にも、いろいろオブラートするものが出て

くると思います。何で管理者、副管理者、当局

で、できなかったんですか。何で消防本部の方

につくらせたんですか。とっても疑問に思いま

す。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 基本的には消防のハラスメントアンケート調

査というのは、多分消防庁のそういったひな形

があって、それに沿ってやりました。ただそれ

には無記名、回収元は全て管理者のほうにとい

うことで徴していますので、これは消防内部の

ほうでも、それは誰も知り得るものではござい

ません。誰が書いたか、それを知り得るもので

はありませんので、そういう秘密を守るために

管理者に、送付先は管理者ということになって

おりますので、今分析をしているところでござ

います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 だから今村長が言っているから、機密性とい

うことも分かりもするんですけれども、本来だ

ったら管理者、副管理者、両村の部局で何かや

ればよかったんじゃないかと思うんです。 

 機密性に関しては、このアンケート調査の結

果というか、いつまでアンケートが、いつ終了

するのかも含めて、誰まで知り得ますか、この

中身は。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 現段階では、両管理者です。そしてまたこの

分析の結果等を調査する場合は、外部の立会い

というのが必要になるかもしれません。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ３月定例会で、過去５年間で10名、中途退職

も含めて辞めていっている。今、聞いている限

りは、今年度で３名辞めるんじゃないか。今、

辞める人もあと１人出てきそうなという声も聞

いています。人材が流出している。１人が辞め

ることで、俺も辞めようかなというのが現実に

起こっていることに対して、村長、これは危機

感を持たないといけないです。本当に、いつの

間にか、前も言ったけれども、優秀な、一人前

になるのに五、六年、七、八年かかると聞いた

ので、若い職員を含めて中堅が辞めていったと

きの損失は大きいと思うので、このアンケート

を基に、ではパワハラ事案が見つかったときに

はどう対処しますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 それはちゃんとした委員会で、それぞれの措

置があると思っておりますので、例規に則した

対応があると思います。そのように対応いたし
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ます。 

 ただ今、機密性、秘密ということをおっしゃ

っていましたけれども、非常にこれはデリケー

トな問題で、両村の村ということ自体も非常に

個人を特定される可能性があるものですから、

今のところは両管理者でしっかり読んで、アン

ケートをまとめたい。まだ提出されていない方

もいらっしゃるようで、できるだけ多くの方の

アンケート調査を聴取するということが、両管

理者は肝に銘じております。そしてこれについ

ては両管理者で封を切って、その中身をチェッ

クする。そしてまとめ上げると。今後、これに

対して両管理者だけでいいのかということはこ

れからの話ですけれども、庁部局の方から、立

会い的な、第三者的なそれを持ってくるのか、

これから両管理者で話し合って決めます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 アンケートの結果もいろいろあるんですけれ

ども、客観的に見てここまで人が辞めている、

なぜと思いますか。安定した仕事ですよ。仕事

は大変だと思うけれども。そこをどう見るか。

どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 退職の理由については、その理由としてちゃ

んと書いてありますので、理由については見い

だすことはできませんけれども、ただ異常に職

員が退職したということについて、両管理者と

して危惧したと。そこでその対策として、今の

ようなアンケートを両村長で取るということに

至ったわけでございますので、決して私たちは

看過しているわけではございません。特に管理

者のほうでは非常に危惧しているところがござ

いまして、８月の初め頃にその話が出まして、

非常に心を痛めたところでございます。ただし

っかりと、アンケートというのは非常にデリケ

ートなものがございますので、しっかりとこれ

はその人たちの尊厳とか、そういったものを守

る意味、そして個人を特定されるようなことは

決してあってはならないものだと思っておりま

す。そうしますと、アンケートに協力した職員

に、とても大変な御迷惑をかけますので、今は

両村長でしっかりアンケートの結果を今まとめ

ているところでございますので、しばらく静観

していただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 個人特定と村長は言っているけれども、この

個人というのは誰のことを言っているのか。 

 それともう１つは、辞めたいとか辞めるとい

う人たちを、直接インタビューみたいな、面接

みたいなものはできますか。どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 個人というのはもちろん職員でございます。

面接というよりも、しかしそこまで気にかける

職員の状況もありますので、できるだけアンケ

ートで意見等は聴取してまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ０時０９分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 一般質問を続けます。 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 私から、３点ほど一般質問をします。 

 １、環境整備、感染対策について。 

 県内の新型コロナ感染は７月頃から８月の中

旬にかけて増加傾向で、新たに新変異株ユンバ
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スの感染が再び広がりつつあります。村内のこ

ども園、認可園、小中学校の感染対策について

伺います。 

 ２、小規模企業振興基本条例の制定について。 

 村のホームページでパブリックコメントを募

集していますが、条例制定の時期と今後の計画

内容について伺う。 

 ３、クリーンセンター整備について。 

 クリーンセンター整備の進捗状況と将来の費

用対効果について伺う。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 屋良議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目の環境整備、感染対策についてで

ございます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、

沖縄県では去る７月４日付けで「新型コロナ感

染症拡大準備情報」が発出され感染が拡大して

おりましたが、第28週（７月７日から13日まで）

をピークに減少傾向にあります。村内の保育施

設等においては、国の感染症対策ガイドライン

等に基づき対策を行っております。今年度これ

までに集団感染やクラス閉鎖等の情報は入って

おりません。小中学校におきましては、以下の

内容で取り組んでいます。 

 ①毎朝、欠席状況と欠席理由の把握。 

 ②職員室の欠席状況の一覧を毎朝更新し、発

生状況や感染拡大状況の把握を行う。 

 ③換気と手洗いの呼びかけ。 

 ④感染者が出たときは、学級の健康観察を念

入りに行う。 

 ⑤清掃時間は、除菌剤を使った拭き掃除の実

施。 

 ⑥調子の悪い児童にはマスク着用を促してい

る。 

 ２番目の小規模企業振興基本条例の制定につ

いてでございます。 

 条例制定の時期は未定です。現在、条例案の

パブリックコメントを終えたばかりであり、内

容の精査を行っているところであります。 

 ３番目のクリーンセンター整備についてでご

ざいます。 

 整備の進捗状況については、令和７年４月に

契約締結（実施設計・建設工事）をしておりま

す。今年度については建設予定地にある野球場

の撤去工事と実施設計業務を並行して行い、令

和８年度から本格的な建築工事に入り、供用開

始は令和11年度予定となっています。また、将

来の費用対効果については、平成28年に基本合

意書の締結をする前に、単独処理と広域処理を

比較・検討を行っております。その結果、広域

処理の方が費用対効果が高いと判断し、事業を

進めております。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では環境整備、感染対策について質疑いたし

ます。 

 国のガイドラインに基づいて対策を行ってい

るとありますが、それはマスク着用、咳エチケ

ット、手洗い、換気のことであり、そのほかに

独自での対策を各小学校、中学校、こども園が

しているか伺います。 

○議長（名幸利積） 

 こども未来課長。 

○こども未来課長（喜納啓二） 

 私のほうからは、保育施設等での対応につい

て回答させていただきます。 

 村長の答弁にございましたが、感染症対策ガ

イドライン等に基本的に基づく形にはなります

けれども、各施設それぞれ施設の形態等も違い

ますので、その施設に応じた対応をされている

かと考えております。基本的にはそのガイドラ

インに基づいたものを基本として、それ以外の
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ものにつきましては各園の判断で実施している

というような状況であると認識しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 小中学校におきましては、先ほど村長のほう

からもございましたが、毎朝欠席状況と欠席理

由の把握をしております。また、職員室の欠席

状況の一覧を毎朝更新して、全体で見える化を

しているところです。また、感染がある場合に

は発生状況や感染拡大状況の把握を行っており

ます。あと換気と手洗いの呼びかけ、感染者が

出たときは学級の健康観察を念入りに行いなが

ら、児童生徒の様子をしっかり見るということ

と、清掃時間においては除菌剤を使った拭き掃

除を実施と。毎日の実施ではないのですが、時

折、このようにきれいにしているということで

す。また調子の悪い児童にはマスクの着用とい

うことで、声かけを促していますということで

した。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 １時３６分 休憩 

午後 １時３７分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 小学校、中学校においては特に変わった対策

ということは実施しておりません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では、換気について伺います。 

 換気はどのような、例えば授業が終わった後

15分とか10分休憩がありますよね、その間にや

っているのか。ではこども園ではどのように、

寝る前に換気しているのか、食事前に換気して

いるのか。その時間帯を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（兼島 栄） 

 小学校、中学校におきましては、午前中の中

間休みの時間に喚起を促す校内放送だったり養

護教諭が回って喚起を促すという声かけだった

り、あと昼過ぎの長休みにも同じように喚起を

促す放送、あと見回りを行っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 こども未来課長。 

○こども未来課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 保育施設等におきましては、先ほど御紹介し

ましたガイドラインの上では、基本的に各施設

の設備にもよるんですけれども、機械換気がさ

れていることがまず望ましい。それが難しい場

合に窓を２方向空ける。それも難しい場合には、

１方向であった場合には例えばプラス扇風機を

つけるとか。それでも換気が足りないという場

合には空気清浄機というような記載がされてお

ります。それぞれの換気方法につきましては、

各施設の先ほど申しましたとおり施設の状況に

よってそういった換気方法を取り入れているも

のと認識しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では感染する要因としては、病原体、感染経

路、宿主、３つがそろうことで感染します。

我々議員も行政もですけれども、経路としては
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接触感染、飛沫感染、空気感染があります。一

番何が言いたいかというのは、空気感染は高性

能の機能の空気清浄機とかで対処できるんです。

今は99.9％除去の機械も出ています。幼稚園か

らやって、小学校、中学校にその機械自体を置

くのはやはりコストもかかるし大変だと思いま

すが、全クラスに、その小中、こども園に置い

てもらいたいと思いますが、村長はいかがだと

思いますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 現段階では予算措置もございませんし、現在

のところそれを設置する意向は今のところござ

いません。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 財源が厳しいということで、設置はちょっと

厳しいということですけれども。まず小さい子

供、幼稚園児とかは、やはり免疫が弱くて感染

率が高いと言われています。 

 調べてきましたが、うちの国民健康保険の加

入、ゼロ歳から４歳まで186人います。大まか

ですが、例えば１人当たり県が令和５年に出し

ているのが21万4,684円。この21万4,684円は病

気なりけがなり、そのほかで医療費がかかって

いると思います。その186人を大まかですけれ

ども、21万4,684円を掛けて、186人を掛けて、

ゼロ歳から４歳児で大体4,000万円の医療費が

大まかですけれども発生しています。この中に

は先ほども言いましたけれども病気なりけがな

り、いろいろなものがあります。例えば、その

機械を入れることで数千万円とか削減ができる

なら、村長は、今の私の意見を聞いてどう思い

ますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今、単純に計算してそうなるかもしれません

けれども、精査する必要があると思います。果

たして単純に単価に人数を掛けての試算でした

けれども、それが実際そのような数値で変動し

ていくのか。そしてこれはまた単年度だけでは

なくて複数年度にまたがる、それがまた効果が

あるのではないのかというのも言えるんですけ

れども、ただしっかりと精査して決めることだ

と私は思っております。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では、先ほども言いましたけれども小さい子

供たちから、ではこども園からその機械を置い

てやるのも、私はそこから実証検証して、例え

ば２年後、３年後、公立のこども園から置いて、

認可園もありますし、こども園から置いて認可

園。それが実証実験で感染率がもしなくなるの

であれば小学校、中学校にも置いて、さらに役

場、多くの方が役場に来庁します。役場にも置

いたりとかしたら、感染率自体が減るのかと私

は思います。機械を導入することによって、コ

ストもかかります。例えばフィルター交換など

のコストがかかりますけれども、フィルター交

換が不要でランニングコストが抑えられるとい

う、今機械が進化してそういう機械もあります

ので、ぜひともそういうふうにやってもらいた

いし、安心できる保育の環境を提供するために

も、安心して過ごせる環境を整えるのも私は行

政の仕事だと思っています。また保護者へのア

ピールにもなるし、空気清浄機を導入すること

によって、衛生管理の園への取組を保護者に明

確にして安心感を与えることも、私はできると

思います。いろいろな事例がありますけれども、

子供が風邪とかに感染した後、子供、大人まで

感染して、その後おじいちゃん、おばあちゃん

と一緒に暮らしている方は、そういうふうにな
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るので、子供がかかって医療費もかかり、大人

がかかって医療費もかかる。仕事も休まないと

いけない。そうしたら最終的には小さなことで

すけれども、住民税とかも多少は減っていく、

働けない時期があると考えて。そういうことを

やはり村側としては、まず最初にこども園とか

にそういう機械を導入するという形を取っても

らいたいのですが、村長の見解を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 まずここで即答というよりは、まず原課のほ

うにそれは照会をいたしまして、それが必要な

のか、そしてまた適切なのか、昨今の我々の本

村の財政状況からそれが可能なのかを投げてみ

たいと思います。まずは原課のほうとその辺に

ついては調整をさせていただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ぜひともその調整をよろしくお願いいたしま

す。 

 今朝のニュースでも、インフルエンザが前倒

しで、全国で四十一、二校ですか、休校にもな

っておりますので、ぜひとも感染に関しては早

急に。これから多分沖縄も11月、12月、１月に

かけてインフルの患者が流行していくので、早

めに対処をよろしくお願いします。 

 では、次の商工会の基本条例について伺いま

す。商工会の基本条例について。条例の制定は、

時期は未定とありますが、それはなぜ未定なの

ですか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 捉え方のあれだと思うんですけれども、着実

に進んでいます。それでいつ制定できると、具

体的に明示するのが困難ということで、今後の

スケジュールとしては最初の村長の答弁からも

ありましたように、パブリックコメントを終え

て、今その内容を精査しているところです。そ

の次に、条例案の内容を再度設計し直しまして、

今度は村の例規審議委員会に諮って、その次に

12月定例会、また３月定例会、それ以降に議会

の皆さんにそれを提案していくという流れにな

っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 パブリックコメントをする前に、商工会など

に出向いて意見交換したり、会議とか、制定ま

でのスケジュールという流れがあるじゃないで

すか。パブリックコメントをして、では何をや

るというのを事前に商工会と打ち合わせとかは

できていますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 商工会のほうと具体的に条例案の中身につい

ては、相談したことはないというか、向こうか

ら要望があったので、それも含めて条例案を策

定したところです。パブリックコメントを実施

するに当たっては、実施する際に商工会のほう

にお電話で一報を入れて、パブリックコメント

を実施しているので御確認くださいと御連絡は

入れております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ではパブリックコメントを終わったばかりで

申し訳ありませんが、今後の制定についてのス

ケジュール、流れはどのようにお考えですか。 
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○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 繰り返しの答弁になりますが、パブリックコ

メントの中身を精査いたしまして、条例案を再

度固めて、例規審議委員会に諮って、その後の

議会に提案するという流れになっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 早急の対応をお願いしたいと思います。 

 やはりこの基本条例を制定することによって、

地域一丸となった支援体制の強化ができると思

います。企業とか、そういうのをやはり条例が

あると村長も強く職員とかに言えると思うんで

すよ、条例があるので商工会優先というのもあ

れですけれども、一体化になろうと。やはり村

政は、結局商工会をバックアップする立場で、

商工会が活性化すれば私は村も活性化できると

思っています。 

 村長、この条例について先ほど課長からもあ

りました、早めにできるようにとありますが、

村長はこの条例についてどうお思いですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私も条例案を見まして、感ずるところはこの

条例の制定によって、ある意味では商工会の励

みになるのか、そしてまた商工会の活性化につ

ながるのか、そのように感じました。ただ中身

といたしまして、私たちが具体的な助成措置と

か、そういったのはうたっているものではござ

いませんけれども、基本的に私たちが、行政の

ほうが商工会を、この条例を定めることによっ

てその助けになっているのではないかと思いま

すので、しっかりとその条例を定めて商工会の

バックアップにつなげていきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 早めの制定をよろしくお願いします。 

 制定することによって、商工会、村も活性で

きると私は思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 では次に行きます。クリーンセンターの整備

について。懸念されるところが運搬、搬入、今

後の住民負担はどうなるのか。ごみ処理体制、

ごみ分別、車両搬入条件。遠いですよね、浦添

市って、やはり片道20分、往復40分以上はかか

ると思います。それでごみを下ろして、なんだ

かんだして１時間かかるかもしれません。今の

現状で、浦添市に今の対応で持っていけるのか

をお聞きしたいです。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 屋良議員の御質問にお答えいたします。 

 屋良議員の御心配のとおり、やはり我々のほ

うもその距離が延びることによって、収集運搬

の時間が延びるということは想定してございま

す。それでちょうど、我々も今月にですけれど

も、正確に言うと昨日なんですけれども、ごみ

処理委託業に関わる業者を集めて、今後どうい

った影響があるのかとお互いで話合って、一つ

一つ懸念を潰していこうということで、毎月集

まることを決定しております。その中で問題が

起きれば、我々がどう対応するのかというのを

話し合っていくものとしております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では、まだそのごみ処理とか、時間とか、ご

みの分別、曜日によって、まだそれは決まって
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いないのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 ごみの分別等については、基本的に浦添市と

中城村の協議会において、分別の方法等、取決

めをしないといけないことになっております。

今、調べていますけれども、大きくそんなに変

わらないので、対応はできるかと思っておりま

す。 

 それと運搬時間等、やはり時間がかかるとい

うことは前々から我々も把握してございました

ので、今後どれぐらいかかるかというのを実験

も含めて、先ほど申し上げた連絡会の中で協議

することになっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 今、時間もかかるとおっしゃっていましたが、

では住民に対して、私たちの家のほうは大体燃

えるごみだと11時ぐらいに回収が始まります。

住民に対して各場所、各場所時間帯が違うじゃ

ないですか。運搬に時間がかかるのだったら、

時間帯も変えないといけないんですよ。多分、

もうここ何年間、私たちは10時半から11時ぐら

いという感覚があるんですよ。住民も、村民も

そういう感覚があるので、その住民に対しての

周知方法とかはどのように行っていく予定です

か。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 収集の時間等については、影響がないような

形でできるのではないかということで、例えば

パッカー車、車両を増やしたりルートを見直し

たり、住民に対して今までとほぼ変わらないよ

うな形でできるのではないかということで、ま

ず今それを考えてみようということで話し合っ

ております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では今後、物価高騰もしていく中、ガソリン

代も上がります。人件費も沖縄は1,000円を超

えます。その中で５年後、10年後を見て、業者

や住民に今後の負担がどのように関わっていく

のか。コストもかかります。委託料も上がりま

す。人口減少にもなりますし、税収が減収する

のに委託料とかコストが増えることに対して、

私は住民に負担がかかると思っていますが、そ

の辺のことをどう思っていますか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 このごみ処理に関しては、広域化することに

よってコストが下げられるということが一般的

な話になっております。我々も浦添市と中城村

と広域化をすることに当たって、平成28年にコ

ンサルタントに委託をして、そのまま中城村、

北中城村で清掃組合を運営した場合、それと浦

添市と一緒になって広域化した場合、それを比

べております。単独でやった場合の指標を１と

すると、総合的ですと広域処理のほうが0.68と、

負担が３割程度低くなるというふうに答えが今

出ておりますので、その計画を基に、なるべく

負担を下げて、住民のほうには転嫁されないよ

うな形でできないかということで、今考えてお

ります。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 
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 今後、コストもかかるし業者にも負担になら

ないように、ちゃんとそういう組合で協議をし

て、今後住民の負担にもならないようにしっか

りと協議をしてもらいたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 質問を続けます。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では議席番号４番、比嘉正志。これから通告

に従いまして一般質問を行います。よろしくお

願いします。大枠３件の質問を行いたいと思い

ます。 

 まず１件目、中北消防の早期退職の流れは治

まったのか。 

 今年の３月議会一般質問でも取り上げました

が、その後の中城北中城消防組合（以下、中北

消防）の現状が気になるところです。村民の安

全安心な暮らしのためには消防職員の活躍は必

要不可欠であります。しかし、近年の消防職員

の早期退職者の多さは異常であると言わざるを

えません。中北消防の副管理者である村長も充

分に理解をしていることと思っております。そ

こで以下の質問をいたします。 

 ①中北消防の令和６年度の退職者の数は（定

年退職者と早期退職者の数は）。 

 ②中北消防の今年度の退職者の数は（定年退

職者と、既に早期退職を希望している職員がい

るのか）。 

 ③北中城村役場の職員数は（会計年度任用職

員も含む）。 

 ④北中城村役場の令和６年度の退職者の数は

（定年退職者と早期退職者の数は）。 

 ⑤直近過去に中北消防でハラスメント事案が

あったと聞いているが、その時の結果と、その

後の対応は。 

 ⑥上記の件で中北消防の全職員へ通知はどの

ようにされたのか。また、消防議会へも報告は

されたのか。いつ、どのように通知をされたの

か（議事録等の文言があるのか）。 

 ⑦上記の件で、消防議会に報告がされていた

場合、その後の消防議会の動きはあったのか。 

 大枠２件目は、村内公立小中学校周辺の環境

美化についてであります。 

 本村公立小中学校の父母教師会が衰退し数年

が経過しようとしていますが、その現状の結果、

学校周辺の環境美化にも影響が及んできている

ように感じられます。特に、中学校の裏手付近

の農道ですが、側溝が雑草で確認しづらくなっ

てきているようです。車両の脱輪のおそれもあ

り、村民の身体及び財産に悪影響を及ぼしかね

ません。学校周辺の環境美化については、児童

生徒の安全な登下校のために確実に取り組まな

ければならないと考えます。学校で取り組めな

いのであれば、役場のほうで対応をせざるを得

ないと思いますがいかがか。 

 大枠３件目です。立村80周年を夏季巡回ラジ

オ体操で盛り上げようです。 

 今年の長く熱い夏が終わり、最近では秋の雰

囲気が漂い、いつもどおりに時が過ぎていくと

ころですが、今年の夏にこれまでにはないイベ

ントが行われました。 

 それはイオンモール沖縄ライカムの屋上駐車

場で夏休みラジオ体操が行われたことです。こ

れはライカム地区で有志の方がイオンモールと

交渉し、開店前の駐車場でラジオ体操を行なう

という画期的な試みを実現していました。すば

らしい行動力だと思いますし、それに応えてく

れた企業についても感謝の念に堪えません。こ

のような動きがライカム自治会発足へつながっ

ていくのではないかと期待しているところです。 

 そこで来年は本村立村80周年を迎えるに当た

り、イオンモール沖縄ライカムの駐車場で多く

の村民が集い、夏季巡回ラジオ体操を行なって

みてはいかがでしょうか。全国の皆様へ北中城

村立村80周年をアピールするよい機会になると
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思われます。 

 以上、大枠３件の質問です。答弁のほうよろ

しくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では比嘉正志議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず１番目の中北消防の早期退職の流れは治

まったかということで、①の質問で、令和６年

度の退職者の数、定年退職と早期退職について

ですけれども、定年が２人、勧奨が１人、早期

が３人でございます。 

 ②の今年度の退職者の数ということで、定年

がゼロ、勧奨が２人、早期退職が１人。 

 ③の質問で、役場の職員数はということで、

会計年度任用職員を含むということですので、

職員数で327人、うち会計年度任用職員が184人

です。 

 ④の令和６年度の役場の退職者数、定年退職

者で１人、早期で３人でございます。 

 ⑤中北消防でのハラスメント事案があったと

聞いているが、そのときの結果とその後の対応

ということで、パワハラの訴えが２件あり調査

した結果、１件は不適切な発言があったという

ことで厳重注意の処分がありました。対応は、

管理者から当事者への直接通知を行っておりま

す。直近では、現状把握を目的に全職員を対象

にアンケートを実施しているところでございま

す。 

 ⑥で、上記の件で中北消防の全職員で通知は

どのようにされたか、また消防議会への報告は

されたのかということで、訴えのあった２件に

ついては懲戒処分ではないので、全職員への通

知及び議員への報告は行っておりません。しか

し全職員を対象にしたアンケートについては、

消防議員に対して説明をしております。 

 ⑦消防議会へ報告がされていた場合、その後

の消防議会の動きはあったかということで、そ

の後の消防議会の動きについては把握してござ

いません。 

 大枠２番目の村内公立小中学校周辺の環境美

化についてでございます。 

 基本的に、校内や学校敷地の管理については

学校にて行っております。しかし、これまでに

も学校で対応できない高木の剪定や斜面の草刈

りは、教育委員会で対応しております。議員御

指摘の道路沿いの学校敷地の草刈りについても

学校と連携しながら対応していきます。 

 大枠３番目の立村80周年を夏季巡回ラジオ体

操で盛り上げようという回答につきましては、

全国に北中城村を知ってもらう機会としては、

良い方法だと思いますが、実施には多くの時間

と多くの職員の協力、財政的支援が必要となり

ます。今の各課の業務量等を総合的に勘案する

と、現時点では夏季巡回ラジオ体操を実施する

ことが大変難しいと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、再質問に移らせていただきます。 

 大枠１件目の中北消防の件ですが、私は令和

６年度の退職者の数はということで、定年退職

者と早期退職者の数を聞いたところ、回答が定

年２、勧奨１、早期３とあります。総務課長、

勧奨って何ですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 うちで言う勧奨というのは、50歳に達した以

降にお辞めになることを事前に通知してもらっ

て、お辞めになることを勧奨退職と定めてござ

います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 
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 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 私が質問したのは、定年退職者と早期退職者

の数ということで問いました。合計で６名、定

年２名。勧奨と早期退職、結局勧奨って早期退

職者のことですよね。なぜこれを分けるのか。

早期が３、勧奨１。早期の数を少なく見せるた

めに、あえて分けたのか。この辺が何か隠蔽だ

ったり歪曲だったり。私は以前の３月議会でも

そのように伝えたはずなんですが、なぜ分ける

必要があったのかと。堂々と定年２名、早期退

職者４名ですよというふうにおっしゃればよか

ったのではないのかなと。小さいところですけ

れども、そこからまず突っ込んでいきました。 

 その次なんですが、今回の回答をいただいた

中で、令和６年度の退職者、中北消防６名。そ

して既に今年度、退職者３名、こちらも勧奨２

名、早期１名とありますが、早期退職者、既に

退職を希望している者が３名いると。これに対

して、北中城村役場職員327名に対して退職者

４名、何か大きなパイの中でこれだけの人数と、

中北消防は60名にも満たない職員でこの数、ほ

ぼ一緒というのは、これはもう大変なことじゃ

ないかと思うのですけれども、副管理者である

村長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 正志議員の御質問にお答えします。 

 勧奨退職は、早期退職者に含まれるのではな

いか。それを意図的に何か私のほうがやったみ

たいにおっしゃっていましたが、私はやってい

ません。これは消防に問合わせた結果、そうい

う回答をもらっただけですので、何も意図的に

やってはございません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 正志議員の御質問にお答えいたします。 

 職員の規模からして、異常な退職者の数では

ないかということをおっしゃっていますので、

これについて、管理者とも相談して、そのよう

に確かに気づきましたので、両管理者でこれに

ついての対策、どうしてこうなったのかという

ような現況を把握したいという意味合いで、現

在アンケート調査をしているところでございま

す。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 総務課長、すみません。総務課長がこれを答

えられるわけがないんですよ。当然、あちらに

問合せをしているはずですので、私はそういう

意図はありませんでした。 

 今、アンケート調査をしているということな

んですが、アンケート調査の結果は今精査中で

しょうか。既にある程度の結果的なものが見え

てきているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これは直接管理者のほうに届くようになって

おりますので、管理者の話ではまだ送ってくる

職員もいらっしゃるということで、まだ全体が

集まったというわけではございません。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 はい。了解しました。 

 特に職員に対して、急かせてあまりいい結果

が得られないというのも大変ですし、しっかり

したアンケート調査をするためにも、職員の皆

さんの熟考したいいアンケートの回答を待った

ほうがいいと思いますが、昨今の早期退職の流

れを鑑みるに、当局の動きが大分遅いんじゃな
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いかと思いますが、それについては副管理者で

ある村長はどうお考えになりますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これまでの件については、以前浜田村長とそ

れを対処いたしまして、それ以降、今年度また

新しい村長ですが、管理者も変わりまして、そ

こで両管理者会議の中で辞める方について、

我々多いということを感じましたので、それに

ついてはやはり両管理者は真摯に受け止めて、

それに対応する対策を練らなくちゃいけないな

ということ。それでもなかなかこういうのは立

証する、あるいはした側、される側、それぞれ

がはっきり特定していれば難しい問題ではあり

ませんけれども、これがなかなかそれができな

いところがありますので、そのためというより

も、まずはどういった状況があるのか、両管理

者でそれを把握したいという意味合いからこの

アンケート調査をしたわけで、ある意味では対

応はそんなに遅くはないと考えました。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今、回答で残念な部分があったんですが、今

朝も喜屋武議員のほうからもあったように、消

防職員というのは成熟していくときにすごい時

間がかかるんですよ。この知識と技術を兼ね備

えた職員が、今どんどん辞めていっている。そ

れに対して、あまりにも当局の対応も後手後手

ではないかと思うんです。やはり首長という者

は、想定外の想定をして、今30メートル級の津

波が来るというのは、あくまでも想定内の範囲

でして、やはり職員がどんどん辞めていく、さ

らにもっと辞める。また10名、20名辞めていく、

その後どうなるのかという、そこまでの想定を

されているのかどうか。そういったことをしっ

かり考えたときには、では次はこういう手を打

とう、次はああいう手を打とうというのを事前

に準備しておくべきではないかと思うのですが、

その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 先ほどの回答について、失礼いたしました。

遅くはないと申し上げましたけれども、ただ私

は管理者のほうが非常に敏感に感じ取って、申

し出てきたものですから、それは管理者のほう

は非常に手際よくやったかと思います。決して

管理者の手だては遅くはなかったと思っていま

す。ただ私は昨年度からずっと続けております

ので、そういった面では私のほうについては遅

いところがあったかもしれません。ただ気づく

というのは、そしてまずは私たちは現況という

のはどういうふうに把握するのかというと、ど

うしても意向調査とかヒアリングを通してしか

なかなか難しいものがあります。それがまた誰

を特定してヒアリングをしていくのかと、そう

いったことも大変厳しいものがありますので。

消防でやっている組織があります。そういった

相談窓口とかありますけれども、しかし消防の

例規で定められた相談窓口というのは、なかな

かこういった場面では小さい職場のほうでは機

能しないわけです。そこで両管理者の会議の中

で、これはもう両管理者の責任の下でやりまし

ょうということになったわけでございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。 

 私のほうにも、中城村長である、中北消防の

管理者である村長が、すごくアグレッシブに動

いているという話も聞いておりまして、今、村

長の答弁のほうで何か温度差を感じたものです

から、このような質問をいたしました。 

 では通告の質問に戻りますが、直近、過去に
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ハラスメント事案があったかと聞いたところ、

２件は確かにあった、訴えのあった２件につい

てはというところで回答で、懲戒処分ではない

ので全職員への通知及び議員への報告は行って

いないということですが、これは私がいるとき

なのか退職後なのか、はっきり定かではないの

ですが、そのときに確か次長職が解かれたんじ

ゃないかと思うんですよ。その辺、どうでしょ

うか。確認、覚えはありますか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私もうろ覚えでありますけれども、そこで次

長職が解かれたと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では総務課長、次長職の役職が解かれて別の

職だけになったんですが、これは懲戒処分では

ないので職員への報告、議員への報告は行って

いないというところが適正な判断なのでしょう

か。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 先ほども答弁しましたが、実はこの答弁書は

消防のほうで作成してもらいました。 

 今の単純に一般的な懲戒についての御質問と

捉えると、懲戒については公表することになっ

てございます。厳重注意ということであれば懲

戒処分には該当しませんので、必ずしも公表す

るわけではないというふうな解釈をされたのか

と思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 何かちぐはぐなんですよね。この訴えがあっ

たことについて、兼務であったはずの次長職が

解かれて、しかし厳重注意であったので、特に

職員にも議員にも報告しなかったというのが、

これはどうなんだろうと。そういうところが隠

蔽、歪曲というふうな懸念を感じているんです

が。村長のほうでも、確かそういった役職を解

かれたことがあったなというかすかな記憶。私

のほうも、実はかすかな記憶なんですよ。なぜ

かというと、私が在職したときであっても、職

員に報告されていないので分からないんです。

ただいつからなのか、名前が消えているなとい

うのがあったものだから、ちょっとそれを確認

したんですけれども。村長としては、これは本

来なら職員、議員に報告すべきではないかとい

うふうな助言とか、そういったことをすべきで

はなかったんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 非常に文書上の決裁で回ってきたかどうか、

ちょっと私も覚えてはいないんですけれども。

ただこれが辞令とかそういったので、例えば辞

令で職を解くとか、そういったのに人事異動の

通知としてはいきます。そうしますと、これは

あくまで全職員に届くということでは、我々の

職場でもそれはありませんので、多分そこは全

職員には知らされていなかったのかと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、この件に関しては今後また消防議会な

り何なりにお任せしたいと思います。 

 先月、先週ですか、９月４日木曜日、消防議

会の一般質問の中で、小橋川議員から質問があ

ったようですが、その中についてちょっと確認

したいと思います。 

 質問１の②実施した改善策の内容、実施時期、

その成果についてどのように評価しているかと
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の質問に対して、当局の回答はいかがだったの

でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 まず最初の質問の回答といたしまして、メン

タルヘルス対策支援業者による全体研修は以前

から実施しておりましたが、役職ごとに分け、

パワハラや職場の人間関係に関する研修会を計

４回実施しました。また業務環境調査を行う予

定であり、内容については現在調整中ですとい

う回答をしております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 すみません。私のほうでも何件か文言を確認

しておりますが、質問１の②のほうで、小橋川

議員が質問したことによって、消防本部として

は24時間即応態勢には人員が必要であり、現在

予算等を含め協議中という回答は得られたんで

しょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 ２番目の回答について、今、正志議員がおっ

しゃったような24時間即応態勢の人員が必要で

あり、現在予算等を含め協議中であり構成村、

関係課と人口増加問題や充足率の課題について

詮議する協議を開始しておりますということで、

回答しています。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 通告の質問に戻ります。 

 今年度、退職を予定している勧奨２名。この

勧奨２名の現在の担当課を御存じでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今、承知をしておりません。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 私見といいますか、ちゃんと確認していない

ところも間違いなんですが、恐らくこの方、２

名は事務方２名になっているかと思われます。

そのことにより、この事務方２名が１つの課か

ら一気に退職することによって、今、現場のほ

うから１名補充して、その課の体制を維持しよ

うと、また次の年にしっかり引き継げていける

ような体制を今構築しようとしているようです。 

 先ほどの24時間即応態勢には人員が必要であ

る。そこから１名を引き抜いて、さらに脆弱な

24時間即応態勢になっていると思われるんです

が、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 消防にとっては、大変厳しい環境が出てくる

と思います。そこで新たな採用計画も今練って

いるところでございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 確かに正副管理者についての任命権は消防長

の任命しかなく、職員の中については消防長が

任命権者であるため、こういった人事異動につ

いてもしかするとそこまで、正副管理者までは

確認が行き届いていなかったのかどうかなんで

すが、現状、近年早期退職者の波がどんどん大

きな波になってきているというのを敏感に捉え

て、今職場内でどういう人事が行われているの

か、そういったところにもしっかり目を光らせ

て、チェックしていくのが正副管理者の努めで

はないかと思うのですが、私の考えは間違って

いるのでしょうか。 
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○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 おっしゃるとおりで、こういった状況に陥っ

ているのは、我々両管理者の責任も伴うと思い

ます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 では、また消防議会の小橋川議員から質問の

あった中から確認したいと思います。質問２の

②、そこで休職取得状況の実態はどうかと質問

されているようですが、それについて当局の回

答はいかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 それに対する回答といたしまして、まず勤務

体系、本務職員が毎日勤務、消防署職員、隔日

勤務３交代制、時間外労働については労基法で

示された40時間以内で行っております。年度別

内訳として、職員１人当たりの年間平均時間は

次のとおりでございます。令和４年度、本部14

時間、支署77時間。令和５年度、本部５時間、

支署95時間。令和６年度、本部10時間、支署97

時間。 

 休暇の取得状況でありますが看護休暇、育児

休業等の取得者は多く、年次休暇の取得率は以

前と比べると低い状況です。以前のように職員

全体が70％程度は取得できるような基盤づくり

が必要であると考えております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 この休暇の取得状況というところで看護休暇

なり育児休業等の取得者が多くなっていると。

それだけ育児休業等の取得が多いというのは、

恐らく若い職員が増えているのではないのかと、

そういったのも考えられます。これはやはり当

然の権利として取らざるを得ないわけですし、

しかしそれによって本来疲弊しきって休みたい

職員が休みが取れない。どんどん悪い、負のス

パイラルに陥っているんじゃないかと。そうい

った職場環境であるからこそ転職サイトを検索

しようかなとか、そういった職員が増えてきて

もおかしくないなと思っております。ぜひそう

いった職場環境改善、それに向けて正副管理者

のほうでしっかり目を光らせて取り組んでいた

だきたいと思います。 

 では、消防議会の小橋川議員の質問の中で、

質問２の④過去３年間の病気休暇、メンタル不

調による休職者は何名かとの質問に対して、当

局の回答はいかがだったのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 御質問にお答えいたします。 

 まず令和４年度、病気休暇１名、メンタル不

調休職者１名。令和５年度病気休暇１名、メン

タル不調休職者ゼロ。令和６年度、病気休暇５

名、メンタル不調休職者２名。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 このように令和４年度から令和６年度にかけ

て、少しずつ少しずつ増えてきているわけです。

一般質問の冒頭で言いましたとおり、北中城村

役場職員のパイに対してのこの数。しかし、こ

の中北消防60名に足りない中で病気休暇５名、

メンタル不調休職者２名というのは、やはりこ

れも大きな数になっていますので、令和４年、

令和５年辺りからこういった職員が増えてきて

いるよというような報告はあったのでしょうか。 
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○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 報告ということはございませんでしたけれど

も、私たちはその休職願とか、退職願とか、そ

ういったものが出た場合に感じたものでござい

ます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、これからはしっかり連携を取って、そ

ういう小さなところにも気を配っていただいて、

蟻の一穴という言葉もありますので、ぜひそこ

を気をつけて。ぜひ村長のほうから、消防職員

一人一人に声をかけて、どうか元気か、何か困

ったことはないかと、そういう兄貴分の肌を見

せてほしいんですよ、ぜひよろしくお願いしま

す。 

 では、消防議会の小橋川議員の質問３の③過

去３年間の相談件数と対応の概要はどうかとの

質問に対して、当局の回答はいかがだったので

しょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 その回答といたしまして、相談件数が14件、

内容は職員間のコミュニケーション、人間関係

等ハラスメント関連の相談件数は令和４年度、

令和５年度はゼロ、令和６年度が２件です。対

応については、相談者から公にしてほしくない

ということで、メンタル不調者に対して産業医

によるアドバイスがなされております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 こちらに関しても、やはり令和４年、令和５

年はゼロで令和６年度から２件。これも少しず

つ増えているんですけれども、実際声を出せな

い職員というのが潜在的に絶対にいると思うん

です。声なき声をぜひ拾っていただきたいと思

います。 

 では続いて、議員の質問４の①総務省消防庁

のガイドラインに沿った職場環境改善計画はあ

るかとの質問に対して、当局の回答をお願いし

ます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 その回答といたしまして、最新の総務省消防

庁のガイドラインに沿って対応しております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 最初の質問の頃に戻りますが、質問１の②で

改善策の内容、実施時期、その成果についてと

いうところを質問したところ、小さな消防では

機能しないんじゃないかという答弁が村長のほ

うからあったと思いますが、この総務省消防庁、

このガイドラインに沿った対応というのは、本

村の約５万人に満たない村民に対しての消防に、

それって機能するんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 このガイドラインの中身については、私たち

はまだ承知をしておりませんけれども、確かに

パワーハラスメントとか、そういった面につい

ては小さい職場では、いわゆる相談窓口とか、

あるいは委員会とか、そういった面では全て本

来ですと除籍の対象になるような職員がほとん

どだと思いますので、そういった面では、ある

意味では対応というのは難しいかなという気が

いたします。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 
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 分かりました。 

 しかし難しいといって放置するのではなく、

しっかり対応のほうをよろしくお願いしたいと

思います。 

 では同じく質問４の②職員アンケートや第三

者による実態調査を実施する予定はあるかとの

質問に対して、当局の回答はいかがだったので

しょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 アンケートは管理者、副管理者において実施

済みです。実態調査を今後行う予定で産業医、

ボウルと調整中でございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今年の３月から、結構この消防のことについ

て喜屋武議員とともに今触れてきているわけで

すが、これまであまり改善がされていない。ど

んどん早期退職者が増えている、職場環境がど

うなっているんだろうかという、そういったあ

る意味一部事務組合のそういう閉鎖的な空間で

何が行われているのか。村長は副管理者として

もしっかり目が行き届いていないのかなと、実

はそう思っているところなんですが。そこで外

部の人員を投入して、そういう職場環境がどう

なっているかというのを、それを職場環境改善

調査の一つとして外部の人員を投入するという

お考えはどうでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えいたします。 

 これについては管理者と相談いたしまして、

そういう提案があったこと、そして確かに今の

段階で、内部だけでは先ほど申し上げましたよ

うに非常に身近な存在の方々ですので、なかな

か秘密保持とか、プライバシー保持とか、そう

いったのが難しい環境にあると思っています。

ですから外部を導入することについては適切か

と思いますが、ただそれでも機関が、どういう

機関に帰属するのか。消防に帰属するのか、あ

るいは管理者のほうに、直属の機関として置く

のかというものも出てくると思いますので、そ

ういった面は今後管理者と相談して決めてまい

りたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今、答弁の途中まではすごい力強いお言葉だ

なと思ったんですが、だんだん言葉尻にいくに

従って、トーンが下がってきたような印象を受

けました。今、この画面を通して消防職員はし

っかり期待を込めて村長、副管理者の答弁を、

一言一句聞き逃さないように聞いている職員も

いるかと思います。本当に今、消防職員にとっ

て村長である、中城村長でもあります正副管理

者２名の動向がすごく注視されているところで

あります。何もなければいいんですよ、何もな

ければいいんですが、近年の早期退職者の数と

いうのは、やはり何かあるのではないかと疑わ

ざるを得ませんので、ここはしっかり調査をし

ていただきたいと思います。 

 では消防議会の中で取り上げられた質問に戻

りたいと思います。質問４の③採用や人事配置

の工夫による負担軽減策はあるかとの質問に対

して、当局の回答はいかがだったのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 採用については、今年度は即戦力で対応でき

る社会人枠も採用しております。 

 人事配置はかなり頭をひねらせ考えておりま

すが、他の消防本部同様、人員補充でしか対応

できないのが現状です。負担軽減を支持してい
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ますが、待機業務を図ることの難しさは火災、

救急救助の災害を図り費用対効果を説明するぐ

らい難しいです。直面している課題は令和３年

に育児介護休業法での働き方の改正に伴い、男

女ともに育休、介護休暇等を取得するためには、

上司や同僚の理解と代替人員の確保が必要とな

ります。育児休業取得や介護休暇、有給休暇は

どんな立場の人でも可能性があり、そういう方

が休暇をいつ取得しても業務が回る24時間即応

態勢業務を維持していくための強靭な基盤が必

要だと考えております。社会の制度や経済活動

が時代とともに大きくなり、消防体制も間に合

わなくなってきています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 長い回答、ありがとうございました。 

 今の回答の中で２点ちょっと気になったとこ

ろがあるんですが、人員配置が厳しくかなり頭

をひねらせているということですが、人員補充

でしか対応できないのが現状というのは、休み

の職員を買い上げて当務につかせるということ

と、またここでも24時間即応態勢業務を維持し

ていくための強靭な基盤が必要だと。そういう

24時間体制の業務が必要であると言いながら、

その24時間体制のところから人を引き上げて充

てていく。そこを充てていかないと24時間体制

が回らないので、そういうのを充てるのは必要

なんですが、やはりここでも24時間体制を休ま

せるためには、何か別のいい方法がないのかと

か、そこも改めて考えていくのも手ではないか

と思います。 

 何かところどころ、どこかで24時間即応態勢

という言葉が出てくるのですが、実際にやって

いることについては、その24時間体制の人員を

引き上げたり、どんどん酷使していくような状

況が見られるんですが。例えばこれについて何

かいい改善策、村長のほうで何か思い当たると

ころはありますでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 いわゆる我々一般行政がやる行革とか、そう

いったのを真剣に取り組めば、例えば事務職と

かそういった、あるいは民間委託とか、そうい

ったことも考えられると思います。ただそれが

非常に効果的なのかどうかというのは、ちょっ

と厳しいものがありますけれども、私たちの一

般行政からすると、そのようなことを考えます。

ただ消防組合とは、また違った環境にあると思

いますので、そういった面はまたこれから考え

てまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 私が口酸っぱく24時間即応態勢のところから

人員を引き抜くのはいかがなものかと訴えてい

るのは、先月の８月18日午前、大阪市中央区６

階建てビルにおいて大阪市消防局の職員２名が

殉職しました。これは消火活動中に建物内に取

り残されて、その後、病院に搬送されましたが

死亡が確認されましたと記事はなっておりまし

た。恐らく家屋火災のところに、建物内に進入

していくときには一人では突っ込んでいきませ

んよ。最低２名以上で入っていくはずです。そ

ういうしっかり２名の方が突っ込んでいったん

ですが、そこで人命救助に当たろうと、検索に

当たっていったはずなんですが、その検索に入

っていくその環境、その建物内が果たして突入

するに安全な状況ではないんですが、それの判

断が正しかったのかどうかというのが、ちょっ

と心配されるところです。年齢のほうを見ると

55歳と22歳というコンビで突入しているようで

すが、ここも現場の人間を引き抜くことによっ

て、経験値の浅い、職歴の浅い方々、そういっ
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た方々がそういう現場に出くわしたときに、何

というのか、職務に対しての忠誠心といいます

か、そういったところから誤った判断をして建

物内に突入していかないかなと、そういうのも

すごく危惧されるんです。これは午前にもあり

ました、対岸の火事というような言葉がありま

したけれども、これはもう対岸の火事どころか、

本当に今喫緊に迫っているような、そういう危

険な状況だと思われるんですが、こういったよ

うな大きな消防局でもこういう事故が起きてい

る。これは本村でも起こり得るのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 事故ですから、事故はどこでも付きまとうと

思いますので、そういった万全を期すというこ

とが事故防止につながるかと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ハインリッヒの法則でしたか、300件のヒヤ

リとした事故の中に、30件のちょっとした中等

症的な事故、そして１人の大きな死亡事故につ

ながるというところがあるんですが、消防隊員

は現場現場に行ったときに、やはりその後の振

り返りで、今回の現場はどういったところがよ

かったか、悪かったか、そういった振り返りを

もって今後に生かしていくと思われます。その

中で、そういう経験値の浅い職員だけで協議、

研究するのと今まで多くの現場を見てきた先輩

職員がいる中で、ああいうところは気をつけた

ほうがいいよ、こういうところは気をつけたほ

うがいいよというのは、やはり振り返りの度合

いにも大分差が出てくるんじゃないかと、そう

いうのも危惧しているところなんです。実際、

私の近くで救急事案があったときにも、ここで

隊員がつまずいて、けがするんじゃないかと思

ったところがあって、後日その隊員には、ああ

いうときはストレッチャーをちょっとずらした

ほうがいいよとか、そういうアドバイスもした

ことがありました。何を言いたいかというと、

その現場に出た隊長も、そういう周囲の状況に

目を配れていなかったというようなことも、今

既に起こっていますので。既に小さな事故がち

ょっとずつちょっとずつ起きているんじゃない

かと思っております。これは本当に早急に消防

のほうに目をかけていただきたいと思います。 

 もう一度戻ります。消防議会での質問のあり

ました質問４の④メンタルヘルスケア体制を強

化する計画はあるかという問いに対して、当局

の回答はいかがだったのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 回答といたしまして、専門のカウンセラーは

導入済みですということで回答されています。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 専門カウンセラーは導入済みという結果が今

これなんですよ。だからこれからよくなるかも

しれません。よくなるかもしれませんが、今で

はちょっと物足りないのではないかと思ってい

ますので、そこはもうちょっと真剣に取り組ん

でいただいて、細かく細かく、よく目を光らせ

てこれからも消防のことをしっかり見届けてい

ただきたいと思います。消防のことに関しては、

これで終わりたいと思います。 

 続いて大枠２件目の村内公立小中学校周辺の

環境美化についてですが、学校と連携しながら

対応していきますということですが、具体的に

はどのような連携を図っていくのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 
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 正志議員の質問にお答えします。 

 学校のほうからは、通常の草刈りであれば学

校のほうで対応するんですけれども、できない

部分に関しては、これは役場でやってもらえな

いかということで依頼というかあって、それを

私たちも見に行って、できないのであればこち

らで対応ということでこれまでは対応してきて

おります。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。現場の確認も行って

いただけたんですね、ありがとうございました。 

 夏は草の成長も早いし、また台風後は草が倒

れたりしてすごく路面の状況も悪いですので、

今後ともパトロールを続けるなり、また一番や

ってほしいのは父母教師会をしっかり活性化し

て、そこと連携していただいて、父母の皆さん

と一緒に環境美化に取り組んでいただきたいと

いうのが本音です。その辺どうでしょうか、Ｐ

ＴＡのほう、父母教師会のほうを盛り上げる何

かいい考えとかありますでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質問にお答えします。 

 現時点で、３校ともこの父母教師会の盛り上

げについては、島袋小学校については今休止中

ですので、新たに再結成することに向けて、い

ろいろ考えながらやっております。現時点でど

ういう手だてがいいかというのは、まだ私ども

にもございませんが、いろいろな関係機関とい

ろいろ話をしながら、可能な限り父母教師会を

盛り上げていけるような協力体制ができたらと

思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 教育委員会のほうもお忙しいと思うのですが、

しっかり目をかけて３校の父母教師会と連携を

図って盛り上げていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 では大枠３件目の立村80周年夏季巡回ラジオ

体操で盛り上げようですが、回答では、実施に

は多くの時間、多くの職員の協力、財政的支援

とありましたが、おのおのどれだけの日数を必

要として何名の職員の協力を得て、財政的に幾

らぐらいの予算を必要としているのか、それは

見積もっているのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 開催した市のほうから資料をお借りして調べ

たんですが、おおよそ期間的なもの、まず９月

から募集受付が始まります。それと翌年の２月

上旬に開催地の決定という発表になります。２

月下旬から、例えばやると決まった場合、開催

マニュアルの作成及び関係機関など連絡先など

を送付します。次に３月から４月にかけて、関

係機関と事前打ち合わせの準備。４月から６月

にかけて第１回事前打ち合わせの実施、巡回ラ

ジオ体操の実施要綱の作成、ポスターチラシの

作成、６月から７月にかけて第２回の事前打ち

合わせで８月に開催という、約１年時間がかか

ります。 

 続きまして職員の協力、これは当日だけの話

でいくと浦添市、規模によっても全然違うと思

うのですが、朝５時から50名以上の動員がかか

っています。これは職員だけです。ほかにも各

団体、恐らく動員呼びかけをしていると思いま

すので、これだけではきかないのかと思います。 

 金額的なものからいいますと、ちょっと細か

いことになるのですが、実際、やったところの

支払った金額でいくと、司会の謝礼金、ピアノ
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の運搬費、音響機材夜間警備、会場の設営費、

記念品代、これも規模によりますが、名護市に

確認したところ委託するのであれば100万円近

くはかかりますよということを確認してござい

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 確かに今回回答にありました名護市ですね、

名護市市制55周年記念ということで、８月22日

の朝刊のほうに載っていました。904人が巡回

ラジオ体操を行ったということで、これと同じ

ように岡山県美岬町ですか、合併20周年記念事

業として、こういう夏季夏休み巡回ラジオ体操

を誘致しているところなんです。やはりアピー

ル的にはすごくいいのがあるなと思っているん

ですが、課長が調べられているとおり、今年の

夏季夏休み巡回ラジオ体操の受付が９月から開

始されて、同年、去年10月４日まで、約１か月

間しか受付期間がないんですね、すごいタイト

なスケジュールになっているようです。しかし

そこも予算的にも100万円ぐらいかかるという

ことですが、今年は比嘉太郎で頑張って、来年

は夏季巡回ラジオ体操で頑張ってということで、

村長、これは決断力とスピード感だと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 正志議員のおっしゃったアイデアというのは、

非常にいいアイデアかと思います。ただこれに

ついては既に申込みのためにその準備があるの

で、なかなかそこに間に合わせきれないような

状況がございます。ただ私もこれは子ども会の

頃の経験がございます。当時は那覇市でしたけ

れども、朝、確かに４時半頃喜舎場を出発して、

バス２台で繰出したことがございます。そのと

きは奥武山の陸上競技場での体操でしたけれど

も、相当の数があふれていました。そして私た

ちのバスの駐車場が軍港だったんです。それぐ

らいの駐車場の規模でないとなかなか収まりき

れないところがあったものです。そしてまた、

今イオンでもしやるとした場合、恐らく駐車場

の問題が出てくると思うんですけれども。駐車

場はロウワープラザとか、そういったので確保

できるかもしれませんけれども。さらにそこの

イオンでやるということについて、果たしてそ

こに人が入れるかどうかということも問題があ

ると思います。大変、多くの人数を要するイベ

ントですので、これは関係課といろいろ話し合

った結果、そういう回答をしたわけでございま

す。大変難しい問題だと思っております。しか

しアイデアについては、大変80周年記念事業と

して、また今、全課でいろいろな80周年記念事

業を模索しているところでございますので、そ

れも一つの案かと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 準備期間に要する、また費用もかかるという

ことで厳しいかと思いますが、教育長、立村81

周年に向けていかがでしょうか。 

 子供たちの教育のためにも、すごく有意義な

経験になるかと思いますので、その辺のことも

含めて、今後そういった夏季巡回ラジオ体操に

取り組んでいただけるのか、回答をお願いしま

す。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 冠をつけてとか、また村全体を上げてやると

いうことも大きなねらいにあるかもしれません

が、教育委員会としましては、各自治会の子ど

も会育成のほうに、このラジオ体操については
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毎年お願いしているところですので、まずはや

はり地域で地域の人たちと交わって、大々的で

はないにしても、子供たちが体を動かす、夏休

みの40日間を健康に過ごすという形を進めてま

いりたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 今回のラジオ体操のイベントですね、冒頭で

も言いましたが有志の方がイオンモールと交渉

して行った経緯があります。これはライカム自

治会発足にもつながっていくと思いますので、

今後教育委員会の皆さん、そういった方の後押

し、約束をまたできますでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午後 ２時５７分 休憩 

午後 ２時５８分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質問にお答えいたします。 

 教育委員会としましても、事業をいろいろ実

施されると思うんですけれども、その事業につ

いて賛同しうるところにつきましては後援等の

協力をして後押しというか、やっていけたらと

思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ２時５８分 散会 
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．11日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 順次発言を許します。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 おはようございます。 

 これから通告に従い、一般質問を行いたいと

思います。大別的に３点であります。 

 まず、１．火葬場建設について。 

 沖縄市、宜野湾市、北谷町、そして北中城村

の４自治体で計画している火葬場の建設につい

ては大分時間も経過しておりますけれども、事

業計画は着実に進んでいると考えるが、その進

捗状況の説明を求めたいと思います。 

 （イ）４自治体での具体的な会合はこれまで

に何回持っていたのか。 

 （ロ）火葬場の土地購入は必要な分実現でき

たのか。 

 （ハ）その場所の近くに民間の火葬場も現在

あるが問題はないか。 

 （ニ）その面積はどれくらいか規模をお願い

します。 

 （ホ）４自治体が納得いく計画になっている

のか。 

 （ヘ）地域の皆さんからの反対の声はあるか。 

 （ト）完成し活用できる見通しは何年先にな

るか。 

 ２．「比嘉太郎」の劇について。 

 「比嘉太郎」の村民劇の進捗状況について。

以前（2001年）北中城文化協会、会長が新垣洋

子さんでしたが、「護佐丸の星」の劇を上演し

たが、大変好評でありました。後に民間のテレ

ビで全県的に２回放映してもらいました。その

劇の上演によって護佐丸についても村民の認識

や関心が深くなったと思います。今回の「比嘉

太郎」の劇は島袋区民だけでなく村民や県民に

対して大きな影響を与えることは間違いないと

信じております。同時に戦争に対する捉え方も

違ってくると思います。下記のとおり質問を順

次していきます。 

 （イ）「護佐丸の星」は記憶するところ

1,000万円村から補助をしてもらい、そして文

化協会自身も金策に力を入れながら実現しまし

た。今回の「比嘉太郎」の劇の村からの補助は

幾らでしょうか。 

 （ロ）ハワイで直接島袋出身の比嘉武二郎さ

んに私は以前会いました。そのとき武二郎さん

が心配していたのは、村出身のハワイの現地の

皆さんが北中城村に対する意識や想いが希薄に

なりつつあると、そういうことを言っておりま

した。今回村長はハワイを訪問されましたが、

その成果は。 

 （ハ）北中城村は「平和で活力ある田園文化

村」と言われているが、「比嘉太郎」の村民劇

は戦争を否定し、平和に対する意識を一層深め

る機会になると思うが、いかがでしょうか。 

 （ニ）念のために今回の村民劇に対して村民

から否定する言葉もあったかどうか、その辺り

もお聞きしたいと思います。 

 ３．カキの養殖事業の計画について。 

 カキの生産は日本では宮城県と広島県が中心

で有名であるが、南国の沖縄県でカキの養殖を

事業にと考えたのはどんな意図があったのか、

順次質問をしていきたいと思います。 

 （イ）カキ養殖に力を入れている有名な国は

御存じでしょうか。世界の中でです。 

 （ロ）日本の広島県と宮城県とその国は相互

扶助の精神で助け合っていますが、そのことに
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ついては知っていますか。 

 （ハ）その事業には村のシルバー人材センタ

ーの人材も活用できると思いますが、いかがで

しょうか。 

 （ニ）アーサの事業も成功していると思うが、

それをヒントに考え事業を進めるとよいと思う

が、いかがでしょうか。 

 （ホ）しおさい市場は残念ながら継続できな

かったが、今回の事業は自信ありますかという

ことであります。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、比嘉議員の御質問にお答えいたします。 

 火葬場建設についてでございます。 

 まず（イ）のこれまで会合を何回持っている

かということですけれども、令和６年度に９回、

令和７年度に６回行っています。 

 続きまして（ロ）火葬場の土地購入は実現で

きたかということですけれども、年度内に用地

取得（用地交渉から契約まで）を完了する予定

でございます。 

 （ハ）その場所の近くに火葬場も現在あるが

ということについてです。広域火葬場について

は、火葬待機問題の改善を図るため、４市町村

で取組を進めています。民間の火葬場への対応

については、アンケート等により現状を把握し、

広域火葬場の料金等を検討する予定でございま

す。 

 続きまして（ニ）のその面積はどれくらいと

いう規模ですけれども、敷地面積は１万2,100

平米、施設面積が3,500平米程度となります。 

 （ホ）といたしまして４自治体が納得いく計

画になっているかということですけれども、整

備・運営に関する事項は、４市町村で構成する

連絡会議で決定します。具体的な運営方法など

も、そこで決定されることとなります。 

 （ヘ）地域の皆さんからの反対の声はあるか。

住民説明会は、これまで２回実施しており、そ

の中で火葬場整備に対して直接的な「反対」の

意見はないとの報告を受けております。 

 （ト）完成し、活用できる見通しは何年先に

なるか。令和９年度供用開始予定となっており

ます。 

 続きまして、２番目の「比嘉太郎」の劇につ

いてでございます。 

 （イ）比嘉太郎の劇は村からの685万円の補

助をもらっております。 

 （ロ）今回の劇を契機に村長はハワイを訪問

しましたが、その成果はということです。８月

28日から９月２日にかけてハワイ沖縄移民125

周年記念式典に参加し、その際、ハワイ北中城

村人会の会長、比嘉太郎の親族の方とも交流を

してまいりました。 

 （ハ）北中城村は「平和で活力ある田園文化

村」と言われているが、比嘉太郎の村民劇は戦

争を否定し、平和に対する意識を一層深める機

会になると思うがいかがかということですので、

比嘉太郎村民劇を通して改めて平和の尊さ、命

の大切さを認識する機会になればと思います。 

 （ニ）念のため村民劇に否定する村民もいる

かということですけれども、比嘉太郎村民劇に

否定的な意見等は聞いておりません。 

 大きな３番目のカキの養殖事業の計画につい

てでございます。 

 （イ）外国のカキの養殖で有名な国はどこか

ということですけれども、世界的にはフランス、

オーストラリア、アメリカなどがカキ養殖で有

名で、品質向上や生産量の拡大に取り組んでお

ります。特にフランスは世界的に高級食材とし

て流通しており、養殖技術やブランド化におい

て参考になる点が多いと認識しています。 

 （ロ）広島県と宮城県とはその国は相互扶助

の精神で助け合っていますが、そのことについ

て存じているかということですけれども、海外

との相互扶助については把握していませんが、
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国内二大カキ養殖産地である宮城県と広島県の

つながりについては承知しております。東日本

大震災の際には被災した宮城県のカキ養殖事業

者に対し、広島県から養殖いかだの復旧支援や

稚貝の供給などが行われたと伺っております。 

 （ハ）シルバー人材センターを活用できると

思うがどうかということですけれども、現在漁

業者の高齢化が進む中、作業負担が少なく、一

人でも管理・作業が可能なカキ養殖を新たな事

業として推進しております。その特性を活かし、

シルバー人材センターに登録されている高齢者

の方々にも新規の漁業者として参入いただける

可能性があると考えます。地域の漁業の持続可

能性を高めるとともに、個人でも取り組める漁

業の新たなモデルとして、地域経済や雇用の活

性化にもつなげられるものと考えております。 

 （ニ）アーサの事業も成功していると思うが、

それをヒントに考え事業を進めるとよいと思う

がどうかということですですが、北中城村にお

けるアーサ養殖事業は、地域資源を活用した新

規漁業のモデルとして一定の成果が得られてい

ることは承知しております。この実績や経験を

参考にしつつ、カキ養殖事業も地域の気候・海

域条件や漁業者の負担軽減といった特徴を踏ま

えながら、慎重に実証実験を進めてまいりたい

と考えております。 

 （ホ）しおさい市場は継続できなかったが今

回の事業の自信はということですので、昨年よ

り取り組んでいるカキ養殖事業については、実

証実験により生育状況の確認も随時更新しなが

らできており、一定の手応えを感じております。

これらの成果を踏まえ、今後も慎重かつ計画的

に事業を進めることで地域漁業の新たな収入源

の一つとして期待できると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 １点目の火葬場の建設について再質問を順次

してまいりたいと思います。 

 沖縄市、宜野湾市、北谷町、そして北中城村

の４自治体で火葬場の建設のための会合は令和

６年に９回、そして令和７年度に６回行ってい

るということですが、どのようなメンバーで構

成されているか教えてください。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 比嘉義弘議員の御質問にお答えします。 

 令和６年度の９回というものについては、ま

ず課長を含めた担当レベルで調整会議というも

のを６回持っておりまして、あと村長を含めた

会議、課長と担当も含めて３回、計９回行って

おります。そして令和７年度につきましては作

業部会、課長を含めて担当者レベルで４回、あ

と幹事会と申しまして副村長を含めた私、課長

と、あと担当者を含めて１回、あと連絡会議と

いうものが首長関係で全４つの市町村長を集め

て１回、計６回となっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 私からすると予想より大分会合を持たれてい

るような気がいたします。令和６年に９回、そ

して令和７年度は６回ということですが、その

会合の内容をもし具体的に説明できるのであれ

ば説明できますか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時１３分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 
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 お答えいたします。 

 令和６年に関しましては、まず火葬場の建設

を４市町村で進めていこうというようなものが

多かったと思います。令和７年度については既

に協定書も交わしておりますので、４市町村で

火葬場の建設についてどういった中身にしよう

かという具体的なところも含めて話合いがされ

ております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今担当者も、そして首長も一緒に会合をやっ

ているということですが、首長の皆さん方の会

合のときには主にどんな話をされているか、も

し説明できるのであればお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 首長が参加する頃には、おおむねこの事業に

関してはどういったことをしますよというのは

決めて、報告してスケジュール等、あと建設の

規模、そういったものを報告した後、４市町村

で成し遂げようということで意思確認をしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今首長の話合いはどっちかというと皆さん方

が議論した、担当が議論したものを報告という

形で進められているんですか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 これまで作業部会、あるいは幹事会で話され

たことも首長のほうに逐一報告してございます。

その中で積み上げたものに異論があるかどうか

というようなことまで含めて、最終的な確認と

いうことになっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 会合は順調に進んでいると思いますが、その

中で例えば議論が止まるということもあります

か。もしそういったことがあれば、どういった

ことで止まるのかということも教えていただき

たいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 これまで議論が止まったということはござい

ません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 次、（ロ）の土地購入は今年度内に完了する

とのことですが、相対的に早いような感じを受

けますが、購入価格等の問題はなかったか教え

てください。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 用地取得に関しては既に交渉も終了している

というふうに報告は受けておりますけれども、

金額についてはまだ契約締結には至っておりま

せんので、ここでの公表は控えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 
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 ちょっとよく聞こえなかったんですが、例え

ば金額負担は４町村でありますけれども、その

予算額で大小があったりするケースも考えられ

ますか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時１７分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 用地の取得に限らず、これまで火葬場を建設

するに当たって負担割合というものを取決めし

ております。施設整備費に関しては、その自治

体において死亡者推計を出して、この自治体で

必要な火葬炉の数を算出します。その全体の炉

数が出ますので、この各市町村全部合わせると

ですね、その全体の炉数に占める構成市町村が

炉を幾つ必要かという計算をしますと、北中城

村の場合が必要炉数を見ると８％ということに

なりますので、この用地の取得に関してもその

８％が該当するかなと思っております。その後、

負担金として請求されることにはなると思って

おります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 なぜそれを聞いたかといいますと、単純に人

口のいわゆる大きさ、大小もあると思います。

そうなると利用回数がやっぱり差が出てくるん

じゃないかと思っておりまして、その負担金も

少し差が出てくるのかなと思ったんですけれど

も、それで答えを求めました。そういった意味

では考えていないですよね。使用回数が多い自

治体と少ない自治体があると思うんですが。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 ただいま申し上げたのは死亡者数です。もち

ろん人口が多いところは死亡者数も多くなると

思います。その人口によって死亡者数で必要な

火葬炉の数というのが平均的な計算があるよう

なんですけれども、それで打ち出して、北中城

村の場合はどれくらいの炉が必要なのかという

のを４市町村の全体分の北中城村の必要炉数で

割りますと、８％になるということです。だか

らおのずと大小によって決まるということには

なります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 ４自治体はそういった条件はみんな納得され

ていますか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 納得して今進めております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 次に行きたいと思いますが、すぐ近くに民間

の火葬場があるが、４市町村の首長が担当し、

まとめるということですが大丈夫でしょうか。

料金だけでなく交通の問題もあると思いますが、

例えば渋滞、そういった意味でちょっとお聞き

したいんですが、隣の民間の火葬場の皆さん方

との問題はないのかということであります。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 
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 お答えいたします。 

 我々整備を考えている火葬場に関しては葬式、

葬儀をする施設は造らない予定です。ですので

渋滞等、車両の乗り入れ等は必要数というか、

家族単位ぐらいしか来ない想定ですので、それ

ほど多くはならないというふうに見込んでおり

ます。 

 また、民間のほうでは葬儀をやられると思い

ますので、そういったすみ分けはやろうという

ことで、民業圧迫にならないようにしていこう

ということで話し合われております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 民間の葬祭場はある意味では生活を抱えてい

ると思うので、そのあたりは非常に厳しいと思

いますけれども、ひとつ円満に解決してもらい

たいなと思いますけれども、この車の渋滞等の

件に関しても、予想できるので話合いは民間と

もやっていますか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 今予定している道路については、その民間の

火葬場のほうとはちょっと離れていまして、同

じ道路を使う分というのは一部でありますので、

その辺については特に話し合ったということは

聞いておりません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 若干離れているようですけれども、この現場

は首長の皆さん方は見ていますか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 私どもも村長含めて確認しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 敷地面積が１万2,000平米、それから施設面

積は3,500平米とのことですが、その面積に駐

車場も入っていますか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 駐車場の整備も考えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今駐車場の分も入っているということでした

か。ありがとうございます。 

 ついでに聞きたいと思うんですけれども、土

地の所有者はお一人ですか。それとも複数の方

とのやり取りで確保できたのか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 予定地は牧場というか牛を飼われているとこ

ろ、用地がありまして、２者企業があるという

ことで、２者の持ち物だと聞いております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 直接所有者との話合いではなくて、ある意味

では中間に２企業が入っているようですけれど

も、そのあたりは皆さん方も十分納得ですか。

若干その企業が入ることによって円滑に進むと

いうこともありますから、高くなるということ
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もありますので、そのあたりはどうですか。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時２５分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 じゃあ（ホ）に行きたいと思いますけれども、

整備・運営に関する事項は、４市町村で構成す

る連絡会議で決定するとのことですが、地元の

市長、つまり沖縄市の市長はそういった意味で

は納得、了解されているんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 そもそもこの火葬場自体が沖縄市単独で行お

うとしていたところ、たまたま我々ほかの３市

町村が基地所在市町村であるということで、合

同して造っていこうということでありますので、

沖縄市のほうがリーダーシップを取ってやって

くださっておりますので、納得をしているとい

うことになります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 なぜ聞いたかといいますと、沖縄市長は新し

い市長なので、十分自分たちの話合いの中でし

っかり理解されているのかなと思って質問をし

ました。じゃあ（ヘ）に行きたいと思います。 

 住民説明会は２回実施しているとのことです

が、それは大丈夫でしょうか。私の友人もその

場にいたと思うが、大変厳しい印象を持ったよ

うですが、住民説明会でのやり取りはいかがで

したか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 恐らく義弘議員がおっしゃる住民説明会とい

うのは令和７年７月８日に行われた都市計画の

決定に向けた住民説明会、それのことかと思い

ます。実は用途変更、こちらは農振農用地とな

っていますので、用途変更のための住民説明会

を開いたところ、その予定地となっている池原

地域の皆さんが多く参加していたと。その中で

いろんな質問があったということは聞いて、私

もその場に参加しておりました。強い口調では

ありましたけれども、反対ということではなく

て、池原地域についてはごみ処理場であったり、

モータースポーツの施設である騒音があって、

様々な影響があるということなので、我々に対

して例えば道路を整備してくれだとか、そうい

った要望が以前からあるということで、それに

ついて沖縄市は池原住民に関してもその別の会

で話をしていたりすると。そういった要望が都

市計画の説明会のときにあって、そのときに強

い口調で望んでいたというところでありますの

で、この火葬場に反対するというような意見で

はなかったと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 分かりました。実は私も沖縄市にも議員の仲

間がいるものですから、そこからそれとなく情

報が入っていたので、今言った池原地区の皆さ

ん方が反対しているのではないかなという、そ

ういう危惧をしていますという情報がありまし

た。そして、かつて宜野湾市を中心とした例の

火葬場の件で中城のある地域は非常に反対して、

結果的には頓挫した形もあったので、それでち
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ょっと気になったので今質問しましたけれども、

池原自治会の反対は今説明したとおり、特に極

端に絶対造るなという意味ではないということ

ですよね。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 そのとおりだと認識しております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 令和９年度供用開始の予定とのことですが、

正直若干心配ではあるが、その予定どおり行き

そうですか。 

○議長（名幸利積） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（比嘉利彦） 

 お答えいたします。 

 我々もこれまで４市町村が集まって何度も会

議を重ねております。沖縄市のほうからも報告

がありますように、スケジュールについてはお

おむね順調に進んでいると聞いておりますので、

令和９年の供用開始を目指すというところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今火葬場については、火葬場もなくなって、

結局１週間ぐらい待たされるとか、２週間待た

されるとか、そういうケースが最近多いので、

ぜひ早めに実現できることを期待したいと思い

ます。 

 大きい２の比嘉太郎さんの劇について質問を

したいと思います。護佐丸の星は、たしか当時

の行政から1,000万円ほど補助してもらいまし

た記憶があります。今回は685万円程度のよう

ですが、規模的にどれぐらいのイベントなのか。

また、入場料も必要なのか。もしそのあたりを

予算化すれば規模的にもっと充実した劇になる

と思うが、いかがでしょう。護佐丸の星は入場

料を取ったような気があるが、念のためにもう

一度チェックしてみます。そういう意味でちょ

っと質問させていただきます。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 比嘉太郎の舞台劇につきましては入場料を取

ります。1,000円ということで今設定して計画

を進めているところでございます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 この護佐丸の星では民間から、あるいは高校

生からも大分協力をもらって、出演者を募って

大規模になりましたけれども、比嘉太郎さんの

場合には出演者は何名ぐらいですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 確かな数字ではございませんけれども、50名

程度それに係る出演者が出てまいります。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 この村民劇の出来栄えは演出家にかかると言

われていますけれども、演出家の役目が重いの

で、その方はいわゆる民間人ですか、専門家で

すか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 民間人で専門家であると思っております。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 これはボランティアですか。それとも金銭を
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払っての役目ですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 実行委員会の中で有償ということを考えてお

りますので、ただ、あくまでも予算の範囲内で

ということになります。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今度村長はハワイに行かれたようですが、向

こうでの中で比嘉太郎さんの村民劇をやるとい

うことについてはお話しされましたか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お話しいたしました。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 先ほども言いましたけれども比嘉武二郎さん

と会ったときに、いわゆる北中城村との交流が

非常に希薄になりつつあるので心配していたの

で、できればハワイの皆さんに村長は話された

ようですが、できたら11月でしたか、ハワイか

ら募集したらどうですか。いわゆる見に来いと

いう話はできませんか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 それも可能だとは思いますけれども、公演の

施設が中央公民館ということになっております

ので、そのキャパでそこまで行けるかどうか分

かりませんけれども、ただ、これから想定され

る入場者数を考えますと、ハワイからの受入れ

等については大変厳しいものがあると思います

けれども、実行委員会とお話しいたしまして、

そこまで可能なのかということを議論いたしま

して、それから御案内するか、しないかは決め

たいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 正直言って、やっぱりお声をかけたほうがい

いんじゃないかなと思います。来る来ないは別

にしましても、北中城村はそういうふうに思い

を持っていますよということを伝える意味でも

いいのかなと思っております。 

 次の（ハ）の質問に行きます。私は間違いな

く比嘉太郎村民劇は村民の心を捉えるのではな

いかと考えています。同時に戦争の惨めさや悲

惨さと、逆に平和の尊さを訴えるものがあると

思います。県民にも比嘉太郎さんを知ってもら

いたいが、いかがでしょうか。さらに自治体の

中で唯一平和を守る村民の会の平和団体もある

ので、県民にその存在を認識してもらう必要は

ないか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今ＮＨＫも含めて取材等を受けておりますの

で、最近朝日新聞にも掲載されたようでござい

ますので、これからいろんなメディアのほうが

取材に来ると思っております。当然我々の広報

でもそれを村民にも知らしめますし、県民の皆

様にもそれを知らしめます。 

 先ほど申し上げましたハワイについては、既

にハワイから遺族の方はいらっしゃるというこ

とになっておりますので、ハワイの人たちも北

中城村で比嘉太郎の舞台劇があるということは

承知しておりますので、これからハワイからい

らっしゃるかどうか分かりませんけれども、い

らっしゃるということであれば歓迎をしたいと

思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 
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○１１番（比嘉義弘議員） 

 先ほど申し上げました護佐丸の星では民放の

テレビで２回放映されて、２回とも見ましたけ

れども、ある意味では納得できましたし、村民

もとても喜んだと思います。そういう意味では

村長はメディアとのやり取りもされているよう

ですから、ぜひ実現するとよろしいかなと思っ

ています。 

 先ほどちょっと否定的なことも私は質問しま

したけれども、例えばその費用対効果でどうか

とか、あるいは政治的な思想という意味でどう

かということで、村民の中にもそういった否定

する人はいませんかということでしたけれども、

そういった意味では全く問題はないと思ってよ

ろしいですか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 そういった否定的な方はいらっしゃらないと

思いますので、むしろ激励を受けているような

状況があると思います。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 実はその護佐丸の星で議員が３名誕生したん

ですよ。主役はあのとき、もうお話し申し上げ

ていいと思いますけれども比嘉次雄さん、全く

素人だったんですけれども、練習の結果プロみ

たいになっていましたけれども、またもう一人

は今現在議員であります比嘉正志さん、あのと

きは子供役でしたよね、議員になりました。私

も出演はしませんでしたけれども、そのときの

いわゆる演出家が幸喜良秀先生でしたので、私

も彼との交流があるので、その裏方で頑張りま

した。そういったこともあって私も議員になれ

たと思っています。 

 今回の劇については今後の行政においても初

めての大きなイベントとなると思いますので、

ぜひ盛り上げて期待したいと思います。では、

次の質問に行きたいと思います。 

 次はカキの養殖事業の計画についてですが、

世界的にフランスはカキの生産が有名で、要は

世界でも一番と思います。もちろんカナダやア

メリカもありますけれども、フランスは御承知

のとおり工業国と言われそうですけれども、実

は農業大国でもあります。また、観光立国でも

あり、そのカキ生産については世界から観光客

を呼んでいます。私も旅行業界に身を置いてい

たので何度かフランスへ行く機会がありました

けれども、やっぱりカキのうまさというか、カ

キは日本のカキと若干違って丸く平べったいカ

キですけれども、非常においしい。そしてそう

いった店はほとんどいっぱい、お客さんもいっ

ぱい、レストランでもいっぱいということだっ

たので、日本でもそういう意味ではカキの養殖

が非常に盛んになっている相互の影響があるの

ではないかと思いますけれども、ぜひカキ養殖

を成功させて、そして全国からお客さんが呼べ

るようにしてもらいたい。というのは、カキは

どちらかというと南国よりも北の宮城県、ある

いは広島県も沖縄県よりは北のほうですが、そ

ういう意味で南国でそれをやるということは非

常に特徴があってお客さんも呼びやすいんじゃ

ないかと思いますけれども、村長、いかがでし

ょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 もしそれが今実証実験のほうで成功して、さ

らに漁業権を取得いたしまして、それから本格

的なカキの養殖となりますと、観光客とかそう

いったのを誘致する資源にはなると考えており

ます。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 
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 ぜひ期待したいと思います。幸いに北中城村

はアーサ事業が私は成功していると思います。

恩納村といわゆる競争できるぐらいのレベルの

域に達していると思うので、それを考えるとこ

のカキ養殖も若干似ているので、私はぜひ油断

さえしなければすばらしいカキ養殖事業になる

かと思っています。 

 次の質問の日本の広島県と宮城県とはお互い

に助け合っています。相互の扶助の精神でやっ

ています。例えば最近ではフランスの生産が非

常に厳しくなり、宮城県と広島県がフランスの

今の不作の件について手伝って助け合っていま

す。その点は御承知でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 比嘉議員の御質問にお答えします。 

 フランスに限ったわけではなくて、ヨーロッ

パのほうでカキが不作の年度があったというふ

うな情報は聞いております。その際に日本のカ

キ養殖が盛んな地域からの種苗の提供とか、こ

ういった協力があったというようなお話は聞い

ております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 やっぱり日本で不作になったらフランスが積

極的にお手伝いする、あるいはフランスが不作

になった場合には宮城県と広島県が応援すると

いう相互の扶助の精神は今しっかり、私も調べ

たり、あるいは聞いたりしていますけれども、

うまくいっているようであります。ぜひ北中城

村もそういう意味で成功して、そしてお互いの

仲になるといいと思いますが、じゃあ次の質問

に行きます。 

 私はシルバー人材センターの会員でもありま

すけれども、ぜひそれを成功させてシルバー人

材の皆様がお手伝いできるようなそういう形に

なればいいと思うんですけれども、どちらかと

いうとシルバー人材の皆さん方はボランティア

精神が旺盛です。そういった意味では、お手伝

いしてもらうには非常に格好のシルバー人材で

ありますので、そのあたりをもう一回説明いた

だけませんか。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 比嘉議員の御質問にお答えします。 

 比嘉議員が考えられているシルバー人材セン

ターの利用というのが、まずどういったものに

対してできるものなのかというのがこちらでは

把握できないところもありますので、ちょっと

申し上げにくいところがあるんですけれども、

実際このカキ養殖事業と言いますのが、やはり

漁協が主体となる事業ともなりますので、実際

は漁業がこれ以降で運営していくためにそうい

った人員の必要性があるのかということが確定

しないと、なかなかこういったものは私どもが

申し上げにくい事案でもございます。ただし私

たちが言えることは、このカキ養殖事業が本格

化していった場合に、実際もっと養殖していき

たいとなった場合には実際養殖業者として、個

人として参加していただくことは可能なのかな

ということで、村長がおっしゃられた答弁のよ

うな回答になるかと思われます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 確かにおっしゃるとおりです。また、シルバ

ー人材も年齢的にも60歳以上になっていますし、

みんな素人です。そういった意味で皆さん方が

成功してこういった仕事があるというときに、
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皆さん方との話合いも持てればなと思います。 

 質問はこれで終わりたいと思います。以上で

す。ありがとうございました。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１０時４８分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 それでは通告に従いまして、私の一般質問を

始めていきたいと思います。 

 私から本村の財政マネジメントについて質問

させていただきます。 

 「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る

ことを基本として、地域における行政を自主的

かつ総合的に実施する役割を広く担うものとす

る。」と、自治体・行政の役割について地方自

治法第１条の２で定められています。具体的に

は、住民が安全に安心して暮らすことができる

まちづくり、地域産業の活性化、地域課題の解

決などが自治体の使命だと言えるでしょう。そ

のためには、地域住民の税金を効果的に活用し

た予算編成と執行が必要であります。 

 自治体の行政サービスの財源は、住民や法人

が納める地方税と国から交付される地方交付税

や国庫支出金等で構成されています。ゆえに、

自治体は財政運営を行っていく上で住民の理解

と協力を得て、住民の皆さんが納得するように

税金を有効に活用する必要があります。自治体

が予算編成をする目的は、住民から徴収した税

金を住民のために適切に運用・管理することだ

と言えます。ただ、現在多くの自治体において

財政が厳しい状態が続いており、少子高齢化に

よる社会補償の増加や公共施設の老朽化による

維持管理・更新費用の増大により歳出は増加傾

向です。それゆえ、自治体において予算の削減

が課題となっています。各自治体において、ど

の事業にどれだけの予算を分配するかは優先順

位を決め、限られた財源の中で効率的な予算配

分を行い、適正な予算編成に導いていきます。

この適正な予算編成のために査定が行われるな

ど、財政マネジメントが大切になっていきます。 

 財政マネジメントとは、地方公共団体が保有

する財政資源を効果的・計画的に管理・運用し、

健全な財政状態を維持・改善しつつ、ビジョン

や目標達成を目指す一連の経営管理活動を指し

ます。 

 本村の財政については今年度当初から予算が

厳しいと村長自ら発言し、各課の事業において

も削減が見られます。そこで、なぜ本村は予算

が厳しいのか、本村の財政マネジメントの内容

について伺います。 

 ①予算編成の査定方式の種類は。 

 ②予算配分の優先順位の決め方は。 

 ③国や地方交付金の獲得方法は。 

 ④地域特産品や観光資源を活用した収入増の

考えは。 

 ⑤公共施設の有効活用や公共資産の売却等は。 

 ⑥村長のビジョンや目標は。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、川上議員の御質問にお答えいたします。 

 本村の財政マネジメントについての御質問で

す。 

 ①の質問は本村の予算編成の査定方式の種類

はということですので、本村の予算編成の査定

方式については、各課が予算編成方針に基づき

予算案を作成し、財政担当がこれを査定する積

み上げ方式となっております。 

 ②予算配分の優先順位の決め方はということ

ですので、予算配分につきましては、各課での

優先順位を踏まえた上で、村の計画等に基づく
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事業を優先的に措置しております。 

 ③国や地方交付金の獲得方法はということで

すので、特定財源の獲得につきましては、国、

県の動向を踏まえて特定財源の確保に努めてお

ります。 

 ④地域特産品や観光資源を活用した収入増の

考えはと。ふるさと納税を活用して特産品及び

体験コンテンツを販売しております。 

 ⑤公共施設の有効活用や公共資産の売却等に

ついてです。公共施設につきましては、効率的

な維持管理、施設の長寿命化に取り組んでおり

ます。公共資産の売却に関しては、社会情勢や

村民ニーズの変化などにより不要な資産につい

ては売却も可能であると考えます。 

 ⑥村長のビジョンや目標はということですの

で、本村も将来は人口減少に転じることが推測

されますが、子育て施策、地域活力の向上等、

村の発展につなげるための政策を実施してまい

りたいと思います。そのような施策を実施する

ためにも、中長期的な視点に立った財政運営を

実施してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 それでは順次、再質問させていただきます。 

 まず地方自治体の予算編成は職員の経験や慣

例だけで行われるものでなく、地方自治法をは

じめとする法令に厳格に規定されたルールに基

づいて進められていきます。これらの法的根拠

と原則を正しく理解することは適正な予算編成

業務の一つと言えます。地方自治法では予算の

透明性と網羅性を確保するため、幾つかの基本

原則を定めています。まず１つ目、総計予算主

義の原則、一会計年度における全ての収入と支

出は相殺することなく、その総額を歳入歳出予

算に計上しなければならないという原則。これ

により自治体の財政規模や活動の全体像を正確

に把握することが可能です。それから単一予算

主義の原則、自治体の会計は原則として一つの

一般会計で一体的に経理されるべきという原則

です。ただし、国保事業や介護保険事業のよう

に特定の収入で特定の事業を賄う必要がある場

合には、条例によって特別会計を設置すること

が認められています。その他公開性、統一性、

限定性、年度性という様々な規則があります。

本村ではこの規則について、財政の考えについ

て若手からベテランまで全ての職員がこういっ

た意義、理解しておくことが重要であると思い

ますが、本村職員に周知徹底はできているのか

伺います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 まず年度当初に予算を作成する前に、大体10

月から11月頃に当初予算の編成方針の説明会を

行いまして、その中でそういったことを周知し

てございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この当初予算を組むに当たっての周知という

のは全職員に対してでしょうか、お願いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 説明会につきましては、係長クラスの各課か

ら代表何名というふうに限定して行っておりま

すが、その中の資料をまた各課それぞれの参加

者が持ち帰って各課に周知するという流れで、

その会議で使用しました資料につきましては村

内のデスクネッツというインフォメーションを

使って周知してございます。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひこの辺も全職員に周知徹底して、皆さん

が理解しながら当初予算、予算等を組んでいく

べきだと考えますので、その辺よろしくお願い

します。 

 また、これについて財政等、予算等に関する

研修等はありますでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 これに限定して担当課のほうで研修は行って

おりませんが、自治研修所を通してこういった

研修を行っていたり、また中期財政計画を策定

した際にはその内容を職員を集めて周知を行っ

て、意見交換などを行ったところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 今あった中期財政計画の中で職員から逆に質

問とか疑問とか、そういった意見があったのか

どうか。話せる内容でお伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 中期財政計画では各課の予算の要望を査定す

ることなく一旦積み上げて、それを村の歳入に

当てはめるとどれぐらいの差が出るかというこ

とを中期財政計画に記載してありますので、そ

の内容について、村がどうしてこのマイナスが

出るのかというような中身についても御質問が

あったかと記憶しております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 今課長からありましたように、なぜ本村の予

算が厳しいのかという質問があったということ

で、この答弁というか答えはどのように回答し

たのか、お願いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 今後建設を予定している新クリーンセンター

であるとか、あと今土地開発公社から借用して

いる土地の件について、そういったことを踏ま

えて厳しいですというふうにお伝えをしており

ます。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この件についてはまた後ほど触れていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず①の予算編成の査定方式についてまた再

質問していきたいと思います。 

 この査定方式が大まかに一件査定方式と枠配

分査定方式、シーリング方式と言われる方式が

ありまして、その内容が一件査定方式は昔から

使われている手法で、各課の担当者が一つずつ

の取組に対して予算要求を行う方式、その後ヒ

アリングなどの審査を受けて予算が計上される

か、それか否決されるかが決まります。一つ一

つの事業を財務が査定していくので膨大な時間

と労力を要する課題がありますが、その都度予

算編成方針に基づいているかどうかを確認する

ことが可能。次に枠配分査定方式、シーリング

方式については、財務係が各課に対し、前年度

予算額に一定の削減率を掛けた予算の上限枠、

シーリングをあらかじめ設定し、その枠内で各

課に予算編成の裁量を委ねる手法です。一件査

定方式よりも担当者に裁量があり、それゆえ現
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場の声を予算に反映しやすいとも言えます。近

年、この財務係の負担軽減を考慮して各課の自

主性を尊重し、コスト意識を醸成する効果が期

待されるため、近年多くの自治体で特に経常的

な経費を中心に導入が進んでおります。本村は

答弁のほうで積上げ方式とありましたが、恐ら

くこの一件査定方式の積上げ方式だと思います。

この利点は具体的な支出内容が明確になりやす

く、予算の妥当性や効率性を評価しやすい。一

方で、多くの事業や項目について詳細な検討が

必要となるため、準備や審査に時間と手間がか

かるというデメリットもあります。本村がこの

方式を採用している理由、その辺について伺い

ます。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 明確にこの方式でいこうということではなく、

本村の現状に合わせて今これがベストというよ

うな回答になるんですけれども、議員おっしゃ

るようにシーリング方式についても担当レベル

で検討は行ったことはありますが、議員おっし

ゃっていたそれぞれのメリット・デメリット、

それを勘案して今の現在の積上げ方式、一括査

定方式というふうな査定方式となっております。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 これが全国的に昨年９月、10月にかけて今年

度の、新年度の令和７年度予算編成手法に関す

るアンケート調査が全国的にあったと聞いてお

ります。全体の約４分の１を超える462自治体

から回答があり、そのうち一件査定方式は

71.8％、枠配分方式は25.8％、その他2.4％と

いう結果で、多くの市町村では一件査定を主要

な査定方式として採用し、予算編成の際に部門

ごとの具体的な事業施策が個別に精査される形

が主流であることが明らかになっております。

ただ一方で、約４分の１の自治体で枠配分を導

入している点、これが最近増えております。こ

れは決して少ない比率でなく、この手法や具体

的な事例についてはやはり調査すべきかなと思

っております。先ほど課長からもあったように

いろいろメリット・デメリットを総合的に見て

判断して、ぜひよい予算編成を目指してほしい

と考えます。この辺が検討はあったという課長

の答弁でしたが、ずっと続いているのではない

かという予測も立てられますが、通例になって

いないのか、この辺の内容も伺います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 確かに議員おっしゃるように長年一括査定方

式を使わせていただいていますが、財政担当課

として一番の理想はやはり枠配分方式ではない

かというふうに思っていますが、北中城村の現

状として例えば各部署ごとに財源を割り当てて、

またそこで査定を行わないといけないとなると

同じ業務の二重化になるであるとか、また各部

署における査定を行う業務負担、そういった

方々の財政的な知識とか、通常の業務をこなし

ながらそれを行わないといけないとか、あとは

例えば各部署ごとの温度差が出てくると村全体

としてアンバランスな予算編成、「ここは厳し

いけれども、ここは厳しくない」とかそういっ

たところも危惧されるので、現状の方式となっ

ております。決して枠配分方式を否定している

わけではなくて、いろいろな方法で現状に合っ

たようにどんどん改良していきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 今課長からあったようにいろいろメリット・
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デメリットを考えながら、バランスも見ながら

考えているということで了解いたしました。ま

た後ほどこの辺も触れていきたいと思います。 

 では次に②予算配分の優先順位の決め方につ

いて具体的な決定方法の流れ、それから村長は

どのように関わっているのか、お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 予算配分の優先順位につきましては、まず当

初予算の編成方針において、それを各課に通知

いたします。令和７年度の当初予算につきまし

ては総合計画や総合戦略に寄った事業、あと一

括交付金や健康長寿の対策事業、子育て環境の

充実に予算を確保してくださいというふうに各

課に伝えております。それを受けまして各課が

予算を要求しまして、副村長を含めたヒアリン

グを行いまして、最終的に村長査定で決定して

おります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 村長としても私の公約等についてぜひそれは

入れていただきたいということはありますけれ

ども、ただ、いかんせんこれまでずっと大変な

予算要求超過が出ていまして、なかなか公約の

それを当初から入れるということは難しいもの

がありましたので、先ほど枠配分の話もありま

したけれども、あまりにも要求額が超過するも

のですから、そこで枠配分も提案いたしました

けれども、しかしそれでも真っ赤っ赤な、今企

画振興課長から説明があったように各課の負担

等、そしてまた時間等を要するものですから、

ある意味では政策等をちょっと抑えたところも

ございます。ただ、比嘉太郎さんの件は補正等

で認めていただきましたけれども、これから予

算等の編成については積上げ方式も大事ですけ

れども、ある意味ではまた職員の周知を図る意

味合いでも、財政をよくしていただくためにも

また枠配分という手もあるのかなと。そしてま

た、シーリングということも考えました。これ

からまた新年度の予算編成に入りますけれども、

これから枠配分もシーリングもしっかりと考え

た予算編成をしてまいりたいと思います。私も

また財政の皆さんと一緒になって、この手法に

ついて検討してまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 村長、今年の市政方針で第５次総合計画に基

づいたまちづくり、５つの目標、それが掲げら

れています。村長の答弁にもあったようにその

辺が予算にも反映されていると思いますが、今

答弁の中で政策を抑えたという発言がありまし

たが、今年度どのようなところを抑えているの

か、抑えていくのか、よろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 ただいま申し上げましたように比嘉太郎さん

とか、あるいはまた総合運動公園とか、そうい

ったあたりの基本計画等も含めて抑えたものが

ございます。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 比嘉太郎さんの劇は今年立ち上げていますよ

ね。それはもともと予算が600万円以上かかる

ということで抑えたという意味合いでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 かなりの金額を要するものですから、それは

今の積上げ方式でした場合にかなりの予算超過
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がありましたので、ここは控えた。ここを80周

年にするか、次年度以降にするかということは

大変迷いましたけれども、当初はこれは厳しい

なと思いまして削ったような状況が、私として

は下ろした覚えがございます。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 分かりました。村の流れについては理解しま

した。 

 ただ、予算を決定するのは最終的には議会で

あります。それは住民の選挙に選出されている

議員たちとともに考え、そもそも予算の決定権

は村民、住民でありまして、我々議会も住民の

付託に答える予算編成・配分をしっかりと考え

ていかなければなりません。施政方針にも掲げ

ていますが事業の費用対効果、効率的な財政運

営を行ってほしい。住民のための予算編成・配

分、その点は考慮されているのか。それから、

それをぜひ住民に対して見える化、住民が見え

るようにしてほしい。その辺につなげてほしい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 今年度当初予算につきましては、物価高騰で

あるとか人件費の高騰であるとか確かに厳しい

ものがございましたが、できるだけ住民の皆様

には迷惑にならないような予算編成を心がけた

ところです。予算の内容とか決算状況について

はこれまでどおりというか、周知に工夫をしな

がら周知していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ周知のほうをしていただいて、ただ住民

から見て予算の内容とか難しい文言等もありま

すので、見える化につなげるためには分かりや

すくその辺も周知徹底していただきたいと思い

ます。 

 それでは③に移りたいと思います。国や地方

交付金の獲得方法について。ごめんなさい、こ

れはちょっと補助金の内容もぜひ聞きたいので、

その辺も踏まえて質問させていただきます。

国・県からいろいろ補助金、交付金、それから

給付金、助成金等、いろいろなメニューがござ

います。この辺で本村はどういった流れで獲得

方法、それから獲得して住民サービスにつなげ

ているのか、お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 まず大きく国庫補助金と国からのものについ

ての国からの補助金と、あと地方交付税とか、

あとその他の譲与税とか、そういったものが歳

入として上げられますが、まず国庫の補助金と

まず負担金がありまして、補助金につきまして

は各事業をこちらが希望いたしまして、それに

対して国から２分の１であるとか割合がありま

して、それで補助を交付されるものとなってお

ります。獲得方法としましては、各事業に応じ

てこういった補助金のメニューがございますの

で、各担当課において情報収集しながら申請を

しているところです。財政担当課といたしまし

ても、そういった情報があれば担当課へ情報提

供しているところです。 

 続きまして国庫の負担金ですが、これは福祉

であるとか、例えば児童手当とか、こういった

法律に基づく業務を行うときに負担金として国

から交付を受けるものとなっております。 

 続きまして地方交付税、これにつきましては

基準財政需要額と基準財政収入額を差し引いた

額が交付税として交付されるものですので、基
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準財政需要額を算定する際であるとか、基準財

政収入額を算定する際に算定額に取りこぼしの

ないように努めているところです。その他の各

種譲与税であるとか地方消費税交付金といった

交付金等については、国税を一旦国のほうが地

方へ配分するものとなっておりますので、村税

の獲得と同じような形で村の経済発展に努めて、

そういった財源が下りてくるように努めている

ところです。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 御説明ありがとうございます。この中で私が

聞きたいのは、補助金の獲得方法で今答弁あり

ましたように補助金、負担金は各課、各事業に

おいてその担当者が獲得するというところで、

この辺各課、各職員、各事業を回しながら、そ

れを調べて要請でしたり書類を作ったりという

のは非常に業務負担になるかなと思います。全

国的にも幾つか機構改革において、この交付金、

補助金、予算担当課、そこにおいて獲得すると

いうところも年々見えてきています。その辺村

長、ぜひ機構改革をしながら予算の獲得、現在

財政が厳しいという話ですのでその辺の考えは

どうでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今おっしゃっているのは多分臨時的経費の事

業かなと思います。通常義務的扶助費とか、そ

ういった辺りの補助金等については既に決まっ

ておりますので、義務的経費等については既に

決まっていると。そして経常的な補助金、負担

金等、国庫補助金、負担金等がございますけれ

ども、そういった面については基本的には各課

のほうがよく承知しているわけでございまして、

これが臨時的な経費になりますと、これはまた

通常の業務とは別に、普通建設事業とか建物を

建設するとか、そういった面で臨時的経費にな

りまして、これについては国との折衝、まずは

計画をつくって、計画に基づいた予算を作成し

まして、それを県や国と調整をして大体の事業

費を確定していく。そして、その事業を達成す

るために県や国と調整をして、何年度の補助金、

次年度の補助金が確定したときにはその申請を

するわけでございますけれども、ただ、これを

１か所にこういった、臨時的経費だったら１課

でまとめていいかと思うんですけれども、ただ、

それぞれの義務的経費とか経常経費に係る国庫

補助金や負担金等については、それぞれの課で

執行したほうが私は適切だと考えております。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この臨時的経費について、もし本村が予算が

たくさんあって潤っている、問題ないよという

ことでしたら、こういう提案はしません。ただ、

財政が厳しいというところなので、どこかから

予算を作らないといけない。そのためには村長

にも聞きたいんですけれども、自ら村長が国・

県に足を運んで、村長が無理なら副村長も一緒

に協力しながら、我々議員も協力しながら、そ

ういった予算を作らないといけない。そういっ

た考えを今持たないと、どんどんどんどん財政

が厳しい状況になっていくかと思います。その

辺も踏まえて機構改革なり、どうにか改革をし

てほしいという考えで提案しました。もう一度

その辺も踏まえて答弁をお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 補助金の要求とかそういった国の要請等に村

長が出向く場合は、恐らくこれについても政策

的なこと、国庫補助金交付要綱の中に出てくる

事業等についてはそれぞれの課で十分だと思っ
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ております。そしてまた、念を押すために村長

がまた防衛局へ行って、あるいは防衛省へ行く

とか、そういったことは十分やっていると思っ

ています。ただ、政策的な面で基地問題とかそ

ういったあたりは国関係、そしてまた特定事業

推進費とかそういったのがございますので、そ

ういったあたりではまたいろんな国の折衝等、

内閣府の折衝等も出てきますので、そういった

ことはやっているつもりでございます。ただ、

今各課がやっている普通建設事業については、

それぞれの補助金交付要綱がございますので、

ある意味では私は各課がそれを知るためにも、

あるいはまたそれに強くなるためにも、むしろ

各課でやると。そして、村長が要請等へ出向く

場合については非常にこれが難しい問題、例え

ば米軍基地の返還等でそこに係る経費、あるい

は返還時期とかそういったあたりの要請、いろ

んな要請、補助金の要請ももちろんしています。

補助金の要請だけでなく、いろんな施策の面で

要請する場合がございます。ただ、事業につい

ては、もともと補助金交付要綱等に即した事務

執行をしておりますので、そういった面では私

は各課がやるべきこと、村長がやるべきことは

しっかり振り分けてやっていると思っておりま

す。 

○議長（名幸利積） 

 副村長。 

○副村長（仲本正一） 

 川上議員の御質問にお答えします。 

 今、川上議員がおっしゃっているのは、たま

たま本来の事業じゃない、例えば突発的な大き

な修繕が出たりとか、どうしてもやらないとい

けない事業で出てくる、ただ担当課が補助金自

体を探しきれないという状態があると思います。

その場合は我々も直接国にこういう補助金がな

いというのを担当課は聞いているんですが、実

際は何かないですかという話合いとか相談等は

やっていますので、実際的に担当課がやるのと

村長とか担当、企画がやるのと分けながら、で

きるだけ予算をどうつくっていくかというのを

含めて、予算規模も含めて考えています。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 分けながらやっているということで了解いた

しました。じゃあ次に移りたいと思います。 

 ④地域特産品、観光資源を活用した収入増の

考えについて。これは地域特産、ふるさと納税

等で寄附があって、それが収入増につながると

思いますが、この辺の最近の実績と特産品とか

体験コンテンツの収入が高いものを少し紹介い

ただきたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 特産品という定義が少しこちらでも振り分け

にくいというところがありまして、例えば一例

を挙げますと、マンゴーですと村産品というよ

りは村のちゃんぷるー市場というところを通し

て出荷されるもので、そこに村のふるさと納税

のサイトを経由して販売とか寄附を募っており

ますので、そういったところも前提にあるとい

うことを御承知いただいて、件数についてです

けれども、まず令和５年度、上位５件ですが品

名ごとに、マンゴーも種類が幾つかありまして、

マンゴーの1.5キロが4,153件、続きましてオリ

オンドラフトが2,160件、続きまして同じくマ

ンゴーなんですけれども、これは次年度に発送

する予約分のほうです。これが1,222件、ちん

すこうが821件、オリオンビールプレミアムが

324件となっております。続きまして令和６年

度につきましては、マンゴーの1.5キロが5,806

件、この１位の分はこれが翌年度に発生する予

約分となります。次に２位のほうもマンゴーと

なりまして、これは数量限定キャンペーンを行
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った際のマンゴーの出荷になりますが、これが

1,075件、これもすみません、翌年度発送する

予定のマンゴーで、１位２位は翌年度発送分の

ものとなっております。続きまして３位も４位

もマンゴーとなっておりますが、マンゴーの

1.5キロが899件で、これは当年度の数量限定キ

ャンペーン分です。４位もマンゴーで、605件

で限定キャンペーン以外のマンゴーとなってお

ります。続きまして５位にちんすこう、253件

となっております。今年度の８月末までの実績

ですが、マンゴーの1.5キロが2,236件、マンゴ

ーの２キロ、こちらが54件。続きましてちんす

こうが32件、ＥＭランチが13件、マンゴーの

1.5キロの２箱分が今度10件というふうになっ

ております。観光コンテンツや体験等について

は数件程度というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ありがとうございます。今お聞きした中で、

やはりマンゴーが多い。ただ、マンゴーについ

ては村の特産品とは言えない商品というところ

で、ぜひ地域の特産品、商工会とも連携しなが

ら何年も前から恐らく議会では商工会と連携し

てつくっていきたい、検討したいという答弁が

あったかと思いますが、現状でもこのようなマ

ンゴーという状況です。ぜひ商工会と協力して

やっていく中で、最近村内の食堂でアーサとキ

クラゲを活用した冷麺という商品も出ています。

これを加工したりという方法もあるかと思いま

すが、その辺の意見交換とか、各商工会とか村

内の食堂、それから企業というのは自分たちな

りに商品を開発していると思いますが、その辺

の意見交換、情報交換、ふるさと納税に生かす

という、そういった場はあるのでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 中間事業者を通してそういった方々と意見交

換を行ったり、直接こちらに相談に来ていただ

いても、こちらとしては商品開発のために受け

付けておりますので、そういったことを行って

おります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 村担当から出向いたり、これが収入増、ふる

さと基金というのはいろんなものに使える、村

長の裁量もありますが、そういった活用できる

ものだと考えていますので、村から逆にアプロ

ーチする考えはありますか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 具体的に覚えていませんが、ちょっとうっす

ら覚えているのが、昨年担当が直接農家の方に

出向いていって返礼品として扱えないかという

ような相談とかを行っていた記憶があります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 全体的、農家も含め村内食堂をやっている方、

そういった食品を扱っている方、商工会を通し

て村からアンケートとか書類を作って、こうい

ったふるさと納税に生かしたいんだという村の

思いも含めながらやる方法も一つあるかと思い

ますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 納税のアップにつながるようにそういった取
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組もありだと、今おっしゃった提案ありました

ものもありだと思いますので、検討していきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 あと体験コンテンツに関しては数件というと

ころで、喜屋武 功議員からもありましたよう

に世界遺産中城城跡がせっかくあるので、その

辺の体験ツアー、観光ツアー、世界遺産を生か

した取組、ライカムとの動線で連携という方法

も生かしながら、この体験コンテンツというの

が全国的に今増えてきているので、本村も収入

アップのためにそういった資源、国指定重要文

化財中村家もありますのでその辺も踏まえ、ま

た以前２年前に私がふるさと納税について提案

したＮＦＴという今ネットを通したコンテンツ

を利用して、例えば村の応援団を本村に住んで

いる方だけじゃなくて全国的に本村の応援団を

つくってそこから寄附をいただく、その返礼と

して村長とオンラインで対談できるとか、実際

に足を運んでもらうためにＥＭホテルの格安チ

ケットとか、そういった宿泊しやすい状況もア

イデアとしてはいいかなと思いますが、その辺

改めて伺います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 体験コンテンツ等、今実際に商品化されては

いない、ふるさと納税としての商品化ではない

のですが、観光協会を通してそういった体験コ

ンテンツの斡旋というか、行っていますので、

また観光協会とも相談しながら、これがふるさ

と納税の商品化ができるのか、そういったもの

も含めて、また村長にまた汗もかいてもらいな

がら、いろいろな商品開発、皆さんが喜んでい

ただけるような、北中城村をアピールできるよ

うなふるさと納税の商品づくりに取り組んでい

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと村長、村長は今度万博に行かれますよね。

そこで当初３月議会ではしっかりと本村をアピ

ールして、ＰＲしてインバウンド、観光客誘致

をつなげていくという答弁もありました。今全

国的な自治体でも稼ぐまちづくり、そういった

ものを進めていかなければならないというとこ

ろがありますが、村長はどのように万博に行か

れて、この観光客誘致、インバウンド誘致とい

うのを進めていくのか、その辺の考えをよろし

くお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私の役目といたしましては、向こうで北中城

村をアピールすること、そして北中城村が取り

組んでいる事業等について紹介するということ

になります。そしてまた、向こうからの万博で

の情報がまた北中城村にまいりますので、そこ

で北中城村がインバウンドをどう受け付けるか

と、周遊ツアーとかそういったのを今事業とし

て受入れの整備をしているところでございます。

私はとにかくそこの意見発表等、さらには北中

城を紹介するイベントに参加するということに

なります。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 村長、ただイベントに参加するだけではなく

村長が自ら、課長からもありましたように汗を

かいてどうやって引っ張ってくるか。ただ向こ
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うに行くのではなくて引っ張って来てほしい。

ツアーを計画しているなら、そのツアーもしっ

かりアピールしてほしいと思いますが、どうで

すか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 おっしゃるようなことになると思います。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ村長、期待していますのでよろしくお願

いいたします。 

 じゃあ次に⑤の公共施設の有効活用、それか

ら公共資産の売却等について考えを伺います。 

 例えば本村のしおさい市場等公共施設ですよ

ね。今現在の状況や漁業組合に無料で貸してい

るという話も聞いていますが、その辺の現状を

お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 川上議員の御質問にお答えします。 

 現在、旧しおさい市場の施設につきましては、

それのちょうど向かいにあります漁協の建物自

体が老朽化で雨漏りしている状況で、これの修

繕が今県に今相談してやっているところではあ

るんですけれども、やはりあと２年ほどかかる

ようなお話が届いています。この修繕が終わる

までにつきましては、今漁協のほうに貸借して

いるような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ２年かかるその間、漁業組合に貸していると

いうことで、これは無料に至った経緯、例えば

少しでも賃料といいますか、いただければその

分村の財政に入りますよね。そういった考えは

なかったのか伺います。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 漁協自体も村の補助団体にもなりますことか

ら、現在漁協に負担していただくのは維持管理

費、あと電気料、水道料金につきましては漁協

の負担というふうになっておりまして、施設の

賃借につきましては、現在費用はいただいてお

りません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 じゃあ２年後、県から２年かかると言われ、

修繕ができた暁のこのスペース、ここはどうい

う活用方法を検討、考えしているのか伺います。 

○議長（名幸利積） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 現在施設自体は御存じのとおり国の補助金を

使って造られた建物でもございますので、この

あたりの取扱いにつきましては、その補助金の

使用の適化法、これに即したような取扱いを検

討したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 旧しおさい市場だけではなくて、本村もいろ

んな公共施設を持っております。この公共施設

でのところでこの駐車場、役場にもありますよ
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ね。中央公民館にも広い駐車場があります。こ

の辺も全国の事例を調べますと、駐車場を有料

化して、これを収入源にするという方法もあり

ます。これが受益者負担の適正化、長時間利用

の課題解決、昨日の一般質問でもありましたよ

うに公園でも勝手に止める方がいらっしゃる。

だったら夜間は駐車場を有料化してきちんと規

制を図る、その分予算を取れるという方法もあ

るかと思います。この辺の有料化について考え

を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 公園駐車場をもっと広く一般に利用できない

かということは私どもも考えておりまして、た

だ場所によってその採算性の問題であったり、

あるいは本来の利用目的の方が止められなくな

るという弊害というものも考慮しながら設定が

必要であろうと。そういったものを含めながら

例えば指定管理者制度とかそのあたりの活用も

含めて、全体的にそういう活用の仕方というも

のをまた検討していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この駐車場については全部が全部有料化では

なくて、例えば昼間庁舎に来る住民のためには

既存どおり、今までどおり使っていただいて夜

間だけ有料化にするとか、土日だけ有料化にす

るという方法もあるかと思いますので、ぜひ御

検討をよろしくお願いいたします。 

 あと本村が所有しているいわゆる建物、土地

の箱物、それについて施設管理費、それから運

営管理費、維持費、そういったものがどれぐら

いコストがかかるのか、そういった集計といい

ますか把握はされているのか、お伺いします。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時４６分 休憩 

午前１１時４６分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 施設ごとの毎年の維持管理経費については、

集計をしておりませんので把握しておりません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この辺もぜひ計算すれば出てくると思います

ので、施設管理運営費を計算して把握すること

でこれが本当に必要なのか、それから修繕費も

かかってきますよね。これが修繕に値するのか、

別の方法がないのかというところまでつながる

と思いますので、この辺もぜひ施設管理費プラ

ス運営管理費、そして維持費がかかっているか

把握して、この辺の費用対効果も見ながら継続

できるものは継続していく、削減に値するので

あれば削減していくという考えで、ぜひやって

いただきたいと思います。 

 次、⑥村長のビジョンや目標についてなんで

すが、上間議員の質問でもあったように財政基

金も減り、これが目的基金に積み立てていると

いう答弁ではありましたが、債務負担行為でも

約20億円これから出ていく予定、この辺は見る

からに大丈夫かなという不安が募りますが、村

長、これは財政破綻しないように早急に改善す

べきである、計画を立てるべき。目標、ビジョ

ンを改めて村長からよろしくお願いします。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 
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○村長（比嘉孝則） 

 将来の負担等それはしっかり財政計画にも反

映されていると思いますので、しっかり将来の

負担を見据えて、それに対応できるような財政

基盤、そして予算編成を進めてまいりたいと思

います。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 あとはちょっと確認なんですが、本村の条例

を見ますと北中城村財政調整基金の設置、管理

及び処分に関する条例の中で第４条、運用益金

の処理というところで基金の運用に触れていま

す。この辺ただ基金を持っとくだけではなくて

運用も可能なのか、この辺を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 御質問にお答えいたします。 

 基金自体、実際こういった運用は可能ですが、

今現状として民間からも年度末はお金を借り入

れている状況と、あと利息を伴うこういった運

用につきましては、逆にこういった銀行の倒産

であるとか、そういった現金を失うリスクもあ

りますので、現在そういった運用は特に行って

おりません。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 了解いたしました。 

 あとは最近国のほうでできた臨時財政対策債、

臨財債というものがありますが、これを活用し

て事業を実行して全国の事例を見ますと、それ

で収入といいますか、国からまた返してもらう

という方法も見られます。一般財源にも当てら

れる方法と聞いていますが、その辺を少しお伺

いします。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 臨時財政対策債につきましては地方交付税の

算定と、あと国から実際に交付される額の差額

が借入れできるかと記憶しております。昨年度

もたしか……、ごめんなさい。今国の方針で、

この臨時財政対策債はできるだけ発行しないと

いうような方針になっております。ただ、それ

が発行可能という場合については、こちらとし

ても積極的に活用するという方針としておりま

す。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 活用できるのであれば活用して、この辺も予

算が増える一つの方法になるかと思いますので、

ぜひ活用できる際はよろしくお願いいたします。 

 あとちょっと私のほうから国がやっている事

業について紹介したいと思います。総務省と地

方公共団体金融機構というところが共同で事業

を行っていまして、これが地方公共団体の経営

財務マネジメント強化事業という事業になりま

す。内容としましては公営企業第三セクターの

経営改革、公営企業会計の内容、地方会計の整

備内容、公共施設等総合管理計画の見直し実行、

地方公共団体のＤＸとＧＸ、地方公共団体間の

広域連携、地方税務行政のＤＸ、地方創生の取

組み、首長・管理者向けトップセミナーという

いろんな項目があります。これがアドバイザー

を派遣したり、オンラインで学ぶことができる

事業となっておりまして、今年度スケジュール

が第１次から４次までありまして、今第２次ま

で終わっています。募集期間、第３次が９月30

日まで、支援決定が10月下旬、第４次の募集期

間が10月１日から12月26日、支援決定予定が令
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和８年１月下旬というこういった有効活用でき

る事業がありますので、本村でも活用してはど

うかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（徳峯惣一郎） 

 お答えいたします。 

 そういった補助金も含めて、あとはコンサル

タントに委託をしたほうがいいのかとか、今村

が検討している基地の跡地利用とか、そういっ

た村の将来を描く際にそういう事業を活用した

いと思っておりますので、一括交付金のほうが

村としてメリットがあるのか、それともほかの

事業がいいのかというのは、そういったことを

含めて検討しながら村として有利になるような

事業を活用していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ検討いただいて、この事業が庁内全体に

関わるもの、各事業についてもいろいろアドバ

イスをもらえるということなので、ぜひ検討し

てください。 

 先ほども申したように中長期的な見通しに基

づく持続可能な財政運営、経営を行っていくた

めには、まず的確に把握して見える化すること

が重要だと思います。今回私が質問した６個の

項目で、これを参考にぜひ精査して財政の立て

直し、見える化につなげてほしいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 議員から質問があった項目につきましてはし

っかりと斟酌をいたしまして、我々のこれから

の財政運営等に生かしてまいりたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ村長を中心に、村長がリーダーシップを

発揮して、村長がイニシアチブを取ってぜひよ

くなるように私どもも、我々議員も協力してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（名幸利積） 

 休憩します。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 午前に引き続き、一般質問を行います。 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 一般質問を２点行います。 

 １点目は、北中城村「村民平和の日」の制定

について伺います。 

 沖縄県は、今年戦争終結から80周年を迎えて

います。平和の尊さを県内マスコミや各市町村

及びＮＰＯ等が企画をし、二度と沖縄を戦場に

しない、させないの取組が行われている。 

 さて、私たちは脅威となる核戦争を食い止め

るためにどう行動すればいいのか、北中城村で

は1982年５月３日、地球上からの核廃絶を求め、

「北中城村非核宣言」を行った。また、「北中

城村平和を守る村民の会」が1983年５月３日に

施行され、平和活動が行われてきたが、昨今の

世界情勢は平和構築に遠い緊迫した政治状況が

続いている。 

 悲惨な沖縄戦の体験者は、平和への思いを強

く訴えている。戦争をしない、させないために

も沖縄戦・世界の紛争を通して考えなくてはな

らない。そのためには村民が結束し、村民平和

の日を定め、より強いメッセージ性をもって行

動する必要がある。以前私は村民平和の日を９
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月７日に制定してはどうかと提案しましたが、

世界は核戦争へと向かいつつあることを踏まえ、

1982年５月３日の北中城村非核宣言を踏まえ、

５月３日の憲法の理念を再度確認し、「北中城

村平和の日」と定めてはどうか提案したい。 

 ２．中央公民館に新聞を置いてほしい。 

 今や情報化社会である。スマートフォンの普

及等で新聞を手に取る人口が減りつつある。新

聞は社会の情報を的確に正確に伝える道具であ

る。 

 村中央公民館は学習の場、交流の場であり、

社会教育の施設である。学習等供用施設にはふ

さわしく、せめて県内の新聞を置いてほしいが、

見解を伺います。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、喜屋武すま子議員の御質問にお答えい

たします。 

 まず、１番目の北中城村「村民平和の日」の

制定についてでございます。 

 現在、「北中城村平和の日」制定に向け要綱

の整備、委員の選定等を実施しております。議

員提案の５月３日についても検討委員会におい

て候補日として挙げていきたいと思います。 

 ２番目の中央公民館については教育長のほう

から回答いたします。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 喜屋武すま子議員の２点目、中央公民館に新

聞を置いてほしいについてお答えいたします。 

 村中央公民館は学習の場であると同時に地域

の交流を深め、社会教育の核となる施設である

と私どもも認識しております。 

 また、県内紙を中央公民館に設置することに

ついては、地域の学習ニーズに応えるとともに、

教養の幅を拡げるという点で重要性があると認

識しております。 

 しかしながら、現在北中城村においては中央

公民館の図書室機能を廃止し、情報提供はあや

かりの杜図書館が担うという運営を行っており、

同館との連携を前提に地域情報の提供体制を組

むことが現状の組織として適切であると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 それでは順を追って再質問いたします。 

 「北中城村村民の日」の制定に向け、議員提

案の５月３日についても検討委員会において候

補日として挙げていきたいとの答弁ですが、ほ

かに村が平和の日の制定に向け予定している、

検討委員会に提案したいと思っている日はいつ

か。そして幾つありますか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 ただいまの御質問にお答えさせていただきま

す。 

 日付から行きますと、まず４月１日、これは

島袋収容所の開設の日です。続きまして、今お

っしゃっていた５月３日、平和を守る北中城村

民の会の結成日です。同じく５月20日、中城村

村から分村し北中城村が誕生した日。12月７日、

安谷屋初等学校の開設日。１月29日、村民が初

めて安谷屋区に帰村した日を今想定してござい

ます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 ６月には今総務課長がおっしゃったように中

城村では戦後最初の引き揚げ団が到着したとい

うことで、８月17日を中城村平和の日と定めて
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おります。また、北谷町は、北谷町民の日は沖

縄戦の激しい戦いの中で故郷の土地を失った町

民が1946年10月22日に初めて居住を許可され、

戦後復興を始めた記念すべき日として定めてい

ます。また、沖縄市においては、沖縄市民平和

の日は沖縄戦が公式に終結した旧越来村森根で

米軍と南西諸島の日本軍との間で降伏調印式が

行われ、沖縄戦が正式に終結した1945年９月７

日を沖縄市民平和の日と定めております。 

 今課長のほうから幾つか候補の日が挙がって

おりますけれども、やはり私は日本国憲法が

1946年３月３日に制定されております。しかし

ながら、まだまだ沖縄では戦争は終わってはい

ないという状況が続いています。1947年５月３

日、憲法が施行された日なんですけれども、北

中城村ではまた1982年５月３日に地球上から核

廃絶を求め、「北中城村非核宣言」を行ってお

ります。翌年1983年５月３日施行、草の根の平

和運動団体として平和を守る北中城村民の会が

結成し、村民の平和に対する意識の高揚及び平

和運動を展開しております。やはり平和のメッ

セージというのは、戦争が終わったからという

こともあるんですけれども、そこから平和が進

んでいくという話にもなるんです。やはり私た

ちは今平和憲法を変えない、戦争させない、そ

の強い決意でもって、平和の日を定めるという

ことは二度と戦争しない、させない、起こさな

いという意思の下で平和の日を定めるべきでは

ないかと私は考えております。 

 そして５月３日がちょうど憲法の施行日、そ

して北中城村の1982年５月３日は「北中城村非

核宣言」、そして翌年の1983年５月３日施行し

たのが平和を守る北中城村民の会となっており

ます。一貫して私は北中城村のこの意思という

のを示すべきではないのか、そして今戦争が終

わったわけでもなく、沖縄においてはずっと戦

闘が続いております。私たちの上空はいつも戦

争状態です。ですから私たちは世界の情勢も見

据えながら、この地球上からなくすのではなく

て守り続ける、平和を希求していかなければな

らないと思っていますので、私はやはり憲法の

理念を変えないという強い意志でもって、特に

北中城村では５月３日というのが２回あります

ので、村民平和の日を５月３日に定めてはどう

かということで再度提案したいんですけれども、

再度御意見を伺いたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 提案は提案として受け止めさせていただきま

す。ただし、平和の日を制定するのはこの場で

はございません。あくまでも制定委員会の中で

平和の日は制定されるものですので、先ほどの

答弁にもありましたとおり一つの案としては提

案したいと思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 審議会任せではなくて、やはり村が強い意思

を示して、村としてはこういう日を考えている

んだけれども、複数に考えるのではなくて絞っ

て、２点とか絞って提案することが大事かと思

います。やはり審議委員に任せるのは最終的に

審議委員会で決めるかもしれないけれども、村

としてはこういう考えを持っている。だからそ

ういう日を考えておりますけれども検討願いま

すと、複数でやっちゃうとどうなのかなと私は

思っております。村の意思が伝わってこないの

ではないかということがありまして、ある程度

絞った日にちを設定して審議委員会に諮っても

らうのが一番ベターかなと思っておりますけれ

ども、村長の御意見を伺いたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 
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 やはり今総務課長が申し上げましたように、

これについては審議会を設けるということで有

効な整備をしています。そして、やはり我々が

そこを誘導してしまうと審議会の意味合いが非

常に弱くなるというものがございますので、で

きるだけこれは審議会の意見を徴して、しっか

りと北中城村の平和の日というのを定めたいと

いう思いがございます。もちろん今提案理由の

中にそういった審議会への説明も出てくると思

いますので、それは理解していただきたいと思

います。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 それでは次に２点目の再質問をいたします。 

 中央公民館に新聞を置いてほしいという意見

を申し上げておりますけれども、この新聞の重

要性については認識しておりますと。しかしな

がら、現在北中城村においては中央公民館の図

書室機能を廃止し、情報提供はあやかりの杜図

書館が担うという運営を行っており、同館との

連携を前提に地域情報の提供体制を組むことが

現状の組織として適切であると考えております

という答弁なんですけれども、これは情報とい

うのを集めて一つの何か拠点とするのかなとい

うことがあると思うんですが、こんな情報化社

会で情報を１か所に拠点としてやるのはどうな

のかなと。拠点があってしかるべきなんですけ

れども、しかしながらこんな情報社会で一番集

うのは中央公民館なんですよ。予防接種をし、

赤ちゃんからずっとお年寄り、90歳以上の人ま

で集って、そこでいろんな交流をしたり、講座

を開いたり、講演会をしたり、ダンスをしたり、

そこでいろんな人たちが集っているんです。本

当にこういう答弁でいいのかどうかと私は非常

に疑問を持っております。中央公民館というの

は人が集って、そこに行ってちょっとした時間

に新聞を読む。新聞は社会の鏡だと私は思って

いるんですけれども、この答弁で教育長はよろ

しいんでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 議員おっしゃることももっともなことだと思

いますが、先ほど御答弁申し上げたとおり中央

公民館からあやかりの杜へそういうふうに図書、

それから新聞とかそういういろんな情報、雑誌

等も含めてそういう形で多くの情報を一括で集

約して、そこでいろんな情報に触れていただく

という機会もあっていいんじゃないかというふ

うに捉えています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 情報にはいろんな媒体があります。ＳＮＳで

あるとか、チラシであるとか、雑誌であるとか、

本であるとかいろんなものがございます。そこ

に集約するのであれば、例えばチラシだけ見て

も、あやかりの杜にはあやかりの杜関連のチラ

シしかないんです。中央公民館にはたくさんの

チラシがあります。それがあやかりの杜にはほ

とんどないんです。重複しているのは、あって

２枚ぐらい。それが情報発信と言うのか、拠点

と言えるのか。そして図書館ですけれども、図

書館には確かに両紙の新聞もありますし、全国

紙もあります。地元の新聞を読んでいる方はほ

とんど成人です。沖縄タイムス、新聞紙もあり

ますけれども、琉球新報のりゅうＰＯＮとか、

あるいはワラビーというのがあるんですね、小

中学生向けの。私はこれをどう扱っているかと

いうことで何回もあやかりの杜に通ったんです

よ。これはどこに置かれているか御存じですか、

課長。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質問にお答えします。 

 あやかりの杜のほうで新聞紙各社、８社程度

新聞を置いているんですけれども、そこにほか

の雑誌等も含めて一緒に設置していることと思

っております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 これはあやかりの杜に入りまして、入り口か

ら入りましてすぐ右に曲がるとこれを立ててあ

ります。ここは空欄です。これを立てても誰も

これは、ここに表表紙がないものだから誰も見

る人がいません、はっきり言って。あやかりの

杜の職員にも聞きました。利用されていません。

だけど、この新聞というのはとても大事なこと

が毎日書かれているんです。私は地元新聞を毎

日両紙読んでおりますけれども、日曜日がとて

も楽しみです。これはいろんな政治状況を詳し

く書いてあります。誰でも読める。そして全部

振り仮名がつけられています。本当に小学生、

中学生の新聞ということではあるんですけれど

も、大人が読んでも本当にいろんなことが分か

りまして、自分も分からないことが結構あるん

です。社会情勢であるとか、政治情勢であると

か、参議院選挙のことであるとか、地震とか津

波とか、紛争の問題とかいろいろあるんです。

非常に勉強になります。そして英語も入ってい

ます。英語でＧＯというのがありまして、これ

はとても大事な情報なんです。県のほうでもこ

ういう新聞を読もうという推進を何年も啓発事

業としてやっております。こういう大事なもの

をこうして置くというのは、読まなければごみ

にしかならないんです。これを１週間分置くん

だったらまだしも、ここは何かなと見るんです

けれども、２日置いて収めて、また次の日のも

のを収めてという感じで２冊しかないんです。

だからこれは背表紙になっているから誰も見な

い。そして通り過ぎていく。そして和室に行っ

て、大体お父さん、お母さんというのは赤ちゃ

んを連れたり、幼児を連れたりして和室に行っ

て絵本を見るんです。だけど、これを小さいお

子さんを連れて読むとたくさんの情報が入って

勉強になるんです。場所によってはお父さん、

お母さんと一緒になってこの新聞を読んで情報

を得ていくという活動もしているんですよ、図

書館によっては。だから現場を見ることが大事

かと思います。ただ皆さんはあっちに任せてい

ると言うけれども、そこの責任じゃないですよ

ね。情報をきちんと伝える、伝わるようにして

ほしいんです。それを私は言いたいと思います。 

 そのあやかりの杜の施設がどうなっているか

映像で見るのではなくて、実際に視覚で調べる。

そして情報というのはスマートフォンとかいろ

んなもので見ることはできるんですけれども、

やはり紙媒体で手に取って見る、これは非常に

脳の中に入っていくんです。ＳＮＳとかああい

うものは瞬間的に見るけれども、入ったようで

入らない。ＳＮＳなんていうものは誰がもでき

るわけだから、それが真実かどうかも見極める

必要があるんです。しかし新聞というのは事実、

検証して数字も正確で、そして正確に伝えるた

めいろんなデータをもって新聞記者たちは一生

懸命これを検証しながら、そして伝えていく。

これは非常に道具なんです。私たちの知識の道

具だと私は思っております。ですから公民館に

は一体何名ぐらい来ていらっしゃるのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（新垣理衣子） 

 御質問にお答えします。 

 実際に中央公民館を訪れている方の人数を調

査しているわけではないので、利用申請があっ

た際におおむね利用人数ということで報告され
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ている、申請されている人数で集計しましたと

ころ、令和５年度は約５万人、令和６年度は４

万5,000人、令和７年度は８月末現在で２万

6,000人となっております。これのほかにあと

駐車場とかロビーだけを使いたいということで

申請されている場合もありますが、そこは除い

て実際に研修室とかホールを使いたいという方

の人数となっております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 中央区公民館は先ほど言ったように予防接種

をすることもありまして、本当に赤ちゃんから、

幼児から90歳以上の方たちがそこに集っていろ

んな交流をしたり、本当にいろんな社会活動を

したりしているわけなんです。やはりそういう

ところで圧倒的にあやかりの杜のほうが多いと

思うんです。それはただ申請してやった数だけ

ですので、あやかりの杜は村外からもたくさん

いらっしゃいます。ですから、あちらと明らか

に人数が違うわけです。そして中央公民館に来

るのは、ほとんど村民なんです。なじみのある

顔の人たちがいつもここにいらっしゃっている

わけです。 

 この前、原爆と沖縄戦という展示をしたんで

す。沖縄戦とそれから原爆の本をそこに並べて、

原爆展のところで並べてあったんです。私も

「よし、読めるだけ読んでいこう」と思って、

そこで踏ん張って朝から来て読んだんです。そ

したら途中から女の子が来て、ここでダンスか

何かをしてお母さんを待っているわけです。こ

の子が一生懸命にこの本を取り出して見ている

んです。もう一生懸命に読んで、私が声をかけ

られないぐらい本当に熱心に読んでいるわけで

す。本当に子供というのは飢えているんだなと

思いました。大人もそうですけれども、やっぱ

り情報に飢えている人たちも多いんですよ。や

っぱり今はＳＮＳとかスマートフォンとか、な

かなかついていけない大人もいるわけです。 

 また、この前ある男性の方が中央公民館に座

っていたんです。車の運転手をしているらしく

て、そしたら「自分は新聞を読みたいけれども、

あやかりの杜に行って読んでいる」と。どうし

たんですかと言ったら、「仕事が忙しいので新

聞を読む時間もないし、お金でも買えない」と。

そして１週間に１回あやかりの杜に行って、

「告別式の欄を見て自分は知り合いがいたら行

くんですよ」という方もいたんですよ。ですか

ら、やはりそのニーズに応えていく。お年寄り

でも目を通したいという方は結構いるんですけ

れども、最近は物価高で新聞を買えない本当に

貧しい人たちもあらわれているんです。やっぱ

りそういう教養とか、あるいは情報を与えるの

は、私は生涯学習の責務だと思っております。 

 中央公民館というのは、社会教育施設である

ことは間違いないですよね。皆さんのいろんな

文献を私は読みました。そしたらこのように書

かれているんです。家庭や学校の外で児童から

青年、成人、高齢者に至るまで全ての年齢の人

が学習や研修、スポーツや趣味に講じたり楽し

む機会を提供されることが生涯学習のための施

設ですと。これは納税者の施設なんですよ、お

金を払っている人たちの。このお金を払ってい

る人たちって、一つの情報というのは新聞も一

つのものなんですけれども、そこから置き去り

にされていないのかなと思うんです。一番身近

なものが新聞なんです。本は読まなくても新聞

は読みたいという人もいます。声の欄を読みた

い人もいる。それぞれの関心のあるところを読

みたいということがあるんです。お年寄りはほ

とんど中央公民館に行きます。あやかりの杜に

新聞があるから、あっちに行きなさいって言え

るんですかね。やっぱり身近にあって、何か待

合の時間とかそういうときに新聞を読んでもら

うという、その提供役と、何々してもらうとい
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うのが社会教育施設の役割でも私はあると思う

んです。村民の教養を身につける、高いレベル

に達するというのも生涯学習の私は仕事だと思

っております。 

 皆さんの北中城村第１次生涯学習推進計画を

読みました。2022年11月につくられております

けれども、この度、村民が生涯にわたり「いつ

でも、どこでも、だれでも」学習活動に取り組

み、全てのライフステージに応じた、充実した

生涯学習活動が行えるよう、北中城村第１次生

涯学習推進計画を策定しました。今後は本計画

に基づき、地域や関係機関、行政が連携し、あ

らゆる年代への学習機会の提供や村民ニーズに

沿った学習支援を図り、学びを通したひとづく

り、地域づくり、つながりづくりを推進してま

いりますと。そしてその中段には、生涯学習と

はと書かれているんです。教育基本法第３条で

は、「国民一人一人が自己の人格を磨き、豊か

な人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たってあらゆる機会に、あらゆる場所において

学習することができ、その成果を適切に生かす

ことのできる社会の実現が図られなければなら

ない」という生涯学習の理念が示されており、

その学習活動は個々人にとっても社会にとって

も意義のあるものと考えますと記さているんで

す。そして、３のめざすべき知の循環型社会の

形成ということがありまして、生涯学習活動は

自らの生活の向上だけでなく、仲間づくりや地

域コミュニティづくりにつながることが期待で

きるとともに、学んだ成果を社会に還元してい

くことにより、社会全体の持続的な教育力向上

に貢献することができます。本村では、「いつ

でも・どこでも・だれでも」学習可能な環境づ

くりに努め、個人のキャリア開発の支援を図っ

ていくことはもとより、学習成果を地域課題の

解決等に役立てていく中で成長を実感し、新た

な学習の需要につながっていくなど、学び続け

ることができる環境形成を目指していくものと

しますとあるんです。だからたかが新聞、され

ど新聞かもしれないけれども、この新聞からた

くさんの学びを得ることができるんです。子供

たちにもチャンスを与えて、副読新聞になって

いるものも子供たちに読み上げて、あやかりの

杜だけじゃなくて、施設だけじゃなくて、やっ

ぱり中央公民館にぜひ私はこの新聞、せめて地

元の両紙の新聞を置いてほしいと切実になって

おりますけれども、前にも私はこの一般質問を

しましたけれども、これで２度目なんですけれ

ども、再度教育長の考え方は変わったのか、変

わらなかったのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（名幸利積） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 私たちが今あやかりの杜で集約をする方向で

今進めていますよということと、あと議員がお

っしゃるように新聞の価値であるとか、それか

らそういうものを否定するものではございませ

んので、そして先ほどのりゅうＰＯＮとかそう

いう部分のところのあやかりの杜での掲示の方

法であるとか、そういう部分についてもまた私

たち職員とあやかりの杜職員と協議をしながら、

また広く来訪者に読みやすい、そして学習しや

すい環境を整えていきたいと思っております。 

 中央公民館の新聞の配置については今のとこ

ろ少し即答は難しいのかなと思っていますが、

今現在ある部分のところで何とかやっていきた

い。それから子供たちの部分の新聞の活用につ

いては、学校図書館のほうに置いていまして、

そういう形で日々授業で活用できる部分の、特

に今回の戦後80周年のそういう特集であるとか、

そういう部分については大いに学校のほうでも

実際に活用し、子供たちと学習を深めていると

ころですので、そういうことで御理解いただき

たいなと思っています。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武すま子議員。 
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○１０番（喜屋武すま子議員） 

 こういう情報化社会の中で特に新聞というの

は本当に適正に書かれていて、信用が十分でき

るものなんです。そして地元の情報が分かる、

世界の情報が分かる。新聞というのはもともと

日々の新聞であるし、子供新聞に向けても私た

ち大人が学ぶことがたくさんあるんです。私も

これを読んで分からなかったといって恥をかく

ことも多いんです。ですから、やはり公民館の

ほうにもたくさんの年代の方たちが集うので、

新聞を手に取ってもらう、読んでもらうという

方向をぜひ再度検討していただければと思って

おります。 

 私の一般質問はこれで終わります。ありがと

うございました。 

○議長（名幸利積） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ２時０４分 散会 
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令和７年第６回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和７年９月26日 午前10時00分 議 長 名 幸 利 積 

閉 会 令和７年９月26日 午後０時17分 議 長 名 幸 利 積 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番   

会議録署名議員 
 ８ 番 議 員 大 城 律 也 

 ９ 番 議 員 上 間 堅 治 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 與那城 世代子 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 仲 本 正 一 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 新 垣 理衣子 

企 画 振 興 課 長 徳 峯 惣一郎 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 住 民 生 活 課 長 比 嘉 利 彦 

福 祉 課 長 安次富 規 昭 税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 

こども未来課 長 喜 納 啓 二 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

健 康 保 険 課 長  上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹 

  学校教育指導主事  

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第６号 

 令和７年９月２６日（金曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１ 議案第４０号 北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 委員長報告、質疑、
討論、決定 

２ 議案第４１号 北中城村下水道条例の一部を改正する条例について 〃 

３ 認定第 １号 令和６年度北中城村一般会計歳入歳出決算の認定について 〃 

４ 認定第 ２号 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

〃 

５ 認定第 ３号 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

〃 

６ 認定第 ４号 令和６年度北中城村水道事業会計決算の認定について 〃 

７ 認定第 ５号 令和６年度北中城村下水道事業会計決算の認定について 〃 

８ 議案第４７号 令和６年度北中城村水道事業剰余金処分について 〃 

９ 議案第４８号 令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分について 〃 

 
１０ 

※追加議案 
同意第 ４号 

 
固定資産評価審査委員会補欠委員の選任について 

 
説明、質疑、委員会付託
省略、討論、決定 

１１ 陳情第７－５号 地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 即 決 

１２ 陳情第７－６号 県産品の優先使用について（要請） 〃 

１３ 陳情第７－７号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求め

る陳情書について 

委員長報告、質疑、
討論、決定 

１４ 意見書第４号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求め

る意見書について 

説明、質疑、委員会付託
省略、討論、決定 

１５  閉会中の継続審査の申し出について  
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○議長（名幸利積） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．議案第４０号 北中城村水道事業

給水条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第１．議案第40号 北中城村水道事業給

水条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第40号 北中城村水道事業給水条例の一

部を改正する条例について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た議案第40号 北中城村水道事業給水条例の一

部を改正する条例について、本委員会における

審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局から担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 課題として老朽化管路の更新とあるが、更新

の長期計画を勘案しての答申なのか。精査した

内容はとの質疑に対し、現在、第５次拡張計画

に基づき令和10年度までの施設の更新及び耐震

化が計画されて事業を執行している状況である。

老朽化管路の更新については、第６次拡張計画

（令和11年～令和20年）の更新計画を立案し実

施していくが、具体的な更新内容はこれから検

討する。更新費用を年間１億5,000万円として

計上しているとの答弁。耐用年数40年経過の施

設の対応及び令和８年度以降、執行予定の更新

費用１億5,000万円の執行内容はとの質疑に対

し、現在の事業計画は耐震化対応として、喜舎

場ポンプ場及び配水池、熱田配水池及び配水管

の耐震化を令和10年度まで計画している。令和

11年度以降は優先順位を確定して対応していき

たいとの答弁。 

 耐震化の必要性があるとしているが、耐震化

の現状、進捗状況について。また、国・県の補

助はあるのかとの質疑に対し、現在の耐震化管

路については、重要施設である配水池への送配

水管の延長約29キロメートルのうち、約24.8キ

ロメートルが耐震管として機能を有している。

今後も第５次拡張計画及び今後計画する第６次

拡張計画に基づき耐震化整備に取り組む。国・

県の補助は、国庫補助金として２分の１の補助

があるとの答弁。重要施設の耐震化とは、また

一般家庭向け配水管の耐震化の国庫補助金２分

の１の補助対応はとの質疑に対し、重要施設と

は災害時に重要拠点として位置づけられている

施設に配水する管路の耐震性に対する国庫補助

を行う制度である。それ以外の一般家庭等への

配水管耐震化の補助金は、主に自治体が行う水

道事業で単費負担で対応しているとの答弁。 

 審議会で検討した水道料金改定案①から案③

まで示されている。案①と案②の引上げ幅は約

10ポイント、案②と案③の引上げ幅は約４ポイ

ントとなっているが、この差の理由はとの質疑

に対し、案①の率については、県が旧単価

（102.24円／㎥）から最終単価（135.7円／㎥

（税抜き））に引上げた場合の率で、案②は県

が旧単価（102.24円／㎥）から減免する前の徴

収単価（125.24円／㎥）まで引上げた場合の率

で、案③は、令和５年度決算ベースで本村の供

給単価平均は182.17円／㎥であり、県が値上げ

する単価分のみ引上げた場合の率（33.46円／

㎥÷182.17円／㎥）となっているとの答弁。審

議会で検討した水道料金改定案②に決定した理
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由はとの質疑に対し、案①は令和８年度以降黒

字を計上し、健全で安定した事業運営が図られ

るが改定率が32.73％と最も大きく住民生活や

企業の経済活動が懸念される。案②は純利益は

案①より少ないが令和８年度以降黒字を計上し

ている。資金残高は年々減少するが事業運営は

可能である。改定率22.50％と案①より低いが、

水道事業経営と住民負担のバランスが良いと考

える。案③の改定率18.73％は値上げ分が全て

受水費の増加分に充てられ、全ての年度で赤字

を計上しているため、健全で安定的な事業運営

が困難になると考えられる。改定率については

案①②③を水道事業経営と住民負担の双方の観

点から検討した結果、案②改定率22.50％増が

妥当と判断したとの答弁。 

 物価高騰、賃金の上昇がない中での料金等改

定は、村民の負担を考慮したとは見られないと

の質疑に対し、本村においては沖縄県企業局が

浄水単価を引上げたことにより、企業局から

100％購入し供給している現状の中で、令和７

年度決算においては赤字決算を見込んでいる。

このまま料金を改定しなければ、今後の施設の

老朽化、耐震化対策にも影響を与え、安定した

水の供給ができなくなることが危惧される。水

道法第14条第２項第１号で、「料金が、能率的

な経営の下における適正な原価に照らし、健全

な経営を確保することができる公正妥当なもの

であること」と規定されていることからも今回

の改定案については、本来なら案①の32.73％

引上げた方が資金残高も右肩上がりになり、健

全で安定的な事業運営が図られると考えられる

が、昨今の物価上昇などにより、水道使用者へ

の負担も考慮した上で22.50％としている。こ

れについては、県が５年を目途に見直しの検討

を行うとしているので、本村においても、５年

程度の目安で、県の状況や社会情勢により、検

討を行いたいと考えている。資金残高は右肩下

がりになるが、事業運営は可能であると考え決

定している。御理解をお願いしたいとの答弁。

物価高騰の中での水道料金改定延期の可能性は

との質疑に対し、今回の値上げの背景には、沖

縄県企業局の水道料金の値上げがある。村内に

供給されている水道水は全て企業局から購入し

ている。そのため、企業局の値上げに伴って本

村も水道料金を改定せざるを得ない状況である。

物価高騰での水道料金値上げ延期の考え方は、

水道事業の財政状況や老朽化対策が優先される

ため、延期は困難であるとの答弁。 

 村民への周知方法はとの質疑に対し、ホーム

ページや広報紙への記載を予定している。さら

に、検針時による料金改定に関するチラシのポ

スティングなども検討しているとの答弁。料金

改定に関するチラシやポスティング資料の内容

と全戸配布の考えはとの質疑に対し、水道料金

の値上げに関する住民への周知は、広報紙、ホ

ームページ、暮らしの情報などを通じて行って

いる。値上げの目的や開始時期、新しい料金表、

問合せ先などを分かりやすく記載した情報を告

知していきたいとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は賛成４名、反対２名の賛成

多数で原案を可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 反対２名の意見として、昨今の物価高騰によ

る家計への負担も踏まえ、料金改定の条例改正

を先延ばしにしてもらいたいとの意見がありま

した。 

 以上であります。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありませ
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んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第40号 北中城村水道事業給水

条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第40号 北中城村

水道事業給水条例の一部を改正する条例につい

ては委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２．議案第４１号 北中城村下水道条

例の一部を改正する条例について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第２．議案第41号 北中城村下水道条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第41号 北中城村下水道条例の一部を改

正する条例について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た議案第41号 北中城村下水道条例の一部を改

正する条例について、本委員会における審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局から担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 下水道使用料の改定で今後の接続率への影響

はないかとの質疑に対し、接続率への影響につ

いては、現在も年間10数件程度である。物価高

騰などの影響により、資材価格や人件費の増加

で工事費が高くなり接続を控える傾向にあると

思われる。さらに使用料の増加により、接続に

対して影響があることも考えられるが、値上げ

に対して丁寧に説明し理解をいただけるよう取

組んでいきたいとの答弁。下水道への接続のメ

リットはとの質疑に対し、下水道に接続するメ

リットは環境の改善、悪臭や害虫の減少、地域

排水路の水質保全が挙げられる。衛生的で快適

な暮らしが可能になるとの答弁。下水道接続率

を上げるためのイベントなどの取組はとの質疑

に対し、下水道接続の向上を目的とした県から

の直接的な「下水道の日」に特化した支援はな

いが、村独自の接続促進のための啓発活動を実

施しているとの答弁。 

 経営状況での改定理由として、経費回収のた

めどのような取組をしたか。また、接続人口の

数値で正しく判断できるのか疑問がある。接続

戸数として下水道に接続可能な住宅等は現在何

戸で、接続ができていないのは何戸かとの質疑

に対し、接続率を向上させることで、経費回収

率も改善することから普及地域での未接続家庭

等に対して、戸別訪問、ポスティングを定期的

に実施している。同時に接続補助の説明も行っ

ている。接続戸数として集計はしていないが世

帯当たりの平均人数をもとに算出すると令和６

年度末（Ｒ７.３）時点の利用可能世帯として

は5,140戸で接続戸数は3,828戸、1,312戸が未

接続となっているとの答弁。下水道普及員の役

割はとの質疑に対し、下水道普及員は、未接続

家庭を訪問し下水道接続のメリットを説明した

り、接続できない理由や諸事情を聞いたり、個

別の相談に乗ったりしているとの答弁。下水道

整備率100％、接続率100％の場合の下水道事業
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の経営状況はとの質疑に対し、下水道整備率・

接続率が100％であるということは、インフラ

が完全に整備され、経営的には収支が均衡して

いるとは必ずしも言えず、人口減少や施設の老

朽化対策、さらに将来的な財源の確保など、依

然として多くの課題に直面しているとの答弁。

下水道使用料の県内他団体との比較はとの質疑

に対し、県内団体の下水道事業における１か月

20立米当りの家庭料金と比較すると、県内平均

1,422円に対し、本村は1,155円となっておりや

や低い水準にある。下水道事業は汚水私費の原

則に基づき、利用者の使用料で経費を賄うこと

とされている。しかし、県内の多くの市町村に

おいて使用料が適正に設定されていないために

使用料収入が不足し、一般会計からの繰入金に

頼っている。安定した経営を実現するためには、

接続率の向上、使用料の適正化（改定後1,427

円）、効率的な維持管理を行う必要があるとの

答弁。 

 本村の下水道の運用は平成９年から始まって

いる。下水道普及率は64.9％で更新工事より新

規工事が多く行われていると考えるが、今後管

路の更新・耐震化にどの程度の予算が必要か。

また審議会で検討した過程でどのように議論さ

れたかとの質疑に対し、下水道の更新について

は、供用開始から27年で、法定耐用年数50年を

まだ経過していないので、今回の中期計画（10

年）の中では考慮していない。また耐震化につ

いては、下水道法施行令が平成18年４月１日に

改正され、耐震化が義務化されたことから、平

成18年度以降設計・施工された下水道について

は、耐震対応となっている。それ以前に施工さ

れた施設については、管路更新に合わせ耐震化

を検討し、重要管路施設について耐震化が必要

な個所は、国・県と調整の上現在執行可能な予

算の範囲内で、新規工事と併せて耐震化を進め

ていきたい。審議会においても同様な説明をし

ているとの答弁。下水道重要管路施設とはとの

質疑に対し、汚水を集めて下水処理場や放流先

へ運ぶ管渠、避難所等から排水される下水道施

設との答弁。下水道重要管路施設の補助金制度

はとの質疑に対し、下水道重要管路施設の補助

金制度は国土交通省が水道と下水道を一体で耐

震化する工事費を補助する新制度の創設を計画

しているので状況を確認したいとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は賛成４名、反対２名の賛成

多数で原案を可決すべきものと決定しました。 

 反対２名の意見として、昨今の物価高騰によ

る家計への負担も踏まえ、料金改定の条例改正

を先延ばしにしてもらいたいとの意見がありま

した。 

 以上であります。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第41号 北中城村下水道条例の

一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。議案第41号 北中城村

下水道条例の一部を改正する条例については委



― 233 ― 

員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第３．認定第１号 令和６年度北中城村

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第３．認定第１号 令和６年度北中城村

一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 一般会計歳入歳出決算審査特別委員長。 

○一般会計歳入歳出決算審査特別委員長（喜屋

武 功議員） 

 認定第１号 令和６年度北中城村一般会計歳

入歳出決算の認定について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た認定第１号 令和６年度北中城村一般会計歳

入歳出決算の認定について、本委員会における

審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月９日、16日、17日、

22日、24日に開催し、24日に屋良朝春委員、上

間堅治委員が欠席のほかは全委員出席の下、審

査を行いました。執行当局から担当課長及び担

当係長、担当職員が出席しました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 歳入１款村税、全体の滞納繰越分の収入未済

額が対前年度比で増になった理由はとの質疑に

対し、主な要因として、個人住民税及び法人住

民税については、過年度分からの申告により、

その過年度分の納付が発生したため、一括納付

が困難となり収入未済となったことが考えられ

る。固定資産税については、負債相続又は相続

人未設定などにより納付が滞っていること、軽

自動車税については、納税者１人で車両を複数

台保有し滞納が続いていることで収入未済とな

ったことが考えられるとの答弁。徴収率は対前

年度比でどうかとの質疑に対し、令和４年度が

97.3％、令和５年度が96.83％、令和６年度

96.65％となっているとの答弁。徴収率向上の

目標を設定しているのかとの質疑に対し、過去

５年間でおよそ97％後半だったが、担当課とし

ては今年度から現年度分について、徴収率

100％を目指して強化をしていくとの答弁。令

和４年度から村民税は右肩上がりで収入増。同

様に滞納繰越分も上がってきている。毎年収入

未済額が増えれば、次年度に滞納繰越分が増え

ていく。そういう状況だが、徴収体制の強化を

どう進めるかとの質疑に対し、県内で徴収率上

位南風原町が99％で、そこの徴収体制を例に見

ると、町内を４つに区分けして２名１組の体制

を取っている。また、現年度分で第１期でも未

納があれば差し押さえ手続をして強化している。

本村は、これまで２年目に差し押さえや滞納手

続をしていたが、今年度からは現年度分に限っ

て３期目までに未納があれば差し押さえを強化

していく。固定資産税においては、今年度から

３期目未納の納税者から滞納の手続を強化して

いくとの答弁。時効消滅処理や執行停止処理の

件数などは把握しているかとの質疑に対し、未

納して５年過ぎると納付義務がなくなるため、

督促状や催告状を発送することで時効期限を延

ばし徴収していこうと考えているとの答弁。 

 １款１項２目法人税が対前年度比減の理由は

との質疑に対し、法人税割が対前年度比で75件

増となってはいるものの、法人税割の収入が対

前年度比で1,366万4,700円の減で、これは法人

税割が、法人の収益に応じて申告納付されるも

ので法人収益の減少が影響しているものと考え

られるとの答弁。自治体の収入は、住民税、固

定資産税、法人税が主な収入源になるが、その

中で、なぜ法人税割の収入が約1,300万円減に

なったのか、全庁的に理由を調査する必要はな

いのかとの質疑に対し、この件については庁議

で話していくとの答弁。 
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 13款１項１目１節、地方交付税、普通交付税

が対前年度比で大幅減の理由はとの質疑に対し、

前年度より基準財政収入額の基礎となる税収入

が増えたことが要因となっている。なお、地方

交付税のうち地方交付税12月追加分１億1,154

万円については、臨時経済対策費及び地方公務

員の給与改定に伴う経費の一部等の経費として

追加交付された普通交付税となるとの答弁。 

 17款２項８目３節、社会資本整備総合交付金

で収入未済額が出ている理由はとの質疑に対し、

社会資本整備総合交付金の収入未済額6,986万

9,317円については繰越しによるもので、翌年

度の収入に振替となるとの答弁。該当する事業

はどこかとの質疑に対し、村道荻道登又線整備

事業で工事期間中の大雨により施工個所ののり

面が崩壊し、その対策に時間を要したため事故

繰越しになったとの答弁。 

 19款１項２目２節、伝統芸能振興基金預金利

子が対前年度比で大幅増の理由はとの質疑に対

し、伝統芸能基金を預金先である普通預金の利

息が前年度より上がったことが理由となるとの

答弁。他の基金と比べて預金利子に違いがある

がなぜかとの質疑に対し、地域福祉基金につい

ては、定額の利率となっている定期預金で、伝

統芸能基金は少額なためにペイオフ方式の普通

預金に預けているため預金利子に違いが出てい

るとの答弁。条例の中で最も確実、有効な形で

管理しなければならないとある。基金は預ける

というより運用しなければならないと考えるが、

元金を保証するだけというのは条例に沿わない

のではとの質疑に対し、基金の運用については

会計管理者のほうで運用しており、地域福祉基

金においては、利息は少ないが定期で運用して

いるとの答弁。 

 歳出１款１項１目18節、政務活動費の実績は

との質疑に対し、議会政務活動費は、議員14名

分年額168万円の支給であったが、全額返還し

た議員が１人、ほか８人の議員が支出の残額分

を返還したため、支出額は132万2,755円であっ

た。支出内訳として、調査研究費（県外行政視

察、地方議員研究会研修）としての支出が最も

多く、ほかに広報費、事務費の支出があったと

の答弁。収支報告書や政務活動報告書は期限内

に提出されているかとの質疑に対し、収支報告

書は出納整理期間中にきちんと提出されている。

しかし、政務活動報告の提出においては毎回で

はないが若干遅れての提出者がいるが、その点

はしっかり期限を守るように指示していくとの

答弁。 

 ２款１項１目18節、総合事務組合負担金で２

回流用した理由はとの質疑に対し、令和７年１

月の臨時議会で人事院勧告に基づく給与条例の

一部改正を行ったが、その際に補正予算への計

上漏れがあった。同じ４節の市町村共済組合負

担金及び厚生年金保険料に不用額が見込まれた

ことから、そこから流用して支出したとの答弁。

人事院勧告に基づく給与条例の一部改正で､な

ぜ計上漏れが起こるのかとの質疑に対し、共済

費等を最終の３月定例議会で補正を行う予定で

あったが足りない分が発生した。ただ、年度末

時点で不用額の発生が見込まれたため、補正予

算を計上せずに不用額の流用ということで節内

で対処したとの答弁。監査委員の意見にもある

が、流用が異常に多いということと、過去の議

会でも流用が多過ぎるということで、附帯意見

をつけている。認識が甘いのではないかとの質

疑に対し、人件費の増だけでなく給与や共済金

にしても負担が大きく、当初の見込みよりもは

るかに違っていたということが原因と判断して

いる。議会や監査委員からの指摘どおり、流用、

充用を極力やめるようにとアナウンスしている

との答弁。 

 ２款１項２目７節、茶の間通信員報償金で不

用額が出ている理由はとの質疑に対し、不用額

の主な理由としては、美崎、瑞慶覧、大城３自

治会における茶の間通信員の欠員分及び講師謝
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礼金の不用額分となるとの答弁。行政として自

治会と相談して早めに通信員の確保ができない

か。また講師謝礼金の不用の理由はとの質疑に

対し、これまで茶の間通信員は自治会で人材確

保しているが、自治会としても人材確保に苦慮

している。講師謝礼金は茶の間通信員への指導

料で１時間4,000円の２時間分の謝礼金になり、

開催できなかったので不用額が生じたとの答弁。 

 ２款１項７目18節、海外移住者子弟研修生補

助金が対前年度比36万9,900円減の理由はとの

質疑に対し、受入期間を３か月から２か月へ変

更したことで､受入れする家庭への１か月９万

円の補助、研修生本人への１か月３万円の補助、

またショートステイビザの対応になるので国保

加入（１人当たり3,300円）ができなかったた

めに合計36万9,900円の減になったとの答弁。

受け入れ期間を１か月短縮した理由はとの質疑

に対し、「ヒアリングで３か月では負担がかか

るという意見があったので、受入れ家庭の負担

軽減のために１か月短縮したとの答弁。受入れ

先の負担や物価高騰対策も考えて補助額を増や

してもいいのではないかとの質疑に対し、確か

に物価高騰もあるので以前と同額では厳しいと

思う。今年度は既に契約済みのため、次年度に

プラス分を考慮するとの答弁。 

 ３款１項１目18節、災害ボランティアセンタ

ー運営等補助金、機能強化補助金の実績はとの

質疑に対し、災害ボランティアセンター運営等

補助金の30万円はポータブル電源の購入。機能

強化補助金の50万円は災害ボランティアセンタ

ー設置運営訓練を実施したためのもので、11月

28日に情報伝達訓練、避難者受入・避難所設置

運営訓練を行い、参加者は86名。11月29日は災

害ボランティアセンター設置運営訓練を行い

162名が参加したとの答弁。令和６年度は多く

の機関と連携して訓練が行われているが、資機

材の使い方など忘れないように定期的な訓練が

必要と考えるがどうかとの質疑に対し、災害ボ

ランティアセンター設置運営訓練は平成27年度

に１度開催し令和６年度に２回目の開催となっ

ているが、もともと災害ボランティアセンター

の設置は大規模災害後の復旧に向けてのものに

なるので、社協と連携して、常に非常時があっ

たとしても対応できるよう準備をしていきたい

との答弁。協定書の締結についてはどうなって

いるかとの質疑に対し、一度協議はされていた

が中身を少し詰めるところがあり、現在一時保

留となっている。速やかに協定が結べるよう進

めていくとの答弁。 

 ３款１項３目12節、生きがい活動支援通所事

業委託料の実績はとの質疑に対し、この事業は

令和６年度から医療法人アガペ会を指定管理者

として実施しており、閉じこもり傾向にある高

齢者の社会的孤立を防ぎ社会参加を促す事業で、

この事業の対象者は71名で週に１度通所しても

らい平日の曜日で日を決めて10時から16時まで

の間で健康チェックだけでなく日常機能訓練や

集団レクリエーション、体操、脳トレなどを行

っているとの答弁。財源を含めて、この事業は

県からの指示でやらなければならない事業なの

かとの質疑に対し、平成16年度から行っている

村独自の事業になるとの答弁。介護保険事業の

デイサービスとどう違うのかとの質疑に対し、

要介護認定を受けていない閉じこもり気味の方

が対象で、設立当初からすみ分けはできている

との答弁。本人や家族がなかなか要介護にいく

までの判断が難しいところがあるが、この事業

に通う中で担当が適切に判断して介護保険サー

ビスに向けるような体制になっているのかとの

質疑に対し、71名のうち、事業対象者が８名、

要介護認定なしの方が48名、要支援１が15名と

なっているが、担当の職員が対象者それぞれの

状況を見て、適切に判断して必要性が出てくれ

ば家族とも相談し介護保険サービスに移行して

もらうようにしているとの答弁。シルバー人材

センターの事業も社会参加を促すものであるが、
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シルバー人材センターに向けることも可能かと

の質疑に対し、元々は要介護を遅らせるための

事業で、社会参加を促すものでシルバー人材セ

ンターでの活動も問題はないが、対象者の平均

年齢が87歳となっているとの答弁。 

 ３款１項３目17節、シルバー人材センター車

両購入と利用状況はとの質疑に対し、購入した

のは環境衛生管理作業車（２トンダンプ）で令

和７年３月24日から使用し、これまで36日間使

用しているとの答弁。このトラックの使用は無

償なのかとの質疑に対し、村から無償で提供さ

れているので作業見積りにはトラック使用料は

反映されていないと思うとの答弁。北中城村財

産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例があ

り、その中の第４条に普通財産の無償貸付又は

減額貸付は公用、公共用、公益性のあるものに

当てられるとあるので、一般社団法人のシルバ

ー人材センターへのダンプの無償貸付けは条例

に抵触するのではないかと考えるがどうかとの

質疑に対し、担当課として、シルバー人材セン

ターにはダンプ納入の際に、使用料として取る

ものではないと指示はしているが、いま一度条

例と照らし合わせて確認してみるとの答弁。 

 ３款１項５目19節、介護用品給付事業で予算

が流用されている理由はとの質疑に対し、令和

６年度の予算額は520万2,000円であるが、給付

対象者が増えたことで予算不足が生じ予備費よ

りの流用となっている。令和６年度当初の登録

者数は73名で、令和６年度末には18名増の91名

となった。介護用品については、紙おむつ、尿

取りパッドが大方を占めているとの答弁。高齢

化社会が進む中で、当初で見積もってもそれを

上回るものになっているが、国・県・村の負担

割合はどうなっているかとの質疑に対し、村の

一般財源での事業になる。給付額は中部地域で

見ると１番目に嘉手納町で１万円、２番目に北

中城村で8,500円となっている。今後も現状の

レベルでこの事業を続けていきたいとの答弁。

この事業については必要性のある家庭に行き届

いていないと思われるところもあるがどうかと

の質疑に対し、実際はケアマネジャーからの周

知になっているが、周知不足が否めないところ

もあるので、定期的な広報等も検討していきた

いとの答弁。 

 ３款２項４目10節、食糧費（子どもの居場所

運営支援事業）の実績はとの質疑に対し、この

事業は沖縄こどもの貧困緊急対策事業補助金よ

り８割の助成を受けて実施しており、村内２か

所の児童館と中央公民館で行われている無料塾

で週に１回程度、地域の民生委員児童委員らの

協力をいただき、おにぎり等の軽食を提供して

いる。人数については制限なく不特定多数の子

供たちに提供しているので１日50名～100名前

後の数になるとの答弁。補助金対象範囲はとの

質疑に対し、今年度から月５万円を上限に自治

会で運営している事業が対象範囲となるとの答

弁。ボランティア団体が自治体と一緒に活動す

るのであれば補助対象となり得るかとの質疑に

対し、国からの補助を使った事業になるので、

適正な会計管理ができるかが重要な審査基準で、

そこがクリアできるのであれば補助の適用が検

討できるとの答弁。喜舎場地域に自宅を使って

地道に子供たちのために活動されている方がい

る。場所は自宅だが、自治会の後援があれば補

助対象になり得るかとの質疑に対し、提案があ

ればしっかり審査してくことは可能との答弁。

貧困緊急対策事業補助金からの８割補助とある

が、本当に支援を必要としている子供たちを把

握できているかとの質疑に対し、夏休み期間中、

給食がない子供たちへのお弁当配布等も実施し

ているので、ある程度把握しているつもりだが、

申出がないと見えないところはあるとの答弁。 

 ３款２項２目18節、４目18節、保育所等にお

ける性被害防止対策に係る設備等支援事業の実

績はとの質疑に対し、子供のプライバシー保護

や保護者からの確認依頼等に応えるため記録な
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どを通じ、設備における性被害防止対策を図る

事業になる。村内の私立保育所・認定こども園

に対する事業として、１施設でパーテーション

を購入。児童館費の事業については、村内の放

課後児童クラブ（学童クラブ）６施設に防犯カ

メラを導入しているとの答弁。パーテーション

や防犯カメラ導入の背景は何かとの質疑に対し、

パーテーションについては、お着替え時や内科

健診等での利用で、園からの要望があり設置。

また防犯カメラについては保護者からの要望が

あり導入設置となったとの答弁。防犯カメラ画

像の管理、運用についてはとの質疑に対し、画

像データの確認は、施設の代表だけが見ること

ができる仕組みになっているが、他市町村の運

用状況を見ながら検討していきたいとの答弁。 

 ３款２項４目18節、放課後児童健全育成事業

の実績はとの質疑に対し、放課後児童クラブ

（学童クラブ）の運営費、障害児受入れに係る

経費、賃借料、送迎に係る経費等に対する補助

で、財源内訳として国３分の１、県３分の１、

市町村３分の１となっている。令和６年度は、

村内７施設９支援単位に対して8,637万5,000円

の実績となっている。令和６年度の利用児童数

については316人（５月１日現在）との答弁。

この事業に必要な資格要件はとの質疑に対し、

これまで通常配置職員を２名のうち１名は放課

後児童支援員であったが、令和６年に法律改正

があり、２名中２名放課後支援員であれば基本

単価を30％上げていいとなり、予算額も1,000

万円余り補助額が上がったとの答弁。障害児受

入れ人数はとの質疑に対し、各施設ばらつきが

あるが１名～６名となるとの答弁。 

 ４款１項６目12節、犬の登録管理システム保

守委託料について管理状況はとの質疑に対し、

村の登録犬数は令和７年８月時点で856頭。狂

犬病予防法では、飼い犬の生涯一度の登録と毎

年１回の狂犬病予防注射が法律で義務づけられ

ている。また、システムの導入により予防注射

のお知らせや注射記録の入力、登録・転入・死

亡など、各種届出処理が効率化されている。犬

が逃げたときや咬傷事故が発生した際にシステ

ムを利用することで登録のある飼い主を迅速に

確認し早期の対応が可能となっているとの答弁。

狂犬病予防注射は毎年何月頃か、また予防接種

時に登録する方もいるのかとの質疑に対し、集

団予防注射、予防接種は毎年６月で接種時に登

録する方もいるとの答弁。未登録犬への対応は

との質疑に対し、広報等でお知らせし、予防注

射は義務ということを周知しているとの答弁。

主に闘犬やピットブル等犬種も登録されている

のかとの質疑に対し、システム上で全て犬種は

把握できるとの答弁。首輪で予防接種や登録を

管理する方法やチップを入れて管理する方法は

との質疑に対し、国や県、市町村自治体ではま

だチップ登録はないが、ブリーダーにはチップ

を入れるようにと義務づけられているとの答弁。 

 ４款１項６目12節、地球温暖化対策実行計画

策定業務（事務事業編）委託料の実績はとの質

疑に対し、北中城村が実施している事務・事業

に関し温室効果ガスの排出量を削減することを

目的として策定され、計画年度は令和７年度か

ら令和12年度の５年間となっているとの答弁。

本村が実施する事務事業に関して、目標達成に

向けた取組はとの質疑に対し、基本的には、体

制の整備と重要性の周知徹底で、地球温暖化対

策として９施設がＬＥＤ照明への更新を行い､

令和７年度にはあやかりの杜や全ての公園の照

明をＬＥＤ化する｡その他、各施設への適切な

取組も継続的に実施し、住民へは自主的取組の

促進という形で進めていくとの答弁。住民に対

して自主的な取組の内容はとの質疑に対し、住

民には節水、節約、自転車の利用、マイバッグ

の持参、食品ロス削減、再生可能エネルギーへ

の切替え、緑化の促進など、あくまでも周知や

意識啓発を図っていくとの答弁。再生可能エネ

ルギーの内容が報告書の中に、ＥＭ研究機構の
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バイオマス発電に家庭からの生ごみを受入れら

れれば削減できるとの質疑に対し、費用対効果

を含めて検討していきたい。民間の事業ではあ

るが他にも資源化ヤード等でも連携はできると

考えるとの答弁。 

 ４款１項６目12節、公営墓地管理委託料の業

務の実績はとの質疑に対し、村シルバー人材セ

ンターに管理業務を委託しており、公園内の維

持管理、利用者、来訪者の受付対応等を行って

いるとの答弁。管理委託料が約550万円、墓地

管理料金の収入が41万5,000円。約500万円の差

額は基金から出すのか、それとも一般財源から

なのかとの質疑に対し、毎年、墓地の区画を使

用する方を募集して当選した方の使用料を一旦

基金に積んで委託料で支出している。基金の残

高が現在5,657万9,000円あるとの答弁。毎年

500万円の差額が出ているが、持続可能なのか。

委託内容も踏まえて今後の計画はとの質疑に対

し、364区画全ての使用料が入れば１億4,000万

円。現在は139区画のため人的管理が必要で現

在の委託内容に含んでいる。現在の計画では20

年間は問題ない。364区画で年間管理料２万円

から３万円取らないと運営できないと考える。

村民が必要であるとして造った公営墓地のため、

公共施設と同様の考えであるとの答弁。 

 ５款１項３目12節、しおさい市場の現状はと

の質疑に対し、旧しおさい市場施設については、

現在北中城村漁業組合に無償で貸し付けている。

理由は、北中城村漁業組合事務所兼店舗が老朽

化による雨漏りや天井のカビなどが常態的に発

生し、適正な環境でないことから、令和６年10

月21日に北中城村漁業組合から旧しおさい市場

施設を漁業組合事務所兼物販店として利用した

いと要請文書が提出されていた。補助事業を活

用して漁業組合事務所の建て替えを計画してい

るが、事業着手には数年を要すため、令和７年

１月20日から緊急的に漁業組合へ無償貸与して

いるとの答弁。緊急性があったから漁業組合へ

無償貸与とのことだが、今後は賃貸になるのか

との質疑に対し、漁業組合事務所建て替えが完

了するまでは無償で貸していくが、工事完了後

は移動することになる。しかし、引き続き利用

したいとなれば有償にすることも考えていると

の答弁。条例上無償貸与は妥当なのかとの質疑

に対し、緊急性も含めて、村が認める補助団体

ということで準公的機関と捉えて判断している

との答弁。無償貸与は、条例上の疑義が残るの

で第三者にも確認すべきと考えるがとの質疑に

対し、内部で整理した上で再検討するとの答弁。 

 ５款１項３目18節、沖縄県植物防疫協会会費

の実績はとの質疑に対し、会費は各市町村一律

で３万円になる。同協会の目的及び事業は、農

業生産の安定を目的に植物防疫に関する調査と

研究、並びに講習会や講演会等での普及、啓発

指導の実施、野そ、ミバエ類等防除対策等を行

っている。また、昨今のセグロウリミバエ対策

として、テックス板（誘殺板）の設置、ミバエ

トラップ板の増設、トラップ板でミバエが確認

された場合には周辺圃場での果実調査、寄生果

の確認された圃場での撤去作業、撤去後のベイ

ト剤散布などを行っているとの答弁。令和６年

の年末に本島北部でセグロウリミバエが見つか

って県からどういう指導があったか。また、令

和７年の３月定例議会での質疑ではこれまでの

テックス板ではセグロウリミバエ対策にはなら

ないと答弁していたが、現状どうなのかとの質

疑に対し、県からはこれまでのテックス板でも

効果はあるという報告があったので、通常のミ

バエ対策のテックス板（誘殺板）6,000枚も配

置し、さらに今年度はセグロウリミバエ対策と

して１万2,000枚のトラップ板を村内各所に設

置している。また、トラップ板内にセグロウリ

ミバエがいないか月２回の確認をしている。見

つかった場合には半径１キロメートル範囲の全

ての果実の調査を行うとの答弁。セグロウリミ

バエの発生元は分析報告されているかとの質疑
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に対し、県からの調査報告はないが、もともと

は東南アジアや中国に生息するもので大きさも

１センチにも満たないものなので飛来は考えに

くい。空輸便など何かに紛れて来たのではと言

われているとの答弁。北中城村でのセグロウリ

ミバエの発見事例はとの質疑に対し、北中城村

では７月に熱田地区で１か所、９月に瑞慶覧地

区の１か所でトラップに入っているのが見つか

っているとの答弁。 

 ５款１項３目18節、パイプハウス整備事業補

助金の実績はとの質疑に対し、令和６年度は、

村内２か所に1,152平方メートル（比嘉432平方

メートル、荻道720平方メートル）のパイプハ

ウスを整備している。栽培品目は２か所ともマ

ンゴーになるとの答弁。個人が受ける補助金か

との質疑に対し、ＪＡが会員の中から査定を行

い補助対象者を選んでいるとの答弁。この補助

金は年々増えているが何度も同じ人が使えるの

かとの質疑に対し、細かな審査はＪＡが行って

いるが、この補助金に関しては同じ人が使って

いるという事例はないとの答弁。パイプハウス

整備後に担当課はどう補助金利用者とやり取り

しているかとの質疑に対し、パイプハウス整備

直後に完了確認を行い、生産実績についてもＪ

Ａから報告を受けている。また、営農指導員が

随時農家さんのところを回っているとの答弁。 

 ５款３項１目12節、副業型地域活性化起業人

業務委託料の実績はとの質疑に対し、令和６年

10月１日に委託業務が進められているが、アー

サの養殖場にカキの稚貝が入った籠を置き、水

温や海水の栄養分などカキの成長にどの程度効

果があるのか見ているとの答弁。新たな特産品

として期待できるが、品質管理の体制はとの質

疑に対し、実際の販売段階になると、食中毒が

起こらないようなカキの毒を吐かせる施設も必

要となるとの答弁。 

 ６款１項３目12節、観光誘客プロモーション

事業の実績はとの質疑に対し、観光誘客プロモ

ーション事業委託料については、一括交付金を

財源とし、北中城村観光協会へ業務委託を行い

事業実施している。主な内容としては、①ＷＥ

Ｂ情報発信、観光案内業務、ホームページやＳ

ＮＳを活用した情報の発信、北中城村観光案内

所の年中無休開設。②マーケティング・地域ブ

ランディング業務、Ｇｏｏｇｌｅを活用したデ

ジタル・マーケティング支援、村内訪問者への

アンケート実施とデータ分析。③イベントキャ

ンペーン業務、中城城跡を活用した「きたコス」

イベント実施となっているとの答弁。ホームペ

ージの閲覧数が令和５年で約26万回から令和６

年には約57万回と伸びている要因はとの質疑に

対し、村内観光情報を31本とイベント情報を61

本、また観光アンバサダーを活用したウェブ記

事が10本、動画２本などを出していることが閲

覧数が伸びた理由と考えるとの答弁。ホームペ

ージやＳＮＳを活用した取組みの目的は、来訪

者の滞在型観光を促すこととあるが、その取組

から来訪客が増えているというデータはあるか

との質疑に対し、ホームページから直接宿泊施

設へ誘導するということではないが、体験コン

テンツなどを主に掲載しているとの答弁。ＳＮ

Ｓ活用について、バズる発信を観光アンバサダ

ーや観光協会と連携してできないかとの質疑に

対し、観光協会と連携して取り組んでいくとの

答弁。アンケート調査からの分析結果はとの質

疑に対し、アンケートは953件の回答をいただ

いており、内容としては、どこから来て、どの

ような目的で来たのか、移動手段は何か等、合

わせて満足度調査までを行い会員向けに展開を

図っているとの答弁。 

 ６款１項３目12節、国際ウェルネスツーリズ

ム推進事業の実績はとの質疑に対し、ウェルネ

スツーリズム推進事業委託料については、一括

交付金を財源とし、北中城村観光協会へ業務委

託を行い事業実施している。主な内容としては、

ワークショップの開催、中城城跡を活用したフ
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ラダンスの体験イベント、「国際ウェルネスツ

ーリズムＥＸＰＯ」への村内ホテル事業者との

共同出店、外国人観光客に対応するためのイン

バウンド受入講座を実施したとの答弁。インバ

ウンド受入講座について、どのような方を対象

に講座を開いたかとの質疑に対し、安座間珈琲、

北中ファーム、ソルファコミュニティーの３社

に向けて２回実施したとの答弁。ウェルネスイ

ベントの参加者が令和４年、５年に比べて６年

が減っているがなぜかとの質疑に対し、悪天候

によるイベントの延期が影響しているとの答弁。

北中城村の文化や風土を考えたときにウェルネ

スツーリズムが合っていないと思うところがあ

るとの質疑に対し、世界的なブームがあるので

それに合わせたツーリズム事業があるとの答弁。

世界各地のブルーゾーン地域にはそれなりの根

拠があるが、北中城村にはその根拠が見えてこ

ない。北中城村の女性長寿というのは戦争被害

者が少なかったことが起因しているのではと考

えられることから、一度立ち止まって他の観光

振興策を構築する考えも必要と考えるとの質疑

に対し、立ち止まることも重要と思うが、いろ

いろな側面から考えてウェルネスツーリズム事

業を進めていきたいとの答弁。 

 ６款１項２目18節、北中城村商工会補助金の

実績はとの質疑に対し、北中城村商工会補助金

については、経営改善普及指導事業費、地域総

合振興事業費等の費用に使われているが、30万

円増の理由は沖縄県産業まつりへの出展費用と

なっているとの答弁。商工会補助金を増やして

欲しいとの要請が議会にあったがどうかとの質

疑に対し、昨今の物価上昇等の影響もあり各種

団体の公平性であるとか財源の問題もあるので

その範囲内で対応したいとの答弁。 

 ６款１項３目18節、北中城村観光協会補助金、

対前年度比減の理由はとの質疑に対し、対前年

度比140万698円減の理由については、北中城村

観光協会事務局長職を本村職員から派遣したこ

とで人件費分の400万円の減とスタジオキタナ

カ閉鎖に伴うリース物件解約等で259万9,302円

の増で差し引いて140万698円の減になるとの答

弁。北中城村観光協会は地域経済の牽引役でな

ければならない。担当課がしっかり把握して取

り組んでいるかとの質疑に対し、北中城村観光

協会や村内事業者とともに取り組んでいる。特

に村内周遊ツアーとして、多くの村内事業者が

協力しているところで、そこを中心に輪を広げ

ていきながら村内滞在を促し村内でお金を使っ

ていただくようにしたいとの答弁。 

 ７款３項２目12節、無電柱化支援業務委託料

の実績はとの質疑に対し、この業務は、村の単

独事業費で行われており、ライカム地区（イオ

ンモール東通り、イオンモール南通り）での無

電柱化を推進するため、土地区画整理事業にお

いて整備された電線共同溝に入線を予定してい

る各電線事業者との協定締結に向けて、各事業

者との調整を行い、占用延長の算出及び建設負

担金の調書等の資料の作成をした。その結果、

各電線事業者と円滑に協定締結が完了し、現在、

入線作業に向けた現地調整を進めているとの答

弁。いつ頃完了予定かとの質疑に対し、２年か

ら３年後。返還跡地で無電柱化を前提としたロ

ウワープラザ地区や歴史的まちづくりとして事

業認定いただければ、大城、荻道地区も進めて

いけると考えるとの答弁。 

 ９款１項２目18節、学力向上推進協議会補助

金の実績はとの質疑に対し、教育委員による学

校訪問、地域教育懇談会の実施、２年に１度の

教職員の県外視察。イングリッシュコンテスト

や「教育の日」式典の開催などを行っていると

の答弁。北中城村は教育立村と言われて久しい

が、実際は全国学力・学習状況調査においては、

国平均、県平均よりも下回っている現実がある。

そういう厳しい状況を見ると、目標を持って目

に見える実績を上げてほしいとの質疑に対し、

ＰＤＣＡの中でしっかり取り組んでいるとの答
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弁。ＰＤＣＡの手法で進めているなら課題が見

つかり成果が出るはずだ。また、イングリッシ

ュコンテストは内容をブラッシュアップして公

平公正なシステムで開催すべきとの質疑に対し、

教育長を中心に計画的に学校訪問、授業観察も

行い授業方法も指導している。イングリッシュ

コンテストは公平公正なものになるよう他の地

域を参考にしてみるとの答弁。地域教育懇談会

が学力向上につながっているか疑わしいところ

がある。また懇談会への参加者も少なくなって

いるとの質疑に対し、今中部地域では北中城村

だけになっているので、次年度以降検討事項に

なるとの答弁。 

 ９款、学校プールに係わる年間予算はどれく

らいかとの質疑に対し、学校プールに係る年間

支出額は395万9,656円。内訳として、北中城小

学校131万1,375円、島袋小学校123万4,833円、

北中城中学校134万3,448円となっているとの答

弁。提示された年間支出額は通常維持メンテナ

ンス料になるのか。またプールの耐用年数はど

れくらいかとの質疑に対し、数年に一度、設備

等の修繕を入れたりするが、令和６年度は何も

ない中での維持メンテナンス料になる。法定耐

用年数が30年と言われており、北中城中学校で

30年経過、北中城小学校で15年経過、島袋小学

校が31年経過しているとの答弁。周辺市町村に

おいて民間のスイミングクラブのプールを使っ

ている事例がある。答弁を聞くと学校プールの

耐用年数も超えてきて今後の大規模修繕、建て

替え工事等の費用が出てくる。民間プール利用

の安全面、指導面、教師の負担軽減、天候に左

右されないことなども考えると民間プールの利

点は大いにあるとの質疑に対し、コスト面がネ

ックになっており現状のプールを使ったほうが

いいとの判断になるとの答弁。 

 ９款３項１目12節、スクールバス運行委託料

の実績はとの質疑に対し、極東警備センター株

式会社へ委託している。登下校時で２便ずつ運

行しているとの答弁。財源は何かとの質疑に対

し、村の単独費用になるとの答弁。村の単独費

用にも関わらず発着場所が島袋方面だけという

のはいかがなものか。美崎地区など他の地域の

方からのルートの拡大や発着場所を増やす声は

あるとの質疑に対し、ルートが島袋方面にしか

ないのは島袋自治会が運行していたものを村で

引き取ったことが理由で、今後のバスの経路を

含めて発着場所の件は、バスの検討委員会にお

いて検討されるとの答弁。本村の条例で通学バ

ス基金条例があるが、今後もそれを利用して進

めるのかとの質疑に対し、防衛省のほうから今

年度交付金が1,000万円入る。それが基金に積

み立てられるが、防衛予算については財政と計

画的な配分を調整しながらだが、２年に１度バ

スを買い替えしながら６年ぐらいかけて３台を

更新していくとの答弁。３台購入した後にはル

ートの拡大等の話になるのかとの質疑に対し、

現段階では北中城小学校で全学年バスが利用で

きるように話合いがされており、その次は中学

校となるとの答弁。 

 ９款３項２目18節、生徒派遣費負担金、生徒

の県外派遣に関する補助金の実績はとの質疑に

対し、生徒派遣負担金の実績は68万4,950円。

実績件数では体育系68件、吹奏楽７件、英語弁

論２件となっている。県外派遣補助金69万258

円で７団体に補助との答弁。派遣費交付規定は

令和２年度につくられたもので、今の社会情勢、

エネルギー価格の高騰、物価高騰などが反映さ

れていないとの質疑に対し、規定は数年おきに

変えるということではないが、社会情勢を考慮

に入れるものになる。しかし、近隣市町村と比

較調査した結果、北中城村が極端に安い状況で

はないこともあり周辺市町村での動向を見てい

くとの答弁。 

 ９款５項１目12節、中学校英語学習講座委託

料の実績はとの質疑に対し、前期・後期として

２期開催し、英検対策講座、英語体験活動、ま
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ちなか日帰り留学を実施した。前期の受講者数

９人、後期の受講者数５人となっている。英検

合格者については、前期６人（３級５人、４級

１人）、後期４人（３級３人、４級１人）とな

っているとの答弁。定員30名で前期後期合わせ

て14名の受講者となっているが、周知方法はど

うだったか。また受講者を増やす方法はとの質

疑に対し、案内チラシの配布や村の公式ライン、

ホームページ等を通して周知してきたが、今後

は担当課としても学校側に足を運んで周知に努

めていきたいとの答弁。委託業者にはレベルの

高い講師がいるので、準２級、２級それ以上を

目指せるようにすべきとの質疑に対し、令和６

年度は沖縄県教育委員会の指標の中で３級程度

という基準があったが、今年度は受講者が受け

たい級、レベルを目指せるようになったので、

幅広く対応しているとの答弁。 

 ９款５項３目12節、基地内文化財発掘調査等

委託料実績についてとの質疑に対し、基地内埋

蔵文化財包蔵地「喜舎場西原近世墓群」につい

て、近世墓とは1,600年代頃の手法・技法を用

いて造られたものになる。その墓自体は基地に

接収する前に基地の外に移設され利用されてい

るが、基地内に残った墓の中にまれに厨子甕等

が残っているので、その調査になり、その基地

内に残った19基の墓の記録保存目的の発掘調査

を実施した。そのほかに「瑞慶覧東後原近世墓

群」付近のエリアにて、防衛局の工事中に７基

の墓が不時発見されたことから、簡易的な記録

作成を実施後、現地保存の措置を講じたとの答

弁。発掘されたものはどうするのかとの質疑に

対し、県の文化財課から文化財認定されれば村

教育委員会で保管し、学術的な知見で内容をま

とめて公開はできるとの答弁。 

 ９款５項３目12節、村内遺跡試掘調査委託料

の実績はとの質疑に対し、農林水産課が所管す

る「農を活かした健康・福祉の里づくりに向け

た推進事業」の第２段階及び第３段階施工予定

区域において、埋蔵文化財の有無確認調査（試

掘調査）を実施したが当該区域内において、遺

物や遺構などは検出されず、埋蔵文化財は確認

されなかったとの答弁。今回文化財は見つから

なかったのであれば、今後の試掘調査はどうな

のかとの質疑に対し、開発が行われる所ではど

こでも事前の試掘調査というものが努力義務と

して出てくるが、このエリアは近くに国指定の

史跡荻堂貝塚が近接しているのでしっかり調査

し今後も進めていくとの答弁。 

 ９款６項２目12節、体育施設費で窓口、清掃

業務の予算が見えないが、どこから支出がされ

ているのかとの質疑に対し、令和５年度から中

央公民館と体育館施設を社会教育施設として一

緒にして社会教育費で組んでいるが、これまで

管理業務と清掃業務をそれぞれで委託するより

も一括契約が経費を抑えられるということで委

託契約をしているとの答弁。１社に警備、清掃、

窓口業務に至るまでを一括することで効果があ

るとしているが、どこに効果があるのかとの質

疑に対し、業務を追加したところもあり、また

物価高騰や賃金上昇もある中で、１社と長期契

約したことでの経費節減効果はあるとの答弁。 

 ９款６項３目18節、物価高騰分公立学校給食

費補助事業〈重点交付金（臨）〉の実績はとの

質疑に対し、物価高騰分公立学校給食費補助事

業の実績額は410万3,000円。この補助金は学校

給食費の食材費高騰分について、学校給食共同

調理場への補助金交付で、保護者への負担軽減

につながるとの答弁。この補助メニューは、一

時的な交付金だが、この補助金がなくなったら

村が負担するのか、保護者が負担するのか、給

食の質、量を少なくするのかどちらかとの質疑

に対し、学校給食費については、本来保護者が

負担すべきものであるが、現在は４分の３補助

で村が給食費補助を行っている。この補助メニ

ューは臨時交付金として次年度はあるかわから

ないので、令和７年の７月に学校給食運営委員
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会を開いた。その中で令和８年度から値上げが

決定され、保護者にも負担を求めていくとの答

弁。保護者に負担を求めていくのに、この値上

げ案について島袋小学校の保護者がいない中で

話がされたのは問題だとの質疑に対し、島袋小

学校は父母教師会が休会中なので島袋小学校の

校長が参加したとの答弁。委員会の持ち方、決

め方に問題がある。父母教師会がいなければ学

校運営協議会など、父母を代表とするものもい

るとの質疑に対し、島袋小学校の学校運営協議

会などで話合いができればと思うとの答弁。村

長公約の給食費無償化と給食費の値上げの関係

はどうなっているのかとの質疑に対し、村長は

持ち出しが増えることは厳しいとの認識だが納

得してもらったとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を認定すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから認定第１号 令和６年度北中城村一

般会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定するもので

あります。 

 認定第１号 令和６年度北中城村一般会計歳

入歳出決算の認定については、委員長の報告の

とおり認定することに賛成の方は御起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。認定第１号 令和６年度北中

城村一般会計歳入歳出決算の認定については認

定するものと決定しました。 

 休憩します。 

午前１１時０３分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（名幸利積） 

 再開します。 

 

日程第４．認定第２号 令和６年度北中城村

国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第４．認定第２号 令和６年度北中城村

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 認定第２号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た認定第２号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定について、本委

員会における審査の経過と結果について、御報

告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日、

25日に全委員出席の下、審査を行いました。執

行当局から、担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものとそれに対する答弁につい

て御報告いたします。 
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 歳入１款１項国民健康保険税の不納欠損額、

収入未済額の内容は（件数、理由）との質疑に

対し、不納欠損額については97万3,900円、件

数で38件。理由については地方税法に基づく時

効（５年）となった保険税を不納欠損とした。

収入未済額については、件数で現年分264件、

過年度252件。収入未済の理由は被保険者によ

って異なり様々な理由があるとの答弁。これま

でどういった徴収努力をしてきたかとの質疑に

対し、年２回の催告状送付、また年４回程度の

夜間訪問を行い、そのうち１回は村長、副村長、

各課長とともに一斉的に行ったとの答弁。一斉

の夜間訪問はどのように行ったのかとの質疑に

対し、10班に分けて行い、特に高額の滞納者や

なかなか制度理解を得られない方の訪問は村長、

副村長を割り当てて行ったとの答弁。徴収係の

職員にはどのような指導を行っているかとの質

疑に対し、普段の業務中でも徴収に対する対応

法や法律に関することを指導している。また年

に数回は県主催の研修会への派遣を行っている

との答弁。財産の差し押さえは行っているか、

またその方が亡くなった場合はどうなるのかと

の質疑に対し、財産差し押さえも通知を出して

行っている。また滞納者が亡くなった場合は、

財産相続により負の財産（滞納金）まで相続す

ることになるので、相続人からの徴収となると

の答弁。 

 ６款１項１目１節、保険給付費等交付金（普

通交付金）が対前年度比で減額となった理由は

との質疑に対し、普通交付金については、県の

条例に基づき村が行った保険給付の実績に応じ

て交付申請を行いその同額が交付され、村の行

った保険給付費額と県の行った普通交付額は基

本的に一致することになる。減額理由について

は国保被保者数の減や医療費の減などが考えら

れるとの答弁。被保険者数の減は後期高齢者医

療保険への移行によるものかとの質疑に対し、

それに加えて、社会保険の加入要件が緩和され、

社会保険への加入も増えてきているとの答弁。 

 ６款１項１目２節、保険給付費等交付金（特

別交付金）が対前年度比で増額となった理由は

との質疑に対し、特別交付金の保険給付費等交

付金については、村の財政状況、その他特殊要

因や事業に応じて財政の調整を行うこととなる。

今回は、県繰入金に大幅な増が見られたとの答

弁。 

 10款１項１目８節、その他一般会計繰入金が

対前年度比で２億5,000万円減額になった理由

はとの質疑に対し、国保の決算においては、継

続的に赤字が続いている。本村の国保財政にお

いて幾度か前年度繰上充用を行い赤字の補塡を

行っていたが、厚労省より前年度繰上充用を行

わないようとの指導もあり、財政部局との調整

により令和５年度決算において３億6,000万円

の繰入れを行った。これにより令和６年度にお

いては、これまでの赤字を多くの一般会計繰入

金で補えたことにより減少となったとの答弁。

今後の赤字解消法としてどのような方法がある

かとの質疑に対し、方法としてはまず徴収率を

上げること、保健指導で病気を予防し医療費を

抑制すること、また保険税の額改定による税の

引上げがあるとの答弁。令和７年度から条例改

正で国保税額が上がったがその効果はとの質疑

に対し、令和７年度の税収入予想では約4,000

万円程度増収になる予想との答弁。 

 12款４項３目１節、一般被保険者返納金で収

入未済額16万1,765円が出ている理由はとの質

疑に対し、国保から離脱した者が、国保の保険

証を用いて医療を受けた方に対して医療費返納

を求めているが、令和６年度においては16万

1,765円の未返納となっているとの答弁。未返

納の対象者は何名かとの質疑に対し、件数とし

て12件となっているとの答弁。 

 歳出２款２項１目18節、一般被保険者高額療

養費が対前年度比で減額となった理由はとの質

疑に対し、減額となった理由については、高額
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療養費は入院や手術など様々な疾患ごとの数値

の積み上げによるもので、特定は困難であるが、

令和６年度においては全体的に高額な医療費が

減少したものと考えているとの答弁。主にどう

いったものが減少したかとの質疑に対し、脳疾

患や心疾患、またコロナによる医療費も減少し

ているとの答弁。 

 ６款１項２目12節、特定健康診査等事業費委

託料で107万6,663円の不用額が出ている理由は

との質疑に対し、本委託料については、毎年度

の健診予定者数に１人当たり最大かかる費用を

計上しているが、それぞれ健診内容が異なるた

め決算においては不用額が出ているとの答弁。

健診率が低くて多額の不用額が出ているのかと

の質疑に対し、受診した人数ではなく、人によ

っては多くの種類を受診する場合もあり、全種

類を受診する想定での予算計上になっているた

め、受診種類が少ない場合は不用額が増えると

の答弁。 

 ９款１項１目22節、税過誤納金還付金が対前

年度比で増額となった理由はとの質疑に対し、

理由については様々な要因があり、社保加入や

喪失、所得の更正などがあり、その年度によっ

て変動はあるが、平均的に150万円弱を推移し

ているため、想定範囲内の決算額となっている

との答弁。令和６年度は社保加入者が増えたこ

とによるものかとの質疑に対し、件数は社保加

入が多いが、金額は所得申告校正によるものが

大きいとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を認定すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから認定第２号 令和６年度北中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定するもので

あります。 

 認定第２号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。認定第２号 令和６年度北中

城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

については認定するものと決定しました。 

 

日程第５．認定第３号 令和６年度北中城村

後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第５．認定第３号 令和６年度北中城村

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 認定第３号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た認定第３号 令和６年度北中城村後期高齢者
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医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本

委員会における審査の経過と結果について、御

報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日、

25日に全委員出席の下、審査を行いました。執

行当局から、担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものとそれに対する答弁につい

て御報告いたします。 

 歳入１款１項後期高齢者医療保険料の不納欠

損額、収入未済額の内容は（件数、理由）との

質疑に対し、「不納欠損の理由については、高

齢者の医療の確保に関する法律に基づき時効

（３年）となった保険料を不納欠損としている。

収入未済額については、現年分が30件、滞納分

が12件となっているとの答弁。払えない理由は

どういったものがあるかとの質疑に対し、理由

は様々で、生活困窮者や特別徴収（年金天引き）

から普通徴収に変更となった方がこれまでどお

り天引きされているとの思い込みによる未払い、

また急に身の回りのことができなくなった方で

支払いが滞ったといった理由があったとの答弁。 

 歳出３款１項１目22節、過誤納金還付金34万

6,987円の詳細内容はとの質疑に対し、死亡17

万1,523円（22件）、所得更正12万9,491円（４

件）、転出３万6,385円（３件）、生活保護開

始9,588円（２件）となっているとの答弁。死

亡に関して相続人へ還付金が行くと思われるが、

相続人がいなければそのお金はどうなるのかと

の質疑に対し、還付金通知書を送るが請求され

ない場合があり、その場合は還付金支払いにも

時効（３年）があり、時効成立になれば村の予

算となるとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を認定すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから認定第３号 令和６年度北中城村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定するもので

あります。 

 認定第３号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。認定第３号 令和６年度北中

城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定については認定するものと決定しました。 

 

日程第６．認定第４号 令和６年度北中城村

水道事業会計決算の認定について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第６．認定第４号 令和６年度北中城村

水道事業会計決算の認定についてを議題としま

す。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 認定第４号 令和６年度北中城村水道事業会
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計決算の認定について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た認定第４号 令和６年度北中城村水道事業会

計決算の認定について、本委員会における審査

の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局から担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 収益的支出１款１項営業費用の不用額2,164

万4,473円の理由はとの質疑に対し、当初予算

で、浄水購入費、動力費、人件費及び手数料を

多く見積もったことによるものとの答弁。過大

見積の理由はとの質疑に対し、水道事業におけ

る浄水購入費、動力費、人件費の過大見積の背

景にはコスト増加、需要予測の変動、物価高、

人件費上昇など、これらの費用は水道料金の算

定に直結するため、適切なコスト管理体制を構

築したいとの答弁。 

 資本的収入１款５項補助金の当初予算額

3,600万円が決算額０円で減額となった理由は

との質疑に対し、補助金が減額の理由は、喜舎

場ポンプ場機械設備（機器・弁・配管）更新工

事を繰越したため。理由としては、当初、令和

７年２月末までの完了を見込んでいたが、受注

生産でメーカー側の納期が３月中旬になったた

め繰越したとの答弁。 

 資本的支出１款１項建設改良費の不用額

1,162万5,890円の理由はとの質疑に対し、宜野

湾北中城線道路改良工事に伴う配水管移設工事

の入札執行残額と機械及び装置の量水器新規取

り付け等の実績によるものであるとの答弁。 

 収益的支出１款１項２目４節、水管橋及び空

気弁点検業務の実績はとの質疑に対し、村内橋

梁及びボックスカルバートに添加された水道管

の附属設備である空気弁、支持金具等及び水管

橋以外の道路下に敷設された空気弁、弁室の点

検を行うもので、調査結果として水管橋30基、

地下空気弁101基の合計131基の点検を実施して

いるとの答弁。水管橋・空気弁点検の結果、不

具合件数と対応はとの質疑に対し、かすかな漏

水箇所５か所、フランジボルトの腐食11か所確

認した。対応については、状況判断で優先順位

を決定するとの答弁。水管橋等の法定点検頻度

はとの質疑に対し、水管橋の点検頻度は５年に

１回以上、空気弁は、幹線管路に設置されたも

のは、２年に１巡、それ以外は５年に１巡が目

安であるとの答弁。 

 １款１項２目６節、配水管・給水管維持管理

修繕費のうち村内企業の発注状況はとの質疑に

対し、漏水等による突発的な修繕であるため、

入札ではなく、修繕の約９割を村内水道業者で

対応している。１割は特殊な技術を有するため

村外水道業者で対応しているとの答弁。その他

の発注工事で村内水道業者、村外水道業者の発

注状況はとの質疑に対し、工事規模にもよるが、

できるだけ村内水道業者優先で対応したいとの

答弁。 

 １款１項３目19節、経営戦略改定業務の成果

はとの質疑に対し、令和２年３月に策定した経

営戦略の見直しを行うもので、令和７年度から

令和16年度までを計画期間とし、基本方針とし

て計画的・効率的な更新投資の推進と経営基盤

の強化を掲げ、整備面では、アセットマネジメ

ント手法を活用し有形固定資産減価償却額を

60％に抑えることを目標としている。また、更

新投資費用を平準化し、優先順位を明確にした

耐震工事を推進し、経営基盤の強化については

浄水購入単価上昇や物価高騰に対して、料金改

定、近隣自治体との業務連携などを検討し、経

営の健全性を確保し、財政面では、施設の更新

や維持管理に必要な財源を確保し、安定した事

業運営を継続していくために、料金改定が必要

という結論になっているとの答弁。県内におい
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て近隣自治体との業務連携の検討内容はとの質

疑に対し、水道経営戦略業務において近隣自治

体との連携を検討することは、水道事業が直面

する、安定した水の供給を将来にわたって継続

するための広域化は重要な取り組みであるとの

答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を認定すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから認定第４号 令和６年度北中城村水

道事業会計決算の認定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定するもので

あります。 

 認定第４号 令和６年度北中城村水道事業会

計決算の認定については、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。認定第４号 令和６年度北中

城村水道事業会計決算の認定については認定す

るものと決定しました。 

日程第７．認定第５号 令和６年度北中城村

下水道事業会計決算の認定につい

て 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第７．認定第５号 令和６年度北中城村

下水道事業会計決算の認定についてを議題とし

ます。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 認定第５号 令和６年度北中城村下水道事業

会計決算の認定について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た認定第５号 令和６年度北中城村下水道事業

会計決算の認定について、本委員会における審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局から担当課長及び担当係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 収益的収入１款２項営業外収益の予算額に比

べ決算額の増減が133万2,932円減額となった理

由はとの質疑に対し、浄化槽設置補助金及び下

水道接続県補助金の実績によるものである。な

お、下水道設置県補助金の残額分は公共下水道

汚水枝線工事に充当しているとの答弁。 

 収益的支出１款１項営業費用の不用額1,160

万9,605円の理由はとの質疑に対し、不用額の

主なものとして、流域下水道管理運営費負担金

が当初見積もっていた額より、実績として約

1,030万円不用となったことによるとの答弁。

流域下水道管理運営負担金の内容はとの質疑に

対し、流域下水道管理運営負担金は、流域下水

道を管理する県などが下水道の維持管理に要す

る費用で、関係する市町村が下水道の受益限度
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額に応じて負担しているとの答弁。 

 資本的収入１款３項国庫補助金、４項県補助

金、補助金の予算額に比べ決算額の増減が減額

となった理由はとの質疑に対し、国庫補助金に

係る公共下水道島袋汚水枝線工事（第33工区）

を繰り越したことにより企業債も繰り越したこ

とによる。県補助金については、防災安全交付

金で５号調整池整備に係る用地費及び補償費の

未執行によるものであるとの答弁。５号調整池

整備に係る用地費及び補償費の未執行が長期に

なっている。県補助金の今後の取組はとの質疑

に対し、次年度の予算額として、県に要請して

いるとの答弁。 

 資本的支出１款１項建設改良費の不用額

7,187万6,508円の理由は。また、工事費等のう

ち村内企業の指名状況、発注状況はとの質疑に

対し、入札不調が５件相次いだことによるもの

で、年度内発注をできるだけ執行目的で予算確

保していたが、受注者がなかったため不用額と

したものである。村内企業発注状況としては、

不調になった安谷屋汚水枝線工事（第４工区）

は２回不調で、うち村内業者参加は７者。島袋

汚水枝線工事（第33工区）は３回不調で、うち

村内業者参加は６者となっているとの答弁。入

札不調が５件相次いだ理由はとの質疑に対し、

入札辞退届の原因は、建設業界全体の慢性的な

人手不足により、技術者や作業員が不足してい

ることが入札参加者不在の主な原因との答弁。 

 収益的支出１款１項２目５節、浄化槽設置事

業補助金の実績はとの質疑に対し、浄化槽設置

については６件となっている。内訳として、７

人槽が３件、５人槽が３件となっているとの答

弁。７人槽、５人槽の補助金はとの質疑に対し、

個人が浄化槽を設置し村が設置費用を助成する

事業に対して、国庫補助金３分の１を助成する。

７人槽が41万4,000円、５人槽が33万2,000円と

の答弁。 

 １款１項４目15節、下水道事業経営戦略改定

業務の成果はとの質疑に対し、平成31年３月に

策定した経営戦略の見直しを行うもので、令和

７年度から令和16年度までを計画期間とし、基

本方針として今後の計画的な下水道整備・更新

の推進、経営基盤の強化を掲げ、整備面では未

普及地域の解消に向けた新規整備を進め、接続

率を高めるため個別訪問や自治会との連携によ

る啓発活動を強化し、助成制度の活用を促進し

ていく。経営基盤の強化に向けては、令和16年

度までに接続率を76.5％に引上げ、経費回収率

を95％に改善することを目標とし、さらに、企

業債残高を適正に管理し、財政情報を積極的に

活用し、経営の効率化を図る。財政面では、今

後の施設更新や維持管理に必要な財源を確保し、

安定した事業運営を継続していくため、使用料

の引上げを必要としている。別添、概要版のと

おり見直しを行っているとの答弁。下水道事業

における経営戦略の広域化の取組はとの質疑に

対し、複数の自治体が下水道事業を広域的に統

合し将来にわたり安定的な事業を継続していく

ため、中長期的な視点で部会を立ち上げて取り

組んでいるとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を認定すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 
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 これから認定第５号 令和６年度北中城村下

水道事業会計決算の認定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定するもので

あります。 

 認定第５号 令和６年度北中城村下水道事業

会計決算の認定については、委員長の報告のと

おり認定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。認定第５号 令和６年度北中

城村下水道事業会計決算の認定については認定

するものと決定しました。 

 

日程第８．議案第４７号 令和６年度北中城

村水道事業剰余金処分について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第８．議案第47号 令和６年度北中城村

水道事業剰余金処分についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第47号 令和６年度北中城村水道事業剰

余金処分について。 

 令和７年９月８日、本委員会に付託されまし

た議案第47号 令和６年度北中城村水道事業剰

余金処分について、本委員会における審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。 

 審査結果について御報告いたします。 

 令和６年度北中城村水道事業剰余金処分につ

いては、さきに付託された認定第４号 令和６

年度北中城村水道事業会計決算の認定の中で、

７ページ及び８ページで審議されたため、質疑

は行わず討論、採決の結果、本委員会は全会一

致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第47号 令和６年度北中城村水

道事業剰余金処分についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第47号 令和６年度北中城村水道事業剰

余金処分については、委員長の報告のとおり可

決することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。議案第47号 令和６年度北中

城村水道事業剰余金処分については原案のとお

り可決するものと決定しました。 

 

日程第９．議案第４８号 令和６年度北中城

村下水道事業剰余金処分について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第９．議案第48号 令和６年度北中城村

下水道事業剰余金処分についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第48号 令和６年度北中城村下水道事業

剰余金処分について。 
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 令和６年９月８日、本委員会に付託されまし

た議案第48号 令和６年度北中城村下水道事業

剰余金処分について、本委員会における審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、９月12日、18日、22日

に開催し、全委員出席の下、審査を行いました。 

 審査結果について御報告いたします。 

 令和６年度北中城村下水道事業剰余金処分に

ついては、さきに付託された認定第５号 令和

６年度北中城村下水道事業会計決算の認定の中

で、６ページ及び７ページで審議されたため、

質疑は行わず討論、採決の結果、本委員会は全

会一致で原案を可決すべきものと決定いたしま

した。 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第48号 令和６年度北中城村下

水道事業剰余金処分についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第48号 令和６年度北中城村下水道事業

剰余金処分については、委員長の報告のとおり

可決することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（名幸利積） 

 起立全員です。議案第48号 令和６年度北中

城村下水道事業剰余金処分については原案のと

おり可決するものと決定しました。 

 

日程第１０．同意第４号 固定資産評価審査

委員会補欠委員の選任について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第10．同意第４号 固定資産評価審査委

員会補欠委員の選任についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 同意第４号 固定資産評価審査委員会補欠委

員の選任について。 

 

 

同意第４号 

 

固定資産評価審査委員会補欠委員の選任について 

 

 下記の者を北中城村固定資産評価審査委員会補欠委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住  所：沖縄県那覇市 
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 氏  名：今福 聡 

 

 生年月日：平成３年生 

 

 任  期：選任の日から令和８年５月１６日まで。 

 

令和７年９月２６日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 北中城村固定資産評価審査委員会委員が令和７年９月５日付で、辞任届を提出したことにより、

補欠の委員を選任する必要があるため。 

 

 

 略歴書について、添付してございますので、

お目通しのほうをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 私から数点ほど伺います。 

 前任者は、なぜ辞任届を出したのか。 

 もう１点、今回選任するにあたって、推薦は

どちらからされたのか。 

 もう１点は、この選任者の専門分野は調べて

いるのか伺います。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 前任者は務めていた事務所が北中城村を被告

とする原告の方との業務が受託した旨、利害関

係にあると判断して辞任届を提出されています。 

 推薦と略歴、専門については、弁護士会にそ

の旨、固定資産評価審査委員を選任したいので

ということで推薦を受けて選任したものでござ

います。 

 専門分野については特別調査しておりません

が、弁護士会に、今説明申し上げたとおり、こ

ういったこと、固定資産評価審査委員として選

任したいので推薦いただけますかということで

推薦してもらっていますので、特に問題はない

かと存じ上げています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ホームページで調べたところ、この選任者は

主力分野が交通事故になっていますが、今後こ

ういう固定資産評価審査委員会において支障が

ないのかを伺います。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 私たちが選任する場合、得意分野を加味して

特に選任してございません。特段弁護士の資格

を持っているということで選任してございます

ので、問題はないと考えています。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 辞められた前任者は、本村の固定資産税の裁

判のほうに会社が関わりがあったということで

すけれども、結果として本村が勝訴したという

ことですけれども、何か特段不都合があったと

かそういったのはなかったですか。この辺をお

聞かせください。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特に本件裁判の事案と関わっていたのではな

くて、別の事案で会社が関わることになったた

め、倫理上辞退したいという申入れがありまし

た。特に何かしらあるというわけではございま

せん。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは後任者の件ですけれども、先ほどの

ことと絡めて、やはり法律というのは専門分野

のほうがいいのかなと思っています。いろいろ

多岐にわたってありますので、争いというのは。

ましてや今後増えていくだろう、こういった固

定資産評価の中でどういった対応を取るかとい

うのは事例等を含めながら考えていかないとい

けないと思っていますけれども、今答弁では特

段大丈夫だという話をしています。もし、評価

に対して違いが出てくる可能性があるとは思い

ますけれども、この辺どういうふうに考えます

か。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 あくまで固定資産評価審査委員は、弁護士だ

ったり不動産鑑定士、そういった方が選任され

ておりまして、裁判とかになった場合はまた別

の弁護士に委託する旨、先ほどおっしゃってい

たように専門の方もいますので、そういった方

を選任すればいいのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 この件で、今回辞める方が理由として北中城

に裁判をかける、原告側というんですか。そこ

と関わりが事務所内にあるから、あったからで

すか。あったから、これじゃあまずいというこ

とで今回は降りますという、前の裁判のときに

それを知ってこうなっているのか。もしくはこ

れからこようとしている裁判に対して、裁判を

訴えようとしている側が辞めた方の法律事務所

とやり取りがあるから、今回は降りますという

ことなのか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 詳しい内容については、向こうのほうもなか

なか教えてくれません。ただ、途中で分かった

わけではなくて、今後そういったことが事務所

として受けるから降りたいという話です。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 一応ですね、何か普通あり得ないことなんで

すよ。通常、例えば私がＡ弁護士事務所に北中

を相手取ってでもないけど、裁判にかけたい、

Ａ事務所に。Ａは私との裁判に関わるもので、

北中城とやり取りしているとなったら断るんで

すよ、私の依頼に対して。いわば利益相反にな

っちゃうから。だから通常この法律事務所が、
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過去の裁判ではなくてこれからこの方とやり取

りしようとしているというのに、もともとここ

とやり取りしているから、通常相手を断るんで

すよ。なのに断らなくて、もう相手とちょっと

やり取りしようとしてるから、すみません、関

係してくる可能性があるから辞めるというのは

ちょっと違うなというのと、よくも相談を受け

るなと思うところがとっても疑問に思う。これ

ちょっとこの事務所は、私聞いた中では懲戒処

分に当たるんじゃないかという、沖縄弁護士会

から、という話も聞いているんですよ。 

 また、あと１点は、屋良議員と上間議員から

あったように、専門分野が交通事故関係の専門

だよという、弁護士であるからもちろんできる

のかもしれないけど、今回この固定資産評価額

に対しての裁判ですよね。２年から３年ぐらい

かかっているじゃないですか。そういう中で、

専門だったらある意味スピーディーに終わらせ

るんですよ。専門じゃない人がやるととっても

時間がかかると言っていました。これは例え話

が合っているか分からないけど、私が骨折した

とする。その整骨院とか骨折に関わる専門の医

者に見せるんだったら早く終わるけど、内科と

か脳神経科とかに骨折を見せてもできないです

よね、でも同じ医者という感じで、同じぐらい

解決に対するスピーディー感が違ってくるので、

時間かかればかかるほど、職員もそこに目を向

けないといけないし、そういう意味では村にと

っても不利益になると思うんですよ。だからそ

の選任の仕方も、沖縄弁護士会からこの人が適

当ということで、「はい、そうですか」では通

らないんじゃないかなと思うところがあって、

さっきのも含めて、これ前者の話は、この方が

辞める理由というのが、この法律事務所もちょ

っといい加減だなと思うんですね。それに対す

る判断というのはできなかったのか。いわばも

う利益相反じゃないですか。こっちの手の内も

あっちの事務所は分かるし、となったら次の裁

判は長引かないですか、どうですか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 あくまでも今のお話は委員であって、裁判を

戦っている弁護士とは違います。だから専門の

方が実際は裁判をやっていて、あくまでも評価

審査委員を選任するということです。評価審査

委員が裁判を行っているわけではございません。 

 事務所のお話は、私はこの事務所がどう考え

たのか分からないんですが、事務所として受け

持つことになるから評価審査委員としては倫理

的に問題があるから辞任させてくれという話だ

と思います。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 評価審査委員だから大丈夫っていうことです

か。ごめんなさい、場違いな質疑をしてしまっ

たんですね、私はじゃあ。すみませんでした。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 この方の略歴というかそういったのを、昨日、

簡単に見せていただきましたが、本村がこの方

を指名するに至って弁護士事務所なりに相談を

かけたと思うんですが、この方はこれまで固定

資産評価に対しての実績とか、そういった詳し

い状況の話があったのでしょうか。昨日の中で

はそういったものが見えなかったのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 実績はこれまでないと思っています。 

 以上です。 
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○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 例えば前回の方ですね、その方も過去に実績

があったかなかったか。そういう有無を確認し

ての選任に至ったのか。前回の方も例えば経験

値がない中で業務を遂行していく上で、本村の

固定資産評価に対して知識を深めていったのか。

どんな感じでやったのでしょうか、前回は。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 先生に関しては、たしか実績があったと存じ

ています。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、前回は実績を確認して選任に至り、今

回は特に実績を確認できないまま、今回この場

に上がってきたというのはどういった理由から

でしょうか。 

○議長（名幸利積） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 何名かの弁護士に、実は個人的にというか、

個別に委員に任命したいんだけれどもというふ

うなことを打診しました。ただし、皆さんお断

りされてですね、どうせだったら弁護士会に相

談して、そちらのほうからということで今回の

選任につながってございます。 

 以上です。 

○議長（名幸利積） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから同意第４号 固定資産評価審査委員

会補欠委員の選任についてを採決します。 

 お諮りします。本案は同意することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。同意第４号 固定資産

評価審査委員会補欠委員の選任については同意

することに決定されました。 

 

日程第１１．陳情第７－５号 地元産品奨励

及び地元企業優先使用について

（要請） 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第11．陳情第７－５号 地元産品奨励及

び地元企業優先使用について（要請）を議題と

します。 

 お諮りします。ただいま議題になっている陳

情第７－５号 地元産品奨励及び地元企業優先

使用について（要請）は、会議規則第39条第３

項の規定により委員会への付託を省略すること

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから陳情第７－５号 地元産品奨励及び

地元企業優先使用について（要請）を採決しま

す。 

 お諮りします。陳情第７－５号 地元産品奨

励及び地元企業優先使用について（要請）は、

採択することに御異議ありませんか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。陳情第７－５号 地元

産品奨励及び地元企業優先使用について（要請）

は採択されました。 

 

日程第１２．陳情第７－６号 県産品の優先

使用について（要請） 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第12．陳情第７－６号 県産品の優先使

用について（要請）を議題とします。 

 お諮りします。ただいま議題になっている陳

情第７－６号 県産品の優先使用について（要

請）は、会議規則第39条第３項の規定により委

員会への付託を省略することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから陳情第７－６号 県産品の優先使用

について（要請）を採決します。 

 お諮りします。陳情第７－６号 県産品の優

先使用について（要請）は、採択することに御

異議ありませんか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。陳情第７－６号 県産

品の優先使用について（要請）は採択されまし

た。 

 

日程第１３．陳情第７－７号 夜勤規制と大

幅増員で安全・安心の医療・介

護の実現を求める陳情書につい

て 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第13．陳情第７－７号 夜勤規制と大幅

増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める

陳情書についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 

 

 

１．審査事件 

   陳情第７－７号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳情書 
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２．審査経過 

 同陳情は、令和７年第６回定例会において、本委員会に付託された陳情案件です。本委員会

は、令和７年９月１２日、１８日、２２日、２５日に全委員出席のもと審査を行いました。 

 

３．審査結果 

 採択です。 

 

４．審査意見 

 日本医療労働組合連合会は２０２４年度夜勤実態調査を実施した。この調査は医療機関で働

く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で把握するため毎年実施しているものである。 

 長時間夜勤における安全面と健康面でのリスクは海外の研究からも明らかになっている。８

時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は５０．７％（４８．４％）、看護職員数

４９．４％（４８．１％）と昨年より増加し、過去最多となった。夜勤協定は約７割にとどま

り約３割では夜勤のルールが野放し状態になっている。夜勤の問題点を解決していくには介護

職員の増員しかないと考えられている。利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保できる

水準の人員の配置をするために、配置基準の引上げを厚生労働省に求めているが適正に人員配

置するには基本的に事業者の責任としている。夜勤手当等についても厳しく夜勤も含めた１日

の勤務シフトの数は過去の傾向とほぼ変わらない。 

 夜勤の実態調査の結果を見ても全く改善がされず、劣悪な状況と言っても過言ではない。こ

のままの状況が続くといずれ病院施設でケアされている患者や健常者の県民や国民にも悪い影

響をもたらすことは必至である。 

 よって、本件については、採択し、関係機関に改善を求める意見書を提出することに決定し

ました。 

 

 

○議長（名幸利積） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから陳情第７－７号 夜勤規制と大幅増

員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳

情書についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は採択です。 

 陳情第７－７号 夜勤規制と大幅増員で安

全・安心の医療・介護の実現を求める陳情書に

ついては、委員長の報告のとおり採択すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。陳情第７－７号 夜勤

規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実

現を求める陳情書については委員長の報告のと
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おり採択されました。 

 

日程第１４．意見書第４号 夜勤規制と大幅

増員で安全・安心の医療・介護

の実現を求める意見書について 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第14．意見書第４号 夜勤規制と大幅増

員で安全・安心の医療・介護の実現を求める意

見書についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 山田晴憲議員。 

○１３番（山田晴憲議員） 

 それでは読み上げまして提案とさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

意見書第４号 

 

夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める意見書 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

令和７年９月２６日提出 

 

北中城村議会議長  名 幸 利 積  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

山 田 晴 憲 

賛成者：北中城村議会議員 

川 上 龍 太 

比 嘉 義 弘 

屋 良 朝 春 

喜屋武 すま子 

 

 

 

夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める意見書 

 

 人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性や安全

面でのリスクが科学的にも証明されている。諸外国では、ＩＬＯ（国際労働機関）「看護職員条

約（第１４９号）・勧告（第１５７号）」や「夜業条約（第１７１号）・勧告（第１７８号）」

などに基づいた規制が行われ、「１日の労働時間は８時間以内」「時間外を含めても１２時間以

内」など有害業務である夜間業務から労働者の健康と生活を保護している。しかし日本では、医
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療も介護現場でも１６時間以上の長時間夜勤は年々増え、常態化しつつある異常な実態にある。

日本でも諸外国並みの保護措置をとり、患者利用者にとって安全安心の医療介護の実現と労働者

が健康に働き続けられる環境整備が早急に求められている。同時に長時間勤務が増えてしまって

いる根本的な原因になっている人手不足を早急に解決する必要がある。 

 人手不足を解消するどころか、現在看護や介護職員の離職者が増え、入職者が減っているとい

う深刻な状況になっており、その大きな原因の一つには、他産業と比べて３分の１の賃上げ額や

２分の１の一時金（賞与）など、ケア労働者の低すぎる賃金実態があることは紛れもない事実で

ある。 

 国民生活に欠かすことのできない医療介護の提供体制を守ることは国の責務である。誰もが安

全安心に医療・介護・福祉がいつでもどこでも受けられるように以下の項目について実現を求め

る。 

 

記 

 

１． 安全安心の医療介護を実現するために、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うこと 

２． 安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職員

等の配置基準を見直し、大幅に増員すること。安定した人員確保のためにも大幅賃上げを国

の責任で支援すること 

３． 長時間労働を規制し医療介護現場における「夜勤交替制労働」に関わる労働環境を改善す

ること 

４． 新たな感染症や災害に備えるため、公立公的病院を拡充強化し、保健所の増設など公衆衛

生行政の体制を拡充すること 

５． 医療、介護従事者の財源確保による診療報酬改定等で患者、介護サービス利用者の負担増

にならないように軽減を図ること 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年（２０２５年）９月２６日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

あて先 

内閣総理大臣 厚生労働大臣 財務大臣 総務大臣 

 

 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（名幸利積） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 
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 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから意見書第４号 夜勤規制と大幅増員

で安全・安心の医療・介護の実現を求める意見

書についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。意見書第４号 夜勤規

制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現

を求める意見書については可決されました。 

 

日程第１５．閉会中の継続審査の申し出 

 

○議長（名幸利積） 

 日程第15．閉会中の継続審査の申し出の件を

議題とします。 

 総務厚生常任委員長から会議規則第75条の規

定によって、お手元にお配りした申出のとおり、

閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。したがって委員長から

の申出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。 

 お諮りします。本定例会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理に要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（名幸利積） 

 異議なしと認めます。本定例会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理に要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日をもって議会は閉会となりますが、議員

各位には長い会期中、熱心な御審議をいただき、

議長として心から感謝を申し上げます。 

 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和７年第６回北中城村議会

定例会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午後 ０時１７分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  名 幸 利 積   

     署名議員  大 城 律 也   

     署名議員  上 間 堅 治   

 


